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平成27年３月４日（水曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成27年度宮崎県一般会計予算

○議案第15号 平成27年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算

○議案第16号 平成27年度宮崎県育英資金特別

会計予算

○議案第17号 平成27年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算

○議案第18号 平成27年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算

○議案第19号 平成27年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算

○議案第21号 宮崎県教育委員会の組織に関す

る条例

○議案第22号 宮崎県教育関係職員定数条例の

一部を改正する条例

○議案第23号 地方警察職員の定数に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第28号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第32号 教育長の給与等に関する条例の

一部を改正する条例

○議案第33号 市町村立学校職員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条

例

○議案第54号 平成26年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○議案第65号 平成26年度宮崎県育英資金特別

会計補正予算（第１号）

○議案第78号 平成26年度宮崎県一般会計補正

予算（第７号）

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて［育英資金貸付金返還請

求に係る訴えの提起］

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○請願第64号 義務教育費国庫負担制度の拡充

・復元について、国に意見書の

提出を求める請願

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・平成26年の交通事故の概要と本年の取組につ

いて

・「宮崎県企業局経営ビジョン」（案）について

・企業局施設見学ツアー（工業用水道施設）に

ついて

・第二次宮崎県教育振興基本計画の改定につい

て

・宮崎県立高等学校教育整備計画（中期実施計

画）について

出席委員（７人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 中 村 幸 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 山 下 博 三

委 員 髙 橋 透

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也
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警 務 部 長 水 野 良 彦

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 片 岡 秀 司

刑 事 部 長 黒 木 典 明

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
永 野 博 明

警 務 課 長

生活安全部参事官兼

生活安全企画課長兼 神 坂 正 信

少 年 課 長

生 活 環 境 課 長 児 島 孝 思

総 務 課 長 小 野 博

警務部参事官兼
廣 澤 康 介

会 計 課 長

交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 鍋 倉 幸 次

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
谷 口 英 彦

（教育政策担当）

教 育 次 長
今 村 卓 也

（教育振興担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 川 﨑 辰 巳

特別支援教育室長 坂 元 巌

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 村 上 昭 夫

スポーツ振興課長 日 髙 和 典

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

事務局職員出席者

政策調査課主幹 牧 浩 一

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○西村委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会をいたします。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしました日程案をごらんくだ

さい。

本日は、補正予算関連議案、請願等について

の審査を行い、あす以降、当初予算関連議案等

について審査を行うこととしておりますが、よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

でありますが、お手元に配付しております資料、

委員会審査の進め方（案）をごらんください。

まず、審査方法についてでありますが、当初

予算の審査に当たっては、重点事業・新規事業

を中心に説明を求めることとし、あわせて、平

成25年度決算における指摘要望事項に係る対応

状況についても説明を求めることとしておりま

す。

次に、２の当初予算関連議案の審査について

でありますが、当初予算の審査に当たっては長

くなることが予想されることから、教育委員会

については３グループに分けて審査を行い、最

後に総括質疑の場を設けたいと存じますが、審

査方法につきまして御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

平成27年３月４日(水)
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次に、議案第32号及び議案第33号に対する人

事委員会の意見についてでありますが、お手元

に配付しております資料をごらんください。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことに

なっており、その回答でありますので、参考に

お配りをしております。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩をい

たします。

午前10時３分休憩

午前10時５分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました補正予算関連議案

等について、本部長の説明を求めます。

○坂口警察本部長 おはようございます。警察

本部でございます。よろしくお願いいたします。

まず、一言おわびを申し上げます。

既に広報し、新聞報道等されておりますが、

２月24日、公衆に著しい迷惑をかける行為の防

止に関する条例違反等事案で、本県警察官に対

し、停職３カ月の懲戒処分を行っております。

当該警察官は辞職したところでございます。

委員を初め、県民の皆様の警察に対する期待

と信頼を損ないましたことに対して、深くおわ

び申し上げます。

県警察といたしましては、再発防止はもとよ

り、組織の総合力を結集し、県民の期待と信頼

に応える力強い警察活動を推進して、安全で安

心して暮らせる宮崎県の実現に向け、努力して

まいる所存でございます。

引き続き、御指導、御支援をよろしくお願い

申し上げます。

議案説明の前に、今回の定期異動により執行

部職員に変更がありましたので、執行部の紹介

をさせていただきます。

なお、私と警務部長、交通部長、警備部長の

４名は留任しております。

それでは、お手元の資料１をごらんください。

警務部参事官兼首席監察官の鬼塚警視正でご

ざいます。

生活安全部長の片岡警視正でございます。

刑事部長の黒木警視正でございます。

警務部参事官兼会計課長の廣澤警視でござい

ます。

警務部参事官兼警務課長の永野警視でござい

ます。

生活安全部参事官兼生活安全企画課長兼少年

課長の神坂警視でございます。

総務課長の小野警視でございます。

生活環境課長の児島警視でございます。

交通規制課長の大野警視でございます。

運転免許課長の鍋倉警視でございます。

以上が、警察執行部の新メンバーでございま

す。どうぞ、よろしくお願いをいたします。

本日、御審議をいただきます案件につきまし

ては、議案として、「平成26年度宮崎県一般会計

補正予算」、報告事項としまして、損害賠償額を

定めたことについて、さらに、その他の報告事

項としまして、平成26年中の交通事故の概要と

本年の取り組みについてでございます。

それぞれ担当部長から報告をさせますので、

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

私からは以上でございます。

○西村委員長 本部長の概要説明が終わりまし

た。

次に、議案に対する説明を求めます。

○水野警務部長 警務部長でございます。

それでは、平成27年２月定例県議会提出の議

案第54号「平成26年度宮崎県一般会計補正予算
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（第６号）」の公安委員会関係につきまして御説

明を申し上げます。

長くなりますので、座って御説明させていた

だきます。

まず、お手元に印刷した資料がございます。

文教警察企業常任委員会資料という題名の資料

を準備させていただいてます。それから、議会

に提出させていただいてます平成26年度２月補

正歳出予算説明資料447ページからの記載でござ

います。主には、印刷いたしました資料のほう

での御説明になりますが、あわせて参考にして

いただければと思います。

それでは、この印刷した資料２になりますけ

れども、資料の３枚目でございます。資料２、

平成26年度２月補正予算についての１、２月補

正予算概要をごらんください。

本議案に係る補正予算は、その補正予算額欄

に記載しておりますとおり、マイナス５億736

万6,000円の減額補正でございます。

その内訳は、職員の人件費の執行残等による

減額、その他の物件費の入札残等による減額な

ど、減額の総計がマイナス５億7,219万8,000円、

また、増額につきましては、免許証更新に当た

り法令で義務づけられております高齢者講習の

受講者の増加に伴う委託料の増額等がございま

して、増額の総額がプラス6,483万2,000円でご

ざいます。減額、増額の差し引きで５億736

万6,000円と、先ほど申し上げました減額の額に

なるものでございます。

今回の補正によりまして、補正後の予算額は、

そこに記載のとおり恩給及び退職年金費を除き

まして、274億5,871万4,000円となります。

続きまして、今回の補正の内容と科目別・事

項別に御説明いたします。

２の事項別補正予算額と主な補正事業をごら

んください。

歳出予算説明資料につきましては、451ページ

からになります。

それでは、２の資料、表の上から順に追って

いきます。

まず、上段の左側の会計、科目、事項の欄を

ごらんください。その下、会計、一般会計、そ

の下に、（款）警察費とあります。その下に、（項）

警察管理費（目）公安委員会費（事項）委員報

酬となっておりまして、委員報酬につきまして

は、補正額がマイナス13万6,000円、補正額の欄

に書いてございますけれども、この減額でござ

います。減額につきましては、公安委員の日額

報酬部分において、実績日数が見込みより少な

かったことにより不用でございます。

続きまして、その下の（事項）委員会運営費、

補正額マイナス18万4,000円でございます。これ

は、公安委員会運営に要する経費の執行残に伴

う補正でございますが、内容につきましては、

旅費等の執行残でございます。

続いて、その下、（目）警察本部費（事項）職

員費でありますが、補正額は、マイナス３億2,138

万3,000円でございます。これは、職員の人件費

の執行残に伴う補正でございます。具体的に申

し上げますと、給料や職員手当につきましては、

職員全員が休むことなく働いた場合を想定して

当初、予算化をしておりますけれども、実際に

は中途退職者の方がいらっしゃったり、あるい

は休職者がいるということから不用額が生じる

ということでございます。

続いて、その下の（事項）運営費であります。

補正額は、マイナス5,652万円でございます。こ

れは、警察職員設置に要する経費の執行残に伴

う補正でございまして、その主なものは、その

下にも書いてございますけれども、駐在所等協
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力家族報償費・駐在所等接遇費・交番等接遇費

で、マイナス1,285万1,000円、11の警察業務電

算化推進事業、これがマイナス2,482万7,000円

でございます。

この上の駐在所等協力家族報償費等々の項目

でございますけれども、これは、主に駐在所に

勤務する警察官の配偶者が、警察官の不在時に

駐在所に来所された住民の方々の応接を行うこ

とに対する謝金でございますが、当初予算で見

込んでおりました駐在所における配偶者が家庭

の事情等によって居住できない場合というもの

もございますんで、不用額が生じたということ

でございます。

また、警察業務電算化推進事業の減額につき

ましては、警察内で構築しております警察ネッ

トワークで使用しているＬＡＮ端末等のリース

契約に係る入札残でございます。

続きまして、その下、装備費、（事項）の装備

費でございます。補正額が、マイナス2,026

万4,000円でございます。これは、警察機動力及

び警察装備の計画的整備充実強化と装備資器材

に要する経費の執行残に伴う補正でありまして、

主なものはその下に書いてありますけれども、

警察航空隊運航体制強化事業でございます。マ

イナス538万円でございます。警察航空隊運航体

制強化事業につきましては、警察航空隊の操縦

士を計画的に育成し、人員の体制を確保してい

くことを目的とした事業でございますけれども、

この事業を実施するに当たりまして、外国での

ヘリコプターの実機を使った訓練というものを

予定しておったわけですけれども、平成26年か

ら国内でのシミュレーター訓練というものが開

始されたことから、実機訓練と同等の訓練が安

価で可能になったということから、旅費と手数

料に不用額が生じたということでございます。

続いて、その下の（目）警察施設費（事項）

警察施設費でございます。補正額が、マイナ

ス4,757万円でございます。これは、警察施設の

計画的整備と適正な維持管理に要する経費の執

行残に伴う補正でありまして、その主なものは、

その下に書いてございますけれども、警察署庁

舎災害対策事業で、マイナス1,021万円、その下

に、その他警察施設営繕費で、マイナス1,949

万4,000円でございます。

警察署庁舎災害対策事業とは、国の経済対策

であります元気交付金を利用しまして、高鍋署

と延岡署に、津波による浸水の影響を受けない

非常用発電設備を整備するというものでござい

ますが、工事請負契約の入札における残がござ

いました。その額でございます。

また、その下の、その他警察施設営繕費につ

きましても、元気交付金を利用して、女性警察

官用のトイレや仮眠室等を４つの交番に設置す

るというものでございました。これにつきまし

ても、工事請負契約における入札で残が発生し

たということが原因でございます。

続きまして、その下、（事項）の運転免許費で

ございます。補正額が、これはプラスの4,043万

円でございます。これは、運転免許試験及び各

種講習その他の運転免許事務処理に要する経費

の不足に伴う補正でございます。主なものは、

その下に２つほど掲げております運転免許証更

新時、安全運転管理者講習委託料として、300

万8,000円、道路交通法に伴う講習体制整備事業

費のほうで、2,528万2,000円でございます。

上の運転免許証更新時、安全運転管理者講習

委託料の増額につきましては、平成26年４月１

日に消費税が５％から８％になりました。ほと

んどの予算につきましても８％への対応をして

おったわけでございますが、長期継続契約と申
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しまして、年度をまたいで長期にわたって契約

を取り交わしているものがございます。そういっ

たものにつきましては、当初、県の方針では一

律、予算の計上の際には５％で計上せよという

御指導ございました。そのため、当初ではその

ような形で予算を計上しておりましたけれども、

最終的には、国の経過措置であります５％のま

ま継続できるという契約に該当しなかったとい

うことから、急遽８％の税率の適用ということ

になりまして、当初予定していた５％から８％

への税率の変更がございましたので不足額が生

じたということでございます。

なお、この事業以外の長期継続契約におきま

しても、同じく経過措置に該当しなかった事業

につきましては、同様の増額要求をしておると

ころでございます。

続きまして、その下の道路交通法に伴う講習

体制整備事業費の増額でございますが、これに

つきましては、県内の運転免許保有者に占める

高齢者の割合が増加し、それに伴って高齢者講

習の受講者も当初の予定よりふえていることが

判明したため、不足額が生じたというものでご

ざいます。

続いて、その下でございます。（項）警察活動

費（目）警察活動費（事項）で一般活動費でご

ざいます。これは、補正額、マイナス4,260

万2,000円でございますが、これは、生活安全、

刑事及び交通等の警察活動全般に要する経費の

執行残等に伴う補正でございます。主なものを

この資料では３つほど掲げておりますが、被留

置者経費としまして、マイナス331万9,000円、

警衛警備対策事業としまして、マイナス693

万6,000円、その他警察活動経費等につきまして、

マイナス1,850万円でございます。

この被留置者経費の減額につきましては、被

留置者の給食費につきまして、支給した給食数

が予算措置した給食数を下回るという見込みに

なったことから不用額が発生したというもので

ございます。

また、警衛警備対策事業の減額につきまして

は、各種消耗品や備品の購入を行うわけですけ

れども、その際の入札残による不用額でござい

ます。

また、その他警察活動経費等の減額につきま

しては、各事業に属さない警察活動全般に必要

な経費、もろもろの経費を計上してるものでご

ざいますが、これにつきましても、委託料、消

耗品の執行残でございます。

続いて、その下でございます。（事項）交通安

全施設維持費、補正額、マイナス1,778万円でご

ざいますが、これは、交通安全施設維持管理に

要する経費の執行残に伴う補正でございます。

内容といたしましては、信号機に係る電気料の

不用額あるいは信号機の制御を行うための通信

回線使用料の執行残でございます。

続いて、その下にあります、（事項）交通安全

施設整備事業費、補正額、マイナス4,135万7,000

円でございますが、この交通安全施設整備事業

費につきましては、交通安全施設整備に要する

経費の補正でございまして、その主なものは、

下に掲げておりますが、信号機新設、道路標識

及び道路標示等整備費でございます。マイナ

ス2,129万5,000円でございます。

これは、東九州自動車道延伸に伴う可変標識

の整備費や道路管理者が設置する配管を利用す

ることによる負担金でございました。ただ、工

事請負契約における入札残と、それから負担金

につきまして、日南方面の配管を予定しており

ましたけれども、道路管理者側の都合によりま

して、今年度の支払いがなくなったということ
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がございました。そのため不用額が生じたとい

うものでございます。

長くなりましたけれども、以上でございます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

議案についての質疑はございませんか。

○山下委員 運転免許費の項目の説明の中で、

増額になってるんですけれども、高齢者の免許

の講習体制でしょうか、道路交通法に伴う講習

体制整備事業費の中が2,500万ぐらい増額されて

るんですが、これは、具体的な内容というのは

どういう講習の内容になるんでしょうか。例え

ば、車の運転の講習をやるのかどうか、それを

含めてちょっとお聞かせください。

○鳥井交通部長 この高齢者講習というのは、

県内17校ありますけれども、指定自動車学校に

高齢者講習を委託しております。70歳になると

きから高齢者講習を受講しないと免許の更新が

できないというものです。また、75歳以上にな

ると、高齢者講習以外にも認知機能検査という

のも含まれてきます。

増額になっておりますけれども、通常、私た

ちの免許更新は、誕生日から１カ月前、１カ月

後まで更新できるわけですけれども、高齢者講

習につきましては、誕生日の５カ月前から申請

ができます。この増額になった理由は、年度を

またいで、５カ月前に予約される人もいるとい

うことで、数を誤って予想よりも多かったとい

うことで2,000万ぐらいの増額になったものでご

ざいます。

また、講習の内容でございますけれども、当

然、身体の機能検査を含め、実地、学科等を講

習の内容では行っております。

○山下委員 今から超高齢化社会になっていく

と思うんです。私たちが65歳で、もう団塊の世

代の最終の年次で、戦後のベビーブームという

のが、ことし、団塊の世代の入りがもう68、69

歳になられるのかな。今、言われたように、70

歳、75歳の年代層っていうのはどんどんふえて

くる。高齢者の事故等もかなり多いということ

で、このことが一番大きな社会問題になってく

るかなと思うんです。超高齢化社会を迎えるに

当たっての高齢者対策運転についての、今後の

３年、５年後の計画においては具体的に数値っ

ていうのをどれぐらいつかんでおられるのかな

と思うんです。私はわかっていたことだろうと

思うんですが、ここでまた2,500万の増額になっ

てくるというのは、そこの計画っていうのは順

調になされてるのかなと思ったもんですから。

○鳥井交通部長 御質問は、数を把握されてる

かということですか。免許更新も５年、高齢者

になれば原則、70歳からは免許更新４年、71歳

からは３年というふうになるわけなんですけれ

ども、当然、数はある程度つかんでおります。

これに基づいて予算要求をするとこなんですけ

れども、先ほど御説明しましたとおり、高齢者

講習の場合は５カ月前から申請といいますか、

予約ができると。その辺で数を若干見誤った部

分があろうということで、この辺はしっかり見

ていきたいというふうに考えているところです。

○山下委員 わかりました。

○中村委員 今のと関連して。私、高齢者のこ

れ受けたんですが、結構金取るんです。5,000幾

ら取られました。見誤ったということだったけ

ど、それでもこういうのが出るんですか。人員

を見誤ったとおっしゃったんだけど。

○鳥井交通部長 見誤ったというか、当然、毎

年、予算要求して適正に執行していくわけなん

ですけれども、今までが過去、いわゆる執行残

といいますか、返納額も多かったということ

で、26年度に限っては今までの例をもとに、執
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行残が多くてもいけないということで、ちょっ

と人数を絞ってやったところです。ところが、

５カ月前から講習もできるということで、予想

以上に数がふえたということで増額の二千何万

というのが生じたところです。

しかし、これ見誤ったといいますか、私はそ

ういった表現したんですけれども、今後も適正

に予算要求しましたら、その金額内でなるべく

執行残の少ないように、また、こういう補正が

ないようにということは努めていきたいと思い

ますけれども、我々の免許更新と違いまして５

カ月前から予約ができるということで、年度内

で数が違ってくるという事態も御理解いただき

たいというふうに考えておるところです。

○中村委員 はっきり覚えてないけど、5,000幾

ら払ったと思う。いろいろ器具を使いますから

３人ぐらいずつやるんです。だから、金がかか

るだろうと思ったんですが、いい講習でした。

正直行ってよかったと思いました。だから、こ

れはやっぱり、よくぞこうして高齢者にこうい

う、実地もありましたが、いろんな器具で検査

するのもあったもんですから、よかったと思い

ます。だから、5,000幾らは高いなと思ったけど、

それだけの価値があったかなと、こういうふう

に思ってますので。

○山下委員 もう一回。毎年、免許更新時に高

齢者の講習はやっていくわけ。

○鳥井交通部長 この高齢者講習というのは、

免許の更新時に行うこととしてます。満70歳、

誕生日に70歳を迎えない私たちも含めて、これ

を受けません。ただ、今現在は70歳になるとき

から高齢者講習というのを、免許更新時に行う

こととしております。

○山下委員 もう一点、教えてください。事故

をしなければ、更新が５年間ですよね。５年に

延びますよね。事故をやった場合とか、違反を

起こしたら３年ですよね。70歳を超えたら３年

に１回になるんですか。更新時は、やっぱり事

故をしなければ５年に１回ですか。

○鳥井交通部長 高齢者は、全国でも高齢者の

事故というのが大きな問題となってることで、

通常我々無事故無違反でする人は５年ですけれ

ども、高齢者に限っては、加齢によって当然運

転機能も落ちていくということを想定しまし

て、71歳以降の免許更新は、幾ら無事故無違反

でも３年ごとに更新して、そういう身体機能の

加齢による低下というのを認識していただくと

いうことで短くなっております。

以上です。

○山下委員 了解しました。

○髙橋委員 いま一度確認しますけど、１人当

たりの経費っていうのがあって、それに人数を

掛けての予算が多分計上されると思うんですけ

ど、その分を委託料で自動車学校に払うわけで

すね。私は、その人数の見込みがちょっと低かっ

たから増額補正だったというような理解をする

んですけど、１人当たりの講習の経費は幾らぐ

らいで見ていらっしゃるんですか。さっき、中

村委員が、5,000円ぐらい払うたのに何でこれは

賄えんとかとおっしゃるんで。

○鍋倉運転免許課長 高齢者講習の予算を取る

ときの単価平均でいきますと、70歳の方につき

ましては5,378円、75歳以上の高齢者の分を4,957

円と、プラス予備検査が610円ということで算出

いたします。

○髙橋委員 いま一度。

○鍋倉運転免許課長 いま一度。予算上の単価

で計算するときには、70から74歳の方々の分

を5,378円、あと、75歳以上の方々が、講習

は4,957円と予備検査が610円ということで算出
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しております。

実際、講習手数料をいただきますのは、いわ

ゆる普通免許等は70歳から74歳、5,800円と、75

歳の方が5,350円、プラス予備検査650円を徴収

いたします。

○髙橋委員 参考のために、私たち70歳未満は

講習料幾ら。

○鳥井交通部長 まず、５年間無事故無違反の

優良運転者、この方は、手数料は600円でござい

ます。また、一般の運転者の方です。緑の方で

すけれども、手数料は950円。これに違反等があ

れば、違反者講習ということで1,500円、初回更

新者は1,500円というような金額になっておりま

す。

高齢者につきましては、先ほど御説明したと

おり、非常に高齢者対策というのが大きな課題

ということで、そういった実技講習、いろんな

ことをやるもんですから5,800円というのになっ

ております。これ、講習手数料が600円でありま

して、※優良運転者の更新まで含めると2,500円

ということになっております。

○髙橋委員 わかりました。いいですか。後、

また別に質問するけど。関連であれば、いいで

すか。

○中村委員 でしたら、私は、多分5,800円を払っ

たんでしょう。5,000円以上だったと思ってるか

ら5,800円を払ったと。予算は、結局それよりも

かかってるわけじゃない。総体的に5,800円で済

むんなら予算措置は要らないわけじゃないの。

１人が、全体が5,800円で済むんであれば、ここ

で予算措置は要るんですか。

○西村委員長 部長、受講者が経費を5,000円

払って、そちらの警察のほうが把握してる１人

頭の単価の予算が5,000円であれば、相殺したら

予算は要らないじゃないかっていうことなんで

すが。どこに予算がかかってるかって。

○鳥井交通部長 これ、指定自動車学校に業務

委託をしてるわけなんです。そこに当然人件費

があったり教材費があったり、施設の使用料と

か、実際は御指摘のとおり5,800円をもらえばな

いかという、業務委託で入札をかけるわけです

ので、形上は、そういうふうにして収益とは別

に補正を2,000幾らか組ましていただくというこ

とですけれども、よろしいでしょうか。

○中村委員 まだ、わからないんだけれども、

私は5,800円払った。じゃ、それ以上にかかって

るわけじゃない。１人当たりが7,000円か8,000

円かかってるわけやない。そうでないと予算措

置は要らないわけじゃない。俺が払うだけで済

むだけじゃない。

○鳥井交通部長 これ、当然講習費っていうの

は5,800円を払ったわけで県の歳入になるわけで

す。しかし、委託する費用は26年度の費用とい

うことで入札にかけて出すわけですので、別途

予算化して歳出という形をとりますので、その

ように。

○中村委員 わかるんです。ですから、そうな

ると、5,800円プラス何がしのその予算措置が必

要だな、１人頭ということでしょう。本当は5,800

円、その7,800円、１万円近くかかってますよと

いうことでしょう。

○水野警務部長 多分、予算の話をしたもんで

すから、警務部長のほうから説明をしたほうが

いいかもしれません。

更新される際に証紙をお買い求めいただいて

お払いいただいてるというふうに思うんですが、

したがいまして、自動車教習所側のほうには収

入として入らないという格好でございまして、

実際は自動車教習所側に誰かが経費を補塡する

※138ページに発言訂正あり
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必要がございます。したがって、我々がそれを

委託料という形でお支払いしてるという格好で

ございまして、ぐるっとめぐりめぐって指定教

習所のほうにはお金が回っていくような、そう

いう流れでございますので、指定教習所のほう

が皆さんからお金を取って、さらにこちらから

お金が入っていくというような格好ではござい

ませんので。御理解いただければと。

○髙橋委員 私、さっき委託料の１人当たりの

経費を聞いたつもりだったんですけれども、委

託料の、ですよね。だから、委託料を人数で積

み上げて多分今年度の予算は計上されたはずで

す。警務部長、そういう意味だと思うんです。

○水野警務部長 御指摘のとおりだと思います。

先ほど鍋倉課長のほうが申し上げましたのは、

契約の額として、委託料の契約の中で単価で幾

ら契約してるかという説明でございます。

○髙橋委員 わかりました。

今度は別の問題です。駐在所と交番の定義っ

ていうのがあると思うんです。一度聞いたこと

があるんですけど、いま一度、駐在所と交番の

定義をお願いします。

○片岡生活安全部長 駐在所につきましては、

原則でありますけれども、家族とともに居住し

て、いわゆる日勤勤務で地域に密着した活動を

行っていくというのが、施設に居住するという

のが一番の特徴であります。

交番につきましては、３交代制の勤務で、毎

当務勤務員がかわる、交代しながら24時間で警

戒していくというのが交番勤務となります。

以上であります。

○髙橋委員 わかりました。原則、家族と居住

するということの定義があるようですけれども、

いつからか単身者の駐在所勤務っていうのが出

てきまして、これでもいいんだということで最

近思うようになったんですけれども、そういう

関係で減額補正なんか出てきてるんだなと思い

ますが、できれば原則、家族っていうのはやっ

ぱりそれなりの意味があると思うんです。いわ

ゆるパトロールに出るときに駐在所を不在にす

るから、家族に協力をもらっていろんなお困り

事の相談とか、そういうのがあるのかなと思い

ますが、今、そういう、原則家族居住から外れ

る、そういう体制っていうのはふえてるもんで

しょうか。

○片岡生活安全部長 駐在所の家族居住の件に

関しましては、規定では家族同伴をしなさいと

いう規定はございません。ただ、駐在所勤務と

いう性質上、できるだけ家族と赴任して地元に

密着した活動をやるということでありますけれ

ども、家族同伴率、全国で約79％、本年１月現

在ですけれども、本県におきましては79.2％の

同伴率となっております。

つい先日、第２次異動の内示が発令されたと

ころでありますけれども、地域課としましても、

駐在所につきましては、できるだけ家族同伴。

単身はできるだけ避けるようにという指導はし

ておりますけれども、やはりどうしても単身も

多いし、若年、警察官自体が独身もふえており

ます。また、家族の都合等々により、ごく一部

でありますけれども、単身の駐在所という施設

もございます。

○髙橋委員 いわゆる決まり事で家族っていう

のお持ちじゃないですか。あるときに、単身者

が発令された、いわゆる独身の方が。そういっ

たことは、いいのかなと思ったり、今、聞きな

がら考えました。独身者がふえてるという御説

明でしたが、そういった発令もやむを得ないん

ですか。

○片岡生活安全部長 できるだけ単身が赴任し
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ないようには指導をしておりますけれども、ど

うしてもそこの警察署に、30人なら30人の異動

者が行き署内異動を得る中で、駐在所の施設が

多ければ、全てを家族同伴と、それでおさまれ

ばいいわけですけれども、また、警察署勤務、

いろんな係がございますので、先ほど申し上げ

ましたとおり、数は少ないんですけれども、単

身で駐在所に赴任するという場合もございます。

以上であります。

○髙橋委員 もう最後にしますけど、私は、割

と田舎の居住なもんですから家族ぐるみでいろ

いろお付き合いをしていただいてます。そうい

う意味で、警察に対する協力、市民のいわゆる

協力っていうのも出てくるし、ある意味では、

できれば家族で駐在されるのが一番望ましいの

かなということだけ申し上げて、次の質疑をし

ます。

先ほど航空隊の関係で、外国に訓練に行って

たのが、今度、国内のシミュレーション、シミュ

レーターっておっしゃいましたか。それ、外国

でも同じような訓練なんでしょうか。私は、操

縦士の養成の関係で、実際乗ることが訓練じゃ

ないかなと思ったんですけど。そこ、いま一度

確認します。

○片岡生活安全部長 本県のヘリコプターは、

エアバス社というドイツのヘリを導入しており

ます。本県のパイロットのうちの１名は、いわ

ゆる自前で養成しまして、警察官採用になった

組を防衛相に委託しまして、自衛隊のほうで航

空ヘリの免許を取らせております。ただし、そ

の際、自衛隊で使用した機体が、いわゆる現有

の機材ではなくて別の機材で免許を取らせてお

ります。それは、現在うちが使っておるヘリで

免許のための訓練を行うと膨大な、かなり大き

なお金がかかるということで、自衛隊に委託し

て免許を取らせたわけでありますけれども、国

土交通省の通達で、いわゆる現有機種の慣熟訓

練を定期的にやりなさいという規定がございま

すので、昨年は、当初ドイツのほうのエアバス

社に派遣して、そこで現有機種で慣熟訓練を行

う予定でありましたけれども、昨年、神戸のほ

うにシミュレーターの機器が導入されて、この

シミュレーターの訓練でも同じ慣熟飛行訓練と

同等とみなすということでありますので、いわ

ゆる旅費、その他もろもろの分が減額となった

ということでございます。

○髙橋委員 ごめんなさい。私、よくわからな

くて申しわけないんですけれども、私は、いわ

ゆる外国での訓練っていうのは実際に乗るのか

なってイメージをしてたんです。それ、実際に

神戸のやつもやっぱり乗るんですか。

○片岡生活安全部長 外国、ドイツで行う予定

では、実機を使用した実際に乗る訓練を予定し

ておりましたけれども、今度、国内で、神戸で

行えるようになったのは、シミュレーターによ

る訓練でございます。いわゆる実機に乗って飛

ぶというものではございません。

○髙橋委員 それでよろしいということなんで

すね。素人ながら実際に乗ると乗らんのでは、

また全然違うかなってちょっと考えた次第であ

ります。

最後にします。最後の信号機の新設とか道路

標識の関係で、道路管理者の都合でという御説

明があったんですけれども、道路管理者の都合

は何だったのかも含めて、もうちょっとこの辺

のいきさつの中身を御説明いただけませんか。

○鳥井交通部長 一つは、東九州自動車道、清

武から日南、将来的には志布志、鹿児島と一連

につながって東九州となるわけですけれども、26

年度の事業で、道路管理者との間で可変標識等
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をつくるということをしてたんですけれども、

道路管理者側の工事の進捗が余り進展しなかっ

たというので、その予算をお返しするというの

が一つです。

それと、「デザインポール化事業」といいまし

て、現在、景観のために、九電と電線のない、

電線を地中に埋め込むという作業をやってるん

ですけれども、これも都城市のほうで道路管理

者とともに地中に埋め込むための予算というこ

とで計上してたんですけれども、これも若干

ちょっといろいろ九電とか関係機関との絡みで

進捗がなくて、これの予算を返上するという２

事業でございます。

○髙橋委員 南のほう、高速道の進捗の以前の

問題なもんですから、今の説明でちょっとわか

らなかったんですけど、可変標識をつける予定

にしてたけれども、高速道の進捗っていうふう

におっしゃった、その説明をされるときに清武

南のことをおっしゃったじゃないですか。可変

標識を今の時点でつけるということがあり得る

んですか。

○大野交通規制課長 これは、東九州自動車道、

清武南―日南間、ここ、警察が設置すべき速度

可変の標識用の配管敷設、それから基礎設置を、

先ほど部長が申しましたように、宮崎河川国道

事務所、いわゆる道路管理者が施工するという

ことで、そのかわり警察はその工事に伴

う負担金を支払うという委託協定を知事と九州

地方整備局長との間で締結をする予定でありま

した。ところが、工事の進捗が予定よりおくれ

てしまったということで、26年度中の協定締結

に至らなくて、結局負担金が発生しなかったと

いうことでございます。

○押川委員 パイロット関係ですけれども、多

分自衛隊で何時間か訓練をされて、ドイツあた

りで実地練習をされてっていうことであったの

が、神戸のほうでシミュレーターでやれるとい

うことですけれども、どういうことをすれば国

内でもそういう免許のあれができるようになっ

たのか、もう少し具体的に、ちょっと教えてく

ださい。

○片岡生活安全部長 既に、今回のパイロット

につきましては、まず、陸上自衛隊のほうでパ

イロットの資格の取得訓練を行ってまいりまし

た。平成25年２月で終了しております。その後、

双発ヘリの資格取得訓練をアメリカで実機で

行っております。平成26年３月に終了しており

ます。今回の慣熟訓練といいますのは、既にも

う免許は取得しておりますけれども、いわゆる

操作をさらに習熟させるという意味合いで、指

導者等がついて実技あるいは学科等の訓練を行

うというものであります。当初、ドイツに行っ

て実機の予定のところ、神戸にあるシミュレー

ターでも十分指導者がついてやるのと、同じ効

果があるということで、こちらに切りかえたと

いうことでございます。

○押川委員 わかりました。これは、毎年そう

いう訓練はされるわけなんですか。

○片岡生活安全部長 ことしで最後ということ

であります。

○押川委員 そうなってくると、今のパイロッ

トの方で、県警のヘリコプターの運航あたりに

対しての今後新しい免許っていうのはどういう

形で取っていかれるっていうことになるんで

しょう。

○片岡生活安全部長 現在、パイロットは３名

おります。先ほど申し上げました、うち、自衛

隊に委託して巡査から拝命したのを、自前で養

成した組がまだ若い隊員でありますので、当面

はこの３名体制で運用していく予定でございま
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す。

○押川委員 わかりました。ありがとうござい

ます。

それから、ちょっと教えてください。警察活

動費の中で被留置者経費、この食事は、何らか

の形で警察に行って、そこで昼食とか何かある

わけですか。であれば、一食分が幾らになるの

かっていうのをちょっと教えてください。

○水野警務部長 一応契約の単価の、予算の積

算上の単価だと思いますけれども、朝、昼、晩

で、１日で1,200円ちょっとだったかと思います。

正確な数字は今ちょっと探しますけれども、大

体それぐらいなオーダーです。

○押川委員 それで、例えば、これは計画した

らじゃありませんけど、予想から少なかったと

いうことで減額補正ということでされてるんで

すが、ちなみに年間どのくらいなんですか。平

均というのがあるのかないのか、わかりません

けれども、どういう状況なんですか。

○水野警務部長 人数で申し上げますと、約３

万食という感じであります。予算の積算上です。

延べ３万人ですかね。

○鬼塚首席監察官 被留置者の年間の人数とい

うことでよろしいでしょうか。平均、過去５年

間でいきますと、一番多いときで２万6,000人台、

少ないときで２万2,000人台ということでござい

ます。

○押川委員 ちなみにどういう案件かわかれば

教えてください。これの被留置者っていうのは

どういう形で被留置者なのか。ちょっと私、勉

強不足で済みませんけど。わかる範囲内で。

○鬼塚首席監察官 簡単に言えば、警察で逮捕

して留置場に留置した人たちのことを言います。

○押川委員 わかりました。

○水野警務部長 先ほどの日額の単価でござい

ますけど、1,201円でございました。

○西村委員長 議案に関する質疑はよろしいで

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

○水野警務部長 それでは、引き続きまして、

着席して説明させていただきます。

平成27年２月定例県議会提出報告書の損害賠

償額を定めたことについて、御報告申し上げま

す。

定例県議会提出報告書３ページからになりま

す。

それでは、説明させていただきます。今回、

御報告する事案は７件でございます。３ページ

です。うち５件が県有車両による交通事故でご

ざいます。２件が交通事故以外の損害賠償事案

でございます。

大変恐縮ですが、本日も５件の交通事故を御

報告申し上げます。県警では、職員の交通事故

防止に向けまして全職員に危機意識を浸透させ

る対策を講じるとともに、交通事故を起こした

職員に対しては、一定期間の運転を差しとめる

こと、あるいは公用車の清掃を実施させるなど、

ペナルティーを科す取り組みを継続して実施し

ておりまして、引き続き県有車両の交通事故ゼ

ロを目指して各種対策を継続してまいります。

それでは、資料、報告書の３ページをごらん

ください。県警が該当するもののページの番号、

それから事案の発生日で区別して御説明申し上

げます。

３ページ、上から４番目でございます。４番

目と５番目が同じ事案、同一の交通事故になり

ます。平成25年12月13日の交通事故であります。

損害賠償の相手方が、事故でけがをした運転者
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と、それから車両の所有者が分かれておるため、

報告書上では２つに分けて記載を行っておりま

す。

内容でございます。都城署の警察官が、ミニ

パトを交通事故現場に緊急走行で臨場させて

おった途中でございますけれども、赤信号の交

差点に進入した際に左側から交差点に進入して

きた相手方の原付と衝突した事故でございます。

この事故によりまして、相手方の運転者に鎖

骨骨折等の傷害が発生したため、治療費、傷害

慰謝料等240万9,653円を自賠責保険、任意保険

で損害賠償したものでございます。

また、原動機付自転車の所有者に対しまして、

車両時価額の４万7,850円を任意保険で損害賠償

したものでございます。

続いて、その下、３ページ、６番目でござい

ます。平成26年２月18日の事案であります。宮

崎南署の警察官が、捜査用車両に乗車中に、赤

信号に従って相手方車両に続いて停車した後、

青信号になりまして発進させたところ、前の車

がまだ停止中でございまして、その車両に追突

したという事故でございます。

この事故によりまして、相手方に頸椎捻挫等

の傷害及び車両の損害が発生したため、治療費、

傷害慰謝料、修理費用等として227万7,276円を

自賠責保険及び任意保険で損害賠償したもので

ございます。

それから、３ページ、７番目、下から２番目

になりますが、平成26年４月13日の事案であり

ます。これは、都城署の警察官がミニパトで交

差点手前で停止した相手方車両に追突した事故

でございます。

この事故によりまして、相手方に頸椎捻挫の

傷害及び車両の損害が発生したため、治療費、

傷害慰謝料、修理費用等として71万8,370円を自

賠責保険、任意保険で損害賠償したものでござ

います。

続きまして、ページ、めくっていただいて、

４ページ、一番上の平成26年７月31日の事案で

ございます。都城署の警察官が、交通事故現場

で事故捜査作業をしておりました。その際、事

故を起こした車両からオイルが漏れ出している

ということに気づきまして、みずからの運転し

た車、警ら用の自動車を駐車中でございました

けれども、それを移動させようということで後

退させましたところ、その後方に相手方車両が

駐車しておりまして、それに接触したという事

故でございます。

この事故によりまして、相手方車両の修理費

用として３万9,320円を任意保険で損害賠償した

ものでございます。

一つあけまして、４ページ、３番目、平成26

年８月16日の事案であります。これは、延岡署

の警察官が交通事故捜査用の車両で、左折レー

ンが２カ所設置されている交差点がございまし

て、その交差点を左折しようとしておりました。

歩道側を走行して左折しようとしていたわけで

ございますけれども、右側、左折レーン２カ所

の右側、中央線寄りの車線を左折中の相手方車

両がおりまして、若干膨らんだと思われますが、

相手方車両と接触した事故でございます。

この事故によりまして、相手方車両の修理費

用として15万2,000円を任意保険で損害賠償した

ものであります。

県有車両による交通事故につきましては、以

上の５件でございます。

交通の指導取り締まりを責務とし、交通法令

を遵守すべき警察職員による交通事故は、県民

の信頼を損なうことにつながりかねないもので

あるということでございます。今後も防止対策
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を強力に推進し、職員による交通事故の絶無に

努めてまいります。

続いて、先ほど交通事故以外の損害賠償事案

が２件ございますと申し上げましたが、これに

つきまして御説明します。

同じページ、４ページの上から２番目、先ほ

ど飛ばした欄ですけれども、平成26年８月11日

の事案であります。日向署の警察官が、台風の

通過に伴い署の駐車場において取り外していた

立て看板を再度設置するという作業をしており

ましたところ、突如として強風が吹きまして看

板が倒れて、駐車場側に倒れたために駐車中の

相手方車両に接触したという事故でございます。

この事故によりまして、相手方車両の修理費

用として７万3,699円を県費から損害賠償したも

のであります。

一つあけまして、その下、４ページ、４番目

の平成26年９月３日の事案でございます。これ

は、相手方車両でございますけれども、軽乗用

自動車で都城署の志和地駐在所を相手方が訪れ

たわけでありますが、駐在所の駐車場入り口に

設置されていました側溝のグレーチング、側溝

のふたでございます。金属製のふたでございま

すが、その端を踏んだところ、グレーチングが、

てこのような原理でしょうか、反対側から跳ね

上がりまして相手方車両の側面にぼんとぶつ

かったと、接触したという事故でございます。

この事故によりまして、相手方車両の修理費

用として８万6,713円を県費から損害賠償したも

のでございます。

今回は、交通事故以外に２件の損害賠償事故

を御報告させていただきましたが、職員に対し

まして、警察職員がその職務に関し、損害を与

えた場合には、県民の大切な税金が支出される

ことを改めて認識させるとともに、施設管理に

おいても施設の点検等を行い、この種事故の再

発防止に努めてまいります。

以上、損害賠償額を定めたことについての御

報告でございます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

報告事項について何か質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、ないようですね。

その他の報告事項に関する説明を求めます。

○鳥井交通部長 それでは、その他の報告とい

うことで、お手元の薄い資料で、資料３でござ

います。平成26年の交通事故の概要と本年の取

り組みについて、御報告させていただきます。

まず、１の交通事故の発生状況についてであ

ります。

平成26年中、発生件数9,759件で、前年比マイ

ナス699件、亡くなられた方49人で、前年比マイ

ナス10人、交通事故による負傷者１万1,534人で、

前年比マイナス1,055人ということで、発生件数、

死者、負傷者いずれも大幅に減少しており、特

に発生件数は６年ぶりに１万件を下回ったとこ

ろでございます。

また、表の右側ですけども、ここに過去５年

間の平均を出しておりますけれども、過去５年

と比較しましても、いずれも減少しておるとこ

ろでありまして、各種施策の取り組みの成果、

これがあらわれてきているものというふうに評

価してるところであります。

また、表の下のグラフでございますけれども、

過去10年間の交通事故死者の推移をあらわした

ものでございます。棒グラフが全国、本県を折

れ線グラフであらわしております。全国は、減

少傾向を続け、昨年は4,113人、また、本県の死

者49人ということで、平成20年の48人に次ぐ少

ない数となっております。ただ、全国、本県と
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もに、ここ数年、死者数の減少幅は小さくなり

つつあるところでございます。

続きまして、項目２の平成26年の交通事故の

主な特徴についてでございます。

交通事故の特徴としましては、事故原因別で

は、依然として前方不注視、安全不確認といっ

た緊張感を欠いた、いわゆる、てげてげ運転に

よるものが多く、全事故の７割を占めておりま

す。

時間帯別では、朝夕の通勤、通学時間帯が多

く、全事故の３割が発生しておるところです。

道路形状別では、交差点、交差点付近での事

故が半数を占めておる。また、７割が追突、出

会い頭の事故といった特徴が上げられます。

一方、死亡事故の特徴でございますけれども、

特徴の１点目は、全死者に占める高齢者の割合

が６割以上と、49人中31人、63.3％ということ

で、全国平均よりも10ポイントも上回っておる

と。

２点目は、高齢者が第一原因者となる死亡事

故の件数が、ほかの年代に比べて大きく上回っ

ており、全体の４割を占めるといったことなど、

高齢化が進展する中、高齢者対策というのがま

すます重要な課題となっております。

また、死亡事故の特徴の３点目としましては、

やはり死亡事故においても３割が脇見、安全不

確認といった、てげてげ運転による事故です。

昨年は、昼間の発生が多かったというのが死

亡事故の特徴でございます。

このような情勢を踏まえまして、平成27年の

取り組みですけれども、交通事故の総量抑止と

交通秩序の確立というのを最重点に掲げて、「ひ

むか６Ｓプラン」と銘打って、次の６項目、効

果的な交通安全教育・広報啓発活動の推進、高

齢者の交通事故抑止対策の推進、良好な自転車

交通秩序の実現のための総合対策の推進、悪質

・危険運転者対策等の推進、計画的な交通安全

施設の整備及び合理的な交通規制の推進、夕暮

れ時の交通事故防止対策の推進の６つの柱を基

本とした交通安全対策、これを強力かつ地道に

粘り強く推進しながら、交通事故の総量抑止に

取り組んでまいりたいと思っております。

○西村委員長 説明が終わりました。

報告事項についての質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、その他で何かござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、以上をもちまして警

察本部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れ様でした。

暫時休憩をいたします。

午前11時９分休憩

午前11時13分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託をされました補正予算関連議

案等について、教育長の説明を求めます。

○飛田教育長 教育委員会でございます。よろ

しくお願いします。

まずは、お礼を申し上げます。２月15日に開

催いたしました「みやざきの神楽 シンポジウ

ム2015」には、押川副議長に御臨席を賜り、ま

ことにありがとうございました。

また、県議会議員の皆様方においては、学校

を視察していただいたり、いろんな行事に参加

いただいたり、教育行政に関して本当にいろん

な御支援をいただいておりますことに心からお

礼を申し上げます。ありがとうございます。

それでは、お手元の文教警察企業常任委員会
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資料をお願いいたします。表紙をお開きいただ

き、左側の目次をごらんください。

今回、御審議いただきます議案は、議案第54

号「平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第６

号）」など３件、そして、目次にはございません

が、別冊で後で説明をさせていただきますが、

報告第１号「専決処分の承認を求めることにつ

いて」の１件を加えました計４件でございます。

目次の下のほうをごらんください。その他の

報告事項といたしましては、第二次宮崎県教育

振興基本計画の改定及び宮崎県立高等学校教育

整備計画（中期実施計画）の２件を報告させて

いただきます。

このうち補正予算についてでありますが、右

にあります１ページをごらんください。

今回の教育委員会の一般会計補正予算は、表

の下から５段目の太線で囲んでおります合計の

欄の右から３番目に記載しておりますように、40

億9,488万円の減額補正をお願いするものであり

まして、補正後の額は、その右の欄にあります

ように1,048億8,753万2,000円であります。

なお、今回の一般会計補正予算につきまして

は、２つ左になりますが、6,897万8,000円の増

額補正もあわせてお願いするものでありまして、

これは国の緊急経済対策の実施に伴い、教育委

員会において緊急に対応すべき経費でございま

す。

また、特別会計の補正予算は、下から２段目

の太線で囲んでおります合計の欄の右から３番

目に記載しておりますように、２億1,981万6,000

円の増額補正をお願いするものでありまして、

補正後の額は、その右の欄にありますように、18

億6,349万2,000円であります。その結果、一番

下の太線で囲んでおります総計の欄の右から３

番目にありますように、38億7,506万4,000円の

減額補正をお願いするものでございまして、補

正後の額は、その右の欄にありますように、1,067

億5,102万4,000円となります。

私のほうからは以上でありますが、引き続き、

関係課室長が説明いたしますので、御審議のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。

○大西総務課長 総務課でございます。総務課

関係の平成26年度２月補正予算につきまして御

説明いたします。

恐れ入りますが、お手元の平成26年度２月補

正歳出予算説明資料をお願いいたします。総務

課のインデックスのところ、393ページになりま

す。表の一番左、補正額の欄をごらんください。

今回の補正は、一般会計１億1,980万9,000円

の減額補正をお願いしております。この結果、

補正後の額は、右から３番目の欄にありますよ

うに、32億5,626万8,000円となります。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

395ページをお願いいたします。

真ん中より少し下あたりになりますが、（目）

事務局費の（事項）職員費1,650万3,000円の増

額であります。これは、事務局職員の増等に伴

うものであります。

次に、その下の（事項）一般運営費の1,177万

円の減額であります。これは、主に老朽化等に

伴いまして、来年度の実施を予定しております

中部教育事務所の庁舎移転に係る工事請負費の

執行残などによるものであります。

次に、396ページをお願いいたします。

下から３段目、（目）教育研修センター費の（事

項）教育研修センター費１億698万3,000円の減

額であります。これは、主に、次のページの説

明欄の４、教育研修センター施設改修事業にお

ける設計委託料や工事請負費の執行残などによ
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るものであります。

次に、その下にあります（目）社会教育総務

費の（事項）職員費2,447万8,000円の減額であ

ります。これは、社会教育関係職員の執行残等

に伴うものであります。

その下にあります（目）保健体育総務費の（事

項）職員費822万5,000円の増額であります。こ

れは、保健体育関係職員の増等に伴うものであ

ります。

総務課関係は以上でございます。

○田方財務福利課長 財務福利課関係について

御説明を申し上げます。

お手元の平成26年度２月補正 歳出予算説明

資料の財務福利課のインデックスのところ、399

ページをお願いいたします。

財務福利課の補正予算額は、総額で2,907

万8,000円の増額補正でございまして、補正後の

額は、同じ行の右から３列目、83億3,938万8,000

円であります。その内訳につきましては、１段

下の一般会計の欄にあります１億9,073万8,000

円の減額補正、５段下にあります特別会計が２

億1,981万6,000円の増額補正であります。

それでは、補正をお願いいたします主な事項

につきまして御説明をいたします。

401ページをお願いいたします。

ページ、中ほどの（事項）維持管理費につき

まして、１億9,055万9,000円の減額補正をお願

いしております。これは、学校施設の維持管理

に係る営繕工事等の入札執行残であります。

次に、402ページをお願いいたします。

上から３段目、（事項）育英事業費につきまし

て、２億5,378万円の増額補正をお願いしており

ます。これは、国から移管を受けた高校生に対

する奨学金貸し付けに係る交付金が当初の見込

みを上回ったことに伴い、宮崎県育英資金特別

会計への繰出金を増額するものでございます。

次に、下から４段目、（事項）高等学校等生徒

修学支援基金事業費につきまして、3,507万9,000

円の減額補正をお願いしております。これは、

基金の取り崩しの算定基礎となる対象者の減に

よるものでございます。

次に、下から２段目、（事項）高等学校就学支

援事業費につきまして、3,000万円の減額補正を

お願いしております。これは、奨学のための給

付金の支給額に変更があったことなどによるも

のでございます。

次に、403ページをお願いいたします。

ページ、中ほどの（事項）学力向上推進費に

つきまして、2,326万3,000円の減額補正をお願

いしております。これは、生徒用パソコンのリ

ース契約における入札執行残によるものなどで

あります。

次に、404ページをお願いをいたします。

上から３段目の（事項）一般運営費（高等学

校費）につきまして、1,582万5,000円の減額補

正をお願いしております。これは、学校の各種

設備の保守管理に係る委託料の執行残などによ

るものであります。

同じく、ページ、中ほどの（事項）定時制及

び通信制教育振興費につきまして、944万4,000

円の減額補正をお願いしております。これは、

修学奨励費貸付金の貸与生が当初の見込みを下

回ったことによるものなどであります。

次に、405ページをお願いいたします。

一番下の（事項）文教施設災害復旧費につき

まして、9,126万6,000円の減額補正をお願いし

ております。これは、各種災害により被害を受

けた教育施設等の災害復旧に要する経費であり

ますが、本年度は、災害復旧で対応を要する災

害が少なかったことによる執行残であります。
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次に、407ページをお願いいたします。

育英資金特別会計であります。（事項）育英事

業費につきまして、２億1,981万6,000円の増額

補正をお願いしております。これは、国から移

管を受けた高校生に対する奨学金貸し付けに係

る交付金が当初の見込みを上回ったことなどに

より、一般会計から繰り入れを行うものであり

ます。

続きまして、お手元の別冊になりますが、平

成27年２月定例県議会提出議案（報告第１号）

について御説明を申し上げます。平成27年２月

定例県議会提出議案（報告第１号）であります。

１ページをお願いします。

報告第１号「専決処分の承認を求めることに

ついて」であります。

これは、育英資金貸付金の返還請求に係る訴

えの提起についてでありますが、平成27年２月16

日付で専決処分を行ったものについて報告をし、

その承認を求めるものでございます。

内容につきまして御説明を申し上げます。３

ページをお願いいたします。

育英資金につきましては、増加する返還者へ

の対応といたしまして、返還促進のための対策

に取り組んでるところであります。今回の１名

につきましては、訪問等による再三の催告を行っ

ても一度も返還せず、悪質であることから、延

滞返還金等の一括返還の訴えを提起するもので

ございます。

財務福利課は以上でございます。

○川越学校政策課長 学校政策課関係の補正予

算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料でございますが、学校政策

課のインデックスのところをおあけいただきた

いと思います。409ページでございます。

学校政策課の補正額としましては、8,442

万9,000円の減額補正でありまして、補正後の額

は、右から３番目でございますが、６億5,479

万5,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

411ページをお開きください。

初めに、一番下の（事項）学力向上推進費3,154

万7,000円の減額でございます。このうち、説明

欄の８、高校生グローバル・リーダー育成支援

事業2,010万6,000円の減額でございます。これ

は、国の委託事業で、国際的に活躍できる人材

を育成するスーパーグローバルハイスクールの

指定に係る経費でございますが、国の委託決定

に伴い、減額するものでございます。

ページをめくっていただいて、412ページをご

らんください。

一番上の（事項）指導者養成費3,525万5,000

円の減額でございます。このうち、説明欄の３、

初任者研修事業2,094万円の減額でございます。

これは、新規採用の教員が校外の研修で不在と

なる期間に、その補充として配置する非常勤講

師の報酬や旅費等の執行残であります。

次に、４の国際理解教育推進事業879万4,000

円の減額でございます。これは、主に、外国語

指導助手の雇用に係る経費でありますが、外国

語指導助手の任用期間は、上限を５年とし、毎

年更新を行っております。また、報酬額は、任

用期間によって異なっておりますので、本年度

は、報酬単価の低い外国語指導助手の更新人数

が多かったことによる報酬等の執行残でありま

す。

次に、下から２つ目の（事項）生徒健全育成

費872万4,000円の減額でございます。このうち、

説明欄の３、問題を抱える子ども等の自立支援

事業574万円の減額でございます。これは、国の
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委託事業で、不登校など児童生徒が抱える問題

に対する外部人材を活用した効果的な支援等の

調査研究に係る経費でありますが、国の委託決

定に伴い、減額するものでございます。

次に、補正予算追加分について御説明いたし

ます。

別資料でございますが、平成26年度２月補正

歳出予算説明資料（議案第78号）と書いてある

冊子がございます。78号議案、２つございます

ので、ちょっと厚目のほうでございます。学校

政策課のインデックスのところでございま

す。143ページをお開きください。

学校政策課の補正額としましては、4,384

万5,000円の増額補正でありまして、補正後の額

は、右から３番目でございますが、６億9,864万

円となります。

それでは、その内容につきまして御説明いた

します。

145ページをお開きください。

（事項）就職支援活動促進費4,384万5,000円

の増額で、１の新規事業「みやざきの産業を支

える県内就職推進事業」でございますが、詳細

につきましては、また別な資料にございます常

任委員会資料のほうで御説明をいたします。文

教警察企業常任委員会資料（補正）と書いてご

ざいます。教育委員会という名前で、下のほう

に書いてございますが。

２ページをお開きください。

１の事業の目的・背景でありますが、県外流

出による人口減少や、高校生の早期離職が懸念

される中、宮崎県の活性化のために、地域の産

業を支える人材の確保が必要であります。

このため、就職戦略コーディネーターを県内

に９名配置し、県内への就職支援や離職防止に

向けた取り組みを通して、高校生の県内企業就

職者数及び職場定着率の増加を図るとともに、

実践的就職体験モデル校を２校指定し、生徒の

実践的な就業体験を通して、県内企業の理解、

ミスマッチの解消、社会的資質及び学習意欲の

向上を図るものであります。

次に、２の事業の内容でありますが、（１）の

就職戦略コーディネーターによる就職支援や離

職防止に向けた取り組みにつきましては、企業

訪問による詳細な情報収集及び各学校への提供

等を実施するものであります。

（２）の専門高校等の実践的就業体験のため

の学校と企業等が連携した取り組みにつきまし

ては、実践的就業体験モデル校の生徒が県内企

業に出向いて実践的な就業体験に取り組むもの

であります。

３の事業費でありますが、4,384万5,000円を

計上しております。

４の事業期間につきましては、平成26年度で

ありますが、これにつきましては、後ほど御説

明いたします。

５の事業効果につきましては、県内就職支援

を通しまして、高校生の県内企業就職者数及び

職場定着率の増加が図られるとともに、専門高

校等の実践的就業体験を通して、生徒の県内企

業の理解、ミスマッチの解消、社会的資質及び

学習意欲の向上が図れるものと考えております。

次に、平成27年２月定例県議会提出議案（議

案第78号）でございます。

８ページをお開きください。

繰越明許費の補正の追加でございます。表の

下から３段目の「みやざきの産業を支える県内

就職推進事業」でありますが、これは、国の緊

急経済対策の実施に伴い、先ほど御説明いたし

ましたとおり、補正予算を計上しておりますが、

事業実施期間が不足することから、繰り越しと
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なるものでございます。

学校政策課は以上でございます。

○坂元特別支援教育室長 特別支援教育室でご

ざいます。特別支援教育室の補正予算につきま

して御説明いたします。

歳出予算説明資料の415ページ、特別支援教育

室、インデックスのところをごらんください。

特別支援教育室の補正額といたしまして

は、3,965万3,000円の減額補正でありまして、

補正後の額は、右から３番目の欄にあります２

億914万3,000円となります。

それでは、主なものについて御説明申し上げ

ます。

417ページをお開きください。

まず初めに、（事項）県立特別支援学校整備費、

説明欄の２の特別支援学校スクールバス整備事

業の769万7,000円の減額でありますが、これは、

明星視覚支援学校と延岡しろやま支援学校のス

クールバス３台の更新を行ったものでありまし

て、入札の執行残により減額するものでござい

ます。

なお、２校へのスクールバス導入は、２月中

に完了いたしたところでございます。

次に、（事項）特別支援教育振興費であります

が、3,106万4,000円の減額であります。このう

ち、説明欄の５、特別支援学校医療的ケア実施

事業の879万4,000円の減額でございます。この

事業は、特別支援学校に看護師を配置するもの

でありますが、児童生徒の病気等による長期欠

席等により、看護師の勤務日数が見込みよりも

少なくなったことにより生じた報酬等の執行残

を減額するものでございます。

次に、説明欄の９の県立高等学校生活支援推

進事業の570万2,000円の減額でございます。こ

の事業は、県立高等学校に在籍する身体に障が

いのある生徒の介助を行う生活支援員を配置す

るものでございますが、対象生徒の欠席や予定

していた対象生徒の進学変更により配置を要し

なくなったため、人件費等の執行残を減額する

ものでございます。

次に、説明欄の13の文部科学省委託事業であ

ります特別支援学校センター的機能充実事業

の603万7,000円の減額でございます。この事業

は、国の委託を受けて、特別支援学校に臨床心

理士等の専門家を派遣するものでありますが、

減額の主な理由は、国の委託額の決定によるも

のでございます。

その他につきましては、それぞれの事業にお

ける事務費等の執行残でございます。

特別支援教育室の説明は以上でございます。

○西田教職員課長 教職員課関係の補正予算に

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の教職員課のインデックス

のところ、419ページをお開きください。

一般会計34億7,280万6,000円の減額補正をお

願いしております。補正後の額は、右から３列

目の920億5,576万円となります。

以下、主なものについて御説明いたします。

１枚おめくりいただきまして、421ページをご

らんください。

まず、上から５段目の（事項）教職員人事費

でありますが、１億6,897万6,000円の減額をお

願いしております。

これは、主に、学校非常勤講師などの報酬等

につきまして、勤務日数の実績が当初の見込み

を下回ったために減額するものであります。

次に、422ページをお開きください。

一番上の（事項）退職手当費でありますが、14

億5,582万8,000円の減額をお願いしております。

これは、退職者数が当初の見込みより減ったこ
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とに伴いまして減額するものでございます。

次に、上から５段目の（項）小学校費であり

ますが、（事項）職員費につきまして、６億3,028

万4,000円の減額を、また、（事項）旅費につき

まして、6,808万4,000円の減額をお願いしてお

ります。

次に、（項）中学校費でありますが、（事項）

職員費につきまして、４億4,879万3,000円の減

額を、次ページに移りますが、（事項）旅費につ

きまして、2,968万円の減額をお願いしておりま

す。

次に、（項）高等学校費でありますが、（事項）

職員費につきまして、３億5,967万5,000円の減

額を、（事項）旅費につきまして、1,661万2,000

円の減額をお願いしております。

続いて、（項）特別支援学校費でありますが、

（事項）職員費につきまして、２億8,585万4,000

円の減額を、（事項）旅費につきまして、649

万6,000円の減額をお願いしております。

以上の職員費につきましては、教職員の給料

や職員手当、共済費でありますが、いずれも職

員数の減少等に伴う補正であります。

また、旅費につきましては、人事異動に伴う

赴任旅費の実績減や、出張等の減に伴う補正で

あります。

教職員課は以上でございます。

○村上生涯学習課長 生涯学習課関係の補正予

算につきまして御説明いたします。

資料は、歳出予算説明資料、同じ資料です。

生涯学習課のインデックスのところをおあけく

ださい。425ページでございます。

今回の補正額は、6,154万5,000円の減額補正

をお願いしております。その結果、補正後の額

は、ページの右から３番目でございますが、５

億484万8,000円となります。

主なものについて御説明いたします。

次の427ページをおあけください。

上から４段目の（目）社会教育総務費につき

まして、817万8,000円の減額をお願いしており

ます。

主なものは、中ほどの（事項）成人青少年教

育費の説明欄の２、県民総ぐるみ学び推進事業

の504万1,000円でございます。この事業は、国

費と県費から市町村へ補助を行っておりますが、

その交付額の決定に伴う減額でございます。

次のページ、428ページをお開きください。

上から３段目の（目）図書館費につきまし

て、911万2,000円の減額をお願いしております。

主なものは、その下にございます（事項）図

書館費の説明欄の１、管理運営費の614万6,000

円の減額でございます。これは、図書館の清掃

や警備などの委託料の入札残などによるもので

ございます。

次のページ、429ページをお願いいたします。

１段目の（目）美術館費につきまして、4,425

万5,000円の減額をお願いしております。

主なものは、その下の（事項）美術館費の説

明欄の２、管理運営費が549万9,000円の減額で

ございます。これは、美術館の光熱費の執行残

によるものでございます。

また、同じ説明欄の４、県立美術館空調設備

更新事業が3,053万9,000円の減額でございます。

これは、美術館の空調更新工事を行った工事請

負費の入札残でございます。

次に、補正予算追加分について御説明いたし

ます。

平成26年度２月追加 歳出予算説明資料（議

案第78号）をお願いいたします。

147ページ、生涯学習課のインデックスのとこ

ろでございます。
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生涯学習課の補正額としましては、533万5,000

円の増額補正をお願いしております。補正後の

額は、ページの右から３番目でございますが、

５億1,018万3,000円となります。

その内容につきまして御説明をさせていただ

きます。

149ページをおあけください。

上から５段目の（事項）成人青少年教育費の

説明欄の１、新規事業「みやざきを興すみやざ

き人財養成塾事業」について、533万5,000円の

増額をお願いしております。

詳細につきまして御説明したいと思います。

お手元の常任委員会資料で説明をさせていただ

きます。常任委員会資料の３ページをお開きく

ださい。

１の事業の目的・背景でありますが、この事

業は、宮崎のこれまでの歴史や現在の状況を知

り、またこれからの宮崎を考えていこうとその

ような塾を開講いたしまして、宮崎への理解を

深め、その上で宮崎の次代を担い地域おこしの

核となる人財の育成を図っていこうというもの

でございます。

また、その塾生が今後宮崎で活躍できるよう、

県内の地域貢献活動を行う地元企業等と連携し

まして、県内への就職を推進していこうという

ものでございます。

次に、２の事業の内容でありますが、（１）に

ありますように、まず学識経験者や企業関係者、

塾の参加者、受講生をメンバーとする企画会議

を開催いたしまして、具体的な講義の組み立て

等プログラムの検討などを協議してまいります。

次に、（２）の「みやざき人財養成塾」の開講

でありますが、①にありますように、大きな組

み立てとしまして地方創生に求められる人財と

か地方創生とは何かということ、現代につなが

る宮崎の歴史、宮崎の魅力や課題、宮崎の将来

像などを主な学習内容にしたいと考えておりま

す。

座学だけでなく、ワークショップやプレゼン

テーションを取り入れた講座とすること、また

県外の学生を対象とした特別講座も実施したい

と考えております。

②の講師につきましては、さまざまな角度か

ら現在の宮崎県の成り立ちを講義ができる専門

家また、企業のトップや行政関係者などに、講

師をお願いしたいと思っております。

③にありますように、塾生は、やる気のある

高校生や大学生、青年を対象とし、100名程度の

募集を考えております。やる気のあるというの

は、地域づくりへの参画意欲が高いというよう

な意味であります。

次に、（３）にありますが、新聞広告やポスタ

ーをつくることによりまして、産業人財育成や

地域おこしに取り組む人財の育成に企業と連携

して取り組む県の姿勢を県民にアピールしたい

と考えております。

（４）にありますように、養成塾のワークショッ

プ等に地元企業に参加・協力をいただきまして、

塾生の地元企業への就職につなげてまいりたい、

そのような仕掛けをしてまいりたいと考えてお

ります。

また、塾生を生涯学習課の人財バンクに登録

するなどしまして、塾生が地域づくりに参画す

るための支援、後押しをしてまいりたいと考え

ております。

３の事業費でありますが、533万5,000円を計

上しています。

４の事業期間につきましては、平成26年度で

ありますが、これにつきましては、後ほど御説

明いたします。
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５の事業効果でありますが、本事業に取り組

むことによりまして、（１）にありますように、

意欲のある人財の県内就職が進み、地域の活性

化につなげていくことができるものと考えてお

ります。

また、（２）にありますように、地元企業は意

欲のある人財と出会い、企業の魅力をＰＲする

ことができ、また、（３）にありますように、塾

生にとりましては地元企業の魅力を早い段階で

知り、地元への就職についての意欲を高めるこ

とができるものと考えております。

次に、平成27年２月定例県議会提出議案（議

案第78号）をお願いいたします。

表の下から２段目の、みやざきを興すみやざ

き人財養成塾事業でございます。これは、国の

緊急経済対策の実施に伴いまして、先ほど御説

明いたしたとおり補正予算を計上しております

が、事業実施期間が不足することから、繰り越

しとなるものであります。

生涯学習課関係は以上でございます。

○日髙スポーツ振興課長 スポーツ振興課の補

正予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料、スポーツ振興課のインデッ

クスのところ、431ページをお開きください。

今回の補正は、一般会計で4,080万円の減額補

正をお願いしております。その結果、補正後の

額は、ページの右から３列目の11億4,719万7,000

円となります。

それでは、主なものにつきまして御説明いた

します。

433ページをお開きください。

ページの一番下の段にあります（事項）スポ

ーツ施設管理費でございます。604万円の減額補

正をお願いしております。

主なものとしましては、次の434ページをお開

きください。

ページ上段にあります２の施設・整備費で、

県総合運動公園の陸上競技場における写真判定

装置やフィニッシュタイマーなどの備品購入に

係る執行残でございます。

次に、その下にあります（事項）健康教育指

導費でございます。526万9,000円の減額補正を

お願いしております。

主なものとしましては、２の養護教諭等研修

事業における非常勤講師の報酬や研修に係る講

師謝金や旅費などの執行残でございます。

次に、その下にあります（事項）保健管理指

導費でございます。429万4,000円の減額補正を

お願いしております。

主なものとしましては、１の県立学校児童生

徒保健管理指導における児童・生徒の各種健康

診断や心臓検診に係る健診料等の執行残でござ

います。

次に、その下にあります（事項）学校安全推

進費でございます。1,009万6,000円の減額補正

をお願いしております。これは、１の日本スポ

ーツ振興センター共済事業における学校管理下

での児童生徒の負傷や疾病などに対する共済給

付金の執行残でございます。

最後に、次の435ページをごらんください。

一番上の段にあります（事項）体育大会費で

ございます。853万9,000円の減額補正をお願い

しております。

主なものとしましては、１の国民体育大会経

費における選手派遣に係る経費等の執行残でご

ざいます。

スポーツ振興課は以上でございます。

○大西文化財課長 文化財課の補正予算につい

て御説明いたします。

平成26年度２月補正歳出予算説明資料をお願
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いいたします。文化財課のインデックスのとこ

ろ、437ページをお願いいたします。

今回の補正は、一般会計予算で、１億5,237

万8,000円の減額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の額は、右から３列目にありま

すように、５億625万4,000円となります。

それでは、その主なものにつきまして御説明

いたします。

440ページをお開きください。

初めに、３段目の（事項）埋蔵文化財保護対

策費につきまして、１億2,735万2,000円の減額

補正をお願いしております。

主な理由といたしましては、説明欄の３の農

業水利・土地改良事業発掘調査におきまして、

九州農政局が実施した農業水利事業におきまし

て、当初の予想より出土遺物等が少なかったこ

となどにより、発掘調査の経費が減額となった

ものであります。

また、その下の４、埋蔵文化財発掘調査の（１）

国道等発掘調査及び（２）東九州自動車道関連

発掘調査におきましては、国土交通省や西日本

高速道路株式会社からの調査依頼が、事前の予

定より少なかったことにより、発掘調査経費の

減額となったものであります。

なお、国道等及び東九州自動車道関連発掘調

査は、事業者であります国土交通省と西日本高

速道路株式会社から、県が委託を受けて実施す

るものでありまして、経費は全額、各事業者の

負担となっております。

次に、同じページの下から２段目の（事項）

博物館費につきまして、608万円の減額補正をお

願いしております。

次のページになりますが、一番上の段、説明

欄の２、管理運営費でございますが、主に、博

物館管理棟の老朽化したサッシ改修工事等に係

る入札の執行残であります。

続きまして、繰越明許費について御説明申し

上げます。

お手元の平成27年２月定例県議会提出議案（平

成26年度補正分）と書かれました冊子をお願い

いたします。

資料の11ページでございます。

繰越明許費補正の追加でございますが、文化

財課分につきましては、表の下から６段目にあ

ります教育費、社会教育費、事業名「民家園文

化財再生・伝世事業」でございます。

現在、県総合博物館には、江戸時代に建てら

れました民家が展示されております。この民家

園の改修工事に当たりまして、耐震診断を行っ

たところ、耐震補強が必要との結果が出されま

した。

民家園は国の重要文化財に指定されている関

係から、文化庁の指導を受けながら耐震補強工

事の検討を行いましたが、その検討に日時を要

し、工期が不足いたしますことから、2,921

万9,000円の繰り越しをお願いするものでありま

す。

次に、債務負担行為について御説明申し上げ

ます。

同じ資料の15ページをお開きください。

債務負担行為補正の変更でございますが、一

番下の文化財課のところをごらんください。

これは、民家園文化財再生・伝世事業につき

まして、先ほど御説明させていただきましたが、

民家園の耐震診断の結果、耐震補強工事が必要

となり、新たな経費が必要になりましたことか

ら、債務負担行為限度額の増額をお願いするも

のでございます。

なお、変更後の限度額は8,263万2,000円とな

ります。
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次に、補正予算追加分につきまして御説明い

たします。

平成26年度２月補正歳出予算説明資料（議案

第78号）の文化財課のインデックスのところ、151

ページをお開きください。

文化財課の補正額といたしまして、1,979

万8,000円の増額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の額は、右から３列目にありま

すように、５億2,605万2,000円となります。

それでは、その内容につきまして御説明いた

します。

153ページをお開きください。

６段目の（事項）考古博物館費で、1,979

万8,000円の増額をお願いしております。

内容は、その下の説明欄の１、新規事業「Ｉ

ＣＴを活用した西都原考古博物館魅力発信事業」

でございますが、詳細につきましては、お手元

の常任委員会資料で御説明させていただきます。

常任委員会資料の４ページをお願いいたしま

す。

１の事業の目的、背景でありますが、2020年

オリンピック・パラリンピック東京大会の開催

決定や西都原古墳群の世界文化遺産登録を目指

す取り組みの中で、西都原考古博物館の魅力を

多言語や多様な媒体で情報発信していく必要が

ございます。

そのため、外国語によるホームページやＱＲ

コードの活用（携帯電話等を使用した情報の取

得）など、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した

外国語によるガイド機能の向上を図るものであ

ります。

また、旅行関係雑誌や公共交通機関を利用し

た広告を行い、より広い範囲から本県への集客

拡大を目指すこととしております。

次に、２の事業の内容でありますが、（１）の

外国語による情報提供の充実につきましては、

英語・中国語・韓国語の３カ国語によるホーム

ページの作成やＱＲコードによる展示解説等の

情報提供を行うものであります。

（２）の情報提供システムの整備といたしま

しては、インターネットに接続できるよう館内

Ｗｉ─Ｆｉアクセスポイントの設置やスマート

フォンなどにも対応できるモバイル版ホームペ

ージを作成することとしております。

（３）の広報ＰＲにつきましては、旅行関係

雑誌や公共交通機関を利用した広告を行う予定

でございます。

３の事業費でありますが、1,979万8,000円を

計上しています。

４の事業期間につきましては、平成26年度で

ありますが、これにつきましては、後ほど御説

明いたします。

５の事業効果でありますが、外国からの旅行

者等へのサービスの向上や、考古博物館をより

積極的にＰＲすることで、来館者の増加や国際

的な知名度を上げることにつながるとともに、

Ｗｉ─Ｆｉ環境の整備やＱＲコードシステム等

を構築し、活用することにより、多様化したニ

ーズに応えることができると考えております。

次に、平成27年２月定例県議会提出議案（議

案第78号）をお願いいたします。

資料の８ページをお開きください。

繰越明許費補正の追加でございます。

表の下から２段目の教育費、社会教育費、Ｉ

ＣＴを活用した西都原考古博物館魅力発信事業

であります。

これは、国の緊急経済対策の実施に伴い、先

ほど御説明いたしましたとおり、補正予算を計

上しておりますが、事業実施期間が不足するこ

とから繰り越しをお願いするものであります。
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文化財課は以上でございます。

○黒木人権同和教育室長 人権同和教育室につ

いて御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育室のイン

デックスのところ、443ページをお開きください。

一般会計で170万円の減額補正をお願いいたし

ております。この結果、補正後の額は、右から

３列目にありますとおり、839万3,000円となり

ます。

その主な内容について御説明いたします。

445ページをお開きください。

上から５段目にあります、（事項）人権教育総

合企画費で115万3,000円の減額補正をお願いい

たしております。これは、人権啓発資料作成な

ど人権教育の総合企画に要する経費の執行残で

ございます。

次に、（事項）人権教育連絡調整費でございま

すが、54万7,000円の減額補正をお願いいたして

おります。これは、人権教育関係団体等との連

絡調整に要する経費の執行残でございます。

以上でございます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

１時10分に再開したいと思います。

暫時休憩をいたします。

午後０時８分休憩

午後１時８分再開

○西村委員長 委員会を再開をいたします。

執行部の説明が終わりましたので、議案につ

いての質疑をお願いいたします。

○髙橋委員 教職員課、422ページ。退職手当に

要する経費の関係で、所要見込み額の減ってい

うことで減額補正なんですけど、従来は、いわ

ゆる退職予定っていうのはわかるわけで、足り

なかったっていうのがいわゆる駆け込み退職と

かそういうのがあったけど、今は、いわゆる若

年退職とかがあって、普通だったら定年退職者

だけを計上すればいいわけなんだけれども、そ

れ以外の人たちの退職手当も予想して計上され

るわけですが、これ減ったっていうところをも

う少し説明をいただくと助かります。

○西田教職員課長 今、言われた退職手当のこ

とについてでありますが、平成26年度の当初予

算は平成26年の１月に編成作業を行っておりま

す。そういうことで、勧奨退職者数の積算につ

いては、平成24年度の実績をもとに、予算に不

足が生じることのないように119名を見込んでお

りました。退職希望者調査の結果を踏まえて、

今回、59名減の60名で減額補正をお願いしてお

ります。

もう一つは、定年退職者数なんですけれども、

平成26年１月の在職者のうち26年末で定年を迎

える職員を249名見込んでいましたが、定年退職

予定者のうち15名が平成25年度に退職しまして

見込みが15名減ったというようなことでありま

す。

○髙橋委員 定年退職者の15名っていうのは、

ちょっと置いといて、当初119名を見込んでいた

若年退職者が60名になったということで、むし

ろ、私は、これいいことだと思って今、聞いて

いました。いわゆる、何ていうんでしょうか、

定年まで勤めていたことが一番、これよろしい

わけで、個人によってそれぞれの都合もあるか

もしれませんが、いろいろ仕事に対する、何て

いうんですか、ちょっと低下したって、しかし、

マイナス補正は余りよくないんですが、それが

今回、いいマイナス補正だなというふうに思い

ます。

次に、赴任旅費の関係ですけど、それぞれ小

学校、中学校、高等学校、赴任旅費がマイナス
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の補正なんですけど、これは赴任旅費ですから

赴任する経費、旅費を見る経費だと思うんです

が、いわゆる異動があって自宅から遠いところ

は赴任旅費っていう規定があると思うんですけ

ど、それは規定どおりに予算を計上するという

ことで、まずはそこの説明をいただきたい。

○西田教職員課長 その都度の計算はなかなか

その前にはできないので、大枠で計算をしてい

るというようなことです。例年、不足が生じな

いように一応予算を取っておくということです。

○髙橋委員 私がちょっと思ったのは、異動発

令があって、そこに住むだろうということじゃ

ないですよね。宮崎を中心に通勤者が多いって

いうのが今の現状だと思いますが、それの傾向

がますます多いがためにマイナスで補正になっ

たのかなと私なりにこの解釈をしたとこでした

が、そうじゃないんでしょうか。本来であれば

赴任旅費を出すことになったんでしょうけれど

も、そこに住まないか、通勤だから通勤手当を

増額すればいいことになったということで理解

したらいいのかなという、そういう問いです。

○西田教職員課長 それまでの年度別で見てみ

ますと、赴任旅費について、そう大きく差をつ

けてないということであります。そういうこと

で、やっぱり不足額が生じないようにという形

でしか今のところ計算できておりませんので、

だから、今おっしゃったように、異動のない、

異動をしても─予算編成時に異動が明らかで

ないために、どうしても予算の不足が生じない

ようにしてるということであります。

○髙橋委員 ちょっと私、理解をするために問

いの仕方を変えますけど、例えば宮崎の市内の

勤務の先生が都城に発令があった。これは赴任

旅費の該当になるんですか。

○西田教職員課長 なり得ます。

○髙橋委員 であれば、私は、これも推察しま

すけれども、宮崎、都城間は可能であれば通勤

をしてらっしゃる方が多いんじゃないかなって。

だから、そういったところの関係はあんまり深

く考えなくてもいいっていうことですか。ちょっ

とこう……。

○西田教職員課長 今おっしゃったように、結

局異動が成り立って初めてその計算を始めます

ので、その前の予算編成段階においてなかなか

そこまで詳細に計算できないために、予算が不

足しないように余裕を持っておくというような

ことであります。

○髙橋委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

続けて、いいですか。

○西村委員長 はい、どうぞ。

○髙橋委員 委員会資料の３ページの、私は

ちょっと飲み込みが悪いのかもしれませんけれ

ども、事業の内容の説明を聞きながら、塾の受

講生とかで企画会議をつくるということで説明

がございました。100名程度、受講生を募集する

わけですけれども、もう少し塾の受講生を入れ

る、いわゆる意味とか狙い、もう少し説明いた

だくとありがたいです。

○村上生涯学習課長 この企画会議は、主たる

メンバーは学識経験者とか企業の方とか、いろ

んな方に入っていただいて、これから求められ

る人材の増とか、それにふさわしい講義の内容

とか、検討をしていただくわけですけれども、

募集を100名程度かけるということですが、この

研修はどちらかというと少しハードルの高い研

修になろうかというふうに思ってますが、先ほ

ど、やる気のある人を募集するというふうに申

し上げましたけれども、ある程度地域で既に活

動をしている人とか実績のある人とかいう方に
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も受講をしていただきたいと。ですから、ある

程度いろんなとこにお声かけをして募集をする

という側面もあるというふうに理解していただ

いて、そういった方にも入っていただいて、実

地でいろんな活動をしてる方からもいろいろ意

見を聞いて企画を立てたいということでござい

ます。

○髙橋委員 こういう類いのと言ったら失礼で

すけれども、こういった塾は、市町村レベルで

も結構やってる、例えば日南でいうと振徳塾と

かあるわけですけど、こういう人財養成ってい

うのは、私は長いスパンがかかると思うんです。

１年でどうのこうのはならんと思いますし、ま

してやこの事業は一応単年度、じゃないんです

か。

○村上生涯学習課長 予算の仕組みからいきま

すと、今の段階では単年度ということでお願い

をしておりますが、端的にいいますと、地域創

生に係る国の交付金を活用しての事業でござい

まして、この事業につきましては、今、委員が

おっしゃられたような息の長い取り組みにさせ

ていただければということで今のところ考えて

おります。

○髙橋委員 ぜひこの事業、地域創生が背景に

あってお金が流れてきたわけでしょうけど、知

事の柱となる人財ですから、ぜひこれはずっと

続けていただきたいなということでお願いをし

ます。

後でまた。以上です。

○徳重委員 学校政策課の412ページなんです

が、初任者研修事業2,094万円の減額ということ

なんですが、これ、初任者研修はなぜこんなに

減ったのか、ちょっと教えてください。

○川﨑学校支援監 残が出ておりますけれども、

初任者研修の場合には指導教員や教科指導員の

後補充、また、その研修で学校を離れて校外に

初任者の先生が行かれる場合に、後補充という

ことで非常勤の先生が入られるんです。その先

生方の、非常勤の方々の報酬等の予算も組んで

たんです。ところが、実際には校外研修で15日

ほどしか出ないものですから、なかなか15日ぐ

らいで非常勤の先生方が見つけられないという

状況等がありまして、その分が余ってしまった

ということでございます。

○徳重委員 研修には行かれた、そして、非常

勤の職員はいない。後、誰が見るんですか。

○川﨑学校支援監 ほとんどの学校は後補充が

入ってくるんですけれども、特に小学校の場合

でしたら後補充が入ってますけれども、中学、

高校の場合、教科の関係もありまして、なかな

か後補充が見つからないということで、その先

生が、新任の先生が初任者研修で出られたとき

には、学校のほうで時間割等を調整しまして校

内で助け合うといいますか、そういった形で、

子供たちが自習にならないように自助努力をし

ていただいてるということでございます。

○徳重委員 そしたら、残った先生方は負担が

大きくなるんですね。あるいは、教頭先生とか

校長先生とか代替するということはないわけで

すか。

○川﨑学校支援監 ですから、その分をできる

だけ見つけていただくようにということで、講

師等の紹介もしておりますし、最大限の努力は

していただいておりますけれども、どうしても

中学校、高校で見つからなかったときにはとい

うことで残が出てしまったんですけれども、実

際は非常勤講師が雇えるだけの報酬は確保して

おかないといけないということで、予算化はし

ているところでございます。確かに、初任者が

いらっしゃる学校の先生には、授業の振りかえ
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とか自習にならないために入るとかっていうこ

とで若干負担はあるかとは思いますけれども。

○徳重委員 そうなった場合、何というんです

か、周りの先生方の負担が大きくなると思うん

ですよね。その分は何か、手当とか何とか出る

もんですか。ないんですか。

○川﨑学校支援監 手当というのは特に出ませ

んけれども、初任者を配置した時点で、入って

きたら学校全体、全職員で初任者を育てるとい

うことでお願いをしておりますので、そこあた

りは、年間15日のことですので、申しわけない

んですけれども、やっていただいてるっていう

のが現状でございます。

○徳重委員 やはりそういうはっきりした目的

があるわけですね。初任者研修、どうしても出

さなきゃいけないというのは、もう前もって決

まってるわけですから、ある程度の確保ってい

うんですか、そういったものは事前にやっぱり

やっておくべきかなというのを感じたとこでし

た。ぜひそういう努力をしていただきたいなと、

こう思ってます。

それと、教職員課の退職手当、さっき髙橋委

員が、言われたんかな。14億5,500万円という大

きな金額ですが、予定より何人少なかったんで

すか。

○西田教職員課長 正規職員の退職者数の見込

みが、当初394人で組んでおりましたけれども、

補正で327人ということで、67名の減ということ

になっております。

○徳重委員 その67名っていうのは非常に大き

な数字だと思うんだけれども、例年、こういう

数字が出てるもんでしょうか。

○西田教職員課長 その年々で変わるというの

が実情でございます。定年退職については、あ

る程度見込めますけれども、勧奨退職の場合、

その年々で変わりまして非常に予測が難しいと

いうような状況であります。

○徳重委員 ここ四、五年のデータでいいです

が、一番多いときでどれぐらいの数字が出てる

もんですか。

○西田教職員課長 平成24年度が103人おりまし

た。これが、ここ５年間では一番多い数字となっ

ております。

○徳重委員 わかりました。いいです。

○山下委員 委員会資料の２ページ、新規のみ

やざきの産業を支える県内就職推進事業。ちょっ

とお伺いしていきたいと思うんですが、今、高

校生の卒業生の中で、どれぐらいが今、就職し

てますか。何割ぐらい。

○川越学校政策課長 データでございますが、

平成26年３月卒業生につきましては、2,263名の

就職決定者のうち1,248名が県内の就職でありま

す。今年度は、12月31日現在で、2,172名の就職

決定者のうち1,118名、51.5％が県内の就職とい

う形になります。

○山下委員 それ以外の人たちは、今、卒業生

が大体１万人ぐらいおるんですか。今、どれぐ

らいですか。

○川越学校政策課長 概算で大体そのくらいと

いうふうに思っていただきたい。

○山下委員 じゃ、約１万人おれば、県内、県

外に就職する人たちが2,000名ちょっとだろうと

いう、ことしが2,172名ですよね。それ以外は専

門学校とか大学に行ってるという認識でよろし

いんですか。

○川越学校政策課長 先ほどの数は県立高校の

数で、私立高校も含めていきますと、１万617名

が26年３月の高校卒業というふうになりますが、

就職が3,094人、そして大学等の進学が4,620人、

専修学校等の専門学校等が1,782名ということに
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なります。

○山下委員 ありがとうございます。であれば、

ただいま御説明がありましたように、この事業

というのは、私立をひっくるめてだろうと思う

んですが、3,094名、こういう人たちを地元にと

どめようと、そのことだろうと思うんですが。

今、非常にやっぱり景気が上向いてるというか、

逆に企業に人材が足らないと。介護の現場、そ

して、この前、トラック業界の皆さん方とも懇

談会をやったんですが、運転手になってくれる

人もいない。建設現場も人手が足らない。農業

もどんどん法人化して大規模化してきてるんで

すが、そこでも雇用したいけれども雇用がなか

なか来てくれないという。これが、もう今、宮

崎県内の大きな、やっぱり若手労働力の確保に

しても非常に労働力が足らないというのが現状

なんです。

実は、ゆうべも宮崎市内で事業をやってる社

長さんと一緒にちょっと会があったら、もう、

以前は、いわゆる就職の面談をやって面接した

後、二、三日間、検討して、それから採用する

よという、内部検討の時間もあったけど、もう

今はそういうことをやってたら、すぐほかに逃

げられちゃうと。もう面接に来たら、即そこで

採用と、労働賃金対価ももうパート料金の最低

労働賃金どころじゃないと。もう今は、男で1,100

円、1,200円、それぐらいの提示をしないととて

も人が来てくれないっていうのが今の現状なん

です。皆さん方は、今の、この宮崎県内の企業

の求職と求職状況の認識はどれぐらいされてま

すか。

○川越学校政策課長 人手不足という情報につ

きましては、よく耳にするんですが、今現在、

我々のほうで非常に看過できない状況というも

のの一つに離職率というのがございます。３年

内に高校卒業生が離職する割合が全国の割合を

超えているということで、なぜそんなに３年内

に─県内に来る生徒で、行く生徒たちがそれ

でも少ない、少ないっていいますか─県外に

行く生徒は就職がよくなってきてる中で、県内

に残る生徒たちが、離職をする生徒が約５割近

いということ、この辺について非常に危惧して

るところがございます。

厚生労働省のアンケートをとると、実際に働

いてみると仕事が自分に合わなかったという意

見が一番多うございました。その次に、職場の

人間関係がうまくいかなかった。この２つがか

なりの割合を占めております。マッチングって

よく言うんですが、企業と生徒のマッチングを

いかにきちっとさせられるか。そのために、そ

こにちょっと書いてございますが、今度の事業

においては、就職戦略コーディネーターってい

う名前、ちょっと重たい名前をつけております

が、を９名ほど拠点校に配置しまして、就職支

援、離職防止等に向けた取り組みをやる企画を

この事業でやってございます。

○山下委員 かなり早期離職があるという話で

すよね。であれば、私は今の説明を聞いとって、

この就職推進事業の中に、もっとやっぱりどこ

の職場でもあるだろうし、私たちも今までの過

程の中でいろんな相談も受けてきた。だけど、

その中でやっぱり思いとどまることも教育して

いかないといけない。だから、聞いてみるとわ

がままとか、そして権利だけ主張して義務を果

たさない、そういうことも多いだろうと思うん

です。したら、やっぱりその辺の精神的な教育

やら、そして、夢を持たせる、何でしょうか、

企業の責任もあるだろうし、そういうことも非

常に必要かなと思ってます。

それから、実は、県内にも何か所も看護学校
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というのがあるだろうと思うんですが、私、都

城にも一つの例として、例えを言いますから聞

いとっていただきたいと思うんですが、高校が

終わって、高看に３年行って高看の資格を取る

んかな。もう今はその人たちを地元に残そうと

いうことで、奨学金制度を与えて、今、一生懸

命３年間の教育を地元の教材でやってる。そし

たら、もう今、東京あたりからもう堂々と学校

現場に入ってきて、もう今までの奨学金は私た

ちがもう一括、立てかえしますと。それと、こ

ういう住居を提供しますとか、給与ももうどん

どん説明しながら、非常に宮崎県の人材を東京

から求められてる。

だが、私はもういろんなことで、宮崎県も今、

フードビジネスと地方創生という中で経済対策

をしっかりやっていこう、これが大きな目標、

設定になってるんですが、ただ、東京にもう一

極集中で、もうどうしてもやっぱり地方の人材

を引っ張られる。この動きがとまらないと思う

んです。というのは、もう今、東京も中心に、

もう第２のバブルの時代に入ったというぐらい

ビルがどんどん建って、そして、7,000万、8,000

万円のマンションが、もう億ションもそうでしょ

うけれども、どんどん売れる時代と。売れ出し

た途端に売り切れるというような話も聞くんで

すけれども、その中で、やっぱり宮崎県の人材

を具体的にとめることをしっかりと企業とも、

結果、学校現場にも、もう全ての産業の中でそ

ういう緊急的なものを対応していかないと、も

う手ぬるいことではとても食いとめることは難

しいのかなと思うんですが、非常にやっぱりそ

の辺の認識をちょっとお聞きしたいがなと思っ

て。

○川越学校政策課長 県外、特に大都市にやは

り行きたいという生徒たちの多くの理由の中に、

収入を上げる生徒たちが非常に多いです。１番

目に上げるのは、やはり収入と言います。果た

して、本当に収入が高いということが、逆に言

うたら地方のほうが収入が低いということが、

本当に収入の高い低いということがどういうこ

とを物語っているのかっていうことを、我々も

含めながらやはりしっかりと考えていかないと

いけないし、生徒たちにも、都会に行くことの

収入の高さっていうのと、地方に行くことで収

入が低いっていうことは本当に比べられるのか

どうかっていうこと、やっぱりそういったこと

は考えていかなきゃいけないんだっていうよう

な感じがしますが、県外に流れていく生徒たち

の多くは、今のところ県内に企業がない、例え

ば製造業であるとかいうような場合が多うござ

います。逆に、県内に残りたいっていう生徒た

ちもいるのは事実、特に女子の生徒さんとかは

県内に残りたいっていう生徒がございますので、

県内に残る生徒たちがおるんですが、県外に行

く生徒は、たまたま自分が勉強してきた専門的

な知識が生かしていけるような職場がない、そ

ういったところがやはり県外に行くっていう場

合があります。ただ、そういう中においても、

中小企業の中で、学校の先生方がいろんな企業

をしっかりと、宮崎の中にどういう企業がある

のか、やっぱりそういったことをまだ学んでな

いというところが実際にあります。ですから、

こういった事業化を図ることによってコーディ

ネーター、９人ほど協力していただくことにな

りますけれども、もうできれば、かつて人事課

の担当者であった方とか、総務課の担当者であっ

たような方を採用できればいいかなと思います

けれども、企業と学校がやはりしっかりとタッ

グを組んで、宮崎の中にもいい企業がたくさん

あるんだよということをしっかりと認識するっ
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ていうことがやはり我々が求めなきゃいけない

ところで、それを一つ一つ地道にやっていくこ

とが県外流出の方策の一つにはなるのかなとい

うふうに思っております。

○山下委員 ぜひお願いしたいと思うんです。

今、現状で、例えば、ことし高校を卒業して就

職する。都会におった子も、地元の企業に就職

した子も、やっぱり相談の窓口は卒業時の就職

の担当の先生であったり、そういう人たちに、

自分の悩みが出たり、仕事を変わろうかとか、

よそから帰ってきて、どっかまたいい就職がな

いかとか、そういうものはやっぱり高校の先生

方が対応はされてるんですか。取り組みをちょっ

と教えてください。

○川越学校政策課長 まさしくそのとおりで、

ただ、全ての生徒が就職して、もとの学校の先

生たちに相談するというような形がとられてる

かっていったら、そういうわけではございませ

ん。そういった意味でも、先ほど言ったコーディ

ネーター的な方々の存在を通しながら、そして

企業と連携をとりながら、今、県内に働いてい

る生徒たちがどんな状況であるのかっていう情

報を収集しながら学校につなげていくとか、そ

ういった動きを、やはり垣根をとってやってい

かないといけないというふうに思っておるとこ

ろです。情報をちゃんと収集するということが

我々のやはり最初の務めだろうと。

○山下委員 ぜひ相談窓口やら、コーディネー

ターができるんであれば、幅広い相談窓口にな

れるように、そして、子供たちもそういう相談

窓口があるんだよと。学校もぜひ、また、そう

いう相談相手にもなってほしいし、そこを周知

徹底をしていただくと大変ありがたいと。でな

いと、やっぱり県内は、企業が伸びようとして

も人材不足のためになかなか設備投資ができな

かったり、企業拡大ができなかったり、本当に

その現状だろうと思ってますので、まず、企業

間の今の状況やらちゃんと把握をしていただい

て、コーディネーターに目的をしっかりと持た

せていただくとありがたいと。

○押川委員 関連しますけれども、県内の就職

支援や離職防止に向けた取り組みを通して、高

校生の県内企業就職者数及び職場定着率を増加

させるということで、今、言いましたとおり、

コーディネーターを県内に９名配置ということ

でありますけれども、どういう方々を９名、人

選をされるのか。もし、よければちょっと教え

てください。

○川越学校政策課長 希望的っていいますと語

弊がありますけれども、やはり企業の中で人事

を担当したことのある、または総務を担当した

方を優先的にやはり考えたいなというふうに

思っております。理由は、企業が学校から就職

等で採用をする場合には、当然人事課、また総

務課等の方が非常に多うございますので、学校

とのつながりを経験したことがある方をできる

だけ採用していきたいなというふうに思ってま

す。

○押川委員 ９名の配置場所、わかれば教えて

ください。

○川越学校政策課長 現段階で考えているとこ

ろは、拠点校としまして、延岡商業、門川、高

鍋農業、都農、宮崎商業、本庄、都城商業、小

林秀峰、日南振徳の９校が拠点校になりまして、

それぞれ周辺の学校が担当校という形で連携を

とりながら、その９名のコーディネートの先生

たちが企業との情報等を流して指導をしていく

というような形をとる計画であります。

○押川委員 常時、今、９校の学校にコーディ

ネーターの方はいらっしゃるということで理解
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していいですね。ありがとうございます。

それと、実践的就業体験モデル校というの、

これ２校を指定ということでありますが、これ

も教えてください。

○川越学校政策課長 現在、２校のモデル校を

考えております。一つは本庄高校です。もう１

校は高鍋農業高校でございます。

理由は、本庄高校は、ことしの就職率を見て

もそうなんですけれども、県内の就職率が実は

最も高い学校でございます。そういった意味で

は、県内に残っていく可能性の非常に高い学校

であるということを考えながら、それをいかに

モデルとしてやっていくか、ということです。

それと、高鍋農業については、先ほども話題

になっておりますけれども、新設されたフード

ビジネス課に対する、６次産業化ということが

非常にやはり大事なところがございますので、

６次産業化を目指している企業等も含めた、県

内の企業等に就職を目指すというようなことを

含めた狙いがございます。

この本庄高校と高鍋農業の２校をモデルに一

応考えております。

○押川委員 一応、これ単年度ということでの

説明だというふうに理解をしておるんですが、

地方創生の一環としての追加でありますから、

これを今後、事業をされるのはいつぐらいを大

体目途にされるわけですか。もう繰り越しです

から27年度になると思うんですが、この事業と

いうのを27年度のどのくらいの時期から起こし

ていかれるのか、計画があればちょっと教えて

ください。

○川越学校政策課長 現段階では、予算の関係

がこのようにやっとつきましたので、26年度、

継続という形で27年度を考えておりますが、こ

れが定着するためには単年度だけではなかなか

難しいというふうに考えております。ですので、

可能な限り定着するような形がとれるまでは事

業を継続していきたいという希望は持っており

ます。今の、現段階で何年というところまで決

まっておりません。

○押川委員 いやいや、この事業は、ことし、26

年度来て、もう期間がないから27年度から始め

るわけですから、27年のいつぐらいから稼働さ

れるのかということです。早くやってもらえな

いと意味がないと思います。

○川越学校政策課長 高鍋農業高校が５月から

開始になります。本庄高校が、夏休みを利用す

るということがございますので、７月の夏休み

からという形で今計画をしているところです。

○押川委員 ありがとうございました。この中

で、モデル２校を今、言いましたように、５月

あるいは夏休みということで、これは県内の企

業あたりに生徒さん方が出ていく、あるいはま

た、企業から来て説明会とかそういったことを

されるっていうことでいいんですか。

○川越学校政策課長 実は、インターンシップ

というのが非常に今、取り沙汰されてますが、

大体どこの学校も二、三日でインターンシップ

は終わってしまうということがございます。今

回のインターンシップは、長期のインターンシッ

プを狙ってますので、基本は企業のほうにお世

話になってインターンシップを行うというよう

な形をとることにしております。

○押川委員 それは例えば本庄であれば、希望

者が企業に出向いていってインターンシップ関

係で実習なりをするということでいいですね。

ありがとうございます。

そういう中で、こういうことでしっかり県内

の企業に就職をし、そして、定着をしているよ

うな方向の中で頑張っていただくということで
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ありますから、ぜひお願いをしておきたいと思

います。

それから、文化財課、埋蔵文化財の関係で、

経費が減っての減額補正ということであります

が、国道等の発掘調査あるいは東九州自動車道

の発掘調査、どのくらいで、何件あって、この

経費が余ってるということでありますから、計

画はどのくらいであって、それだけいかなかっ

たから減額補正でしょうから、ちょっと内容を

教えてください。

○大西文化財課長 国道等発掘調査と東九州自

動車道関連があるんですけれども、まず、国道

等発掘調査につきましては、当初、国土交通省

が実施します都城道路の平田遺跡、これ3,000平

米ございました。これをする予定でありました

が、用地買収ができなかったために、ここが全

く調査ができなかったということがございます。

それから、同じ国道等発掘調査におきまして

は、高千穂日之影道路の発掘調査を予定してお

りました。ここにつきましては、一部が用地買

収のおくれでできなかった。２カ所あったんで

すけれども、もう１カ所が、調査はしたんです

けれども本調査が必要なかったということで、

ここも経費がかからなかったということでござ

います。

それから、東九州自動車道関連につきまして

は、これは、国富スマートインターに関係する

発掘調査でございます。国富スマートインター

につきましては、町道のつけかえ工事について

地元との調整が難航しまして、結局、用地買収

まで至らなかったということで、ここにつきま

しても、うちのほうの調査が入れなかったとい

う実情がございます。

○押川委員 用地の買収ができなかったという

ことになってくると、また、これ継続で調査を

かけていかないといけないわけでしょうから、

こういうことで用地買収ができないということ

は、事業化がおくれるということですよね。何

か対策っていうのはあるんですか。

○大西文化財課長 都城道路につきましては、

来年度、その分を上乗せして調査をする予定に

しております。今現在、用地買収のほうは年度

末までに済むという予定を聞いておりますので、

その分、来年度、多目にうちのほうで対応した

いと思ってるとこです。

それから、国富スマートインターに関係して

は、まだ用地買収はできておりませんので、昨

晩もうちのほうで地権者に確認調査できない

かって夜、電話とかしてたんですけれども、了

解いただいたところからは、少しでも確認調査

等入りまして、用地買収が終了後、調査に入り

たいと思っております。

○押川委員 ありがとうございました。大事な

ところでしょうから難しいところもあるかもし

れませんけれども、ぜひ用地買収あたりを早く

やっていただいて、事業化に向けて頑張ってい

ただきたいなというふうに思います。

それから、委員会資料の４ページ、ＩＣＴを

活用した西都原考古博物館魅力発信事業、本当

にありがたいなというふうに思っております。

ここに書いてあるとおり、外国語のホームペー

ジあるいはＱＲということで、携帯電話等を使

用しながらいろんな情報を投げながら、外国人

の方々が多く来ていただけるということだろう

というふうに理解をしております。

そういう中で、こういう事業を行いながら、

計画的にどのくらいの方々を目標にしながらこ

の事業を立ち上げられるのか、ちょっとあれば

お聞かせください。

○大西文化財課長 外国の方につきましては、



- 36 -

平成27年３月４日(水)

これは、ただいま約500名程度の方が西都原考古

博物館に来ていただいております。これ、26年

の１月から12月の暦年での調査なんですけれど

も、これを来年度はできれば１割ふやしたいな

というふうに目標を掲げているところでござい

ます。

○押川委員 ありがとうございます。１割と言

わず、もっと多く来ていただけるような形の中

で、約2,000万円近くかけてやっていただける事

業でありますのでお願いをしたいなと思います。

といいますのも、せっかくあれだけの施設が

あって、なかなか実質の観光客あるいは考古博

物館を訪れる方々は10万名足らずだろうという

ふうに思ってるんです。できれば、やはりこれ

西都原に100万名ぐらい来るというような観光調

査は出てるんですから、できれば、少なくとも

そういう方々がそこに行かれる、それにプラス

外国人の方が行かれれば、やはり西都原ってい

うのはもっともっと観光であったり、あるいは

今、県が取り組んでおります古事記あたりにつ

いても、この西都原を中心に県内のいろんな観

光に対する広がりっていうのが出てくると思い

ます。また、きょうの新聞で、国府跡も西都で

また出てきたということでありますから、こう

いった宝っていうものをどうやはり具現化して

いくかっていうことだろうと思うんです。せっ

かくの事業でありますから、もっと幅を大きく

持って取り組んでいただきますようにお願いを

しておきたいと思います。

○髙橋委員 今、いろんなやりとりを聞きなが

ら、ちょっと考えさせられた点がありまして。

２ページの県内就職推進事業なり人財養成事業

で、人財養成して就職をしっかりと県内にとど

めようという相関関係あるなと思いながら聞い

てたんですが、離職率がなぜ高いかというやつ

をやっぱり我々は真剣に、もう緻密に分析しな

いと。

正直申し上げて、こういう就職支援事業って

今までやってきました。例えば、内容が合わな

いとか人間関係とかいろいろとおっしゃいまし

た。もうそこの限界を越える分がある。ちょっ

と話を聞きながら考えたのは、例えば44市町村

あったのに今、26市町村です。県庁は1,000人減

らしました。教職員の数も減ってるのかな。だ

から、そういう公務員の受け皿のところだけで

も相当少なくなってる。いわゆる優秀な方、県

内の高校生なり大学を出て帰ってこようとして

る人たちの入るすき間がなくなった。もうその

中で、何とか地元に残ろうっていう子がいると

思うんですけれども、やっぱりマッチングしな

いがためにやむなく都会にっていう子が結構い

ると思います。

だから、ここで議論するとこじゃないかもし

れませんけれども、教育界からも、いわゆる労

働政策なりそういったところに何らかのやっぱ

り働きかけなりしないと、この議論は、この対

策は、私は正直言って限界があるなというふう

に、いろいろやりとり聞きながら思ったところ

であります。

この前、いわゆる建設労働者の話題が議会で

もありました。率直に、県土整備部長も言った

じゃないですか。賃金が低い、休みがない、福

利厚生が貧弱だっていうことで、まさにそこだ

と思うんです。やっぱりそこをしっかり、宮崎

県内の、いわゆる公務員以外のところの企業が

改善されない限り、これはなかなか結果が出な

いような気がします。日南の王子製紙、私が議

員になるころには、まだ600人いました。今、300

人です。今こういう環境ですから、非常に厳し

いなっていう、あれを聞きながら思ったところ
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であります。

御答弁はないと思いますが、３ページにちょっ

と、大事な人材なんでしょうけど、はっと思っ

たのは、これどこでやるのかなと。やる場所に

よっては、高千穂の人たちはどげんすっとかな

とかそう思いながら、いま一度そこら辺を、カ

リキュラムとか回数とか会場とか時間帯とか、

そういったところが今、明らかになってれば教

えていただくとありがたいと思います。

○村上生涯学習課長 実施の場所につきまして

は県の施設を、図書館であるとか博物館である

とか、そういったところをフルに活用してやり

たいというふうに思ってまして、そうなります

と遠方からの参加の問題が出てきますが、実施

につきましては、実施しやすい土曜日あたりで

実施したい。

回数の話になりますと、これは企画会議でど

のようなカリキュラムにしていくかということ

を詰めていただこうと思ってますが、今のとこ

ろ考えてるのは、やっぱり地域創生について、

まずは君たちの力が必要だというような、最初

から始まって、宮崎の歴史をやって、宮崎の現

代の課題を考えて、そしていろんなワークショッ

プなんかをやるとなれば、やっぱり10回か10回

以上程度やらないと、なかなかできないという

ふうに思っております。ですから、そういった、

日数が余りかさめば、またこれが、そんなにた

くさん日数行くのはつらいだろうということも

ありますので、１日に２コマなり３つのコマな

りをやるというようなこと、漠然と今、そんな

ふうなことを考えておるところでございます。

先ほど髙橋委員が言われた、いわゆる人数が

非常に少ないわけでありますが、私どものペー

ジにも非常に企業との連携というのを出してお

りますけれども、地域創生をしていくためには、

まずは若者に残ってもらわないと、地域のコミュ

ニティーが進むということもこれはあり得ない

わけでございまして、ですから、対象は、18歳

以上の子供たちが、青年ができるだけ参加して

いただいて、そして、いろんな、商工会議所と

か商工会とか連携をとりたいと思いますが、教

育委員会で非常にパイプの太いアシスト事業と

いうのがありまして、企業に二百何十社が登録

をいただいておりますので、そこら辺と連携を

深めながら事業を展開する中で、早目早目のマッ

チングが図っていけるような場にしていければ

いいかなというふうに考えておるところでござ

います。

○髙橋委員 いわゆる高校生、大学生、そして

青年をターゲットとやるから、これ、社会人で

も受け入れるということでいいんですか。

○村上生涯学習課長 高校生以上のということ

でございますので上限はございません。

○髙橋委員 100名程度っていうことでキャパは

決まってるみたいですけど、先ほど言いました

ように、やっぱり高千穂から来るかなっていう、

ちょっとイメージを持ったんです。だから、い

わゆる募集する側として、そういったバランス

を考慮されるのか。どうしてもやっぱり宮崎中

心に今、募集を行うのかなっていう気がするも

んですから、その辺の担当課としての考え方で

す。お願いいたします。

○村上生涯学習課長 人材育成の事項をやるに

当たっては、幅広く参加していただきたいと、

我々の思いもございますので、今、委員が言わ

れたような参加のしやすいとか、参加したいけ

れども参加できないというのは非常に問題です

ので、そこのことも含めて、先ほどは県の施設

を中心にという話をさせていただきましたけれ

ども、幅広く検討して、可能なことであればで
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きるだけ地区も広げられないかどうかというよ

うな検討はしていきたいと思ってます。

○髙橋委員 銭、金のことは言いたくないです

けど、やっぱり遠いところの人は不利です。100

名っていうキャパを入れる会場っていうのは限

られてくるから、どうしても宮崎中心でやらざ

るを得ないでしょう。だから、私は、実費の、

いろんな交通手段のお金なんかも考えてあげれ

ばいいのになと思いながら聞いてたんですけど、

それはまた、いろいろ難しい面もあるでしょう

から。

それともう一つ、県外の学生を対象にした特

別講座も実施するという、県外の学生が、これ

もまた、宮崎でやるわけでしょう。旅費が要り

ますよ。そんなのどうするんですか。

○村上生涯学習課長 この分につきましては夏

休みの実施を考えたいと思ってるわけですが、

県外事務所が東京、大阪、福岡にございますの

で、就職に関しましては商工観光労働部あたり

がそれぞれの県外事務所でもいろんな活動を

やってますけれども、そういったことを、人材

育成をやりますよと、企業も絡んで一緒にやり

ますよという広報をさせていただいて、就職の

ことを考えてる学生さんもたくさんおるでしょ

うから、ひょっとしたら宮崎のことも、帰るこ

とも考え合わせながら就職を検討してる学生さ

んもおられると思いますので、広く声をかけて、

この塾に参加をしていただくとありがたいなと

いうふうに思っております。

○髙橋委員 私も、それ内容はいいと思うんで

す。だから、いわゆる対象者がいかに県内から

バランスよく集まってくれるか。夏休みってい

うことで、これはもうしようがないんでしょう。

そのときに、このことを知らないといかんわけ

だから、あと、もっとＰＲ、こういったところ

をしっかりやって、この事業が成功して、２ペ

ージの就職支援で県内にとどまる。ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。

○右松副委員長 関連で。私も、みやざき人財

養成塾、大変期待をしておりまして、知事が重

点施策の一つに上げておりますので、ここの宝

に、財に、本当にふさわしい人財が本当に養成

できるのかどうか、宮崎の今後を担う上でも非

常に重要な事業だと思ってます。

それで、先ほど生涯学習課のたたき台、土曜

日で10回程度っていうことで、余り少ないと効

果が出ないでしょうし、今、たたき台をちょっ

と聞かせていただきましたけど、私は、やっぱ

り講師の選考も極めて重要だと思ってまして、

この年代のころっていうのは人との出会いで物

すごく変わる年代だと思うんです。すごい人に

触れて、そして刺激を受けて成長できると思っ

てますので、そういった意味では、地域貢献を

本物の信念として持ってる人をやはり講師に選

んでいただければいいかなと思ってます。私は、

政治を志した一つのきっかけの中に、20代半ば

で政治経済に本当に知悉した歴史観とか世界動

向とか、そういったことをいろいろ話を聞いて、

政治がやっぱり大事だということを痛切に感じ

た。人との出会いっていうの非常に大事だと思っ

てますので、そう言った意味では、本物のそう

いった講師をもうぜひ選任をしていただきたい

と。今、例えばどういうふうな考えでおられる

のか、ちょっと教えてもらえるとありがたいで

す。

○村上生涯学習課長 委員がおっしゃるように、

この塾のグレードといいますか、若い人が参加

してみたいと思うきっかけは、やはり講師陣、

講師がどんな人がそろってるんだろうというと

こが非常に重要だというふうに認識しておりま
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す。そのことを含めて企画会議の中で、そうい

う思いの中で人選をさせていただきたいと思っ

てるわけですが、やはり先頭に立って、今ぐい

ぐいと引っ張って世の中を動かしてるとか、先

頭に立って企業を成長させてると。そういった

ような第一線で活躍しておられるような方、実

績のある方、名前も通っておられる方というよ

うな方にやっぱり講師になっていただければと

いうふうに思ってるところでございます。

○右松副委員長 わかりました。

もう一点、塾生を生涯学習課の人材バンクに

登録をするなどして、塾生が地域づくりに積極

的に参画できるような体制を整えるということ

でありますけれども、具体的に各地域、宮崎市

で言えば、まちづくりとか地域協議会とかいろ

いろあるんですけど、そこにやっぱり人材バン

クがあるんですが、そういったとこに情報を提

供されるのか。そしてそれから、提供された後、

その後、確かに地域に貢献してるというふうな

追跡的なものを調べていかれるのか。そのあた

りもちょっと教えてもらえるとありがたいです。

○村上生涯学習課長 追跡は、これはやってい

きたいというふうに思っております。人材バン

クっていうのは、うちが生涯学習のホームペー

ジがございますけれども、その中に今でも人材

のバンクがありますが、それとは別にやっぱり

新しいものを立ち上げて、きちんとした人材バ

ンクをつくりたい。

それと、市町村それぞれ地域づくり協議会等

がございますので、そちらのほうで活躍ができ

ると。これは座学が中心になって。人材ってい

うのはやっぱり現場に出て、実際地域づくりに

参画して、そして本当の頭角をあらわしていく

ということでしょうから、そこの部分が最も大

事なところだというふうに考えております。で

すから、市町村の社会教育課とか教育事務所で

あるとか、例えば、今、労政事務所って言わな

いんですかね、そういった知事部局の機関等も

利用しながら、いろんなとこでこういった人材

の養成を県が力を入れてやってるので、こうい

う人たちが地域に戻って活動をしやすいような、

いろんなことを考えてくれということで働きか

けていきたいと思ってます。

○右松副委員長 ぜひ頑張ってください。

○飛田教育長 先ほど３名の方から離職の話と

か県外就職の話がありましたので、時間が押し

てますが、総括的なことをちょっとお話をさせ

ていただこうと思うんですが、宮崎労働局で新

規学卒者の就職支援本部っていうようなことを

ずっとやってきたんです。それは、今まで就職

ができないということに取り組んできたことな

んですが、今、逆に離職をどうするか。実際の

生データは、失業保険に来たときの面接をする

とかいって、なぜやめたかっていうのも聞き取

りをしまして、そういうデータをちゃんと全部

分析をして、学校の指導に役立ててくれって、

それを学校にも全部返しております。そのとき

に集まってる団体がどこかというと、行政、教

育委員会、県、それから国の労働局、そして雇

用者側としては企業団体、商工会議所だとか経

営者協会とか、そして労働団体、いわゆる労働

者側の団体も一緒に始まって、それで一緒にど

うやってつくっていこうか。二十とか二十何歳

の若者たちがそういうふうになるようなことが

できるだけなくせるようにというようなことを

宮崎では今、取り組みを始めてまして、それを

学校現場に返しております。

そのとき大事なことが幾つかあるんですが、

さっき山下委員が言われたように、学校がちゃ

んと我慢せなというような部分とか、あるいは
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ミスマッチをするために─事業化したのも生

徒と企業のマッチングとか、生徒の企業見学と

いうのも十分よさを知ってもらおう、職員にも

知ってもらおうということがあるんですが、も

う一つは、これすごく言いづらいことなんです

が、企業で、企業の従業員数が100人以下、二、

三百人、1,000人以上というのの離職の統計を出

すと、一番やめてるのは従業員が少ないところ

なんです。人間関係が崩れたら、なかなかその

中で配置転換もできないし、そういう部分はやっ

ぱり経営者サイドと我々がタッグを組んで、やっ

ぱり一緒にやりましょうと、それを財産として

大事に育てようというようなことも今、話し合

いを始めてることです。宮崎の産業界にとって

も、子供にとっても、宮崎県全体にとっても、

やっぱりそれは問題とすべきことであって、い

い形にするようにどうするかって、今、知恵を

出し始めたとこに移ってるところであります。

それから、ひょっとすると家庭にも啓発して

いかないといけないだろうし、そんなことを今、

取り組み始めてるとこで、それをできるだけタッ

グをきちんと組んでやっていくこと、宮崎がやっ

ぱりそういうモデルをつくっていかないかんな

と思ってます。

それから、これも言いにくいことですが、今、

そういうやり方で従業員を教育してたら、あな

たの会社には誰も来なくなりますよというよう

なことも、ある意味ではどこかでうまくそこが、

意思の疎通がしていける時代が来ないと、それ

は給料がいいとかいうことだけじゃないと思う

んです。人間関係あるいは従業員をどう育てて

いかれるかという姿勢が雇用者側にあるかって

いうようなことも含めて、やっぱりテーブルに

乗せていくべきだと。企業団体側も大分そうい

うことを意識をされておって、研修も随分、私

は少しずつ変わってきてるって実感を持ってま

す。

それからもう一つ、看護師確保のことについ

ては、この前、本会議の答弁でもありました、

１年間に宮崎県内では1,000人に近く、九百何

名っておっしゃった、それぐらいの方を養成し

てる。よくよく考えたら宮崎県の子供たちは今、

１学年１万人しかいないんです。その中で、そ

れぐらい養成して看護師が宮崎に足りないとい

うこと、物すごい、また別な意味での課題だと

思うんです。山下委員がおっしゃったように、

奨学金との関係あるいは県外との関係、しかし、

ここあたりは県教育委員会とは直接的に、看護

師養成課程は県立学校には持ってませんが、県

全体でやっぱりそういう、それだけ養成しなが

ら取れないということはどういうことかという

ことを問題にしていくべきかなということをお

聞きしながら思いました。

時間をとって済みません。以上です。

○山下委員 ありがとうございます。以前、ご

くごく最近まで、特に労働者の使い捨てってい

うことが言われておりまして、一部企業では、

もう最低労働賃金の中でこき使って、もう過剰

な労働負担を与えたりした、いろんな大手産業

もあったりして、もう今、そういうところはブ

ラック企業として完全に把握されておって、も

うそういう企業はだめなんだよという認識と、

それと、本当に今、売り手市場になってまいり

まして、これはもう本当に景気、経済がちょっ

と上向いてる証拠もあるでしょうけれども、や

はりしっかりとその辺のことを子供たちにも、

学校現場にも認識させていただくこと。

それと、もう一点お願いしたいのは、今、国

の方針で高齢者介護のことの見直しが大きく今、

国会でも議論になってるんですが、国の示す方
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針っていうのは在宅介護なんです。今までは介

護で見てもらえる時代だったんですが、今から

は家族の支えなくしてやはり介護事業というの

は成り立っていかない。超高齢化時代を迎える

に当たって、ぜひ学校現場やら、いろんな協議

の中で話をしてもらいたいのは、在宅介護時代

になったときには、今からの時代、やっぱり家

族が近くにおってくれる、ぬくもり、そういう

ものが必要なんだよと、そういうことを一つの

定義づけでやっていっていただくと。やっぱり

認識がまだないんです。本当に今、子供が少子

化の中で、一人一人の子供が結婚したら２人で

４人の親を見ないといけないと、そういう時代

になってくると思うんですが、そのことも地元

に、企業だけでなくて、やっぱり豊かな自然も

ある、お互いに地域力っていうのがあるのも宮

崎のよさだよっていうことをぜひぜひ、また啓

蒙していただくと大変ありがたいと、そのよう

に思ってます。ありがとうございました。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようでしたら、次に、報告

事項に関する説明を求めます。

○大西総務課長 総務課でございます。第二次

宮崎県教育振興基本計画の改定について御説明

を申し上げます。

常任委員会資料の５ページをお願いいたしま

す。

このことにつきましては、さきの９月定例県

議会の常任委員会におきまして、計画改定の方

針等について御報告を申し上げたところでござ

いますけれども、本日は改定計画の骨子案につ

いて御説明いたします。

１の改定の趣旨でありますが、現行計画に基

づく施策の成果と課題、社会情勢の変化、国の

第２期教育振興基本計画の策定や県総合計画の

見直しなど、現行計画策定後の状況変化を踏ま

えまして、改定を行うものであります。

２の改定の考え方でありますが、今回の改定

に当たっては、下の３の改定計画の骨子案にあ

りますように、スローガンや目指す県民像につ

きましては、これを継続いたしまして、施策の

目標や、その施策の具体的な内容を中心に見直

しを行うものでございます。

次に、資料の６ページでありますが、これは

現行計画の全体像でございます。７ページに、

現在、検討しております改定計画の骨子案をお

示しをしております。下線部、アンダーライン

の部分が変更箇所であります。

７ページの中ほど、５つの柱で構成しており

ます施策の目標でありますが、まず、施策の目

標Ⅱは、社会を生き抜く基盤を育む教育の推進

といたしております。東日本大震災の教訓など

から、想定外のさまざまな困難に直面しまして

も、子供たちが生涯にわたり変化に対応しなが

ら、心豊かにたくましく生き抜く力を育成する

ことが、より強く求められてきておりますこと

から、みずから学び、考え、行動していく人財

を育成するために、生きる力を育む読書活動の

推進や、あるいは学校種間の相互理解を深める

ための一貫性のある教育の推進などについて検

討いたしております。

隣の施策の目標Ⅲにつきましては、宮崎や日

本の将来を担う人財を育む教育の推進といたし

ております。少子高齢化、人口減少、グローバ

ル化、こういったことが一層推進する中にあり

まして、本県及び日本の将来を考え、その発展

に貢献する気概を持つ人財の育成というものが

より一層求められておりますことから、自国と

ともに他国の文化を尊重する態度やコミュニケ
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ーション能力、問題解決能力などを備えたグロ

ーバル人財を育む教育の推進などについて検討

いたしております。

施策の目標Ⅴにつきましては、生涯を通じて

学び、文化・スポーツに親しむ社会づくりの推

進としております。文化・スポーツ面におきま

しては、神楽や西都原古墳群などの世界遺産登

録を視野に入れた取り組み、また、東京オリン

ピック・パラリンピック、本県での２巡目の国

民体育大会及び全国障害者スポーツ大会を視野

に入れまして、世界の舞台で活躍できる選手の

育成や生涯誰もがスポーツに親しむことができ

る環境づくりなどについて検討いたしておりま

す。

恐れ入ります、５ページにお戻りいただきま

して、下の４の計画改定の経緯及び今後のスケ

ジュールでありますが、これまでさまざまな意

見交換の場を通しまして、御意見をいただきな

がら改定作業を進めてまいりまして、現在、施

策の具体的な内容についてさらなる検討を行っ

ておるところでございます。

今後、改正地方教育行政法によりまして、来

年度４月以降になりますが、知事が策定するこ

ととなる教育の振興に関する施策の大綱、これ

との整合性を図る必要がありますことから、当

初平成27年６月議会ということで予定をしてお

りました改定案の提案につきまして、来年の９

月の定例県議会においてお願いをしたいという

ふうに考えております。

以上でございます。

○川越学校政策課長 宮崎県立高等学校教育整

備計画 中期実施計画について御説明いたしま

す。

お手元には、常任委員会資料の８ページから10

ページにございます中期実施計画の概要を示し

た資料と、別冊資料として中期計画の素案の資

料がございます。本日は概要を示した常任委員

会資料にて説明をさせていただきたいと思いま

す。

それではまず、常任委員会資料の８ページを

ごらんください。

最初に、１の中期実施計画策定の趣旨につい

て説明いたします。資料８ページの真ん中付近

の四角囲みの部分をごらんください。

宮崎県立高等学校教育整備計画（基本計画）

は、平成25年から平成34年までの10年間を計画

期間としており、その10年間を、前記・中期・

後期の３期に分けて、具体的な実施計画を策定

しております。その中期実施計画の策定を現在、

進めているところでございます。

次いで、四角囲みの下をごらんください。中

期実施計画策定の経過及び今後のスケジュール

について説明いたします。

昨年12月に、宮崎県学校教育改革推進協議会

から提言をいただきまして、それを踏まえて、

教育委員会内での中期実施計画の素案を作成い

たしました。

そして、本日の常任委員会での報告、続きま

して、３月中旬から４月中旬にかけてのパブコ

メの実施、５月の定例教育委員会の付議を経ま

して、６月までには策定予定ということになっ

ております。

それでは、次いで、続きまして、３の中期実

施計画の概要についてでございます。

中期実施計画は、ローマ数字になっておりま

すが、３つの柱で構成されております。Ⅰの魅

力ある高等学校教育の推進、２番目は、魅力あ

る中高一貫教育の推進、そして、10ページの一

番上に書いてあります３番目の活力ある高等学

校づくりの推進、この３つの柱で構成されてお



- 43 -

平成27年３月４日(水)

ります。

まず、中期計画実施概要の１つ目の柱でござ

います、Ⅰ、魅力ある高等学校教育の推進につ

いてであります。

１の高等学校教育の質の向上については、常

任委員会資料の８ページから９ページにかけて

ございますが、主に、活用する力を育む授業改

革の推進、道徳教育の充実、食育・安全教育の

推進、キャリア教育のさらなる充実と推進、国

際化・グローバル化に対応した人材の育成など

に取り組んでまいります。

資料の９ページをごらんください。

２の高等学校教育の魅力づくりにつきまして

は、主に、学校・学科ごとの目指す方向性とさ

らなる魅力づくり、ＯＪＴを含めた教員の研修

体制の充実、続きまして、特別な支援を必要と

する生徒、例えば、発達障がいのある生徒への

支援体制の充実などに取り組んでまいります。

次いで、３の高等学校入学者選抜制度の改善

につきましては、帰国子女、外国人生徒など、

特別な支援を必要とする生徒への入学者選抜制

度の対応の検討について取り組んでまいります。

次に、資料９ページの一番下の部分をごらん

ください。

２つ目の柱です。Ⅱ、魅力ある中高一貫教育

の推進でありますが、ここでは、ＳＧＨの取り

組みの成果の普及、それと、本県にはまだ存在

をしてませんが、連携型中高一貫教育校開設の

可能性の検討などに取り組んでまいりたいと

思っております。

最後でございます。資料10ページをごらんく

ださい。

３つ目の柱のⅢ、活力ある高等学校づくりの

推進であります。

ここでは、いかにして生徒にとって魅力と活

力ある教育環境を提供できるかという視点に立

ちまして、課程、地区別の学級数の増減などの

具体的な計画について記述しております。

現段階では、統廃合を決定してる高等学校は

ございませんが、資料の10ページの一番上の四

角囲みの中の２つ目をごらんください。

１学年４学級以下の高等学校において、大幅

に定員を満たさない状況が続くなど、さらに１

学級削減をせざるを得ないことが予測される場

合は、統廃合等を行う可能性がありますとして、

１学年４学級以下の高等学校への対応を示して

おります。

なお、その際には、高等学校の所在地や設置

学科、生徒・保護者・地区のニーズ等に適切に

配慮するものとしております。

それでは、四角囲みの下の大きな表をごらん

ください。

まず、全日制高等学校について説明します。

その全日制高等学校の表の一番下の左の部分

に、平成27年度の学級数の合計が記載されてお

ります。現在は193学級であります。これが、表

の右側の中期実施計画終了時の平成30年度に

は、187学級程度と予測されております。この学

級数の数値につきましては、あくまで予測の数

値でありますので、最終的な募集定員等につき

ましては前年度に確定し、公表することになっ

ております。

また、表の一番上の左端の欄に、地区名が記

載されておりますが、上から宮崎地区、南那珂

地区の順に、地区別の学級数等の増減予測を示

しております。

例えば、宮崎地区では、平成27年度（現行）

でございます。１学年70学級であったものが、

中期実施計画終了時の平成30年度には67学級程

度と予測しております。
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次に、下から２つ目の表、それから、一番下

の表につきましては、定時制高等学校、それと

通信制高等学校でございますが、中期実施計画

での変更の予定はございません。

以上で報告を終わります。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

報告事項についての質疑はございませんか。

○中村委員 報告事項を聞かせていただいたん

ですが、きょうの昼のテレビで、高校の入学者

は0.98だというようなことを言ってました。こ

の前、１日、都城工業高校の卒業式があって行っ

たんですが、あの都城工業高校でさえ若干少な

い科があったんです。校長といろいろ話をした

んですが、中学校を卒業して高校に入る人のこ

とも考えないといけないが、やっぱり今からは、

今まで、我々ももう年ですからあれですけど、

我々の時代は、高校に行った中学生の人数は、

３分の１程度しか行ってないんです。今、同窓

会なんかやると、いや、高校受けて、また行き

たいなと言う人たちがいるんです。我々のずっ

と下の人たちでも、やっぱりもう一遍行きたい

なと言う人がいるんです。だから、合格数を減

らすんであれば、そういった視線を変えて年齢

の高い人たちも高校に受け入れるというような

ことは、クラスを減らさないためにもなってい

くんじゃないかなという話を校長にしたんでし

たけど。そうしたら、いいですね、それはもう

早速取り組んでみないといかんですねという話

があったんですが。今から行きたい人、高校に

行ってない人たちが相当我々の時代はおったん

です。だから、そういう人たちも含めて採用す

ると、学生にもいいものを与えるが、学生に

も、16歳ぐらいから入ってくる、中学生から入っ

てくる子供たちにもすばらしいことになると思

うんです。そういったことも最後の整備計画の

中で考えられたらどうかなと思うんですが、い

かがでしょうか。

○川越学校政策課長 年齢的に上がっていった

生徒がそのまま高校に上がるというのが一般的

でございますが、実際に今、議員がおっしゃっ

たように、例えば不登校で学校に行けなくなっ

た生徒が何年か後にもう一回、学校に行きたい

とか、それから、高校時代を過ごしたことがな

い年齢の人たちがもう一度、学び直しをしたい

という生徒たちが、今の現在、定時制課程とか

通信制課程のチャレンジをしようとしている、

または現にそういう学校に行っている生徒たち

がいます。通信制と定時制が、大体そういった

学校が今、５校ございますけれども、そういっ

たところが一つの受け皿という形にはなってお

りますが、再チャレンジしていく、また、再入

学という言い方をしますけれども、また、編入

学をこれまで以上に弾力化をしていくという形

を今度の中期計画実施計画の中ではうたってお

りますので、今の議員の意見を含めて再入学、

そして再編入学という形を具体的に考えていき

たいなというふうに思います。

○中村委員 ぜひやっていただきたいと思うん

です。というのは、中学の時代の同窓会をやる

と、俺な、高校に行ってないのになという話で、

今から行きたいと、どうなのかなという話もあっ

たんです。そういった人たちは今から、60代か

ら、あるいは50代から、70代から行き出すと余

り何割とか0.5割とかいうことはなくなるだろう

し、非常に今、子供たちのためにも非常によく

なると思いますので、ぜひそれは考えてみてく

ださい。

○川越学校政策課長 ありがとうございます。

ちなみに、先ほど別冊資料で触れませんでし

たけれども、こちらの素案のほうの７ページ、
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先ほどちょっと触れましたけれども、７ページ

のほうに多様な生徒への対応に関する取り組み

に、私が先ほど説明した内容が若干書いてござ

いますので、学びの再チャレンジの推進という

４番目のほうとか、３番目に中途退学等の防止

についてとか、いろいろ書いてございますが、

そのあたりのことを今、具現化していくという

形をとっていくということになろうかと思いま

す。

○中村委員 わかりました。

○押川委員 中期実施計画でありますけれど

も、10年間の中の28年から30年ということで、

中学生がもうだんだん少なくなってくる状況の

中で、先ほどありますように、高等学校も、な

かなか生徒を集める県立高校も厳しくなってき

てるかなという感じの中で、ローマ数字の魅力

ある中高一貫教育の中で、市町村立中学校と県

立高等学校との連携型中高一貫、教育の開設と

いうことで、もう少し具体的に教えてください。

○川越学校政策課長 現在、連携型中高一貫の

取り組みについて検討をやっているところは串

間の福島高校でございます。御存じのように、

串間市は、中学校が一つに統合されたという経

緯があります。連携型っていうのは、複数の中

学校と一つの高校が連携すると、若干カリキュ

ラム上の差が出てきて非常に難しいっていうの

がございます。そういった意味では、串間が一

つの学校にまとまったということも構想してい

るという部分もありますので、今のところ串間

の福島高校と福島中学校の検討を始めていると

ころです。

○押川委員 今、県内、県立中高一貫が３校で

すよね。それに準ずるような形の中での、そこ

まではないんですか。もう中学校から福島高校

に自動的に上がれるような、例えば、あんまり

試験がなくて、簡単な作文とかいろいろなもの

があると思うんですけれども、そういうことで

されるのか。そこあたり、ちょっともう少し。

○川越学校政策課長 御存じのように、中高一

貫は３つ種類ございます。

一つは、五ヶ瀬の中等教育学校、６年間、同

じ数の生徒たちがそのまま上がっていくと。そ

れから、都城泉ヶ丘中学と高校の附設型の、併

設型の中高一貫、これは、同じように６年間行

く子と途中から高校で入ってくる子がおります。

今回の連携型っていうのは、基本全ての生徒

がそのまま行くんではなくて、日々の授業等が

乗り入れ授業をしたり、行事を共同して行った

りしていきながら連携を密にしていくという形

がとられます。入試につきましては、その学校

で判断をしていくことになろうかと思いますが、

基本、簡便な入試でも構わない。簡便な入試と

いうことで、先ほどおっしゃった、面接と小論

文とか作文というような形で、その学校からそ

のまま高校に上がる生徒もおれば、ほかの学校

に行くというような形になると。ただ、中学校

と高校が連携をとりますので生徒たちのハード

ルはやはり低くなっていくだろうという形で、

連携型の中高一貫ということを進めてまいる地

区を今度、検討しているところです。

○押川委員 わかりました。串間市はそうです

けれども、今後、県内で、これに類する事例と

いうのはある程度、出てくるんではないかなと

いうことが予想されます。多分、新年度のほう

で出てくるんでしょうから、もうこれ以上、言

いませんけれども、子供たちが地元の県立高等

学校にやはり行けるような形の中での、学校が

魅力あるものにしていかないと、今後はなかな

か大変な状況が予想されるなということがあり

ましたので、ちょっと質問しました。
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あと、10ページで、28年から30年ということ

で、30年には県内で６学級がなくなるというよ

うな予想をされていらっしゃるわけでありまし

て、それぞれに宮崎から３、１、１と、こうい

うことでなってますけれども、特に西都で、妻

高、西都商業、ありがたいことに１つの市に２

つ、県立高校はあるんですけれども、なかなか

定員割れが発生をしてるような状況の中であり

まして、今も呼びかけをしていただいてるんで

すが、できれば早目に市町村あたりに、しっか

り数字に沿った形の中で、魅力のあるクラス、

学科というものができる状況を早く伝えても

らって、それをやはり地域住民の方々にどう広

報していくかということが大事じゃないかなと

いうふうに思います。おくれると、なかなかも

う魅力がない中で地元に残れっていっても残ら

ないでしょうから、魅力をつくりながら地元で

も残る、地域外からも学科があるところに来て

もらうようなものにしていかないと、なかなか

大変かなという気がしておりましたから。そう

いうことで、私は、児湯においても１学級が減

るということは西都のことかなということで考

えながら、西都の統廃合あたりも視野に入れて

おられるのかなということもちょっと思ってる

んですけれども、現状の段階の中で、できれば

西都の県立高校２校についての考え方がもしあ

るんであれば、お聞きをしておきたいと思いま

す。

○川越学校政策課長 御存じのように、西都地

区は活性化委員会を中心に、妻高校、西都商業

の今後のあり方というものを御協議していただ

いてるというようなことになっております。

教育委員会としましては、統廃合という形で

考えた場合には、どうしても学級数が減った形

での統廃合という、どちらかというと、そういっ

た部分での統廃合になりますけれども。それと

は違う形での統廃合または新しい形である場合

には、当然やはり地区、保護者、地域、それな

りのニーズがどの程度あるか。そういった声が

どの程度あるのかっていうことをやはり第一義

に考えないといけないというところもございま

す。そういった意味では、今後の活性化委員会

のあり方等も含めて、我々はそちらの意見を聞

きながら判断をしていきたいなというふうに考

えているところです。

○押川委員 この３月に素案とパブリックコメ

ントというのがあるんですが、これはどういう

形でやろうとされてるのか、ちょっと。

○川越学校政策課長 ３月というふうになって

ますが、パブリックコメントは、期間は３月か

ら４月という形で実施することになります。一

般的にホームページ等で流しながら、広く県民

の方々から意見をとられるというような形に

なっております。

○押川委員 できれば、パソコンあたりはわか

るんですけれども、そういうものを使えない方

々がまだまだ相当いらっしゃると思うんです。

だから、市町村のそういう学校担当課あるいは

教育事務所あたりからもっと詳しい内容の広報

あたりを考えていただいて、実質今、こういう

状況ですよというのがわかるような形の中での

ＰＲをしてもらうと、共通した話題の中で、広

く皆さん方が学校はどうするべきかという議論

が始まってくると思うんです。一部の人が幾ら

議論をしててもなかなか広がりがないというよ

うなこともありますから、できれば皆さんに共

有できるＰＲの仕方、広く地元の皆さん方が関

心が持てるようなことをしていただくとありが

たいなというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。
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○徳重委員 一つだけお尋ねしておきたいと思

います。

今の学校の統廃合をひっくるめてそうですが、

各地域の学校、学級を守るということは当然の

ことだと思ってますし、努力をしていただいて

ることもありがたいんですが、県立ばかりじゃ

なくて、私立の学校が非常に困ってるというよ

うな話を聞くわけで、人口減っていうか、入学

者が減ということで大変困ってるという話を聞

くんですが、県立が学級数を守ることだけに一

生懸命になっていただくと、私立の高校が非常

に厳しい状況になっていくんじゃないかなと、

こう思うんです。そこ辺の考え方、私立高校と

の関連はどういう考え方を持っていらっしゃる

んですか。

○川越学校政策課長 一般的になかなか知られ

てないことなんですけれども、公立と私立とは

協議会を毎年開催をしております。現段階の定

数の比率というのが一応決まっておりますけれ

ども、そのあり方等も含めて、毎年、監事会、

理事会等で私立と公立との定数のあり方につい

ては話をしています。今、ここでは当然公立の

話になっておりますが、この公立の話は私立の

ほうにもつなぎながら、そして、私立のほうも

我々のほうに要望を出しながら、お互い協議を

しながら定数を考えていきますので、我々だけ

で決めていかないような形をとりたいというふ

うにいつも思っております。

○徳重委員 と申しますのは、26年からの30年

までの計画の考え方については、もう私立の協

議会なり何なりに一遍は提示されとるという理

解でいいんですか。

○川越学校政策課長 最終的には策定という形

にまだなっておりませんので、それを踏まえな

がら、私立の協議会等のほうで、今後こういう

形で進んでいくという形を出していきたいとい

うふうに考えてます。

○徳重委員 結構です。

○髙橋委員 今の私立の話なんですけど、今回

も本会議で議論になりましたけれども、普通科

の全県一区になりました。その計画というのは、

普通科全県一区を打ち出す前に恐らく地ならし

があったと思うんです。だから、これ私の私見

です、また、いろいろと違ったところがあった

ら指摘をいただきたいんですが、私立は危機感

を持ったと思うんです。だから、失礼かもしら

んけど、私たちのころは進学校のライバルって

いったら日向学院だけだったような気がするん

です。ところが、私立は、もう人口減少で子供

たちがどんどん減るからスポーツ特待では生き

延びれない。県立が普通科を全県一区にするよ

と。もう、そういう情報は協議会を持ってるぐ

らいだから多分流れてたはずで、だから、ある

意味では危機感を持って今の私立高の現在があ

ると思うんです。

進学校が定着しましたよね。それと、何です

か、県立もいわゆる全県一区にしたけれども、

魅力ある学校づくりはもう飛田教育長の中で補

佐時代から頑張っていらっしゃいまして、そう

いう努力された経緯は私もよく存じ上げてます

が、ただ、その対策が追いついてない。そして、

むしろ定員割れはとどまるどころか進んでる実

態があると思うんです。今回の募集状況を見て、

私も本当にびっくりして、がっくりしたわけな

んですけど、ただ、冷静に見ると、県立は宮崎

集中に、そうなってないんです。であれば、私

立にかなり行ってるんじゃないかと。本会議の

宮原議員が質問した後に、彼にちょっと聞いた

ら、実を言うと西諸で六十何人、私立に出ちょっ

ちゃわって、宮崎に出ちょっちゃわって。もう、
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こういう話をして、やっぱりそうかと。ある意

味、私立のいわゆる学級数がここ、減ってるの

かどうか。そこを明確に教えてください。

○川越学校政策課長 先ほどの定員の比率につ

きまして規定がございますが、これについては、

高校進学のおおむね７割を公立が定員をという

形で一応思っております。

じゃ、私立はどうなってるかと申しますと、

３割を基本にはしてるんですけれども、やはり

生き残りの部分もございますので、前年度の定

員数を割らないという形での規定をつくってお

ります。ですから、私立の場合は、基本は定員

が減らないという形、前年度の定員を超えない

という形をとっております。

○飛田教育長 平成12年か13年までは、およそ

高校進学者数の７割を県立高校が定員をすると。

そして、私立高校が３割をするということだっ

たんですが、少子化の中で、簡単に言えば、平

成元年には中学校卒業生が２万人おったと。今、

１万1,000人ぐらいです。ですから、55％ぐらい

になった。先ほど徳重委員が言ったように、そ

の中でどうするかというのはずっと私立と協議

会を持ってきてるんですが、県立はおおよそ７

割を維持しましょうということで、生徒数が減

るだけで学級数をずっと減らしてきたと。私立

はなかなかそこの調整が難しいとこがあって、

前年より多くはしませんよと、下げますよとい

うことできてるんです。だから、平成26年度の

定員と27年度の定員を比べたら同じか下げるか、

少なくするか、どっちかなんです。ただ、必ず

しも３割ということではないと。したがって、

現在ちょっと定員を、もし資料があれば発表さ

せようと思うんですが、例えば１万1,000人の進

学予定者に対して、私立と県立を両方あわせた

定員は何百人も超えてると。したがって、どこ

も倍率が埋まらないというような現状でござい

ます。

○髙橋委員 私、実際の人数が聞きたいんです。

○川越学校政策課長 先ほどの定員のことにつ

きましてちょっと言いましたが、確実に言いま

すと、県立高校の募集定員は、高校進学予定の

おおむね７割という定員がございます。私立高

校の募集定員は、前年度の募集定員の範囲内と

いうことになります。

それを含めて、ことし、26年度の比率につき

ましては、公立高校が7,760人で67.2％です。私

立高校が3,795人の32.8％でございます。

○髙橋委員 それ、定員ですよね。問題は、実

際の公立と私立の生徒の在籍率なんです。だか

ら、推計ですけど、私は、私立はいわゆる定員

に限りなく近い子供たちを集めてるって予測す

るんです。公立は定員からだんだんと開いてい

る、ここずっとそういう実態が続いてるんじゃ

ないかと。だから、私は、県教委は遠慮された

んじゃないかなぐらい。いわゆる私立ありきで、

私立の実人員を守るがためにいろいろと苦労さ

れてるんじゃないかなという気がしてならない

んです。例えば、私立ですからいろんなサービ

スができます。スクールバス、無料だよって聞

きました。振徳高校っていうのは、きょう、今

回も私は質問しましたけど、串間から来る子は

月に１万払うんです。県教育委員会もそういう

実態があるということを、協議会っていう場が

あるんであれば、それなりのものを発言してい

ただいて、私じゃない市町村もあるわけだから、

例えば福島高校が一番言えばわかりやすいんで

しょうけど、もう串間には福島高校しかないん

です。福島からも私立に行く子は結構いるわけ

であって、そういったところ、言うべきことは

言っていただいてお願いしたいと思ってます。
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後でまた何かありましたら。

あと１点。確認ですけど、10ページのⅢです。

上のほうの四角囲みの、先ほど説明がありまし

た。これ、１学年４学級以下というところで３

学級の学校が現在６校あるわけでしょう。ただ

し、ここには書いてないけど、学校政策課長が

地域性ということをおっしゃいましたけど、こ

こを今、重視されているから３学級を実際割っ

てるようなところもあるわけですけれども、今

の学校でそのまま存続されているわけで、今の

私が申し上げたところは中期計画実施計画の中

で尊重していくということで理解をしていいわ

けですね。

○川越学校政策課長 ３学級を、４学級も含め

ましてですが、その地区に１つの学校しかない

というところ、それと、その学校がなくなった

場合に学びの場が完全に消失してしまうという

ところであったり、いろんな総合的に考えてい

かなければ、子供たちにとって一番何が大事で

あるかという視点を残しながら、統廃合等につ

いては考えていかなきゃならないということの

趣旨でございます。

○髙橋委員 わかりました。

○中村委員 私も今議会でやめるもんですから

言っておこうと思うんですが、今の駅伝の件で

すけども、最初、強化チームをつくる、強化学

校をつくるっていうときには、何回もここでも

言いましたが、実際は、例えば柔道なら柔道に

行こう、あるいはバレーならバレーに行こうと

いうようなのが決まったんです。ところが、ど

ういうことなのか、駅伝に対しては小林高校だ

け、小林市しかないじゃないですか。もう何回

も言ってるんだけど、スポーツ振興課長も、ま

た言い出したと思ってるかもしれませんから。

何で駅伝だけ小林高校に男女ともしてるのか。

そのせいで、今、女子が強くなったのは、宮崎

日大高校が今、取ってかわりました。当然だと

思うんです。２校つくると言っていたのに、も

う教育委員会はうそ言ってるわけだ。１校でし

か、ずっとしかやってない。僕はやっぱり２校

つくらないと切磋琢磨して強くならんと。なぜ

かといったら、特別委員会で旭化成に行きまし

た。旭化成の陸上部の監督との懇談会があった

んですが、そのときに、県立高校は駅伝につい

ては小林高校しかないんだけど、どう思います

かって。あれは絶対いけませんて、２校ないと

全然だめですよということを言われたんです。

だから、そうであるならば、やっぱり２校つく

るべきなんです。宮崎が今ずっと、優勝に係る

ようないい成績がないじゃないですか。最初

ちょっと出たとしても、テレビに最後まで出れ

ることはないですよね。そういう状況の中で、

やっぱり、小林の出身の人がいないからいいん

ですが、幾ら寮があろうといえども、小林まで

宮崎から行くというのは大変です。例えば、都

城あたりに１校学校をつくれば非常にいいと思

うんですが、そういったことをやらないと伸び

ていかない。せっかく県立高校の整備計画とい

うことでしょうから、もう一回取り戻してくだ

さい。最初は２校と言ったんだから。柔道も２

校、あるいはバレーも２校、全ての部活動に２

校ずつ優勝できるようなチームをつくりましょ

うという話だったんですが、スポーツ振興課長

はその後、どう考えてますか。

○日髙スポーツ振興課長 委員がおっしゃると

おりに、当初は、理想として各競技、２校が望

ましいだろうというふうな検討もされておりま

す。ただ、中学校の競技人口の少ない競技にお

いては、１校のレギュラー部員を満たすのもで

きないような競技もありますので、一概にそう
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いう状況ではなかったんですが。ただ、今後20

年の国体を見据えて全国優勝をしようという場

合には、やっぱり理想とすれば、全ての競技に

２校推進校ができるのがやっぱり理想だと思い

ます。そういった意味においては、今の現制度

では、２校をつくるのはかえって１校の推進校

が衰退してしまう危険性もありますので、中学

校あるいはジュニアのそういったスポーツを、

その競技をやる競技人口をまずふやすことも一

緒にやりながら。それと同時に、今ある競技力

強化推進校の制度自体も見直して、準推進校と

いったような状況で推進校になれそうな、そう

いった状況がある程度整った種目については、

順次早い時期に、できればここ５年ぐらいの間

に新たに全競技２校ずつ推進校をつくっていか

ないと、国体での総合優勝は厳しいだろうとい

うふうに考えていますので。今、新たな事業と

して推進校にライバル校となり得るようなそう

いった学校を意図的、計画的に県の施策として

つくっていこうということで、そのためにはジュ

ニアのタレント発掘あるいは中学校の部活動の

育成、それと、準推進校制度という、この３点

セットで考えていかないと成り立たない状況が

ありますので、ここ５年間の間に、できれば委

員がおっしゃるような理想的な形に持っていき

たいということで、今、スポーツ振興課の教育

委員会のほうでもしっかりと議論をして、今、

着々と準備を進めておりますので、よろしく御

支援をお願いします。

○中村委員 ここに５年先はいないんです。だ

から、きょうは５年後にはとおっしゃったから、

よく進歩した方だと思うんですけれども、この

ことはもう３年ぐらい前から、いや、４年ぐら

い前から言ってるんです。宮崎日大高校は、こ

の前、女子の１年生大会でも優勝しました。実

は、僕は陸上競技をやってたんです。今、うそっ

てみんなおっしゃるんだけど、すらっとしてま

して昔は細かったんです。だから、余計駅伝に

は興味を持ってるんですが、ぜひともやっぱり、

決して宮崎日大高校の女子が強くなったから、

私立高校じゃないかと言ってるんじゃないんで

す。だが、２つなければ優勝できないと。以前

は小林高校が飛び抜けて強かったから、優勝に

絡んでくるようなレースをやってました。もう

今、全然だめです。だから、さっき言ったよう

に、旭化成に行ったとき旭化成の監督が、今の

県のやり方は間違いですと、はっきり言われた

んです。１校だけにそういうことをしよったら

強くならないと。兵庫県あたりにありますがね。

２校出たら、どっちが絡んできても優勝ができ

ると。そういう、うちもつくってほしいです。

５年後と言わずに早目にお願いしたいと思いま

す。

○髙橋委員 資料で、先ほど議論になりました

私立の定員に対する実人員です。ここの推移を

もしできるんであれば資料をお願いしたいと思

いますが、以上、お諮りいただきたいと思いま

す。

○西村委員長 よろしいでしょうか。

また、あと数日ありますから、その間にお願

いします。

それでは、次に移ります。

次に、請願の審査に移ります。継続請願、請

願第64号につきまして、委員からの質疑、御意

見等はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、次に移りま

す。

その他で何かないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○西村委員長 ないようですので、以上をもち

まして教育委員会を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れ様でした。

暫時休憩をいたします。

午後２時59分休憩

午後３時１分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

あすの委員会は、午前10時、再開を予定して

おります。警察本部の当初予算から審査を行う

予定となっておりますので、よろしくお願いを

いたします。

何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 何もないようです。

以上をもちまして本日の委員会を終了いたし

ます。

午後３時２分散会
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午前９時59分再開

出席委員（７人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 中 村 幸 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 山 下 博 三

委 員 髙 橋 透

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

警 務 部 長 水 野 良 彦

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 片 岡 秀 司

刑 事 部 長 黒 木 典 明

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
永 野 博 明

警 務 課 長

生活安全部参事官兼

生活安全企画課長兼 神 坂 正 信

少 年 課 長

生 活 環 境 課 長 児 島 孝 思

総 務 課 長 小 野 博

警務部参事官兼
廣 澤 康 介

会 計 課 長

交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 鍋 倉 幸 次

企業局

企 業 局 長 四 本 孝

副 局 長 城 野 豊 隆

技 監
図 師 雄 一

（ 土 木 担 当 ）

技 監
本 田 博

（電気･機械担当）

総 務 課 長 沼 口 晴 彦

経 営 企 画 監 喜 田 勝 彦

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 平 松 信 一

電 気 課 長 白ヶ澤 宗 一

施 設 管 理 課 長 山 下 雄 一

総 合 制 御 課 長 田 村 秀 秋

事務局職員出席者

政策調査課主幹 牧 浩 一

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○西村委員長 委員会を再開をいたします。

当委員会に付託されました当初予算の関連議

案につきまして本部長の説明を求めます。

○坂口警察本部長 おはようございます。昨日

は、補正予算関係議案を御審査いただきまして、

ありがとうございました。

本日、御審査をお願いする案件は、平成27年

度宮崎県一般会計予算であります。

当初予算案は、平成27年の宮崎県警察運営方

針及び運営重点に沿った各種施策を具体的に実

現する予算案として編成したところであり、平

成27年度歳出予算額として、恩給及び退職年金

を除きまして、265億3,658万6,000円をお願いす

るものであります。

また、地方警察職員の定員に関する条例の一

平成27年３月５日(木)
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部を改正する条例、警察関係使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例の２件につきま

しても御審査をお願いいたします。

詳細につきましては、警務部長から説明させ

ますので、よろしくお願い申し上げます。

私からは以上であります。

○西村委員長 本部長の概要説明が終わりまし

た。

それでは、引き続き議案の審査を行いますが、

歳出予算の説明につきましては、重点事業・新

規事業を中心に簡潔明瞭に行い、あわせて決算

における指摘要望事項に係る対応状況について

も説明をお願いします。

それでは、議案に関する説明を求めます。

○水野警務部長 おはようございます。それで

は、平成27年２月定例県議会提出の議案第１号

「平成27年度宮崎県一般会計予算」の公安委員

会関係について御説明いたします。大変長くな

ると思いますので、説明は座らせてやらせてい

ただきます。失礼します。

それでは、まず、資料でございますが、お手

元に文教警察企業常任委員会資料という印刷版

の資料があるかと思いますが、これを御用意い

ただければと思います。あわせまして、議会に

提出させていただいてます資料、平成27年度歳

出予算説明資料、473ページからの記載でござい

ます。

今、委員長からも御指摘ございました重点的

な、主なものを中心としての説明ということで

ございますので、基本的にはこの印刷した資料

のほうから御説明をさせていただければという

ふうに思っております。こちらの資料の２枚目

をごらんください。資料１、これに基づきまし

て歳出予算についての説明をさせていただきま

す。資料２ページです。

それでは、資料２枚目の、資料１と右肩にあ

りますが、その資料に基づきまして説明をさせ

ていただきます。

まず、１の平成27年度歳出予算の概要をごら

んください。

警察本部の歳出予算要求の基本的な考え方は、

県民の期待と信頼に応える力強い警察という平

成27年の宮崎県警察の運営方針のもと、事態対

処事案への迅速・的確な対応など、７項目の運

営重点を中心とする治安維持に必要な経費を措

置し、警察力を確保しようとするものでござい

ます。

この基本的な考え方をもとに、公安委員会関

係の平成27年度歳出予算額は、恩給及び退職年

金費を除きまして、265億3,638万6,000円、当初

案のところにございますが、その金額をお願い

するものでございます。

この予算額は、昨年度と比べますと、人件費

につきましては、そこに記載のとおり、6,257

万2,000円の増額となっておりまして、この背景

といたしましては、勤勉手当の支給率が0.15カ

月分ふえたこと等によるものであります。

また、人件費以外の物件費につきましては、

その下の欄ですけれども、平成27年度予算にお

いて、国の経済対策である元気交付金がなくなっ

たことによりまして、その財源を利用して増額

して予算を編成しておりました交通安全施設整

備事業費等が通常の予算額に戻りましたことな

どによりまして、12億9,471万円の減額となりま

す。

総額では、12億3,213万8,000円の減額になり

ます。率にいたしますと、そこに記載のとおり、

マイナスの4.4％となっております。

それでは、予算の内容を科目、事項別に説明

をいたしますので、２の事項別歳出予算額と主
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な事業につきましてごらんください。

まず、上段左側、会計、科目、事項の欄をご

らんください。

その欄の下に会計、一般会計とありますが、

その下、（款）警察費（項）警察管理費（目）公

安委員会費（事項）委員報酬でございます。委

員報酬につきましては、右肩に行きまして681

万6,000円の予算を計上しております。これは、

公安委員３名の報酬でございます。

続きまして、その下、（事項）委員会運営費687

万5,000円でございます。これは、公安委員会運

営に要する経費でございます。

主なものにつきましては、その下に記載をし

てございますけれども、中でも警察署協議会運

営費ですけれども、333万1,000円でございます。

これは、県下13警察署に置かれております警察

署協議会、地域住民の意向を警察業務に反映さ

せるための会議でございますが、その運営に要

する経費であります。委員の報酬や旅費などに

要する経費でございます。

続きまして、その下、（目）警察本部費（事項）

職員費であります。185億854万円でございます。

これは、職員の人件費でございます。

その下であります（事項）運営費30億9,114

万1,000円でございますが、これは、警察業務を

行う上で、その基盤となります通信指令システ

ムやＯＡ機器、その他職員が警察業務を処理す

るために必要な事務費等の、いわゆる職員を設

置することにより必要となる経費でございます。

この中で主なものは、その下に３つほど掲げ

ております。退職手当16億5,899万4,000円、警

察業務電算化推進費３億7,022万9,000円、新た

な時代に対応する警察通信指令システム整備事

業１億3,150万1,000円でございます。

退職手当につきましては、本年１月１日現在

での平成27年度末の定年退職予定者、それから、

その後、予想される希望退職者等の退職手当で

ございます。

警察業務電算化推進事業とは、現在の高度情

報化社会の広域・複雑・高度化する犯罪から県

民の安全な生活を守るために、情報技術、いわ

ゆるＩＴを活用した警察業務の電算化を推進す

るための経費でございます。

その下の通信指令のシステム整備事業でござ

いますが、これは、110番の受理に当たりまして、

多様化・スピード化する犯罪等に的確に対応す

るためのシステムのリース料等でございます。

これは、平成28年３月にシステム更新が行われ

ますことから、より機能性が高くて、また、公

平性の高い仕様とすることで、システムを構築

する業者の間での競争性が促進されて、高機能

なシステムを導入できるという計画を立ててお

ります。そのための経費でございます。

続きまして、その下であります。（目）装備費

（事項）装備費です。３億8,887万6,000円でご

ざいますが、これは、警察機動力及び警察装備

の計画的整備充実強化と装備活動に要する経費

でございます。

主なものは、その下に２つほど掲げておりま

す。警察活動用車両維持費２億7,869万7,000円、

警察ヘリコプター警察活動事業費8,021万5,000

円であります。

警察活動用車両維持費につきましては、警察

が保有しております全車両に係る修繕費、燃料

費、自賠責保険料、重量税及びその他維持に係

る消耗品等に要する経費でございます。

警察ヘリコプター警察活動事業費につきまし

ては、ヘリコプターの運用に要する燃料費、航

空機の消耗部品、定期点検料、ヘリコプターテ

レビ伝送システムのリース料でございます。
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次に、その下であります。（目）警察施設費（事

項）警察施設費８億6,277万円でございます。こ

れは、警察施設の計画的整備と適正な維持管理

に要する経費でございます。

この中で主なものは、警察施設費の説明欄に

ございますが、３つほど掲げております。交番、

駐在所庁舎新築費で3,390万3,000円、職員住宅

借家料１億3,047万6,000円、宮崎県総合自動車

運転免許センター建設整備事業１億9,7 5 9

万9,000円でございます。

一番上の交番、駐在所庁舎新築費につきまし

ては、交番、駐在所の建設に係る設計費、それ

から建設費等でございます。この建設費につき

ましては、警察共済組合の不動産投資事業を活

用して建設することとしております。

平成27年度は、えびの署の五日市駐在所、延

岡署の延岡駅交番、この２カ所を新築する予定

でございます。

交番・駐在所は、地域住民の安全と安心の拠

点である生活安全センターとして、地域住民の

日常生活に密着した警察活動を行っております

が、ただいまの交番・駐在所につきましては、

老朽化に加えまして、来訪者と対応するための

コミュニティースペースや駐車スペースが狭い

ということもあり、県民が利用しやすい場所へ

の移転新築や利用しやすい配置とする計画とし

ているところでございます。

職員住宅借家料及び、その下の宮崎県総合自

動車運転免許センター建設整備事業、この２つ

につきましては、それぞれ既設の職員住宅宿舎

や宮崎県総合自動車運転免許センターの建設の

際に、それぞれ警察共済組合の不動産投資事業

を活用しており、その償還金を支払うものでご

ざいます。

続いて、その下の（事項）警察署庁舎建設費

１億3,682万4,000円でございます。これにつき

ましては、新規事業でございますので、おめく

りいただいて、資料１─１という資料がござい

ますが、そちらをあわせてごらんください。

事業の目的につきましては、そこに記載して

るとおりでございますけれども、えびの署は、

建築後52年が経過しておりまして、老朽化及び

狭隘化が進んでおりまして、平成９年度に実施

しました耐震診断結果によりますと、耐震補強

工事が困難で、耐震補強より改築が望ましいと

結論づけられております。そこで、治安基盤及

び防災活動の拠点施設としての役割を果たすた

めに新庁舎を建設するものでございます。

その下の事業の概要でございますが、平成27

年度予算額としましては、警察署を移転建てか

えとするため、土地の購入費、造成費及び設計

費で１億3,682万4,000円を計上させていただい

ております。そして、その後でございますけれ

ども、事業期間に書いてありますが、平成28年

度から29年度にかけて庁舎の建設等を行いまし

て、30年度に現庁舎の解体を行う予定としてお

ります。

なお、警察署庁舎につきましては、鉄筋コン

クリート造３階建てを計画しております。

建てかえに当たりましては、来客用の駐車場

の確保、それから災害発生時の応援部隊の受け

入れも可能になるスペースの確保、これらを考

えております。

その下の事業効果であります。新しい庁舎で

は、警察安全相談や犯罪被害者支援のための部

屋を設置いたしまして、県民の利用しやすい庁

舎を目指し、また、耐震性を確保した災害に強

い警察署庁舎となるのを計画しております。

また、えびの署の新庁舎建設によりまして、

県内全警察署の耐震化が図られることとなりま
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す。

続きまして、資料、戻っていただきまして、

えびの署の欄のその下にありますが、（目）運転

免許費（事項）運転免許費であります。６億9,137

万7,000円でございます。これは、運転免許試験

及び各種講習その他運転免許事務処理に要する

経費でございます。

主なものにつきましては、その下の３つほど

掲げてございますが、運転免許更新時、安全運

転管理者講習委託料１億1,591万7,000円、道路

交通法に伴う講習体制整備事業費２億703万円、

その下にありますけれども、運転免許証ＩＣカ

ード化導入事業１億7,990万2,000円でございま

す。

このうち、運転免許更新時、安全運転管理者

講習委託料は、運転免許証更新時に行う講習と、

それから安全運転管理者に対して行う講習を外

部委託して行うための講習業務委託料でござい

ます。

また、道路交通法に伴う講習体制整備事業費

は、70歳以上の高齢者に対する免許証更新時の

高齢者講習や認知機能検査及び行政処分を受け

た停止処分者や軽微違反者に対して行う違反者

・処分者講習の委託料でございます。

また、運転免許証ＩＣカード化導入事業は、

ＩＣカード免許証を作成する装置のリース料や

ＩＣカードの台紙の購入等に要する経費でござ

います。

続きまして、その下であります。（項）警察活

動費（目）警察活動費（事項）の一般活動費16

億577万1,000円であります。これは、生活安全、

刑事及び交通等警察活動全般に要する経費でご

ざいます。

この中で、新規事業と改善事業のうちの主な

ものについての御説明を申し上げたいと思いま

す。そこには５つほど掲げております。

まず、１つ目であります改善事業でございま

すが、高齢者のための交通安全対策事業4,224

万3,000円、それから、これも改善事業でござい

ますが、未来を担う少年育成のためのスクール

サポーター事業2,227万6,000円、あともう一つ、

改善事業でございますが、ＯＳＳ、ワンストッ

プサービスと書いてございますが、そのシステ

ムの構築事業2,839万8,000円、新規事業であり

ますが、特殊詐欺被害防止コールセンター事

業1,244万3,000円、最後になりますが、改善事

業として、デジタル写真集中印刷処理事業3,554

万6,000円でございます。

これら改善、新規の事業につきましては、先

ほどのえびの署の庁舎建設事業と同じように、

別に資料を設けておりますので、おめくりいた

だいて、資料の１─２から御説明をさせていた

だきます。

高齢者のための交通安全対策事業でございま

す。

まず、事業目的でございますが、そこに記載

のとおりであります。本県の高齢者の交通事故

死者数は、昨年は31人と、全死者数の63.3％を

高齢者が占めておりまして、全国平均を上回っ

ているとともに、近年は高齢者が加害者となる

ケースも増加しておりまして、今後、高齢化社

会が進展する中で、高齢の歩行者及び運転者双

方に対しての交通安全運転意識の高揚を図るた

めに、参加・体験・実践型の交通安全教育を強

化するものでございます。

２の事業概要でございます。これまでの高齢

歩行者を対象とした交通安全教育事業36 8

万7,000円に、今回の事業費を加えまして、総額

で4,224万3,000円を計上しております。

改善する事業につきましては、整備後19年が
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経過をして老朽化しております交通安全教育車、

フェニックス号と称しておりますが、この教育

車を更新し、その車両を活用した交通安全教育

を民間の業者に委託し、県下全域でのドライビ

ングシミュレーター等を用いた出前型の交通安

全教育を推進するものでございます。

また、あわせまして、昨年、都城地区で行わ

れました、年代に応じた技能コースで競い合い

ます地区公民館対抗シニアドライバーズコンテ

ストの評判が高かったことから、同様の地区公

民館対抗の高齢運転者技能審査会を県内10カ所

の自動車学校等の教習コースを使用して開催す

るというものでございます。

続いて、事業効果でありますが、参加・体験

・実践型の交通安全教育により、高齢者の方々

に加齢による身体機能の変化を自覚していただ

くことによりまして、運転中及び歩行中におけ

る交通事故防止に関する意識の向上が図られる

とともに、運転技能の向上が図られるものと考

えております。

続きまして、めくっていただいて、資料の１

─３をごらんくださいませ。スクールサポータ

ーの事業であります。

事業の目的でございます。そこに記載のとお

りでありますが、県内の少年非行の現状は、刑

法犯少年は減少傾向にあるものの、低年齢化、

集団化の傾向にございまして、また、全国では、

いじめに起因する自殺が相次いで発生して社会

問題となっております。

スクールサポーターは、警察と学校とのかけ

橋として重要な役割を果たしておりまして、こ

れまで、問題を抱える少年への面接・指導、保

護者に対する助言、学校との情報交換等を実施

するとともに、教育委員会等の関係機関との連

絡など、重要な役割を果たしていることから、

その体制の強化を図るものでございます。

２の事業の概要であります。これまでのスク

ールサポーター６名に要する経費が1,291万円に

加えまして、総額で2,227万6,000円を計上して

おります。

改善の内容といたしましては、現在、スクー

ルサポーター６名と申しましたが、警察本部、

宮崎北署、南署、都城署、日向署、延岡署の大

規模警察署を中心に活動しております。これに

加えまして、日南署、小林署、高鍋署の中規模

警察署に新たに３名増員するものでございます。

３の事業効果であります。いじめや少年非行

の問題において、スクールサポーターの配置が

なく、これまで行き届かなかった事案に対しま

して、きめ細やかな指導・助言等を行うことが

可能になり、学校、地域における少年の健全育

成が一層図られるものと考えております。

続きまして、その右側でありますが、資料１

─４、ＯＳＳシステムの構築事業につきまして

御説明をいたします。

１番の事業目的であります。これも記載のと

おりでございますが、ワンストップサービスと

は、自動車を保有する際には、各種届け出がさ

まざま必要でございます。警察署に申請する、

例えば自動車保管場所証明書及び標章の交付、

運輸支局におけるナンバープレートの登録及び

県税事務所における自動車税の申告納付等の各

種手続につきまして、各行政機関に出頭しなく

ても自宅や職場等のパソコンからインターネッ

トを利用して、一括して申請できるシステムの

ことでございます。このシステムを構築するた

めの費用を今回、予算計上しております。

事業概要としましては、ワンストップサービ

スのうち、警察対応のシステムにつきまして

は、47都道府県警察からなるＯＳＳ（ワンストッ
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プサービス）推進警察協議会が主体となり、平

成29年度から全国運用を目指すものでございま

して、共同利用できるシステムを平成27、28年

度で構築するために、その構築費用を全国警察

で案分し、負担するものでございます。

事業効果でございますが、システムの構築が

完了し、平成29年度から運用されますと、行政

機関の閉庁日であってもインターネットを利用

することにより、いつでも申請等が可能になり

ます。また、複数の行政機関に行くという手間

が省けて、手続の利便性が向上をいたします。

続いて、おめくりいただいて、資料１─５、

特殊詐欺被害防止コールセンター事業でありま

す。

事業目的でございます。記載のとおりであり

ますが、現在、特殊詐欺による被害が全国的に

増加しておりまして、本県においても、昨年は

１人で１億円を超える高額な詐欺事件なども発

生し、被害総額が３億円を超え、県民、特に高

齢者の方々にとって大きな脅威となっておりま

す。

宮崎県警では、これまでにも被害を防止する

ために各種施策を実施しているものの、依然と

して被害が発生している状況にあることから、

県民に対しまして、被害情勢に応じた即効性の

高い注意喚起を内容とするコールセンター事業

を実施するものでございまして、特殊詐欺に対

する県民の抵抗力の強化、定着化を図るもので

ございます。

事業概要であります。委託事業費として1,244

万3,000円を計上し、その財源として国の地方消

費者行政活性化基金を利用することとしており

ます。

事業内容は、県民に対するコールセンター業

務を民間業者に委託し、警察からの発生した事

案の分析結果から得られた情報の提供等により、

被害を受けるおそれのある方々に対し、オペレ

ーター３名により、発生した事案の具体的内容

に基づいた注意喚起を緊急的かつ集中的に電話

により行うものであり、オペレーター１人当た

り、１日80件程度を行う計画でございます。

事業効果に関しましては、電話を受けた高齢

者の方々が、特殊詐欺の被害防止に関する知識

を得ることにより意識の高揚が図られるととも

に、類似事案に巻き込まれないなど、犯罪抑止

の効果もあるものと考えております。

続いて、資料１─６、デジタル写真集中印刷

処理事業でございます。

事業目的は、記載のとおりでありますが、現

在、犯罪現場で撮影する写真はデジタル化が進

んでおります。本県警察では、今年度末までに

写真データの改ざんができないデジタルカメラ

の配分が終了し、今後、撮影する写真は全てデ

ジタル化することになります。

現在、デジタル写真を印刷するために、各警

察署に小型プリンターが整備されておりますが、

写真１枚当たりの作成コストが約24円と高価な

上に、印刷スピードが遅いということから、コ

ストを低く抑え、さらに印刷スピードが速い大

型の写真プリント機を警察本部鑑識課に整備し、

各署とオンラインで結びまして、プリント業務

を本部で一括集中処理するものでございます。

事業概要としましては、これまでデジタルカ

メラの整備費等として1,500万2,000円を計上し

ておりましたが、今回、事業を組みかえまして、

大型写真プリント機の購入費等で3,554万6,000

円を計上しております。

事業内容は、警察本部鑑識課に大型の写真プ

リント機１台、県内13警察署にデジタル写真の

データを送信するための受付機各１台を整備し、
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警察専用のＬＡＮ回線を利用してオンラインで

接続し、約９割の写真について、この仕組みで

処理することとしております。

事業の効果といたしましては、写真１枚当た

りの単価が、先ほど24円と申しましたが、９円

程度に下がります。これによりまして、写真印

刷費を削減できるということもございます。ま

た、印刷スピードの向上が図られるという効果

も考えております。

以上、新規・改善事業に関しましての説明を

終わりまして、戻りまして、資料１の、資料２

枚目の１のほうに目を投じてください。

下から４行目になりますけれども、（事項）交

通安全施設維持費でございます。４億7,805

万6,000円でございますが、これは、交通安全施

設の維持管理及び電気・通信料等に要する経費

でございます。

最後に、（事項）交通安全施設整備事業７

億5,934万円でございますが、これは、交通管制

センターの機器の更新、信号機の新設や改良、

道路標識等の整備等に要する経費でございます。

主なものにつきましては、その下に２つほど

掲げております。交通管制及び信号機改良等整

備費４億6,924万6,000円、円滑化対策事業費２

億2,855万4,000円でございます。

交通管制及び信号機改良等整備費は、交通管

制、信号機改良、信号機新設、道路標識の整備

に係る経費でございます。国庫補助対象事業で

ございます。

円滑化対策事業費は、交通渋滞を解消し、地

域における交通の円滑化を図る必要がある場所

を円滑化対象地区として指定し、指定された場

所について信号機新設や道路標識等の設置を行

うための経費でございます。国庫補助対象事業

でございます。

なお、平成27年度当初予算にありましては、

骨格予算となっておりますので、県費による交

通安全施設整備事業費につきましては、予算計

上をいたしておりません。

そこで、国庫補助事業の交通安全施設整備事

業による平成27年度の信号機の新設数は、円滑

化対策事業費で交差点１つ、災害に強く環境に

優しい信号機等整備事業で交差点２つ分、合計

３交差点でございます。

また、来年度の交通安全施設整備事業につき

ましては、信号機の鋼管柱化、信号灯器のＬＥ

Ｄ化、制御機の更新といった施設整備を実施し、

安全で円滑な交通環境の構築に役立ててまいり

ます。

交通安全施設につきましては、交通事故防止

に大きく影響するものでございまして、交通事

故の発生や交通量等の実態に即し、さらに、地

域住民や道路利用者などからの要望や意見に配

意しつつ、計画的な整備を図ることとしており

ます。

以上であります。

続きまして、平成25年度決算に係る決算特別

委員会の指摘要望事項が２つございましたので、

それぞれの対応について説明させていただきま

す。

まず、１つは、高齢者の安全安心対策につい

て、交通事故対策、特殊詐欺対策などさまざま

な対策が必要なことから、今後も必要な予算を

確保するとともに、関係機関との連携を図り、

効率的な取り組みを推進することでございまし

た。

その具体的な対応につきまして御説明申し上

げます。

平成26年中の交通事故死者数は49人で、前年

比マイナス10人と大幅に減少いたしましたが、
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そのうち65歳以上の高齢者は31人でございまし

て、全死者に占める割合は63.3％と、依然とし

て高い割合を占めております。

また、高齢運転者が第１原因者となった事故

は2,110件でございまして、全体の21.6％を占め

ております。こちらも高い割合となっており、

高齢者の交通事故防止対策は、まさしく最重要

課題となっております。

警察では、高齢者が悲惨な交通事故に遭わな

いようにするための対策として、高齢者宅訪問

による安全指導や高齢者交通安全情報ネットワ

ークを通じた交通安全情報の提供などに取り組

むとともに、高齢運転者が事故を起こさないよ

うにするための対策として、自治体等との連携

による高齢運転者免許証返納メリット制度の拡

充、交通安全教育車に搭載したドライブシミュ

レーターを活用した出前型、参加・体験型の講

習の推進などにも取り組んでおります。

平成27年度当初予算では、老朽化した交通安

全教育車にかわる新たな教育車を整備するとと

もに、同車両の運用を、交通安全教育に専門的

な知識や経験を有する民間業者に委託し、交通

安全教育隊として高齢者を重点とした交通安全

教育を推進するための予算を計上しているとこ

ろでございまして、さらに充実した取り組みを

進めてまいります。

また、特殊詐欺につきましては、平成26年中

は59件、約３億4,700万円の被害を認知しており

まして、被害額は過去最高となりました。その

うち、65歳以上の高齢者の被害は33件でござい

まして、全体の56％となり、被害総額は約２

億7,000万円で、全体の77％となりました。この

ように多くの高齢者が高額の被害に遭っている

状況から、高齢者に重点を指向した各種対策を

推進しております。

特殊詐欺対策としましては、県民が具体的に

犯行の手口を理解することができるよう、あら

ゆる広報媒体を活用した情報発信や犯行グルー

プから押収した各種名簿に登載された方への個

別指導を行っております。

そのほか、金融機関や宅配物取扱事業者と連

携して高額の現金を払い戻したり、宅配便で現

金を送付しようとする高齢者への声かけや、Ｎ

ＴＴと連携してハローページ電話帳に掲載され

た高齢者宅の電話番号削除を奨励する取り組み

を行っております。

さらに、県民に直接、特殊詐欺に関する注意

を喚起するための電話架電業務を行う特殊詐欺

被害防止コールセンターを新たに設置すること

としており、より一層充実した取り組みを進め

てまいります。

そのほかにも、警察では、悪質商法の被害防

止や徘回高齢者への対応など、さまざまな高齢

者の安全安心対策に取り組んでいるところでご

ざいます。

高齢化が進む社会にあって、こうした高齢者

の安全安心対策は、ますます重要になってくる

と認識しております。今後とも警察各部門の横

の連携をしっかり保ちながら、関係機関との連

携を図り、効率的な取り組みを推進してまいり

ます。

以上が、１つ目の指摘要望事項に対するもの

でございます。

もう一つの指摘要望事項は、警察職員宿舎に

ついては、老朽化等を踏まえ、職員が安心して

職務に専念できるよう、計画的な維持補修等に

努めることでございました。

警察は、犯罪や災害等の発生時における初動

活動に万全を期するため、大量の警察力を迅速

に導入しなければならないことから、職員は警
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察署に近接した場所に居住する必要があるため、

原則として配置所属の管内居住を義務づけてお

ります。そこで、職員の生活の基盤である居住

環境を確保するために職員宿舎を整備している

ところでございます。

職員宿舎の浴槽や給湯器の取りかえなどの居

住環境の改善はもとより、老朽化等に伴う維持

補修等につきましては、職員宿舎の実態や職員

の要望を踏まえ、緊急性や必要性等を勘案して、

計画的な維持補修や早急な修繕等を実施してお

ります。

平成27年度当初予算案におきましても、職員

宿舎の老朽化に伴う外壁改修工事を初め、維持

補修等に必要な経費を計上し、居住環境の維持

改善を図ることとしております。

今後とも、職員が安心して職務に専念できる

よう、引き続き、職員宿舎の計画的な維持補修

等に努めてまいります。

それでは、引き続きまして、議案第23号「地

方警察職員の定員に関する条例の一部を改正す

る条例」につきまして御説明をいたします。

条例本体は議案として提出をさせていただい

ておりますけれども、配布資料をごらんいただ

いて御説明をさせていただければと思いますの

で、こちらの資料の右肩、資料２と書いてある

ページをおめくりください。

本県警察官につきましては、平成27年度予算

政府案におきまして、９人の増員が認められた

ところでございます。

地方警察官の定員及び階級別定員につきまし

ては、警察法施行令に定める基準に基づきまし

て条例で定めることとなっております。したが

いまして、今回の増員に伴う必要な改正を行う

ということでございます。

具体的には、警察官定員が９名ふえまし

て2,017名となり、階級別定員につきましては、

各階級ごとにそれぞれ警部の階級にある者が１

人ふえまして184名、警部補の階級にある者が３

名ふえて562名、巡査部長の階級にある者が２名

ふえて581名、巡査の階級にある者が３名ふ

え、600名でございます。条例につきましては、

それに伴う改正を行うものであります。

なお、今回の警察官の増員につきましては、

厳しい治安情勢に対応するため、緊急に対応が

必要で、かつ増員によらなければ有効に対処し

がたい治安情勢について、地方警察官の増員が

認められたものでございまして、その内容は、

人身安全関連事案対策の強化のために配分され

た経緯がございますので、これらの業務に配置

し、運用してまいりたいと考えております。

なお、条例の施行期日につきましては、平成27

年４月１日を予定しております。

続きまして、議案第28号、配付をさせていた

だきました印刷資料の資料３でございますが、

「警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例」につきまして御説明をいたしま

す。

今回の条例の一部改正は、道路交通法施行令

の一部を改正する政令及び道路交通法施行規則

の一部を改正する内閣府令が、平成27年１月23

日に、道路交通法施行令の一部を改正する政令

が平成27年１月30日に交付されたことに伴う条

例の一部改正についてでございます。

改正の理由は２点ございます。そこに記載の

とおりでございますが、まず、手数料の標準額

につきましては、地方分権推進計画におきまし

て、その時々の経済情勢等を考慮して、原則と

して３年ごとに見直すこととされておりまして、

これに伴い、運転免許等の関係手数料が見直さ

れたものでございます。
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また、２点目でありますが、自転車の運転に

関し、交通に危険を及ぼす違反行為を反復して

おこなうなど、将来的に交通の危険を生じさせ

るおそれがあると認められる者に対し、公安委

員会が、自転車の運転による交通の危険を防止

するための講習の受講を命じる規定等が新たに

施行されることに伴い、講習の手数料が新設さ

れるものでございます。

以上のことから、警察関係使用料及び手数料

徴収条例の見直しを行った結果、資料に添付し

ております別表の１から４、に記載のとおり、

運転免許等に関する手数料全般につきましての

改正を行いまして、また、自転車講習の手数料

を新設するという必要が生じたものでございま

す。

最後に、今回の条例の一部改正は、運転免許

等に関係する政令が平成27年４月１日から施行、

自転車運転講習手数料関係につきましては、平

成27年６月１日から施行されることから、本条

例も、これとあわせて県議会の承認をいただい

た後に施行される予定でございます。

以上、大変長くなりましたけれども、資料の

説明を終わらせていただきます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

議案についての質疑はございませんか。

○髙橋委員 27年度の当初予算、骨格予算なん

ですよね。警察、県警のほうも骨格ということ

でおっしゃいましたが、私は、警察行政は骨格

はなじまないと思うんです。いわゆる県民の安

心安全だから先送りしちゃいかんと思うんです。

必要な経費ばかりだと思ったもんだから、骨格

といえども警察の予算は、必要なものは当初か

らつけるというのが基本姿勢にあっていいのか

なと思いながら聞いてたところでした。

それで、資料の１番目の、いわゆる物件費で12

億のマイナスですよね。通常に戻ったっていう

ところでしたんですが、ちょっといま一度、こ

のシステムを教えてください。

○水野警務部長 少し説明が急ぎ足だったもの

ですから説明が足りなかった部分があったかと

思いますが、この物件の12億余りの減でござい

ますけれども、先ほど少し触れさせていただき

ましたが、昨年度は、国から配賦されました元

気交付金を執行するということで、急遽、26年

度中に事業を行うということで予算が増額され

ました。そのため、我々のほうでは、交通安全

施設関係の整備に充てることとさせていただき

まして、瞬間最大風速的なものでございますけ

れども、今年度に限り、交付金を使った事業と

いうのが物件費で大幅にあったということでご

ざいます。したがいまして、その分が、詳細の

額が今、手元になくてあれなんですが、かなり

の額に上っております。

また、先ほど申し上げました、これ骨格予算

でございますので、交通安全施設関係の物件費

のうちの幾つかは、肉づけ後にまた県費での交

通安全施設の整備が行われますので、そういっ

たところでの額が今ここには計上されてないと

いう、この大きな２点が12億余りの減額の原因

かなというふうに思っております。

○髙橋委員 肉づけがあるということで安心は

するんですが、財政課に行くと、全体で何か見

込みっていうか、ざっくり500億ぐらい、あるら

しいんです。今、警察で肉づけを予想されるっ

ていいますか、期待できる肉づけっていうのは

どのくらいなもんですか。おわかりになれば。

○水野警務部長 肉づけは財政当局のほうで御

検討いただく話なもんですから、現段階では我

々のほうで定かな額が今、手元にはないもんで

すから、いずれにせよ、これにつきましては、
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毎年、県費での安全施設の整備を行っておりま

すので幾ばくかは入るかと思います。６月の補

正で約４億円程度を見込んでいるということで

ございます。

○髙橋委員 一番下の施設整備事業が一番減額

ですよね、８億。26年度がそういう元気交付金

で今までできなかった分をかなり施設整備し

たっていうことでしょうが、しかし、いろんな

信号機の設置とか、要望っていうのはいっぱい

ありますよね。委員会でもいろいろと意見が出

てるわけで、４億円という数字が今、出ました

けれども、これ非常に大きいなっていうふうに

思いながら、それ以上の予算要求をそれこそ頑

張っていただきたいなと思います。

それと、説明の中でちょっとわからなかった

点がありまして、真ん中の警察施設費の交番と

か駐在所新築費で不動産投資事業という説明を

されましたが、これはどういったシステムなん

でしょう。教えてください。

○水野警務部長 不動産投資事業というふうに

申し上げました。これは、警察共済組合の中に

不動産投資事業というものがございまして、こ

れ、地方公務員共済法で認められてるものなん

ですけれども、こういった施設の建設に当たっ

て共済組合の投資事業を使いまして、要は繰り

延べして10年返済の格好で、一時的に予算が立

たないようにするための措置としてこういった

財源を認めていただいておりまして。要は、い

わゆる簡単に申し上げれば、警察共済組合から

県が財源を手当てしまして、一時的には共済組

合のほうからの資金で交番等を建設する。毎年、

県のほうから償還っていうんですか、一旦建ち

ました、建設にかかった費用を10年繰り延べ返

済するという格好でやってる事業です。借りる

ということでございます。

○髙橋委員 警察共済って私たちも掛金をかけ

ていますわ。だから、そこの予算から県が借り

て、後で返済するということなんですね。わか

りました。

次に、えびの署の庁舎です。これ、総事業費

は幾らになります。まだ初年度の設計費とかそ

ういうことでしょうから、総事業費を教えてく

ださい。

○水野警務部長 まず予算をお認めいただかな

いとその先が進まないもんですから、あんまり

勝手に我々のほうで、当てにしてるわけじゃな

いんですけれども、ほかの警察署の規模等も勘

案して考えますと、総事業費的には大体11億、12

億円ぐらいではないかと。11億円ぐらいかなと

いうふうに考えてます。これも予算を認めてい

ただけるかどうか、また別ですので、一応想定

ではございますけれども。

○髙橋委員 ひところ、最近の話でしたから記

憶に新しいんですけど、警察署の再編の提案が

一時俎上にのりましたよね。えびの署を建てか

えるということであれば、もう再編はないのか

なと思ったりするんですが、ただ、ちょっと規

模が違うんですけど、過去、交番とか駐在所を

新築して、期間もたたないうちに閉鎖したりと

か、刑事部長も日南にいらっしゃったから御存

じだと思うんですけど、昔は酒谷に２つ、駐在

所がありまして、そこを新築したら、たしか５

年もたないうちにそこを閉鎖しちゃったんです。

あと、富土駐在所もあれは道路の拡張でしたっ

け、あんなので建てたかと思ったら、また別の

ところに建てるわけです。こういうことがある

と何てことしてるんだろうと思って。ちょっと

規模が違うから、11億、12億円をかけて建てる

わけですから、これしっかりえびの署の存在っ

ていうのは未来永劫に続くということで理解を
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したいと思います。

次のページの交通安全対策事業で、高齢者の

公民館対抗の運転技能審査会ですか、これスピ

ードじゃなくてテクニックを競う、そういう審

査だと思うんですが、県内10カ所の自動車学校

でやるということの説明でしたが、いろんな副

賞とかそういうようなものを準備されている予

算なんでしょうか。10カ所になるからその経費

もあるんでしょうが、予算が4,200万円というこ

とで、そういった副賞なんかもあるわけですね。

○水野警務部長 この4,000万円でございますけ

れども、大宗は安全教育車、非常に装備をいろ

いろ詰め込んだりとかいうことで、艤装がかな

りかかるもんですから、その車両の整備、購入

関係の費用で相当が賄われるということでござ

います。したがいまして、一般的な安全教育事

業と言われる車両を使った広報啓発のような活

動につきましては、数百万円程度という形でご

ざいます。交通安全教育事業としては368万円ほ

どでございますし、運転技能審査会、この委託

につきましては150万円弱ということでございま

す。

○髙橋委員 わかりました。

引き続き、資料１─５、コールセンター事業

です。特殊詐欺対策で、この効果を非常に期待

してる事業だと思うんですが、本会議で質問も

ありましたよね。ぜひ県全体へ広げてほしいと

いう。これ、ぜひ広げていくべきだと思うんで

すけれども、全体的に広げたときに予算規模は

どれぐらいになるもんか、今、計算されてれば

教えていただくといいがと思いまして。ざっく

りでいいです。

○水野警務部長 これ、県全体を対象とした格

好でやっておりますので、オペレーターが多く

なればなるほど何回も多数の電話はかけられる

ということになりますので、ちょっと県全体で

何件、電話をかけなければならないかというの

は、今、手元に数字がないもんですから、ちょっ

と規模がはっきりわからないんですけれども。

一応１日80件ほどございますけど。

○黒木刑事部長 今、計画してるのが、１日１

人で約80件ということで計算をして予定をして

おります。ですから、１カ月は約1,600件でござ

います。年間に３名のオペレーターを雇用した

場合に、５万8,000件へ電話できるということで

予定をしております。

○髙橋委員 ちょっと記憶が曖昧かもしれませ

んが、たしか宮崎県は40万世帯、そのうちの高

齢世帯が何軒かちょっと検討がつかないんです

が、５万8,000件であると全体に行き届かないの

かなっていう感じもしますんで、今どうのこう

のじゃなくて、これからこういう事業っていう

のは広げていってほしいというお気持ちで申し

上げてますから、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。

次のデジタル写真の関係ですけど、前年度か

ら2,000万円増額して予算を計上することによっ

てコストを下げますよということなんでしょう

けど、この2,000万円をいわゆる増額予算をして

も、いわゆるペイできるっていいますか、いわ

ゆるコストは下がるんだよということで理解し

てよろしいでしょうか。

○黒木刑事部長 部長の説明の中にもありまし

たように、今、１枚が24円、コストがかかって

おります。警察の写真、印画する年間の数量が

刑事部、交通部含めまして50万枚でございます。

ですから、今、１年間で1,200万円の予算がかかっ

ております。これが９円になりますので、450万

円に減額、削減されます。単純計算ですけれど

も、750万円は年間、削減できるという試算でご
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ざいます。

○髙橋委員 わかりました。単年度で取り返さ

んけど、２年、３年いくと。了解です。ありが

とうございました。

○中村委員 今さっきおっしゃったことと、

ちょっと絡むかもわかりませんが、えびの警察

署の件でちょっとお聞きしたいんですが、昭和37

年に建築され、52年経過したという話でしたが、

えびの署にも何回も行ったことありますけれど

も、えびの署以外に、例えば昭和37年以前に建

てられた警察署がありますか。

○水野警務部長 えびの署よりも古い警察署は

ございます。えびの署以外に古い警察署は、県

下２署ございます。都城署と日南署であります。

それぞれ都城署が昭和32年、日南署が昭和34年

の築でございます。

○中村委員 私は、都城警察署はえびの署より

も早く建築されたことは知ってました。この前、

交通違反をして呼ばれたんですが、久々に行っ

てみました。ここに書いてあるように老朽化、

狭隘化、都城はやっぱりひどいです。段階的に

古いところから建築していくんでしょうけれど

も、都城警察署を見て、これだけの大きな都市

で、県下２番目の都市でありながらこのままの

状態でいいのかというのがあるんですが、その

ことについてはどうお考えなんですか。

○水野警務部長 まず、今回、えびの警察署が

再建というか、建てかえに至った経緯のほうで

御説明申し上げますと、先ほどの説明の中にも

ございましたけれども、大きな要因は、平成９

年度に行いました耐震診断によりまして耐震補

強工事ではもう足りないという指摘がございま

した。ほかの警察署はそういう指摘はございま

せんでして、耐震補強工事を行うことで可能で

あるという指摘がございました。したがいまし

て、ほかの警察署につきましては、まず、耐震

補強を行うということで全て耐震補強工事を行

いました。一つ残っておった耐震補強ができな

いという、地震が起きたときに被災してしまう

という警察署がえびの署だけでございまして、

これは災害時にも復旧拠点となりますので、警

察署をしっかり機能させるために、まずはここ

を建設したいということで、今回、えびの署の

建てかえをお願いするという次第でございます。

○中村委員 次の、未来を担う少年育成のスク

ールサポーター事業についてお聞きしたいんで

すが、これは、実は前、一回、中学校だったと

思うが、事件がありまして。そのとき私は10年

ぐらい前に、警察の中で学校教員の免許を持っ

てる人について、学校に１人ぐらいずつ派遣し

たらどうかという提案をしたことがありました

が、それから以降、スクールサポーターという

のができたような気がするんですが、今、話の

中で６名というようなことでありましたが、こ

の前、御存じでしょうが、中学校１年生の、新

聞等で、あるいはテレビ等でいろいろ報道され

ましたが、そういう事件が今、頻繁に起こって

おります。そういう中においては、やっぱりも

うスクールサポーターというのは６名では

ちょっと少な過ぎるんじゃないかと。今回９名

にふえたとおっしゃいましたが、その９名の行

く先々も決まっておるんでしょうけれども、ま

ず、大事なことは、そういう子供たちを救うと

いうことがやっぱり一番大事なことかなと思う

んですが、スクールサポーターについて６名と

おっしゃいましたが、もっと人数をふやす必要

があるんじゃないかと思うんですが、それはど

のようにお考えでしょうか。

○片岡生活安全部長 スクールサポーター、平

成27年度３名増員となりまして、これで、現在
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９名になりますので中規模署以上の警察署には

全て配置となります。

また、今後の予定でありますけれども、これ

につきましては、当然スクールサポーターにつ

いては非常に活躍しておりまして、学校側ある

いは地元の住民の方々も非常に希望が高いよう

でありますけれども、今後の少年非行の情勢と

か、あるいは学校、教育委員会等からの要望等

の状況を見ながら、必要性があれば増員要求す

る可能性もあるということでございます。

○中村委員 わかりました。やっぱりこういう

中学生あたりの事件が頻発するのであれば、今

おっしゃったように、将来を見込んでスクール

サポーターは人員をふやしておく必要があると

思いますので、今後の課題としていろいろ検討

してみていただきたいというふうに思います。

余り長くなってもいけませんので、まだ、コ

ールセンター等のこともお話したいんですが、

まだ、ほかに質問者がおるでしょうから、これ

でいいです。

○徳重委員 二、三お尋ねしますが、先ほど髙

橋委員からもお話があったんです。資料１の予

算のことですが、警察活動費の中の交通安全施

設の今年度の予算が77億5,234万円ということ

で、前年度の半分以下という非常に少ない予算

なんです。これでいいのかどうか、ちょっと。

４億円つくというお話もあったと記憶してるん

ですけど、それでも足らない。なぜこんなに少

ないのか、ちょっと。

○水野警務部長 まず、警務のほうから予算的

な話を御説明を申し上げますと、先ほど、議員

からも御指摘ございましたとおり、元気交付金

と申しまして、昨年度、瞬間風速的なものがあっ

たというふうに申し上げました。これが４

億6,000万円ございました。４億6,000万円分の

減少というのは、昨年は特殊的な要因でござい

ましたので、また今年度引き続きふえた分を維

持するのはなかなか難しいんですけれども、も

うそれ以外、肉づけ予算で約４億円ほど見込ん

でおりますので、トータルで考えますと、瞬間

的な要因を除けば、昨年度、定常的な予算、交

通安全施設関係の整備事業費よりは同じ額ある

いは少しですけれども、ふえてる程度の感じか

なという、ざっくり申し上げるとそういう感じ

になります。

この量が適切かどうか、これが不十分ではな

いかという御指摘につきましては、我々としま

しても、いただいた予算を効率的に使いながら、

効果的に無駄遣いしないように、皆さんの御意

向を確認しながら使ってまいりたいというふう

に思いますので、何とぞ御理解賜れればと思い

ます。

○鳥井交通部長 先ほどの、昨年、平成26年度

は元気交付金の交付ということで４億6,000万円

という非常に増額予算がとれたもんですから、

県内の信号機の鋼管柱化、いわゆる信号機。2,370

の交差点があるわけですから、信号中４本立っ

てるわけですけれども、単純計算して県内に１

万本近く立ってるわけですけれども、これのコ

ンクリート柱で倒壊する事案が多いということ

で、現在、４億6,000万円等を使いまして鋼管柱

化を強力に進めましたし、既成の表示、標識等

も有効に活用させていただいたところです。前

年に比べまして、27年度、減ってはおりますけ

れども、交通の円滑と安全という点には、質が

落ちることのないように、有効に予算は活用し

ていきたいと思います。信号機も、昨年度予算

４億6,000万円ふえましたけれども、新しい信号

機12基をつけさせていただきました。ことしも

同等数の信号機の整備を図ることとしておりま
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す。

○徳重委員 今の新規が12基というお話でした

が、要望としてどのぐらい上がってきてるもん

ですか。

○鳥井交通部長 信号機の要望、これ非常に多

いんですけれども、年間からすれば400カ所ぐら

いの要望は来ております。交通量、交通事故の

発生状況等、今、道路整備が進んでおりますの

で、現場の状況等を勘案しながら必要な箇所に

は信号機をつけていくという方針で臨んでおり

ます。

○徳重委員 何と言っても事故というのは人の

命にかかわること、特に交差点事故が多いわけ

ですから、そう考えますときに、被害者も加害

者も非常に苦しむわけです。そういうことを考

えますときに、どうしてもつけてほしいという

要望はあると思うんですが、これ、新規でつけ

る場合は優先順位とか点数制とかあってやられ

るのか。それとも警察で皆さん方と相談して、

その場その場で判断されるのか。新設の設置の

条件です。

○鳥井交通部長 先ほど申しましたように、信

号機の要望は非常に多いわけですけれども、新

設の要望につきましては、警察本部と担当する

警察署が当然現場の確認は行います。そこで、

これまでの交通事故の発生状況、交通量調査、

もろもろ等の現場の状況を見まして、その中か

ら真に必要なといいますか、要望があるからこ

そなんですけれども、状況等を勘案して、昨

年、26年度12基つけたわけですけれども、優先

順位等はつけてやっております。ただ、工事が

進むことによって交通量の流れが急激に変わる

といった場合は、その優先順位も当然変更する

ことがあります。

○徳重委員 私も信号機の設置についていろい

ろ相談を受けたことがあるんですけど、交通量

は少ない、しかし、事故がよく起こるというと

ころがあるんです。ぜひ、そういう要望があっ

たときに地元の声っていうんですか、近隣の皆

さん方の─もうしょっちゅうあるんですよと、

非常に困ってらっしゃるケースがありますので、

ひとつそういった地元の声っていうのも参考に

していただきたいなと、このように思ってます。

それから、コールセンターのことについて

ちょっとお伺いしておきたいと思います。コー

ルセンター、先ほど質問もあったところですが、

私も本会議で質問させていただきました。もう、

ぜひこれは、相当効果があると期待をしており

ます。

そこで、今、電話番号、冊子はないですよね。

これ、40万件。今は携帯電話が非常に多くなっ

たということもあって、電話帳に載ってる電話

はどれぐらいあるもんか、それはわかりますか。

○黒木刑事部長 ハローページで載ってる電話

帳でしょうか。こちらの試算、計算ですけど、

今、約17万件ほど掲載されております。これは

ざっくりした数字ですけれども。

○徳重委員 約40万世帯で、17万といったら半

分にも満たないということですが、これしかや

らないという考え方でいいんですか。

○黒木刑事部長 あくまでも第２次的なことで

ございまして、本会議でも答弁いたしましたよ

うに、１次的には、まず、押収名簿ですけれど

も、被害の受けるおそれのある方たちを先に、

第１次的にコールセンターから電話をかけるこ

とになるんですけれども、警察が今までいろん

な犯人、主犯格を逮捕して、現場でそういうい

ろんな名簿を押収しております。それが、ここ

３年間で宮崎県の分が約１万件ほどありますの

で、まずそこを第１次的に電話をして、そして、
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それでもなおかつ、まだ余力があるようであれ

ば、ハローページ等で高齢者であろう、片仮名

で書かれた方たち等から先に、まずは電話をし

ていくということで今、考えております。

○徳重委員 今おっしゃることについてはなか

なか理解しにくいところですが、何かいい方法

はないものかなと。されることは非常にいいこ

とだと思ってますから、もう高齢者に電話がつ

ながると、当然地域でいろんな会合で、あるい

はグラウンドゴルフで、ゲートボールでお話が

されるわけですから私は非常に効果があると

思ってるんです。これが17万件、まずは１万件

を対象にというような話でしたが、選ぶという

方法、どういう形でこれが選ばれるのか、私は

非常にわからないところですけど。選ばれる条

件っていうか、電話されるところの。

○黒木刑事部長 優先順位ということでお尋ね

かと思うんですけれども、１次的には、今言っ

た、まずは１万件のそういう押収名簿がござい

ますので、そこから電話をして、そして今、い

ろんな犯行グループの電話は、ある特定の地域

を特化して電話をしてきておる状況です。です

から、そういう地域でそういう不審な電話があっ

たということで情報が入れば、すぐ、まずは県

南地域、県北地域ということで、ハローページ

からピックアップして電話をかけるということ

も考えております。それでもまだ余力があれば、

なおかつ今、全てのそういう、ハローページに

固定電話が載ってる番号については電話をして

いきたいと思いますけれども、今のところ３年

間の事業としてはそのように考えております。

○徳重委員 最後にしたいと思います。今、東

京、神奈川、福岡でしたか、全国３カ所でやっ

てるというような話だったと記憶しております

が、その電話の効果っていうのは出ているのか

どうか、どういう状況なんでしょうか。

○黒木刑事部長 コールセンター事業ですけれ

ども、現在まで27都県で実施されております。

その効果ですけれども、24年に一応実施した県

がございますので、西日本を中心にちょっと御

紹介をしたいと思います。

まず、島根県が24年に実施をしておりますけ

れども、25年は43件から32件に減っております。

マイナス11件。岡山県ですけれども、135件か

ら149件ということで、プラス14件ですけれども、

増加率は非常に下がったということでございま

す。山口県、93件から64件、マイナス29件とい

うことでございます。徳島県、これが49件から39

件、マイナス10件、高知県にありましては、57

件から59件でございまして、プラス２件でござ

いますけれども、これも非常に増加率が減少し

ておるということで、西日本地域では効果があ

らわれております。

なお、九州につきましては、福岡、長崎、そ

れと大分が本年度から実施をする予定と、昨年

から福岡は実施をしておりますけれども同様の

効果が出てくるものと期待をしておるところで

ございます。

○徳重委員 頑張ってください。よろしくお願

いしておきます。

○髙橋委員 先ほど聞き漏らしました。えびの

署の庁舎建設事業ですけど、一般財源ですけど

交付税措置があるんですか。

○水野警務部長 建設に関しまして申し上げま

すと、建設の際には国費のほうでの補助金が入

るという予定になっております。また、来年度

の事業につきましては、県費での実施というこ

とになるようでございます。

○髙橋委員 国庫補助。交付税措置じゃないと

いうことですね。交付税措置じゃなくて国庫補
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助で、そのときに、もう建てるときに、お金が、

補助金が事業費についてくるということですね。

○水野警務部長 警察庁のほうから、建設の際

の補助金として、実質額でいうと３割ほど入る

というふうに聞いております。建設する庁舎に

よって、補助率が少し違うもんですから定かで

はないですけれども、大体おおむねそれぐらい

の補助が入るということでございます。

○髙橋委員 じゃ、10分の７は県費の持ち出し

ということになるわけですね。

○水野警務部長 御指摘のとおりだと思います。

その財源がどこにあるのかというのはちょっと

あれですけれども。

○西村委員長 じゃ、議案についてはよろしい

ですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 その他に移ります。それでは、

その他について。

○中村委員 さっき、都城警察署の話をしてい

ただきましたが、その他で、ここの、今、えび

の署の件でしたから言わなかったんですが、都

城警察署、大分古いですよね。都城は北諸県郡

と合併して都城市になりました。だから、都城

の中心部といったら高城あたりになるのかなと、

沖水地区が高城あたりになるのかなと思います

が、えびのの警察署よりか古いわけですから、

老朽化が進んでるのはもう間違いないです。今

度、計画はあるでしょうけれども、都城の中心

部になるようなところに、土地も安いところが

あの辺はあるわけですから、その辺に建設され

るように計画をお願いしたいというふうに思っ

ております。計画はあるんですか。

○水野警務部長 具体的に何署というものは、

特には今のところは。えびの署のとにかく建設

をということでございます。他の署につきまし

ては、具体的にというか、警察活動をしっかり

行っていく上で必要があれば、当然建てかえを

要望していく必要はございますし、そこは都城

署なのか、どこの署なのかというのは定かでは

ございませんが、いずれにいたしましても、皆

さんとともに御理解をいただきながら警察署の

整備等を行っていきたいというふうに思ってお

ります。

○押川委員 信号機のことで１カ所、新名爪の

矢印による信号機を設置していただいて物すご

い渋滞してるんです、あれ。西都方面あるいは

直進の住吉、それで渋滞と。余り長いもんです

から、民間の庭といいますか、左折のときにそ

こを通る人たちも結構おるということで、何か

あそこをもとの信号機に戻していただくとあり

がたいがというような声を私は大分聞いてます。

何かそこらあたりで、もし、あれば教えてくだ

さい。

○鳥井交通部長 新名爪の交差点につきまして

は、非常に交通量も多いし、これまで人身事故

も多かったんです。去年か、おととしでしたか、

歩車分離の信号表示に切りかえました。御案内

のとおり歩行者と車を完全に分離する、歩行者

が横断中は車を通さないということで、その結

果、事故そのものは減少してきておるところで

ございます。ただし、この歩車分離の一番のネッ

クというのは、歩行者が横断する際は全て赤で

とめるもんですから、信号表示のサイクルが一

つふえるということで渋滞が出るというのが

ネックとなっております。これにつきましては、

うちのほうも常時交通管制、現場の状況等を勘

案しながら状況は見ておるところです。ことし、

江平５差路も歩車分離を取り入れてやったとこ

ろ、当日、しばらくの間、大きな渋滞が発生し

たところなんですけれども、信号のサイクルを
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変えながら、試行錯誤をやっておるところでご

ざいます。安全性については、事故が減少して

るということは事実でございますので、その点

は御理解をいただけばというふうに思っており

ます。

○押川委員 ありがとうございます。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、以上をもち

まして警察本部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れ様でした。

暫時休憩をいたします。

午前11時18分休憩

午後０時58分再開

○西村委員長 委員会を再開をいたします。

当委員会に付託をされました当初予算関連議

案等について局長の説明を求めます。

○四本企業局長 企業局でございます。よろし

くお願いいたします。

それでは、企業局の提出議案等につきまして

説明をさせていただきます。

お手元に配付をしております文教警察企業常

任委員会資料の表紙をめくっていただきまして、

目次をごらんください。

今回、提出しております議案は、まず、予算

議案といたしまして、左ページの中ほどにあり

ます丸印がついておりますが、議案第17号「平

成27年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算」、

それから、議案第18号「平成27年度宮崎県公営

企業会計（工業用水道事業）予算」、議案第19号

「平成27年度宮崎県公営企業会計（地域振興事

業）予算」の３件を提出しております。

このほか、目次の右側にあります、その他報

告事項といたしまして、宮崎県企業局経営ビジョ

ンほか１件について報告をさせていただきます。

それでは、私から予算議案の概要について御

説明いたします。

資料の１ページをお願いいたします。

平成27年度宮崎県公営企業会計当初予算（案）

のポイントでありますが、今回は３点掲げてお

ります。

１点目は、電力システム改革に備える取り組

みの推進であります。これは、国において進め

られております電力システム改革の進展に備え、

水車発電機等の発電設備や変電設備等の改良に

よる電力の安定供給に資する取り組みを推進す

るものであります。

２点目は、再生可能エネルギーの開発・導入

といたしまして、治水ダムの活用による小水力

発電の開発や新たな開発地点の調査など、再生

可能エネルギーの開発・導入に向けた取り組み

を推進するものであります。

３点目は、地域貢献に資する取り組みの推進

として、本県産業経済の振興と住民福祉の増進

という企業局設置の理念に基づく地域貢献に資

する取り組みを推進するものであります。

なお、それぞれの主な事業については、枠囲

みのとおりでございます。

次に、２ページをお願いいたします。

平成27年度宮崎県公営企業会計当初予算（案）

の概要であります。

（１）の電気事業であります。

来年度の業務の予定量といたしましては、５

億297万2,000キロワットアワーの供給電力量を

予定しておりまして、その結果、収支残は、黒

い太枠で囲んでいるところでありますが、３

億2,585万8,000円としております。

（２）の工業用水道事業であります。

来年度の業務の予定量としましては、4,123
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万2,828立方メートルの総給水量を予定しており

まして、その結果、収支残は390万1,000円とし

ております。

（３）の地域振興事業であります。

来年度の業務の予定量といたしましては、３

万3,500人の施設利用者数を予定しておりまし

て、その結果、収支残は317万1,000円といたし

ております。

私からは以上でありますが、詳細につきまし

ては、担当課長から説明をさせますので、よろ

しくお願いいたします。

○沼口総務課長 それでは、私のほうからは、

今回提出しております予算議案の詳細を御説明

をいたします。

委員会資料の３ページをお開きいただきたい

と思います。

議案第17号「平成27年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。年間供給

電力量は過去30年間の平均をもとに、５億297

万2,000キロワットアワーといたしております。

（２）の収益的収入及び支出であります。事

業収益は、47億7,811万円としております。

１つ下の営業収益は、44億757万9,000円で、

主なものは電力料であります。この電力料は、

九州電力と昨年の３月に妥結いたしました卸供

給電力料を計上しております。26年度に比べ２

億7,200万円余の増としております。

附帯事業収益は1,064万8,000円で、主なもの

は固定価格買い取り制度を活用いたしました小

水力発電と太陽光発電の電力料であります。

財務収益は１億7,356万9,000円で、主なもの

は受取利息であります。

営業外収益につきましては、7,094万8,000円

で、長期前受金戻入等であります。

特別利益は１億1,536万6,000円で、大規模修

繕のために引き当てている引当金の超過分を取

り崩すことによるものであります。

事業費は44億5,225万2,000円といたしており

ます。

１つ下の営業費用は、41億5,768万6,000円で、

主なものは職員給与費や減価償却費であります。

附帯事業費用は2,160万7,000円で、小水力発

電や太陽光発電に係る費用であります。

財務費用は１億1,415万6,000円で、企業債の

支払い利息でございます。

営業外費用は１億880万3,000円で、消費税及

び地方消費税納付額等であります。

それから、２つ下の予備費は5,000万円で、こ

の結果、収支残は３億2,585万8,000円となり、26

年に比べ３億740万円余の減となっております。

これにつきましては、特別利益が５億4,000万

円余の減となったことが大きく影響するもので

ございまして、これは民間企業の会計制度との

整合性を図るため、国におきまして改正されま

した新公営企業会計制度への移行に伴いまして、

超過となった引当金を平成26年度には特別利益

に計上したことによるものでございます。

次に、４ページをお願いいたします。

（３）の資本的収入及び支出であります。こ

れは、施設の建設改良工事のように支出の効果

が長期間にわたるものなどについての収支をあ

らわしております。

資本的収入は、27億3,030万8,000円としてお

ります。２つ下の貸付金返還金27億1,049万4,000

円は、一般会計等からの返還金で、これ、口蹄

疫復興中小企業応援ファンド貸付金、部局のほ

う20億円貸し付けをしておったわけなんですが、

これが戻ってくるということでございます。

その下の工事負担金1,981万3,000円は、共有
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施設の負担金であります。

資本的支出は、41億6,157万4,000円といたし

ております。

１つ下の建設改良費は、28億3,123万1,000円

でございまして、これは、水車発電機更新工事

等であります。

１つ下の企業債償還金は５億7,732万8,000円、

その下の貸付金は６億5,300万円、その２つ下の

予備費は１億円で、この結果、収支残は14億3,126

万6,000円の収支不足となりますが、米印のとこ

ろをごらんいただきますと、建設改良積立金10

億9,728万4,000円などを財源として補塡するこ

とといたしております。

５ページをお願い申し上げます。

議案第18号「平成27年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。年間総給

水量は、14社との契約水量を踏まえまして、4,123

万2,828立方メートルといたしております。

（２）の収益的収入及び支出であります。事

業収益は、３億9,112万1,000円としております。

１つ下の営業収益は、３億3,606万4,000円で、

主なものは給水収益でありますが、経営見直し

についての検討を行った結果、契約水量を見直

しましたことによりまして、前年度に比べまし

て1,400万円余の減となっております。

営業外収益につきましては、5,505万7,000円

で、主なものは受取利息ということでございま

す。

事業費は、３億8,722万円といたしております。

１つ下の営業費用は、３億6,467万8,000円で、

主なものは職員給与費や減価償却費でございま

す。

営業外費用は、1,254万2,000円で、主なもの

は消費税等であります。

２つ下の予備費につきましては、1,000万円で、

この結果、収支残は390万1,000円となり、26年

度に比べ４億1,300万円余の減となっておりま

す。これは、特別利益が３億7,800万円余の減と

なったことによるもので、電気事業会計と同様

に、新公営企業会計制度移行に伴うものであり

ます。

６ページをお願い申し上げます。

（３）の資本的収入及び支出であります。

資本的収入は、他会計借入金６億5,300万円で、

一般会計借入金を早期返済するために、電気事

業会計から借り入れるものでございます。

資本的支出は、８億3,574万5,000円としてお

ります。

１つ下の建設改良費は、1,561万7,000円、そ

の２つ下の借入金償還金は、７億9,752万7,000

円で、一般会計及び電気事業会計への元金償還

であります。

１つ下の予備費は、1,000万円で、この結果、

収支残は１億8,274万5,000円の収支不足となっ

ておりますが、米印のところをごらんいただき

ますと、２つ目なんですけれども、借入金償還

積立金１億52万7,000円などを財源として補塡す

ることとしているところでございます。

７ページをお願いいたします。

議案第19号「平成27年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。年間施設

利用者数は、第３期指定管理期間の設定目標で

ある３万3,500人といたしております。

（２）の収益的収入及び支出であります。事

業収益は、2,484万7,000円といたしております。

１つ下の営業収益は、2,172万6,000円で、主

なものは施設利用料であります。

営業外収益は、312万1,000円で、主なものは
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受取利息であります。

事業費は、2,167万6,000円としております。

１つ下の営業費用は、1,930万6,000円で、主

なものは減価償却費であります。営業外費用

は、137万円で、主なものは消費税等であります。

２つ下の予備費は100万円でございまして、こ

の結果、収支残は317万1,000円となり、26年度

に比べ3,300万円余の減となっております。これ

につきましても、特別利益が3,300万円余の減と

なったことによるものでございまして、先ほど

来の電気事業、それから工業用水道事業会計と

同様に、新公営企業会計制度移行に伴うもので

ございます。

８ページをお願いいたします。

（３）の資本的収入及び支出であります。

資本的収入は、出資金返還金70万円で、一ツ

瀬川県民スポーツセンターの一般財団法人移行

による返還金であります。

資本的支出は、1,839万4,000円としておりま

す。

１つ下の建設改良費は、542万6,000円、その

下の借入金償還金は、996万8,000円で、電気事

業会計への元金償還ということになっておりま

す。

１つ下の予備費は300万円で、この結果、収支

残は1,769万4,000円の収支不足となりますが、

米印のところをごらんいただきますと、借入金

償還積立金の891万円などを財源として、こちら

を補塡していることとさせていただいておりま

す。

９ページに移りたいと思います。

主な新規・重点事業であります。

まず、新規事業「電気ダム諸量演算装置整備

事業」であります。

諸量演算装置といいますのは、ダムへの流入

量やダムからの放流量を計算する装置でありま

すが、これが設置後20年以上が経過しておりま

すことから、最新の機器を導入するものであり

ます。

予算額は、１億9,528万6,000円で、エの事業

箇所は、古賀根橋ダムと寒川ダムの２カ所を予

定しております。事業効果といたしましては、

ダム放流業務の信頼性の向上が図られるもので

あります。

10ページをお願いいたします。

新規事業「渡川発電所大規模改良事業」であ

ります。

渡川発電所は、昭和30年の運転開始から60年

を経過しておりまして、図の発電機や水車等の

主要機器などに老朽化が見られることから、最

新の機器を導入するものであります。

予算額は、１億4,664万6,000円で、ウの事業

期間は、27年度から32年度までを予定しており

まして、27年度は取りつけ道路工事と発電設備

一括更新工事の基本設計を行うものであります。

事業効果として、発電所の総合的な運転信頼

性の向上と発生電力量の増加が見込まれるもの

であります。

11ページでございますが、「企業局再生可能エ

ネルギー導入事業」であります。

昨年度に引き続き、再生可能エネルギーの有

効活用を図るため、小水力発電等の導入に取り

組むものであります。

まず、日南ダム発電所建設工事につきまして

は、予算額６億6,877万8,000円で、エの事業内

容は、県内の治水ダムでは初の取り組みとして、

日南ダムに小水力発電所を建設するものであり

ます。

次に、小水力発電導入可能性調査につきまし

ては、予算額1,922万8,000円で、エの工事内容
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は、治水ダムなど小水力発電の導入の可能性の

ある地点について調査をいたしますとともに、

市町村等の導入に向けた調査等の支援を行うも

のであります。

事業効果として、これまで未利用だった再生

可能エネルギーの有効活用や導入促進が図られ

るものでございます。

12ページに移りますが、新規事業「企業局施

設活用促進・ＰＲ事業」であります。

局施設の一般開放による県民の利用を促進い

たしますとともに、広く企業局の事業をアピー

ルするもので、予算額は500万円であります。

エの事業内容でございますが、①の県電ホー

ル・ギャラリーに、新たに舞台やピアノ等を整

備することにより、会議だけでなく、コンサー

トなどの利用拡大を図るとともに、②の元気チャ

ージ！若者世代ゴルフ交流推進事業として、20

代の若い人たちの、主にゴルフ初心者の方たち

になるわけなんですが、そういった方々の交流

事業を通じて若者世代のゴルフ人口の増加とゴ

ルフ場の利用拡大等を図るものであります。

下のほうの新規事業「一ツ瀬川県民ゴルフ場

開業25周年記念事業」であります。

一ツ瀬川県民ゴルフ場が平成２年11月の開業

から25周年を迎えるため、日ごろの利用に感謝

するための記念事業を行うものでございまして、

予算額は101万7,000円であります。

エの事業内容は、親子ゴルフコンペなどの記

念コンペを予定してるところでございます。

13ページをお願いいたします。

その他、主要事業といたしまして、（１）の祝

子発電所水車発電機更新工事・精密点検工事と

いたしまして、12億5,988万8,000円、（２）の水

力発電所等施設の整備として、９億5,739万6,000

円、（３）の緑のダム造成事業として、１億755

万9,000円、（４）の試験研究機関連携推進事業

として、900万円を計上いたしております。

最後に、参考といたしまして、知事部局等へ

の経費支出予定額を記載しておりますが、合計

で15億6,184万3,000円となっておりますが、前

年度とほぼ同額の支出をすることといたしてお

ります。

平成27年度当初予算につきましては、以上で

ございます。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

議案についての質疑はございませんか。

○髙橋委員 地域振興事業予算の関係で、職員

給与費です。これ、どういうふうに捉えたらい

いんでしょうか。そこ、指定管理者になってま

すよね。７ページの事業費の営業費用、職員給

与費が96万になってます。

○喜田経営企画監 地域振興事業の職員給与費

のところでございましょうか。こちらにつきま

しては、ゴルフ場の現地におります職員は、全

て指定管理者ですので、こちらは企業局の本局

のほうで契約とか、いろんな手続関係をする分

の人件費を計上しておりまして、0.1人分という

ことで計上させていただいております。

○髙橋委員 22条職員っていうことですか。

○沼口総務課長 こちらにつきましては、恐ら

く指定管理者の方の給与関係の御質問であろう

かと思うんですけれども、昨年も現地調査のと

きにそういう御指摘をいただきまして、直接指

定管理者の支配人も聞いておりますし、我がほ

うからもそういったお話があったと。これはま

とめておりますので、認識は非常に持ってるの

かなというふうに思っております。

○四本企業局長 ちょっと補足といいますか、

ここの職員給与費といいますのは、あくまで企

業局の職員の給与費でございます。そして、企
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業局の総務課の職員が地域振興事業の関係の事

務をやっております。ただ、その職員は、これ

ばっかりやってるわけではございませんので、

その業務量に比例をして10分の１といいますか、

それをこの企業会計から給与費として出してい

るということでございます。

さっき、委員がおっしゃいましたような22条

職員のということではございません。

○髙橋委員 わかりました。

９ページの新規事業ですけど、財源に負担金

がありますが、これ、どこから負担金を取るん

ですか。

○新穗工務課長 工事箇所が古賀根橋ダムと寒

川ダムということになっておりますけれども、

このうち古賀根橋ダムにつきましては、国営綾

川総合土地改良区との共同施設という位置づけ

になっております。したがいまして、割合が大

体２割程度なんですけれども、古賀根橋ダムの

工事費の約２割程度を国営綾川総合土地改良区

からいただくということで計上をしております。

○髙橋委員 寒川ダム、そういったことなんで

しょう。それで、いわゆる最新機器の導入とい

うことなんでしょうけど、ほかのダムはいっぱ

いあるわけで、他の状況はどうなってるんでしょ

うか。

○新穗工務課長 この工事は、企業局が管理し

てるダムの諸量演算装置の更新ということでご

ざいまして、ほかの多目的ダムは、県土整備部

のほうで管理をされてますので、そちらは、時

期が来たら県土整備部のほうで適正に更新され

てるというふうに考えております。

○髙橋委員 いや、企業局が管理する電気ダムっ

ていうのはほかにございますよね。そういった

ところを聞きたい。

○新穗工務課長 古賀根橋ダム、寒川ダム、そ

れから延岡の浜砂ダム、３つが企業局の管理し

てる電気ダムということです。

○髙橋委員 じゃ、その延岡のやつは整備がも

う終わったのか、将来的にあるのか、そこを教

えてください。

○新穗工務課長 浜砂ダムにつきましては、ゲ

ートがないダムでして、上から水が来たらその

ままこぼれるタイプですので必要ないというこ

とでございます。

○髙橋委員 了解しました。

11ページです。小水力発電導入可能性調査と

いうことで予算計上があるわけですけど、状況

の変化でコスト高になることが想定されますか

ら、日南ダムはたまたま状況が変わる前の事業

ですからコストはそんなにかからんのでしょう

けれども、いわゆる、これ調査をされるという

ことは、可能性のある地点っていうことで説明

書きがあるんですけど、もっと可能性として期

待をしていいものかどうか。無駄な調査、こん

な言い方したら失礼ですけど、本気で調査をさ

れるのか。そこを確認します。

○四本企業局長 今、考えております地点は、

日南ダムのところに発電所を建設中でございま

すが、ここなんかと比べますと、かなり地形が

急峻でございます。発電所をつくるとなると、

何といいますか、ダムの真下の川底みたいなと

ころに発電所ができるわけですけれども、そこ

にどうやっていくか、取りつけ道路をどうする

かという問題とか、かなりございます。これは、

正直なところ、ちょっとやってみないと、調査

をしてみないと、事業化して採算が取れるかど

うかというのはわからないところがございます。

だから、調査をしたから必ずそれが発電所とし

て建設するのかと言われると、そこまでは言え

ないのではないかなと考えております。
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○髙橋委員 私が申し上げてる意味は、いわゆ

る送電網の関係で、容量の云々問題が起きたじゃ

ないですか。日南ダムは手続が早かったから400

万円ぐらいの程度の額でできたんだけど、今か

ら手がける小水力発電になると、その辺のコス

トが物すごい上がるから、多分日南ダムが最初

で最後じゃなかろうかと、そういうやりとりも

したような記憶があったもんだからちょっと聞

いてみました。

○新穗工務課長 今おっしゃられたとおり、日

南ダムは間に合いましたけれども、これからつ

くる発電所については、御存じのとおり九州電

力の送電線網の工事負担金が相当高額になる可

能性もあるということでございまして、発電所

の建設そのものの可能性については、土木関係

とか、そういうふうに着々と進められる部分も

あるんですけれども、ただ、九州電力につなぐ

ための費用、ここら辺がどうなるかというとこ

ろで、建設できるかできないかも大きく左右さ

れる可能性も残っておると考えております。

○髙橋委員 何かどうも悩ましい予算計上だな

と思いながら。何て言えばいいんでしょうか。

調査はやられるということですから、状況はしっ

かり把握した上でやられたほうが。

○四本企業局長 確かに、そういう意味では実

現されるのかどうかもちょっとわからない状態

での予算ではありますが、ただ、企業局全体と

いたしまして、今、新しいものをつくるという

のがなかなかないわけです。昔は新しいダムが

できて、新しい発電所をつくってというところ

がどんどんあったわけですが、今はもう、過去

につくった発電所なりを維持修繕するというこ

とが、もうほとんど業務の中心になっておりま

す。ただ、職員の覇気とか、いわゆるやる気と

かそういうことを考えますと、なるだけ小さい

ものではあっても新しいものをつくっていくと

いう考え方を取り入れていかなきゃいかんと

思っておりまして、そういう意味で、日南ダム

というのは久々の新しい発電所っていいますか、

そういうことで今、できつつあるわけですが、

それ以外ももし可能性があるのであれば、やっ

ぱり検討をして、いろいろ検討の結果、事業化

して採算が取れるのであれば、それはやはりつ

くっていくほうがいいのではないかと、そうい

うふうな考えであります。

○髙橋委員 了解しました。将来のことも想定

をしておけば、それは調査に無駄はないと思い

ますんで、よろしくお願いします。

最後にします。企業局のＰＲ事業ですけど、

なかなかいいことをされるなと思って聞いてお

りましたが、これ、ホールを使うときに利用料

とか使用料というのは取られるもんなんでしょ

うか。

○沼口総務課長 使用料等については取ってお

りません。民間の方が使用される場合も取って

おりません。

○髙橋委員 いや、今回、ピアノなんか新しく

置かれるじゃないですか。今までは取ってない

が、ピアノを使ってもらっても、今後も取らな

いっていうことでよろしいんですね。

○沼口総務課長 最近、民間のそういった音楽

関係の方とかがいろいろ使用されるようになり

まして、やはりほかの楽器は持ち運びができる

けれども、例えば、合唱を練習するときにはピ

アノがあったほうがいいとか、いろんな要望が

ございまして、余り高いものは買えませんが、

そういうものを購入していきたいと考えており

ます。以後につきましても、使用料を徴収する

というような考えはございません。

○髙橋委員 わかりました。
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13ページの緑のダム造成事業なんですけど、

これ、もしわかってれば、27年度、何カ所、ど

こをっていうところまで教えていただくとあり

がたいですが。未植栽地、水源涵養機能を高め

る整備ですか。

○沼口総務課長 結論から言いますと、毎年毎

年、これは地元の森林組合の方が非常に詳しい

ということで、その方たちに買収の適地を御相

談を申し上げたり、どのあたりに植栽をしたり

というようなことを相談しながら進めていって

まいっております。

ちなみに、20年間で、ダム上流の土地の1,000

ヘクタールを考えておるわけなんですが、現在、

９年たちまして、約半分まではちょっと行かな

いんですけど、422ヘクタール、20年間で1,000

ヘクタールで、９年間で422ヘクタール、それか

ら植栽につきましては、166ヘクタールぐらいは

今、植栽が済んだところでございます。

※27年度の目標といたしましては、大体３カ所

ぐらいで66ヘクタールぐらいが購入できればい

いのかなというふうに考えております。

○髙橋委員 わかりました。

○山下委員 11ページの小水力発電導入可能調

査の件でちょっとお聞きしたいんですが、農政

サイドで、幾つか県内にかんがい施設のダムが

できてますよね。何カ所あるんかな、五、六カ

所ぐらいできてるんじゃないかなと思うんです

が、いわゆるこういうところも調査対象になっ

てるんですか。

○新穗工務課長 発電所がつくれそうなダムに

は農政のほうがもう既に発電所をつくってると

いう状況があったりして、企業局のほうで調査

してる対象の中には、国の農政のダムとか、そ

ういったものは入っておりません。

○山下委員 農政サイドは、もちろん費用対効

果で可能なところの調査をしてると思うんです

が、企業局として、もうこれだけ財政豊かな企

業局ですから、太陽光でも何でももうちょっと

精力的な、せっかくあれだけの貯水量を持って、

農政がやってる事業と企業局がやられる事業っ

ていうのはちょっと温度差があるのかなと思う

んですが、全く対象にはされてないんでしょう

か。今後も検討の余地もないんですか。

○新穗工務課長 今、申したのは国営のダムと

かの話でしたけれども、小さい土地改良区あた

りが水路とかそういうのを持ってますので、そ

こを利用した発電とかはできないかということ

は市町村等を通していろいろ調査しております。

ただ、現実問題として、どこも水量が少なかっ

たり、冬場に水が流れないとか条件がちょっと

厳しくて、現実として、発電所がつくれるとい

うところまでいくような場所がなかなか見つか

らないということがございます。

○山下委員 地方創生という、国が新たな事業

も起こしてますから、市町村ともちょっと積極

的に、どんどん地方から人がいなくなる中で、

調査をもうちょっと積極的にやって、何かつな

げていただくとありがたいと思ってます。

それから、３ページの議案第17号の中の説明

を受けた中で、事業収益の電力料、附帯事業収

益なんですが、ここの収入が小水力と太陽光

で1,000万円の利益があって、収入があって、事

業費の中で、これ予算でしょうけど、逆に2,100

万円の、費用が倍ぐらい違うんですが、このこ

との説明をちょっとお願いしたいと思います。

まだ、事業年度途中なのかな。そこをちょっと

説明して。

○沼口総務課長 ちょっと時間をいただいて、

調べて御回答を申し上げたいと思いますので。

※80ページに発言訂正あり
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○押川委員 ３ページ、今、収益的収入及び支

出ということで見させていただいておりますが、

先ほどありましたとおり、特別利益、昨年度が

６億5,600円で、本年度は、この引当金の超過分

を取り崩してることで１億1,500万余であります

けれども、この特別利益の中身をちょっと教え

てください。

○沼口総務課長 こちら、会計基準が変わりま

して、こういった引当金が引当金として積めな

くなったというようなのが前提にございまして、

６億5,629万2,000円の内訳を言いますと、退職

給与引当金が５億8,571万7,000円、渇水準備引

当金が7,004万円、修繕準備引当金が53万5,000

円と、中身につきましては、そういうような内

容になっております。

○押川委員 これ、引当金が積めなかったのは

わかってるんですけど、本年度の１億1,536

万6,000円はどういう内容ですか。

○沼口総務課長 今年度の１億1,536万6,000円

につきましては、これ、祝子発電所のオーバー

ホール、発電機を全部分解してから再点検する

わけなんですが、全体を分解してやるもんです

からかなりな金額がかかると。そちらの額でご

ざいます。

○押川委員 利益っていうところで質問してる

んですけど。分解をして、特別利益はどういう

ものなんですか。特別利益、１億1,536万6,000

円、これ、特別な何か利益が出てるわけでしょ

う。引当金はもう積まないということでマイナ

スはわかるんですけど。

○沼口総務課長 建設改良とか別に引当金がご

ざいまして、そちらのほうから、こちらの収益

的収入のほうに利益として計上させていただい

ておるというようなことでございます。

○押川委員 先ほど言われた退職とか、いろん

なものの部分はもうだめだけど、この引当金の

１億1,500万円っていうのは、これは毎年、特別

利益として上げてもいいんですか。

○沼口総務課長 例えば、幾らかの引当金は、

これは通常の会計基準とは合わないというよう

なことで、そちらに合わせなさいというような

ことになったわけなんですけれども、こういっ

た建設改良の積立金とか大規模工事につきます

引当金については、以前同様、引当金のほうに

積み立てができますので、そちらのほうから持っ

てきたというようなことでございます。

○押川委員 ちなみに、そちらの積立金ってい

うの、今、大体どれぐらいあるんでしょうか。

○沼口総務課長 建設改良積立金、これ、電気

事業ということになりますが、平成26年末で45

億5,751万2,000円ございます。

○押川委員 じゃ、それは、この事業収支の中

での、もし赤字が発生すれば、そちらからまた

補塡ができるということでの積み立ては十分あ

るということでいいわけですね。

○沼口総務課長 こういった建設改良積立金も

ございますし、減価償却費、現金支出を伴わな

いやつがかなり積み立てとして残っております

ので、大工事が入っても企業局のほうは十分対

応できるのかなというふうに考えております。

○押川委員 電力料の営業収益の中で、昨年と

すると２億7,200万円ぐらいプラスなんですが、

電気料金の差額とか、そういうのはどうなんで

すか。あわせて、今１キロワットはどのくらい

で買ってもらっているのか。

○沼口総務課長 電力料金につきましては、電

力量自体は去年とことしは変わらないと。ただ、

電力料金が上がってるのはなぜかという御質問

だろうと思いますが、実は、電力料金につきま

しては、２年に１回、交渉をしておりまして、
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去年の予算の時期、ちょうど３月ぐらいに九電

と電力料金が決まりまして、今の御時世でござ

いますので、かなり電力会社も厳しいだろうと。

厳し目に電力単価といいますか、それを予想し

ておりまして、予算にはそれを出したと。とこ

ろが、３月末に決まった段階では、こちらの予

想よりか高い料金で買ってもらえるということ

で、今年度につきましては、その料金で計上さ

せていただいておるということでございます。

○押川委員 わかりました。

資本的収入及び支出の関係ですけれども、こ

こにありますとおり、貸付金返還金あたりと中

小企業応援ファンドの分がもう返ってくるとい

うことで、27億円であります。収入と支出を引

いて14億3,100万円ぐらいの支出残ということ

で、こちらのほうからの補塡をされるわけです

けれども、先ほどあった、建設改良積立金、そ

ういったものをここに持ってきて、資本的収支

の中ではプラスを出されるというか、帳尻が合

うということですね。それでできるわけですね。

○沼口総務課長 おっしゃられるとおりでござ

います。これ、長年にわたりまして、先ほど言

いました建設改良積立だけじゃなくて、減価償

却費なんかは例年、これ、マイナスが支出のほ

うに出るんですけれども、現金支出が伴いませ

んので、それをずっと内部留保いたしまして、

そういったので将来の大工事に備えるというよ

うな手法をとっております。

○押川委員 ５ページの工業用水道事業であり

ますけれども、これも、給水収益、逆に今度は

マイナスの1,451万5,000円ということで、14社

で、これは１立方当たり何円ぐらいで、どうなっ

てるか、ちょっとわかれば。主なもので結構で

す。

○喜田経営企画監 まず、工業用水道の給水収

益が1,400万円ほど減少してる理由でございます

が、こちらにつきましては、現在、私どもの工

業用水は、ほぼ設備の能力の全量を契約してい

ただいておりますが、実際企業が使ってる水が、

その４割程度に低迷しておりますので、その差

の契約について削減してほしいという要望がご

ざいまして、その分を応えるために契約水量の

見直しを今、やっておりまして。それに伴う給

水量の減少でございまして、丸々使った分につ

きましては10円40銭、契約の分、使わない分に

つきましては、４円50銭いただいているんです

が、このあたりを今、見直しをしている関係で、

私どもの工業用水も経営が順調なものですから

約2,000万程度収入を減少させるということで、

今、調整をしてるものを反映しての給水収益で

ございます。今、2,000万円減少させると言いま

した中で、実際1,400万円しか減っていないとい

うのは、実は、給水量は若干伸びておりまして、

その分の増収が600万円程度入ってる関係で、こ

こでは1,400万円のマイナスというのが立ってい

るところでございます。

○押川委員 現在、14社ですけれども、まだ、

これ供給してほしいというような会社あたりは

どういう状況なんでしょうか。あるんですか。

○喜田経営企画監 現在のところ、新しい受水

企業は特にはまだございません。

○押川委員 この事業費の中で、職員給与

費7,000万円ということで351万2,000円増なんで

すが、職員数等がわかればちょっと教えてくだ

さい。それと、この増額の内訳。

○喜田経営企画監 こちらの人数のほうは6.9名

でございまして、先ほど話が出ました地域振興

事業と、１人が１割と９割で案分されてる関係

で、6.9名ということでございます。

この金額が増加しておりますのは、何分人数
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が少ないものですから、人が入れかわる関係で

ちょっと前後いたしまして、これが昨年の10月

の原因でやった関係で、こういうふうに差が出

てきてるものでございます。

○押川委員 もう一度、人数は何名ですか。

○喜田経営企画監 6.9名でございます。

○押川委員 ここで、先ほども出たように、特

別利益、そして特別損失はもうなくなるという

ことで、こちらのほうは、もう先ほどの整理と

いうことで了解をしておきたいと思います。

それから、19号においてでありますが、先ほ

ど、一ツ瀬川県民ゴルフ場の25周年の記念行事

をされるということで100万円ぐらいあるわけで

ありますが、この親子ゴルフコンペ、大体どの

くらいの組数の予定をされていらっしゃるのか。

○喜田経営企画監 募集してみないとわからな

いんですが、大体50ペア、100名程度を想定して

おります。

○押川委員 これは、１日で終わりということ

でよろしいですか。

○喜田経営企画監 はい。１日を予定しており

ます。

○押川委員 例えば、この25周年の記念事業、

収益収支及び支出の中でのこの表には出てこな

いということでいいんですか。本来であれば計

画ですから、何かどこかにそういうものが出て

くるのかなと思って、これ見てるんですが、な

かなかないなと思いまして。

○喜田経営企画監 収益的収支の中には入って

おります。場所は、事業費の営業費用のその他

の部分に入っております。

○押川委員 わかりました。いいです。

○沼口総務課長 先ほど髙橋議員の御質問の中

で、緑のダム造成事業に係る部分だったんです

けれども、私、26年度以降の数値をお答えした

というようなことでございまして、議員の御質

問は27年度というようなことであったというよ

うなことでございます。予算上は大体1,000ヘク

タールを20年間で買うということで、1,000ヘク

タールでございますので、大体年間50ヘクター

ル、20で割ると50ヘクタールを予定しておりま

す。

それと、緑のダムにつきましては、かなり、

もう１億円以上の予算が組んでございますが、

これにつきましては、植林、下刈り、そういっ

た、地元の森林組合を通して地元の方にお願い

するといった事業がかなり入ってございますの

で、これぐらいの予算計上になるというような

ことでございます。

○髙橋委員 さっきは、３カ所、66ヘクタール、

これは26年度のデータ。

○沼口総務課長 26年度の買収面積でございま

すが、現在、予定しております26年度以降の数

値を私のほうが答えてしまったというようなこ

とでございまして、その66につきましては訂正

をさせていただきたいと思います。失礼いたし

ました。

○髙橋委員 要するに、まだ森林組合との協議

とかをするわけだから、まだ、今のところは決

まってないということでしょう。

○沼口総務課長 これ、御指摘のとおり、将来

のことは、まだ森林組合のほうと協議をさせて

いただきながら候補地を探していくというよう

なことでございます。

○喜田経営企画監 失礼します。先ほどお答え

できなかった電気事業会計の附帯事業収益と附

帯事業費用の差のことでございますが、収入の

ほうは、固定価格買い取り制度ですので20年間

同じような収入が入ってまいります。一応、費

用につきましては、減価償却とかの関係で、当



- 81 -

平成27年３月５日(木)

初が高くてだんだん安く低減してまいります。

また、この対象となっている水力発電所、太陽

光等がまだ新しいものですから、現状ではマイ

ナスが立っておりますが、だんだん後半になる

とプラスになってまいります。また、来年度に

は日南ダム発電所も完成いたします。こちらは

非常に採算性がいい発電所でございますので、

それ以降は全体としても黒字になってくるもの

と考えております。

○山下委員 附帯事業費用で、26年と、ことし

の計画と、400万円ふえてるんですよね。これは、

どれぐらいまでふえてる。今、これ、実施になっ

てから何年になるんですか。

○喜田経営企画監 一番大きな祝子第二発電所

ができまして、今３年でございます。この400万

円が増加してあるのは、単年度的な点検費用で

ふえたものでございまして継続的にふえたわけ

ではございませんので、再来年度以降はこの分

は減少になろうかと思います。

○山下委員 これだけ400万円もふえたっていう

の、１カ年で何の問題があったんですか。まだ、

新期スタートしたばっかりやけど。

○喜田経営企画監 この祝子第二発電所は大変

小さな水車を使っておりまして、営業開始後、

わかったんですが、時々ごみが詰まったりして

不都合が出ておりますので、その関係を調べる

費用を来年度、計上しているものでございます。

○山下委員 費用はふえる見通しなの。小水力

をやって、ふぐあいが高いということですか。

○喜田経営企画監 残念でございますが、ここ

につきましては、ちょっと費用がかかってしまっ

たということでございます。

○山下委員 収入は1,000万円ぐらいでずっと維

持していくわけでしょう。また、日南ダムのこ

ともつけ加えられましたけれども、それは別と

して、現況を見る限り、先ほど400万円ぐらい、

ふぐあいの修理費が出た、見込みより要したと

いうことですが。費用は、昨年、決算で1,600万

円ということは、収入がふえないことには1,600

万円の固定費用がかかっていく中では、私は、

ちょっとそこの見通しはどうなのかなという思

いで聞いてるんですけど、もうちょっと明快な

説明できんとかな。

○喜田経営企画監 来年度、日南ダム発電所が

稼働した後は約8,000万円近い、年間の収入が増

加いたしまして、費用が……。

○山下委員 そこのことは関係ないですよね。

減価償却費がっていうことだったんですが、だっ

たらマックスどれぐらいふえていくのか。小水

力っていう大きな事業を、まだ今から進行しよ

うというときに、また、まだ調査もされていく

わけですから、今、スタートしてきてこの収入

と費用のこともちょっと、減価償却があるんだっ

たら、もうどれぐらいマックスかかっていくの

か。だって、1,600万円の経費がまたずっと続い

ていくんだったら、日南ダムが仮に稼働したっ

て、新たな問題が発生してくるような気がする

もんですから。そこ、積算をちょっとまた説明

して。

○四本企業局長 祝子発電所のことでございま

すが、詳細はまた後ほど。

一般論で申し上げますと、例えば大きい発電

所ですと、もうそれだけ金もかけて、ごみも当

然ありますけれども、そういうものをぴしゃっ

ともう排除するような、そういうシステムとい

うか、そういう装置をつけて最初からつくって

おりますけれども、小さいやつはどうしてもそ

の辺が、甘いっていったらあれですけれども。

ちょっとした枯れ葉みたいなものでも詰まって

しまうということがあって、なかなか予想外の
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ことがやはりどうしても出てきてしまうんで。

ちょっとたまたま祝子についてそういうことが

あったということであると思いますが、長い目

で見れば、当然ペイはするといいますか、プラ

スにはなるということでございます。

○山下委員 私たちも農政サイドのマイクロ発

電を、用水を使った発電とか、谷川の中につけ

てる発電とか、どこそこ見てきたんです。言わ

れるように、ごみの処理っていうのが一番大き

な問題だということで、クリーニングして入れ

ないといけないとか、それもわかるんですが、

だけど、せっかくこの事業をやってそのことだ

けの問題かなと思うんですけど。今、局長が説

明をされたんですが、それだけのことも、事前

に発電メーカーの人たちも最大限の配慮してる

事業だろうと思うんです、小水力の中でごみの

問題を、除去していくっていうのは。だから、

その辺をもうちょっと、我々も現地もまだ見て

ないから、ちょっと詳しく知りたいがなと、思

いなんですが。

○四本企業局長 詳細につきましては、後ほど。

○山下委員 はい、お願いします。

これは、売電単価は何ぼで契約してるの。太

陽光と小水力の20年の買い取りは、ＦＩＴは何

ぼやったですか。

○新穗工務課長 祝子第二発電所につきまして

は、23円94銭でございます。太陽光は24円とか

ですけれども、祝子第二発電所の場合は、１回、

ＦＩＴが始まる前につくった発電所で、国の補

助金を受けてつくったもんですから、その補助

金分をＦＩＴの単価から控除されて単価が決

まったもんですから、ちょっと中途半端な値段

なんですけれども、23円94銭でございます。

○山下委員 以前は、小水力は九電の買い取り

が８円ぐらいじゃなかったですか。これからし

たらかなりの高額なＦＩＴ価格ですよね。私は、

この収支の差が、これがあること自体がちょっ

とおかしいと思うんですけど、そのことでちょっ

とお聞きしたいんですけど。

○新穗工務課長 確かに、ＦＩＴが始まる前と

かは８円で買うとか、そういうのが相場でござ

いました。ＦＩＴが始まって発電所とかもつく

れるようになったわけですけれども、祝子第二

発電所につきましては、建設費用からすると減

価償却は300万円ぐらい。それに対して年収480

万円ぐらいということで、180万円ぐらいのプラ

スになるという考えで建設しておりますけれど

も、先ほどお話が出たように、想定してなかっ

たごみ詰まりの問題とかで思ったほど発電量が

ふえない。一方で、ごみとりの作業を委託でや

ろうとすると、そこ辺の費用がかかるというよ

うなことがございまして、つくるときに予想で

きなかったものが小水、特にマイクロ水力みた

いな小さい発電所は、一番の問題がごみ問題だ

というところ辺がちょっと気づかされたという

か、そういうところでございます。

○喜田経営企画監 もう少し、御説明させてい

ただきますと、新しい会計制度になりまして、

発電所の減価償却費は補助金をもらった分まで

全額計上することになりまして、祝子第二発電

所ですと約50％も補助がありますので、減価償

却費を２倍計上しております。一方で、売電は

固定額で売った分だけでございまして、補助金

をもらった分は営業外収益で補塡をされてる部

分もございまして。ですから、差し引くと大変

見た目は赤字が多くございますが、実際はもう

少し少ないんですが、ちょっとその辺の数字を

御説明しないとなかなか難しいものですから、

ちょっとお時間をいただいて資料を精査してい

ただきたいと思いますが。
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○山下委員 その減価償却は何年ぐらいかかる

んですか。

○喜田経営企画監 水車発電機は22年でござい

ます。その他土木設備はもっと長いものもござ

いますが、通信関係はもっと短いものもござい

まして、一番大きなものは22年でございます。

○山下委員 ちょっとわからないんですが、減

価償却の落とし方の、これは、27年度から開始

したんですか。契約の時点で始めたんじゃない。

○喜田経営企画監 制度が変わったのは26年度、

今年度からでございます。

○山下委員 26年度で変わったから27年度に減

価償却の引き落とし分を増加したっていうこと。

○喜田経営企画監 26年度から収入も計上して

おりまして、減価償却の分は26年度からでござ

いまして、27年度に増加しますものは、27年度、

臨時的に、目詰まりとかの原因を解消するため

の調査を400万円ほどやるからでございます。

○髙橋委員 いい、関連で。今の説明を聞きな

がら、ちょっとわかったような、わからなかっ

たりしたんですが、減価償却っていうのはだん

だん減っていきます。それ、理屈がわかるから

将来的にはもうペイするんですよって、それは

わかるんです。ただ、当初考えていた機能が働

かない。いわゆるごみとり作業が、最初ごみが

入るもんだから、そういう維持的な改良工事で

１年限りだと思ってたら、ごみとり作業を委託

するというふうにおっしゃるから、だったら、

これずっと続くわけじゃないですか。だから、

四、五百万円の、当初考えてなかった経費って

いうのが上乗せ的に続くということで理解しな

いといかんと、山下委員は言ってると思うんで

す。

○新穗工務課長 私、委託というふうに言いま

したけれども、運転開始して初年度、ごみとか

の詰まりがあって、自分たちでごみとりにしょっ

ちゅう行ってたのを委託化しようということで

したわけですけれども、それをずっと続けると

毎年委託費用というのが出てくるわけですけれ

ども、今回、やろうとしてるのは、ごみとりの

委託ではなくて、ごみとりをしないで済むよう

な改善方法がないかを委託に出して調査をしよ

うということで、単年度で400万円出てくるとい

うことになってます。

○山下委員 そういうことやったら、もうちょっ

と説明がぽっと出てこないといけない内容かな

と思ったところでした。もういいです。

○右松副委員長 ちょっと参考に教えてくださ

い。９ページの電気ダム諸量演算装置の整備事

業ですけど、20年以上経過して経年劣化で、最

新の機器を導入ということで、これは結構だと

いうふうに思っておりますけれども、１億9,528

万6,000円ということで、これは、ちなみに入札

なのか、どういうふうな形で契約されたのか、

ちょっと教えてください。

○新穗工務課長 これは来年度の契約になるわ

けですけれども、一般競争入札にかけるという

予定にしております。

○右松副委員長 わかりました。特殊な装置だ

と思うんですけど、ちなみに扱ってる業者って

いうのは、何社ぐらいあるのか、ちょっと参考

に教えてもらうと。

○新穗工務課長 正確に把握しておりませんけ

れども、10社程度はあるというふうに考えてお

ります。ただ、それが全て応札してくるかどう

かっていうのはちょっとわかりませんけれども。

○右松副委員長 わかりました。適正な価格で

お願いします。

○西村委員長 ほか、議案についての質問はご

ざいませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、その他、報

告事項に関する説明を求めます。

○喜田経営企画監 私からは、宮崎県企業局経

営ビジョン案について説明させていただきます。

11月の本委員会におきまして、概要とスケジュ

ールなどにつきましては御説明させていただき

ましたが、本日、お手元にお届けしております

経営ビジョン案のとおり、今回、取りまとめた

ところでございます。この冊子はページ数も多

いことから、後ほどごらんいただくことにいた

しまして、資料のほうで説明させていただきま

す。

委員会資料の15ページをお開きください。

まず、概要でございます。この経営ビジョン

は、企業局における経営の基本方針と各事業の

課題解決に向けた基本的な戦略、将来の投資計

画や財政計画を示すものであります。

次は、計画期間です。今回の経営ビジョンの

計画期間、平成27年度から36年度までの10年間

としておりまして、これまでの５年間から延ば

しておりますが、従来どおり５年目には見直す

こととしております。

次は、経営ビジョンの構成になります。第１

章は、各事業の現状や経営を取り巻く環境、課

題などであります。第２章は、企業局の基本姿

勢とめざす姿であります。第３章は、第２章の

めざす姿を実現するための具体的な取り組みと

なる経営の基本戦略と改良工事や修繕工事など

の投資計画でございます。最後の第４章は、今

後10年間の資本的収支や損益計算書など、計数

的な経営の見通しでありまして、３事業とも今

後も順調な経営を継続し、設備投資に必要な財

源も十分確保できる見通しでございます。

次は、宮崎県企業局経営ビジョン策定第三者

委員会についてでございます。

今回、経営ビジョンの改定に当たりまして、

局外の専門家の視点も取り入れるために、県内

の弁護士、公認会計士、中小企業診断士など有

識者からなる委員会を設置し、意見をいただい

たところでございます。本日の経営ビジョン案

には、その委員会から出された意見も踏まえて

取りまとめております。

続きまして、16ページをごらんください。こ

こでは、経営ビジョンの、主に第１章から第３

章の内容を説明させていただきます。

まず、左上の基本姿勢をごらんください。３

事業共通の基本姿勢として、「健全経営のもとで

県民福祉の増進を図る」ことを掲げております。

各事業の基本姿勢といたしましては、電気事

業が、本県の豊かな水資源を生かした水力発電

で地域に貢献すること、工業用水道事業は、細

島工業団地に工業用水を安定的に低廉な料金で

供給し、産業振興の一翼を担うこと、地域振興

事業は、河川敷を利用したゴルフ場として県民

の健康づくり・生きがいづくりと地域の振興に

寄与することを掲げてまいります。

続きまして、その下の現状のところをごらん

ください。

電気事業は、現在13の発電所で、その最大出

力の合計15万8,035キロワットは、全国に26あり

ます公営電気事業者の中で第３位となるなど、

全国有数の規模を誇っております。

工業用水道事業は、１立方メートル当たり10.4

円と、全国的に見ても低廉な料金で供給をして

おります。

その下の地域振興事業は、平成18年度から指

定管理者による運営を行っているところでござ

います。

これら３つの事業を取り巻く経営環境は、そ
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の下の経営を取り巻く環境にまとめてございま

すが、まず、１点目は、東日本大震災後に策定

された我が国のエネルギー基本計画では、再生

可能エネルギーを重要な国産エネルギーと位置

づけ、積極的に推進することとされております。

また、公営企業の損益や資産を正確に把握で

きるよう、民間により近い形の新しい会計制度

が本年度から導入されたところです。

このほか、電気事業における電力システム改

革など、各事業の経営環境の変化を踏まえまし

て、各事業の課題を整理したところでございま

す。

ページ中央の課題の欄をごらんください。

まず、電気事業でございます。

１つ目は、電力システム改革に伴いまして総

括電化制度が廃止されることなどに、対応して

まいる必要があることでございます。

２点目は、本県の発電所が昭和30年代に建設

されたものが多いことから、今後、大規模な設

備の改修が必要な時期を迎えてくることでござ

います。

３つ目は、再生可能エネルギーの開発により

低炭素社会の実現に向けた取り組みが求められ

ていること。

４つ目は、これまで地域貢献の一環として、

知事部局に低利貸し付けなどを行ってきたとこ

ろではありますが、新たな地域貢献のあり方に

ついて検討する必要があると考えております。

次は、工業用水道事業でございます。

まず、１つ目は、こちらも建設後50年を経過

しており、老朽化が進行している設備もあるこ

とから、設備の健全性を維持していく必要がご

ざいます。

２つ目は、契約水量と実際の使用量に差が大

きい受水企業から料金制度の見直しなどの要望

があるということでございます。

３つ目は、知事部局や電気事業会計からの借

入金を早期に返済する必要があるということで

ございます。

４つ目は、新しい会計制度導入に伴い、減少

した資本を充実させていくことでございます。

最後の、地域振興事業であります。

１つ目は、ゴルフ場の利用者のうち、65歳以

上の方は増加しているものの、若年層の利用が

減少傾向にありますことから、引き続き利用者

の拡大でございます。

２つ目は、累積欠損金は平成23年に解消して

おりますが、今後も限られた収入の中で健全経

営を維持していくことでございます。

３つ目は、工業用水道と同じく、資本を充実

させることでございます。

これら３事業の持つ課題への具体的な取り組

みを、その右側のめざす姿と経営の基本戦略と

投資計画に示しております。

３事業に共通するものとしましては、健全経

営の維持、地域への貢献、人材の養成・確保な

どの６つのめざす姿として掲げております。

電気事業では、電力の安定供給、小水力や太

陽光発電など新エネルギーの導入、県の施策と

の連携、地域貢献を推進するなどの４つでござ

います。

工業用水道事業では、工業用水の安定供給、

適正な料金設定、受水企業への情報公開の、経

営情報の公開を促進していくことでございます。

地域振興事業では、県民に幅広く親しまれる

ゴルフ場、良好な河川環境の保全と地域経済の

貢献をめざす姿としております。

具体的な取り組みといたしましては、その右

側の基本戦略のところに書いてございます。

共通項目の計画的経営と効率的経営の推進や
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財務基盤の充実が健全経営を維持するための基

本戦略でございます。さらに、地域貢献の推進

や時代の変化に対応できる人材の育成など、そ

れぞれめざす姿に対応する基本戦略も示してお

ります。

電気事業では、総括原価制度の廃止に備え、

発電コストを削減して競争力を強化するなど電

力システム改革への的確な対応を行うこと、ま

た、アセットマネジメントの手法や設備の状況

を把握することにより適切な維持管理を行うこ

と、未利用エネルギーの活用による小水力発電

の開発など、再生可能エネルギーの導入に向け

た取り組みを進めること、地域貢献を充実させ

るため新たな方策を検討するとともに、その財

源を確保するため地方振興積立金をさらに積み

立てることなどを掲げております。

次の工業用水道事業では、電気事業と同じく、

設備の計画的な改修を行い、適正な維持管理を

行うこと、借入金の早期返済により財務基盤を

強化すること、受水企業と十分対話し、料金制

度のあり方を引き続き検討していくことなどの

３つを掲げております。

最後の地域振興事業では、指定管理者と連携

し、高齢者・ジュニア割引など多彩な料金メニュ

ーを提供し、県民が利用しやすいゴルフ場づく

りを進めること、設備の適正な維持管理により

良好なコースコンディションを維持し、サービ

ス向上に努めること、借入金の返済により財務

基盤を強化していくこと、低農薬による管理を

続け、河川敷ゴルフ場として周辺環境に配慮し

た運営を続けていくことなどの４つを掲げてお

ります。

これら基本戦略に沿った投資計画も同時に定

めておりまして、これらの経営ビジョン案につ

きましては、今月中に決定してまいることとし

ております。

私からの説明は以上でございます。

○新穗工務課長 私のほうから工業用水道施設

の見学ツアーについて御報告いたします。

資料の17ページをごらんください。

企業局では、発電所と同様、工業用水道施設

につきましても、地元の小学生を対象とした見

学会を毎年実施しております。

本年度は、去る12月９日火曜日に、日向市立

日知屋小学校の４年生36名を対象に、社会科授

業の一環として実施したところです。今回は、

東郷町にある浄水場施設を見学したほか、受水

企業の一つである株式会社黒田工業の協力を得

まして、ひゅうがリサイクルセンターの見学を

させていただきました。

工業用水の役割を勉強するとともに、ごみの

リサイクルについても学習する機会となり、自

分たちの住んでいる日向市のこと、また、環境

のことについて一層の理解が深まったと考えて

おります。

下の写真は、見学の様子であります。企業局

では、発電所とあわせて工業用水道施設につき

ましても一般県民の見学を受け入れておりまし

て、これからも一層のＰＲに努めてまいりたい

と考えております。

その他報告事項の説明につきましては、以上

であります。

○西村委員長 その他報告事項についての説明

が終わりました。

質疑はございませんか。

○髙橋委員 経営ビジョンの説明を聞いていろ

いろと考えたんですけど、地方創生を期待すれ

ば地方に企業が立地をする、それに伴って工業

用水も伸びるっていうことで、その会計は期待

されるのかなと思うんですが、問題は電気事業
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ですよね。いわゆる電力システム改革いかんに

よって、電力自由化、それで価格がどうなるか。

低いところでの競争になってしまうと収入が期

待できませんよね。そこら辺、先ほどコスト削

減を一層のということでしたが、その覚悟を多

分持ってらっしゃるんだなと思って聞いてまし

た。そうであると、今までのような電力料金の、

収入が期待できなくなるのか。大まかでいいで

すけど、その辺の見通しをお答えいただくとあ

りがたい。

○四本企業局長 委員御指摘のとおり、電力シ

ステム改革の行方が今後の企業局の、特に電気

事業の経営を左右するということになると思い

ます。今現在は、御案内のとおりでございます

が、九州電力に随意契約でもってある程度安価

なといいますか、低廉な料金で売っている。安

価、低廉ではあるけれども、ある程度確実にそ

の分は入ってくる。それで企業局としては十分

やっていけるレベルであります。

今後、自由化ということになりますと、九電

だけでなくていろんな会社が電気を売ることに

なりますから、売るためには、会社がどっかか

ら電気を買わなきゃいけない。ということで、

もう九電に、随意契約じゃなくて入札で買う企

業を決めなさいというふうにだんだんなってま

いります。そうすると、もう既に一部やってる

都道府県もあるんですが、料金はそれまでより

か上がります。これは、今現在は、例えば原発

が稼働停止をしているとかいうこともあって、

また、新しい会社にとってみれば、やっぱりと

にかく仕入れをしないと商売になりませんから

少々高くても買うというようなこともあって、

今の入札はレベルがかなり、単価の高いところ

になります。

ただ、これが、例えば原発が再稼働してくる

とか、またいろんな、特に火力発電所、今、盛

んにそういうことで新たにつくってますので、

こういうものがどんどん稼働してきて、もう電

力がちょっと全体として余ってくるというよう

なことになりますと、さっき委員が言われまし

たように、企業局としても、もう水力発電の電

気を高くでは売れない、安くでしか売れないと

いう状況も考えられないわけではないと思って

おります。これは、ちょっとことし、来年、再

来年、どうなるということではなくて、何年か

その様子を見ながら、いろんなことを考えてい

かなくちゃいけないと思っております。10年先

どうなるかというのは正直ちょっとよくわから

ない面もございますが、概略そういうことでご

ざいます。

○髙橋委員 いわゆる世の中に出回る電気の量

いかんによって電気代っていうのは、売る電気

代っていうのが決まるのかなと、原発次第なの

かなという思いも今、したとこです。企業局に

は物すごい期待してるわけなんです。先ほど説

明ありましたけれども、知事部局にそれなりの

経費を支出していただいてますから、いろいろ

努力して、今以上に稼いでいただいて、知事部

局にお金をどんどん流していただきたい。その

ことをよろしくお願いしたいと思います。

○山下委員 今、売電単価何ぼで売ってるんだっ

た。９円ぐらい。

○喜田経営企画監 現在、九州電力に売ってお

りますのは、キロワットアワー当たり８円２銭

でございます。

○山下委員 ８円ね。ありがとうございました。

○押川委員 この電気事業の中で、地域貢献の

あり方ということで何ぼか出てくるんですが、

先ほどの３個の中で15億6,100万円ぐらい、知事

部局のほうに支出がありますけれども、地域貢
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献でこれ以上に今後やっていきたいということ

の計画があるんですか。どうなんですか。

○四本企業局長 今現在は、九電との単価の交

渉の中でもうあんまり、例えば、もっと一般会

計に出したいので単価をもっと上げてくれと

言っても、それはもうだめだということになっ

てますので、15億ぐらいが今出せるものになる

わけですけれども。今後、例えば何年か先に、

さっき申し上げたような入札というようなこと

になって、大もうけすれば、それはもうちょっ

と貢献できるということにもなります。ただ、

ちょっと今、そうなるのか、それとも、申し上

げたように左前になってしまうのかの見きわめ

がつかないのと、何といってもこれだけ大きな

発電所なりダムを抱えてるということは、もう

常にとにかく改良、修繕ということが出てきま

すので、そういう分のお金もしっかりためとか

なきゃいけないということで、ここ何年か見て、

順調にもっと収益が上がってくれば、もっとこ

の15億円より貢献するということも考えられる

と思っております。

○押川委員 じゃ、この３個ぐらいで当分はい

くということで理解をしておきたいと思います。

髙橋委員から出たように、いろいろ売電関係の

中で所得が多くなれば、収入が多くなればそれ

なりのまた膨らみがあるということで期待しま

すので、頑張ってください。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、その他で何

かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、ここで一旦

ちょっと休憩をいたします。

午後２時36分休憩

午後２時37分再開

○西村委員長 再開をいたします。

それでは、以上をもちまして企業局を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れ様でした。

暫時休憩をいたします。

午後２時37分休憩

午後２時39分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

あすの委員会は、午前10時に再開し、教育委

員会の当初予算関連議案の審査を行いたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を終了いたします。

午後２時39分散会
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午前９時58分再開

出席委員（７人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 中 村 幸 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 山 下 博 三

委 員 髙 橋 透

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
谷 口 英 彦

（教育政策担当）

教 育 次 長
今 村 卓 也

（教育振興担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 川 﨑 辰 巳

特別支援教育室長 坂 元 巌

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 村 上 昭 夫

スポーツ振興課長 日 髙 和 典

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

事務局職員出席者

政策調査課主幹 牧 浩 一

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○西村委員長 おはようございます。委員会を

再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

について、教育長の説明を求めます。

○飛田教育長 おはようございます。教育委員

会でございます。よろしくお願いします。

それでは、平成27年度当初予算案等につきま

して御説明させていただきます。

お手元の薄い冊子ですが、文教警察企業常任

委員会資料をお願いいたします。表紙を開いて

いただきますと、左側に目次がございます。目

次をごらんください。

今回、御審議いただく議案は、議案第１号「平

成27年度宮崎県一般会計予算」など４件と、目

次では示しておりませんが、議案第21号「宮崎

県教育委員会の組織に関する条例」などを３件

を加えました計７件でございます。

それでは、右側にあります１ページをごらん

ください。

教育委員会に係る「平成27年度宮崎県一般会

計予算」、「平成27年度宮崎県立学校実習事業特

別会計予算」、並びに「平成27年度宮崎県育英資

金特別会計予算」について、各課室別に一覧に

しております。

平成27年度の当初予算額についてであります

が、表の下から５段目の太線で囲んであります

合計の欄をごらんください。一般会計の合計

は1,064億3,124万7,000円であります。

また、下から２段目の太線で囲んであります

合計の欄をごらんください。特別会計の合計は15

億3,878万9,000円であり、よって、総計は一番

下の欄に記載しておりますように、1,079億7,003

平成27年３月６日(金)
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万6,000円であります。

２つ右の欄にありますが、これは、平成26年

度当初予算額に対しまして16億4,008万円の減、

率にしまして対前年度比98.5％となっておりま

す。

今回は、骨格予算のため前年度を下回ってお

りますが、早急な対応を要する経費等は、政策

的経費であっても所要額を計上するなど、教育

活動に影響が生じないよう措置できたものと考

えております。

私のほうからの説明は以上でありますが、詳

細につきましては、引き続き担当課室長から説

明させていただきます。御審議のほどどうぞよ

ろしくお願いいたします。

○西村委員長 教育長の概要説明が終わりまし

た。

引き続き説明をお願いいたしますが、３班に

分けての議案の説明と質疑を行い、最後に総括

質疑の時間を設けることといたしますので、御

協力をお願いいたします。

また、歳出予算の説明につきましては、重点

事業・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、あわ

せて決算における指摘要望事項に係る対応状況

についても、説明をお願いいたします。

それでは、総務課、財務福利課、学校政策課

の審査を行います。

○大西総務課長 総務課関係の当初予算につき

まして御説明を申し上げます。

恐れ入ります。お手元の歳出予算説明資料を

お願いいたします。総務課のインデックスのと

ころ、419ページであります。

総務課の当初予算額は、一般会計39億9,311

万6,000円を計上いたしております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

421ページをお願いいたします。

上から６段目、（事項）委員報酬の1,078万

8,000円であります。これは教育委員の報酬に要

する経費であります。

次に、下から４段目、（事項）職員費の15

億8,984万3,000円であります。これは教育委員

会事務局職員の人件費であります。

次に、下から２段目、（事項）一般運営費

の7,389万9,000円であります。これは本庁及び

教育事務所の運営に要する経費であります。

次に、422ページをお願いいたします。

上から５段目、（事項）教育広報費の2,507

万1,000円であります。これはテレビ教育広報な

どに要する経費であります。

次に、下から４段目、（事項）教育研修センタ

ー費の９億6,741万6,000円であります。このう

ち説明欄の４、教育研修センター施設改修事業

の８億7,441万6,000円でありますが、これは本

館の新設工事及び既存施設の解体工事などに要

する経費であります。

次に、423ページをお願いいたします。

上から１段目、社会教育費の（事項）職員費10

億6,124万5,000円であります。これは、生涯学

習課等の社会教育関係職員の人件費であります。

次に、下から２段目、保健体育費の（事項）

職員費２億5,872万8,000円であります。これは

スポーツ振興課等の保健体育関係職員の人件費

であります。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

続きまして、平成27年２月定例県議会提出議

案（平成27年度当初分）のほうをお願いいたし

ます。57ページをお願いいたします。

議案第21号「宮崎県教育委員会の組織に関す

る条例」についてであります。
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この条例は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律、いわゆる地方教育行政法の改正に

より、都道府県の教育委員会は、条例で、教育

長及び５人以上の委員をもって組織することが

できることとされたため、宮崎県教育委員会の

委員の定数を定める条例を全部改正し、組織に

関する条例として定めるものであります。

現行の委員の定数は、教育長である教育委員

を含む６人でありますので、構成人数は変わり

ません。

施行期日は、平成27年４月１日でありますが、

現在の教育長が在職する間は、なお従前の例に

よることとする経過措置を設けております。

次に、59ページをお願いいたします。

議案第22号「宮崎県教育関係職員定数条例の

一部を改正する条例」についてであります。

この条例は、地方教育行政法の改正に伴いま

して、引用規定のいわゆる条ずれについて改正

を行うものであります。

施行期日等については、先ほどの宮崎県教育

委員会の組織に関する条例と同様でございます。

次に、185ページをお願いいたします。

議案第32号「教育長の給与等に関する条例の

一部を改正する条例」についてであります。

この条例は、同じく地方教育行政法の改正に

伴いまして、新教育長は特別職であるとされる

ことから、趣旨規定の整理や期末手当の支給制

限の規定の改正を行うものであります。

支給制限につきましては、具体的には、１つ

には、職務上の義務違反その他教育長たるに適

しない非行により罷免された者。または住民の

解職請求、禁固以上の刑、公民権停止により失

職した者には、期末手当を支給しないこととす

るものであります。

施行期日等については、先ほどの２つの条例

と同様でございます。

総務課からは以上でございます。

○田方財務福利課長 財務福利課関係について

御説明を申し上げます。

歳出予算説明資料、財務福利課のインデック

スのところ、425ページをお願いいたします。

平成27年度当初予算としまして、総額76

億8,994万1,000円をお願いしております。

その内訳につきましては、１段下にあります

一般会計が61億5,115万2,000円、ページの中ほ

どにあります特別会計が15億3,878万9,000円で

あります。

以下、その主なものにつきまして御説明をい

たします。

427ページをお願いいたします。

ページの中ほどの（事項）維持管理費につき

まして、９億7,773万4,000円を計上しておりま

す。これは、県立学校の営繕、環境整備、防災

対策等に要する経費でございます。

維持管理費のうち、説明欄の２の（２）の環

境整備費、エレベーター設置に3,426万9,000円

を計上しております。これは、日南くろしお特

別支援学校にエレベーターを設置するものであ

りまして、これにより、県内の肢体不自由の児

童生徒が在籍する全ての支援学校に、エレベー

ターが設置できることとなります。

次に、428ページをお願いいたします。

上から３段目の（事項）育英事業費につきま

して、１億1,090万6,000円を計上しております。

これは、育英資金特別会計の事業に係る経費の

繰出金等でございます。

次に、その４段下にあります、（事項）教職員

住宅費につきまして、１億3,990万7,000円を計

上しております。これは、教職員住宅の維持修

繕に要する経費及び建設費用の償還等に要する
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経費でございます。

次に、429ページをお願いいたします。

ページの一番上、（事項）高等学校就学支援事

業費につきまして、18億7,949万7,000円を計上

しております。これは、公立高校授業料無償制

度等の変更に伴う高校生の教育費負担軽減の経

費であります。

平成26年度は高校１年生が対象でありました

が、平成27年度は高校１年生と２年生が対象と

なることから、予算が倍増しております。

説明欄の１の就学支援金につきましては、保

護者等の市町村民税所得割額が30万4,200円、年

収910万円程度未満の生徒に対し、授業料相当額

を支給するものであります。

説明欄３の奨学のための給付金につきまして

は、授業料以外の教育費負担を軽減するために、

低所得世帯の生徒に対し支給するものでありま

す。

説明欄４の学び直しへの支援につきましては、

高等学校等を中途退学した者が再び学び直す場

合に、授業料相当額を支援するものであります。

今、説明しましたいずれも、平成26年４月１

日以降の入学者から適用されるものであります。

次の（事項）教職員福利厚生費につきまし

て、6,228万8,000円を計上しております。これ

は、教職員の健康診断や各種研修、相談事業な

どを実施するものであります。

次の（事項）学力向上推進費につきまして、

２億3,426万6,000円を計上しております。これ

は、県立学校の生徒用コンピューター5,025台の

リース費用等でありまして、平成27年度は1,101

台の更新を予定しております。

次に、430ページをお願いいたします。

上から４段目の（事項）一般運営費、高等学

校につきまして、14億8,092万3,000円を計上し

ております。これは、高等学校における光熱水

費、警備等各種業務委託、及び教材教具の整備

などの運営等の経費であります。

次の（事項）海洋高校実習船費につきまして、

１億7,409万5,000円を計上しております。これ

は、宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」の実習航

海等に要する経費であります。

次に、431ページをお願いします。

上から５段目の（事項）一般運営費、特別支

援学校につきまして、３億3,196万6,000円を計

上しております。これは、特別支援学校におけ

る光熱水費、警備等各種業務委託、及び教材教

具の整備などの運営等の経費であります。

次に、（事項）就学奨励費、特別支援学校につ

きまして、１億6,469万4,000円を計上しており

ます。これは、特別支援学校に在学する児童生

徒の学用品や給食費などの経費を支給するもの

であります。

次に、ページの一番下にあります、（事項）学

校給食運営管理費につきまして、１億4,493万円

を計上しております。これは、特別支援学校等14

校分の給食調理業務委託に要する経費や給食調

理施設の整備に要する経費であります。

次に、432ページをお願いいたします。

下から２段目の（事項）文教施設災害復旧費

につきまして、7,416万円を計上しております。

これは、県立学校施設等の災害復旧に備えるた

めの経費であります。

一般会計の主な事項につきましては、以上で

あります。

続きまして、特別会計についてでございます。

433ページをお願いいたします。

県立学校実習事業特別会計であります。（事項）

高等学校実習費につきまして、１億9,655万4,000

円を計上しております。これは、農業系の学科
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を有する高校７校における農業実習に要する経

費でありまして、生産実習に必要な備品や材料

の購入等に要する経費であります。

次に、434ページをお願いいたします。

育英資金特別会計であります。（事項）育英事

業費につきまして、13億4,223万5,000円を計上

しております。これは、高校生及び大学生等へ

の奨学金の貸し付けや、返還金の収納等の業務

を行うものであります。

育英事業費のうち説明欄の５の新規事業「宮

崎県育英資金返還率向上事業」につきましては、

後ほど常任委員会資料において御説明申し上げ

ます。

特別会計予算につきましては、以上でござい

ます。

続きまして、新規事業の事業内容等につきま

して、お手元の常任委員会資料において説明を

いたします。

常任委員会資料の３ページをお願いいたしま

す。

新規事業「宮崎県育英資金返還率向上事業」

であります。

１の事業目的・背景でありますが、宮崎県育

英資金の返還者数につきましては、国からの事

業移管後に急増しており、平成30年代前半には

２万人を超える見込みであります。

返還者数の増加に伴い、滞納者数、滞納額も

増加傾向にありまして、平成25年度末現在で、

滞納者数は約2,700人、滞納額は約４億円となっ

ております。

増加する返還者への対応といたしましては、

口座振替やコンビニ収納などに取り組んでいる

ところでありますが、債権管理員による電話や

訪問等による再三の催告等にも応じない悪質な

滞納者に対しまして、一斉に法的な手段として、

裁判所への申し立てを行い、滞納額の縮減を目

指すものであります。

２の事業内容でありますが、専門的な知識を

持ち、経験豊かな司法書士等に法的措置に関す

る事務を委託するものであります。

３の事業費でありますが、804万1,000円を計

上いたしております。

４の事業期間でありますが、平成27年度とし

ております。

５の事業効果でありますが、滞納額の縮減と

返還意識の向上が見込まれると考えております。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明申し上げます。

資料が変わりまして、決算特別委員会の指摘

要望事項にかかる対応状況と表紙に書かれてあ

ります資料の14ページをお願いいたします。

上のほうの四角囲み、22、「育英資金貸付金の

収入未済額について、滞納未然防止策として、

貸付者本人及び保護者等に対して、育英資金の

趣旨や返還の重要性を訴え、モラルの醸成を図

るとともに、他県の取組事例等を研究し、引き

続き、強い意識を持って、収入未済額の圧縮に

向けた取組を強化すること。」との指摘要望事項

に係る対応状況についてであります。

育英資金貸与事業につきましては、旧日本育

英会、日本学生支援機構が実施していた高等学

校等奨学金事業が、平成17年度入学者分から県

に移管され、その返還が始まった平成20年度以

降、返還者が毎年増加しており、それに伴って、

滞納者も増加している状況です。

滞納の未然防止のために、貸与申請の段階か

ら貸与者本人や保護者等への返還に対する意識

づけの徹底を図るとともに、滞納者に対しては

文書や訪問等による催告に加え、新規に返還が

始まった者のうち、返還がない者に対する架電
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催促業務や、長期滞納者に対する法的措置など、

収入未済額の縮減策の強化に取り組んでおりま

す。

さらに、返還方法につきましても口座振替制

度に加え、平成27年１月からコンビニエンスス

トアでの収納を導入し、返還者の利便性と回収

率の向上を図ったところであり、引き続き収入

未済額の圧縮に努めてまいります。

財務福利課につきましては、以上でございま

す。

○川越学校政策課長 学校政策課関係の当初予

算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の学校政策課のインデック

スのところ、435ページをお開きください。

学校政策課の当初予算額は、４億6,450万4,000

円を計上しております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

437ページをお開きください。

中ほどの（事項）学力向上推進費8,762万1,000

円であります。このうち、説明欄の２の宮崎の

子どもの学力を伸ばす総合推進事業1,8 9 7

万1,000円であります。

これは、本県の児童生徒の学力の状況が、各

種調査等によりますと、教科指導力の向上や基

礎学力及び学習習慣の定着、進学支援の充実な

どの取り組みが、一層、必要でありますので、

これらの取り組みを系統的・総合的に推進し、

学力向上を図るものであります。

４の改善事業「自立への架け橋 宮崎県キャ

リア教育実践事業」1,354万6,000円については、

後ほど、委員会資料にて説明させていただきま

す。

ページをめくっていただき、438ページをお開

きください。

一番上の（事項）指導者養成費２億5,973

万9,000円であります。このうち、説明欄の３の

国際理解教育推進事業１億6,560万2,000円であ

ります。これは外国語指導助手として、外国青

年36人を県立学校に配置することにより、英語

科の授業や総合的な学習の時間等で活用し、生

徒の英語力の向上、教員の英語指導方法の改善

など、国際理解教育の充実を図るものでござい

ます。

５の改善事業「宮崎の魅力発信！芸術教育総

合支援事業」84万3,000円であります。これは、

高校生による文化イベントの活性化を目指した

県高等学校文化連盟の活動を充実するため、県

高等学校文化連盟事務局に非常勤講師を配置し、

学校における文化活動の振興体制を充実するも

のであります。

一番下の（事項）生徒健全育成費7,082万4,000

円であります。このうち、説明欄の２のスクー

ルカウンセラー配置事業4,812万円であります。

これは、児童生徒の臨床心理に関して専門的な

知識や経験を有するスクールカウンセラーを小

学校、中学校に配置し、学校における教育相談

体制の充実を図るものであります。

６の改善事業「ネットトラブル対策推進事

業」176万9,000円であります。これは、学校だ

けでは対応が困難であるコンピューターや携帯

電話によるネット上の諸問題に対し、外部専門

家によるネットパトロールや研修会への講師派

遣などにより、未然防止、早期発見、早期対応

の対策を講じるものであります。

次に、439ページをごらんください。

上から２つ目の（事項）高校教育充実事業費864

万円の１の県立高等学校校務支援システム構築

事業であります。これは、各校で個々に運用し

ている生徒の成績処理などの校務支援のシステ
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ムを標準的なシステムとして構築し、一括管理

することにより、教員が生徒と向き合う時間が

確保できるなど、校務の効率化を図るものであ

ります。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

それでは、次に、委員会資料により、新規・

改善事業を御説明いたします。

常任委員会資料の４ページをおあけください。

改善事業「自立への架け橋 宮崎県キャリア

教員実践事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、本県の

全ての子供たちに、働くことの意義を理解させ

るとともに、みずからの勤労観・職業観を形成

させることにより、自立した社会人、職業人の

育成に取り組むものであります。

２の事業の内容でありますが、これまでにも、

県教育委員会では、キャリア教育を推進するこ

とにより、学校から社会・職業への円滑な接続

を行い、いずれの子供たちにも、将来の目標や

夢を達成し、社会貢献ができるように育む取り

組みを進めておりますが、今回、本事業により、

新たに取り組む内容について説明させていただ

きます。

（１）のキャリア教育の学びを深める実践事

業であります。

①働くための基礎力を高める取り組みの推進

ですが、まず、県立高校生を対象としたライフ

プランナーによる将来設計を描く授業では、自

分や家族の将来設計をシミュレーションするこ

とにより、さまざまなリスクを仮定しながら、

将来の目標を実現する手段を学ばせたいと考え

ております。

また、県立高校生を対象とした労働局による

労働法に関する講習会では、生徒が労働関係法

規等について理解を深め、社会において必要な

基礎知識を身につける取り組みを推進します。

次に、（２）キャリア教育の取り組みを広げる

実践事業であります。

②企業と連携したキャリア教育の進展ですが、

まず、企業関係者と教員による合同研修会では、

キャリア教育に県内企業の力を積極的に活用す

るために、企業、学校、家庭、ＮＰＯ等が一堂

に会する研修会を開催し、情報交換や共通理解

を図ってまいります。

また、産学官代表による宮崎県キャリア教育

推進会議では、社会人としての基礎力不足や早

期離職、県外への生徒の流出等の課題に対応す

るために、学校支援に対する産業界での組織的

な対応のあり方などについて、協議を行うこと

としております。

３の事業費でありますが、1,354万6,000円を

計上しております。

４の事業期間は、平成27年度から29年度まで

の３カ年であります。

５の事業効果でありますが、本事業の取り組

みによりまして、生徒におきましては、望まし

い勤労観・職業観の育成や進路・目的意識が高

まることによる学習意欲の向上、また、教員に

おきましては、授業の改善や意識の向上が図れ

るとともに、学校、家庭、地域社会、企業が連

携し効果的な取り組みを実践することにより、

本県のキャリア教育を一層推進することができ

るものと考えております。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について、御説明申し上げます。

別冊資料でございます。決算特別委員会指摘

要望事項に係る対応状況の資料をお願いいたし

ます。14ページをお開きください。

㉓「県立高校の６次産業化人材育成事業につ
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いて、フードビジネスの成長産業化は本県の最

重要施策の一つであることから、今後も関係部

局、関連企業との連携を密にし、６次産業化・

農商工連携を担う人材の育成を進めること。」

との指摘要望事項に係る対応状況についてであ

ります。

これからの本県の農業教育におきましては、

農業の６次産業化・農商工連携に対応できる人

材の育成が求められておりますことから、県教

育委員会では、平成26年度に高鍋農業高等学校

にフードビジネス科を新設し、栽培から加工、

流通・販売までを一貫して行う経営を学ばせる

教育内容を構築したところであります。

あわせまして、平成26年度から、フードビジ

ネス推進課に県立学校職員を配置し、学校との

連携を図っているところであります。

さらに、これまでにも、県下農業系高等学校

を対象に、関連企業と連携した新商品の開発や

流通・販売に関する研究に取り組むとともに、

指導者の専門力向上を目的とした商品関連実習

を地元商工団体と連携を図りながら実施してお

ります。

今後は、このような取り組みに加え、フード

ビジネス関連企業が生徒を受け入れる実践的就

業体験の実施や、農業大学校と連携した質の高

い農業教育を展開するなど、６次産業化・農商

工連携を担う人材育成に一層、積極的に取り組

んでまいります。

○西村委員長 ３課の議案に関する説明が終わ

りました。

質疑はございませんか。

○徳重委員 財務福利課にお尋ねしたいと思い

ますが、教職員住宅、これは今、何戸あって、

入居率はどれくらいなんですか。

○田方財務福利課長 今の教職員住宅の戸数と

入居者数、入居率でありますけれども、一般の

教職員住宅が412戸ありまして、それで26年４月

現在でありますけれども、279戸の入居があって

入居率が67.72％。それから、校長住宅が34戸あ

りまして、そのうち21戸の入居があって、61.76

％であります。全体で申し上げますと、446戸の

教職員住宅中300戸の入居で、入居率が67.26％

となっております。

○徳重委員 その60％台というのは、ちょっと

低いような気がするんですよね。これは何かや

はり校長の住宅でも60％台というのは、どんな

もんかなという気がするんですけれど、どう考

えていらっしゃるんですか。

○田方財務福利課長 この教職員住宅の入居で

ございますけれども、実際に民間住宅の整備が

進んでおりまして、教職員住宅のほうが、多少、

古くなっているというところもありまして、教

職員住宅よりも民間の住宅に入られるというと

ころがあると思います。

ただ、僻地とかそういう民間の住宅が整備さ

れていないところにつきましては、やはり教職

員住宅の役割というのは非常に大事になってま

いりますので、そういうところにつきましては、

整備をきちんとして、借りていただいていると

いうところだと思います。

○徳重委員 民間が充実しているということは

わかるんですけれど、少なくとも校長先生は、

その地域に住んでほしいなという気がするんで

すけれど、いかがでしょうか。

○田方財務福利課長 校長住宅も実質的には市

内にある校長住宅もあるわけでございまして、

宮崎市内とか都城市内とか延岡市内にも校長住

宅はございますので、実際に、校長先生方が自

宅を持っておられるということがあるわけでし

て、そういうところは、やはり入居はされずに、
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自宅から通われるということになります。

○徳重委員 基本的には、少なくとも校長先生

は、その学校の所在地に住んでいらっしゃると

理解していいんですかね。

○田方財務福利課長 僻地とか、例えば高千穂

だとかそういうところにつきましては、入居し

ていただいているということになると思います。

○西田教職員課長 今、教職員の居住地のこと

につきまして、まず小学校の管理職が、同じ同

一市町村内に居住する割合が91％です。あと、

中学校の管理職が90.6％、居住しております。

○徳重委員 少なくとも校長先生は、学校の校

区内に、地域に住んでいただくといいかなとい

う気がしておるところです。

60％台というのは、全体的に低いんじゃない

かなと思うんですけれど、こういう傾向は続い

ているんですか。

○田方財務福利課長 この傾向でございますけ

れども、23年度からちょっと資料がございます

ので申し上げますけれども、23年度が全体

で69.27％、24年度が65.13％、25年度が70.72％、

先ほど申し上げました、26年度が67.26％ですか

ら、大体、この傾向かなと思っております。

○徳重委員 わかりました。

続いて、学び直しへの支援ということが、先

ほど説明あったんですが、これ、どれぐらいの

生徒が、そういう学び直しされている、予想さ

れている人数がどれぐらいなのかちょっと教え

てください。

○田方財務福利課長 学び直しへの支援につき

ましては、前年度の実績から申し上げまして、

定時制高校で１名の通信制高等学校で12名とい

うことになりますので、この人数が、去年が３

万8,000円、４万円に満たないぐらいです。689

万1,000円を計上しておりますけれども、これ

が26年度以降の入った生徒が対象になるもんで

すから、この金額っていうのは、予想というか、

人数的な部分ではなくて、金額で、一応、予想

した感じで組んでいるところであります。

○徳重委員 今まで何人ぐらい学び直しの子供

さんがいらっしゃるかということをお聞きしま

す。

○田方財務福利課長 この学び直しへの支援の

対象と申しますのが、今年度入学した、26年度

４月１日に入学した人からということになりま

すので、その実績で今、申し上げましたように、

定時制高等学校で１名、それから通信制高等学

校で12名の方々に支給をしているということで、

全体で13名ということになります。

○徳重委員 わかりました。

それから、もう一つ、育英資金返還金の向上

事業ということで、先ほど説明があったことで

すが、議会本会議でも何回か取り上げられてき

たわけですが、努力はされていると思うんだけ

れど、コンビニでの収納というんですかね、い

ろいろ対策はとられているけれど、なかなかう

まくいっていない。滞納額が４億円というよう

な大きな数字になっているようですが、ここ二、

三年の滞納の状況というのをちょっと教えてく

ださい。

○田方財務福利課長 23年度から償還率で申し

上げますが、23年度の償還率が64.4％、24年度

が64.7％、25年度が64.1％。この差し引きが滞

納状況ということになりますので、おおむね三

十五、六％は滞納ということになると思います。

○徳重委員 もうこれは毎回出ているように、

これが原資になるわけですから、どうしても滞

納してもらっては困るわけで、後の子供さんた

ちが困るわけですから、努力をされているんだ

けれど、結果が出ないというのは、非常に残念



- 98 -

平成27年３月６日(金)

なことかなと。

25年度は、もう少しよくなっているかなと思っ

たら、逆に悪くなっているということですが、

何かほかの県もそうなのかわかりませんが、例

えば就職すれば、当然、給料をいただくわけで

すから。私は議会本会議で質問をしたことがあ

るんですが、給料から天引きというような形で

も取れるような体制ができないのかと。コンビ

ニがあるから、近くで払ってくださいというん

じゃなくて、もう少し強制的に徴収できないの

かなと思うんですが、いかがでしょうか。

○田方財務福利課長 給料からの天引きという

ことになりますと、先ほど、新規事業で申し上

げましたように、返還率向上事業によりまして、

裁判所への訴えをして、裁判所で支払い督促申

し立てというのをやるんですけれども、その支

払い督促申し立ての中に、次の段階にいきます

と、仮執行宣言つきの支払い申し立てになりま

すので、その段階で給与の差し押さえとか、そ

ういうことはできますけれども、実際に、こち

らから給与から天引きをしていただくというこ

と自体はできないと思います。

ただし、口座振替を今、推奨しておりますの

で、平成25年度から口座振替を導入しまして、

それと26年度と年度ごとに口座振替は進んでい

きますので、この口座振替が一番有効なのかな

とは思っております。

と言いますのは、口座振替が、今、１万800人

ぐらいの返還者がいるんですけれども、そのう

ちの35％で3,700人ぐらいが口座振替をとってお

ります。その口座振替での毎月の収納率を見ま

すと、94％は収納ができているということにな

りますので、この口座振替を今、委員がおっしゃ

いましたように、うまく活用していくというこ

とだと思います。

それから、先ほど委員からもありましたよう

に、コンビニ収納、これは27年の１月から入れ

たんですけれども、コンビニ収納を実施してみ

ましたところ、例えば仕事で昼間は銀行に行け

ない、そういう方々がコンビニのほうに、夜で

も、全国のコンビニでどこでも使えますので、

夜でも納入ができるということで、こういうこ

ととあわせて収納の向上を図っていきたいとい

うことで考えているところであります。

○徳重委員 前も本会議でも私は質問をしたと

思うんですけれど、まず貸してしまってからは、

なかなか回収ができないというお話ですが、そ

の貸す前に、もう少ししっかりした契約という

んですか、保証人その他親の責任等をもう少し

明確にすべきじゃないかと思うんですが。強く

そこ辺を要請する、今まではこうだったけれど、

まださらに強く要請する方法はないもんでしょ

うか。

○田方財務福利課長 委員がおっしゃいますよ

うに、返還に際して、本人の意識っていうのが

一番大事だろうということを考えております。

これは、親が借りたものだから、自分が働き出

しても返さなくてもいいという、そういう認識

を持ってもらっては困りますので、借りるとき

に、本人に対しても、それから連帯保証人、第

１保証人、第２保証人がいますけれども、その

方々に対しても、これは貸付金であるから必ず

返していただかないといけないと。これは返す

ことが当然であるということを、いろんな説明

会を行いますので、各学校の担当者を集めた説

明会とか、それから、こちらで広報をつくって

おりますけれども、その広報の中でも周知を図っ

ているところでございます。

今、委員からありましたように、そこを徹底

的にやらないと、確かに意識の低下というのが
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ございますので、そういうところで意識がきち

んとなるように、周知を図っているというとこ

ろが、今の現状でございます。

○徳重委員 最後にしたいと思いますけれど、

私も、前、保証人になって、１年後かな、１年

か１年半後に、私に支払いという通知が、市役

所のほうから来たんですね。もちろん払いまし

た。払わなければ裁判をするというもんですか

ら払いましたけれど、そこで、私、保証人に対

して、３カ月なら３カ月おくれたときには、そ

の人に通知を毎月でもいいから出していくとい

う方法、もうはがきでもなんでもいいと思うん

ですね。そういったことをすると、保証人から、

おまえは払ってないじゃないかと、強く説得さ

れるんじゃないかと、こう思うんですよね。

早くしてもらわないと、たまってからは、もう

保証人も払うのが大変なんですよ。私も、その

ときには四、五十万払わされたんですけれど。

だから、なぜ早く言わなかったかと、私は市

役所にやかましく言ったことがあるんですけれ

ど、やはり１カ月、２カ月、滞納の段階で教え

ていただければ、私だって本人に言うはずだっ

たんですけれど、ところがもう本人はその時点

で力がなかったということで、全部払いました

けれど。そういったことを考えると、やっぱり

こういう奨学金だって、１年分たまったら、今

から返還の請求を徐々にしていきます、法的な

手続をとりますということでは、いかがかなと。

また、失礼なことかも知れませんけれど、職

員も変わるわけですね、皆さん方も。それ、前

の人がしたということだけでは済まない話だと

思うんですよ。

だから、何カ月たったものは、少なくとも３

カ月ぐらいのものは必ず督促状を、あるいは連

帯保証人なりに通知していくという、きめ細や

かな対応をしてほしいと要望しておきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

○田方財務福利課長 今、委員からありました

ように、奨学金は、本人と第１・第２連帯保証

人ということで対応をしているところでありま

す。

本人に対しても、例えば、今年度から返還が

始まる子供たちで、返還が滞っているというこ

とがございますので、そういうところは、早い

段階で返していただくという連絡をしなければ

いけないということで、そういうところには電

話催告ということで、これは外部委託している

んですけれども、こういうことで奨学金の返還

が始まりましたから、まだ１回も返還がありま

せんけれども、返還が始まっていますので返し

てくださいというのを文書と、それから電話で

催告を３カ月間やっております。

先ほどありましたように、連帯保証人への催

告でございますけれども、これも、例えば親が

なっていらっしゃる方も多いわけですけれども、

そういう方々に対しても、うちの債権管理員５

名がおりますけれども、その債権管理員が各家

庭を訪問いたしまして、その過程で、こういう

ことで滞納が幾らありまして、いつから入って

いません、どう返されますかと。あるいはその

ときに、本当に返せる状況にあるかどうかとい

うのも把握をしながら、とても今、返還ができ

るような、経済的な状況でない方々に対しては、

返還していくための方法、あるいはどれぐらい

の額が返せるかというのをきちんときめ細かく

対応をしながら。今、そういうふうにやってお

りますので、そういう形で、今、おっしゃった

ように、早い段階で滞納がたまらないうちに返

還をしていただくということを心がけていきた

いなと思っております。
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○山下委員 今の育英資金のことでちょっとお

聞きしたいと思うんですが、これは、国からの

移管後って、今、何年になるんですか。

○田方財務福利課長 平成17年から移管をして

おりますので、今、26年ですから※９年。

○山下委員 今、保証人の話になりまして、大

体保証人というのは親、そして他人、何かそう

いう条件があるか、２人とか、３人とか。

○田方財務福利課長 連帯保証人につきまして

は、第１・第２連帯保証人で、第１連帯保証人

は、大体親の方がなっていらっしゃいます。第

２連帯保証人は、生計を別にするということに

なりますので、例えば、子供さんで別生計を持っ

ておられれば、その方でもよろしいですし、あ

るいは他の知り合いの方に頼んでいただいても

結構だということになります。

○山下委員 私も保証人になったことがあるん

ですが、そのときに相談があったときに、やっ

ぱり私も、その子供に対しても、頑張れよとい

うことを話をしました。

大人に保証人を頼まれるということは、自分

にも責任が出るんだよということも、知り合い

だったもんですから、そういう話もしたんです。

この３年間の貸付金額というのはどれぐらい

になるんですかね。

○田方財務福利課長 ３年間の貸付金額、これ

は例で申し上げますけれども、１人に貸す金額

ということでよろしいでしょうか。

○山下委員 はい。

○田方財務福利課長 貸与額につきましては、

これは１つのやつで、例えば国公立で自宅で貸

すと、これは３種類ございます。１万8,000円、

１万4,000円、9,000円というのから貸与額を選

べますので、例えば国公立高校の自宅通学で、

貸与額１万8,000円を３年間借りたとすれば、64

万8,000円をお貸しすることになります。

○山下委員 64万8,000円ということなんです

が、貸しつける段階で償還計画というのも、出

させるんですか。

○田方財務福利課長 貸付金につきましては、

例えば高校３年が終わりますと、３年が終わっ

て卒業をした６カ月後から始まります。

それと、これは３年間貸したわけですけれど

も、返すのは４倍の期間で返していただければ

いいということですから、12年間で返していた

だくということになりますので、例えば、先ほ

ど申し上げました64万8,000円で申し上げます

と、年間で返していただくのは５万4,000円、月

でいうと4,500円返していただければいいという

ことでございます。

○山下委員 当初はすごい意欲があって、払っ

ていかないといけないという気持ちで払ってい

く生徒もおるだろうと思うんですよね、そうい

う人も。

だけれど、皆さん方は調査をされていると思

うんですが、例えば今、先日もちょっと議論に

なりましたけれども、５割の人たちが３年間で

離職していってしまうという実態やら、何かそ

こ辺の因果関係があるのかなと思うんですが。

例えば、最初１年は払っていたけれど、4,500円っ

ていうのは月額払えない額じゃないですよね。

今、生活費、車のローンもあるだろうし、イン

ターネットのそういうものが、もう本当に大人

になっても、やっぱりそういうものに固執しが

ちで、嗜好品でやっぱりお金を使っていってし

まうという実態もあろうかと思うんですが、何

年目ぐらいから滞りというのが出ているんで

しょうか。

○田方財務福利課長 滞りでいいますと、例え

※112ページに発言訂正あり
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ば、今、申し上げました2,700人の滞納者がいる

ということを申し上げましたが、これが滞納の

年で見ますと、大体５年以内がほとんど、90％

以上が５年以内でございます。

それで、滞納になりますのは、その2,700人の

うちの１年以内の滞納というのが、大体1,000人

ぐらいでございますので、支払いが滞るという

のは、やはり１年目からあることはございます。

あと、長くても５年、それ以上になりますと、

もう十何年というのもおりますけれども、それ

はわずかですから、傾向としては、やはり最初

の年のアプローチの仕方によっては、１年目か

らというのが多いのかなということは思います。

○山下委員 私はいつもこう思うんですけれど

も、いわゆる責任ですよね、権利と義務という

のをしっかりと教育してあるかどうかというこ

とが、こういう実態だろうと思うんですが、ど

こでかやっぱりその基本的なことを、大人とし

て果たさなければならない責任というのを、しっ

かりと貸し付けの段階でも教育していかないと

いけない。

私は、本当に頑張って払おうという人たちは

払ってくれると思うんですよね。横着に構えて、

例えば、友好費にどんどん使っていったりして、

まあ払わんでもいいわと。二、三カ月おくれて

も、何ということはないわということが、やっ

ぱり横着心がどんどん出てきて、だめなそうい

う結果になってくるのかなと思うんですが。１

回、未納になった時点での対応というのが、初

期対応、そこをいかに厳しくやるかだろうと思

うんですよね。

例えば親に対しての指導やら、１回滞ったと

きに、そこの初期的な対応ということで、ちょっ

と対応の仕方というのは考えておられませんか。

○田方財務福利課長 今、委員がおっしゃいま

したように、やはりその返還というのは、必ず

していただかないといけないという意識をしっ

かり持っていただくことが重要だと考えており

ますので、未納で返還が滞ってきた生徒、滞納

者に対しましては、債権管理員と先ほど申し上

げましたけれども、５人の債権管理員がおりま

して、その債権管理員が、県内とか県外をくま

なく調査に行きます。その本人と会ったり、あ

るいは連帯保証人と会ったりして、こういうこ

とで滞納が始まっているけれども、返せる状況

かどうかというのをまず把握をしまして、返せ

る方々には、きちんと返していただかないとい

けない。

ただ、返せない状況がある。経済的に困窮し

ているとか、あるいは上級の学校に行っていて

返還が滞っている方とかもおりますので、そう

いう方々には、返還の猶予措置を進めたりして

やっているわけです。

それと、もう一つは、文書で催告というのを

やりますので、文書で、滞納がありますと、文

書催告というのを本人あるいは連帯保証人のほ

うにも送って、こういう状況ですというのを必

ず連絡をするようにしているところであります。

○山下委員 平成30年代後半には約２万人を超

える、これは利用者がふえることでしょうから、

これはいいことだろうと思うんですけれど。だ

けれど、やっぱり責任と義務を果たすことをしっ

かりと貸し付けの段階で教育していってほしい

なと、そのように思っています。これはお願い

としておきます。

次に、この決算特別委員会の指摘要望事項の

ことでもいいですかね。

一番最後で、御説明いただいた23の県立高校

の６次産業化人材育成事業なんですけれども、

企業との連携、非常に高鍋農業高校、去年、私
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たちも行きましたときに、まだ生徒たちも生き

生きしていて、初めてのスタート時点で、ユニ

ークな取り組みだなという思いでありました。

されど、その裏を返せば、農業科であったん

だけれども、農業科に生徒が集まらなかったと、

苦肉の策でフードビジネスに科名変更をして、

生徒が集まったということでありますから、６

次産業という本当に大事なことなんですけれど

も、だけれど忘れてならないのは、やっぱり１

次産業、農業で生産現場のことがないがしろに

なって、あと、集まらなくなって、もうちょっ

と目的を変えたら人が集まったということなん

ですけれども。だけれど、しっかりとやっぱり、

幾ら６次といっても、１次産業の土台というの

をしっかりとつくっていってもらわないといけ

ない。これに対する認識等。

それから、もう一点、企業との連携というこ

とが書いてありますけれども、高校生として企

業と連携した中での実習とか、そういう体験学

習とかっていうことが書いてあるんですが、具

体的なことをちょっとお聞かせいただきたい。

○川越学校政策課長 ６次産業というのは、第

１次産業と言われる農業の生徒たちをしっかり

とつくることの上に、あるというふうに我々も

認識しております。

ことしの卒業生でございますけれども、直接

就農をした生徒たちが、農業系の学校の中で９

名という人数であります。農業法人が39名、農

業系の４大に行ったのが24名、そして宮崎県立

農業大学に行ったのが42名という形で。直接就

農をする生徒たちの数をふやしながらも、農業

法人という就職口も含めながら、第１次産業で

ある農業をいかに活性化し、その農業の先に６

次産業があるということを結びつけるという取

り組みを、しっかりと我々は取り組んでいかな

きゃならないというふうに考えております。

それと企業でございますが、例えば６次産業

に取り組んでいる企業で、今考えて名前が上がっ

ているのは、新山いちごさんとか百年の孤独の

黒木本店、香川ランチと言われるところの方々

との連携をとりながら、また、南九州大学の食

品分析等も含めながら、今のところは、企業、

大学を考えておるところであります。

○山下委員 お願いをしておきたいと思うんで

すが、県内の一番、基幹産業たる農業分野。就

農をしてくれる人たちが、意欲を持って取り組

めるような、そしてやっぱり６次と連携をとれ

るような施策をぜひ充実して取り組んでいただ

けるようにお願いしておきたいと、そういうふ

うに思っています。

○押川委員 育英資金の関係で、この○新でちょっ

とお尋ねいたしますけれども、この専門的知識

を持って経験豊かな者にも委託をするというこ

とでありますけれども、もう少し具体的に教え

てください。

○田方財務福利課長 この専門的知識を持った

と申し上げましたのは、委託を考えているのは

司法書士と、あるいはそれ以上の方々もできる

んだとは思いますけれども、そういう方々に委

託をしたいと考えております。

○押川委員 事務委託ということでありますか

ら、何名の方かにされるということなのか、そ

れとも、１つのそういう事務所を持った方にさ

れるのか、そこあたりの指定の仕方というのが、

ちょっとあればお聞きしたいと思います。

○田方財務福利課長 この委託につきましては、

入札によって委託を決めたいと思っております。

○押川委員 入札ということであれば、どこか

の事務所に、司法書士あたりの免許を持ってい

る方に、この804万1,000円を委託されるという
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ことでよろしいですか。

○田方財務福利課長 この804万1,000円の中に

は、司法書士等への委託というのが382万8,000

円でありまして、手続にかかる経費というのが

要りますので、その経費が329万2,000円。それ

と、裁判になりましたときに、その人が住んで

いる地域の簡易裁判所までの旅費を92万1,000円

組んでおりまして、合計が804万1,000円という

ことになります。

○押川委員 それで、この金額でありますよね。

その件数と、約2,700人の貸与額４億円というこ

とでありますが、１年間でどのくらい委託され

て回収されるのかわかりませんけれども、皆さ

ん方は、どういう気持ちでこの委託事業をされ

るのか、ちょっとお聞きをしておきたいと思い

ます。

○田方財務福利課長 今、委託の人数の件を先

に申し上げますけれども、滞納者が2,700人と私

は申し上げております。その中で、滞納額が利

息のみ、延滞金のみという方々をまず外しまし

て、その後に、催告によって返還が始まった人

たちもいるわけですから、その方々を外します

と約2,000名になります。その2,000名の中から

２年間以上滞納を続けている者、それと有職の

者も対象として約700人を委託しようと考えてお

ります。

この委託というのは、この700人の中で、700

人が滞納している額というのが１億7,500万円ほ

どあります。この１億7,500万円を解消しないと、

先ほど申し上げましたように、納入償還率とい

うのは上がっていきません。ここをまず１回、

整理をしてしまうことが重要であるということ

で、一斉に700人に対してやらなければならない

ということですから、そのことでやっていくと

いうことになります。

それから、今、委員がおっしゃいましたよう

に、どういう気持ちでということなんですけれ

ども、できれば、こういう法的な措置というの

は、私たち自身はやりたいということはありま

せん。はっきり言いまして、貸付金は、これは

奨学のために貸したお金ですから、皆さんがそ

の学校を出られて、その気持ちがあって返して

いただければ、こういう法的手段というのは、

余りとりたくないなというのは本音といいます

か、そういう気持ちであります。

ただし、再三、催告に行きます。それから、

債権管理員が何回も何回も行きます。それでも、

返しますとはおっしゃることはあるんですけれ

ども、１円も返していただいていないというこ

ともありますので、ここは、もうこういう手段

に出なければならないという気持ちであります。

○押川委員 ありがとうございます。本気度と

いうのが、最大のこれ、出てくるのかなという

ことですよね。

先ほどから意見が出ているとおり、やっぱり

平等じゃないと、こういう事業というのはおか

しいんですよね。そこで、何回も催促しても、

どうにもならないということですから、こうい

うもう法的手段に出られたということですから、

この事業の成果を見ながら、今回のこの27年度

事業を見ながら、また次年度、新たな取り組み

というのは発生するんだろうというふうに思い

ますので、しっかり、この事業が成功すること

を望みたいと思います。

それから、この特別会計の中で、本年度のこ

の育英資金の予算に対してどのくらいの貸し付

けあたりの計画を持っていらっしゃるのか、

ちょっとお聞きをしておきたいと思います。

○田方財務福利課長 今年度は3,990名で、約13

億700万円ほどを貸し付けるということにしてお
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ります。

○押川委員 先ほどから意見が出ておりますと

おり、貸し付けに当たっては当初が大事ですか

ら、今までの答弁なんかがありますように、しっ

かり、そういったものを踏まえて、貸し付けを

実行してほしいと思います。これはもう要望に

しておきたいと思います。

それから、421ページ、この教育委員の委員報

酬ということで1,000万円渡っているわけであり

ますけれども、委員長、そして委員の振り分け

は、できておると思うんですけれども、どうい

う割合で出ているんですか。

○大西総務課長 歳出予算説明資料の421ペー

ジ、教育委員の報酬についてでありますけれど

も、委員長が日額、月額で分かれるんですが、

日額で１万9,500円、月額が11万7,000円となっ

ております。委員が、日額が１万5,600円、月額

が９万1,500円ということになります。トータル

で1,078万8,000円の予算をお願いしております

けれども、委員長につきましては、このうち358

万8,000円、委員につきましては、１人当たり年

額180万円、それの４人分ということで、720万

円ということでお願いをいたしております。

○押川委員 その下のほうに、運営費と費用弁

償ということでありますけれども、月、何回ぐ

らい委員会は開催をされるんですか。

○大西総務課長 定例教育委員会は月に１回ご

ざいます。

それと、委員さん方のいわゆる出勤といいま

しょうか、いろんな行事参加等もございますの

で、定例教育以外の行事等も含めまして、大体

お一人当たり月に二、三回ぐらいは、御出席を

賜っております。

○押川委員 それで、補正でも出たんですけれ

ども、第２次宮崎県教育振興基金計画、あるい

は県立高校の今度の第２次の中期計画、教育委

員の皆さん方は、どこ辺ぐらいまで、こういう

計画あたりに入っていらっしゃるのか、そこあ

たりをちょっとお聞きしておきたいと思います。

○大西総務課長 委員の皆様方には、実は定例

教育委員会の前後で、勉強会をさせていただい

ておりまして、その場でいろいろ説明を申し上

げながら、いろんな御意見をいただきながら、

計画等についての策定を進めているという状況

でございます。

○押川委員 ちなみに、今回のこの改定あるい

はその中期改革の中で、主なものでいいですけ

れど、教育委員会の委員会の中で、発言なり感

想があれば、我々にもうちょっと聞かせていた

だきたいんですけれども。

○大西総務課長 極端に、いろいろな偏った意

見というのは、もちろんないんですけれども、

一般論として学力向上の問題ですとか、あるい

はこの２順目国体、東京オリンピック・パラリ

ンピック等も含めまして、スポーツの関係です

とか、あるいは文化関係で、神楽あるいは西都

原古墳群の世界遺産登録、こういった主要なと

ころについての御意見は賜っているところでご

ざいます。

○押川委員 恐らく会議ですから、皆さん方が

資料をつくられて、資料に沿って、協議・会議

があるというふうに思いますけれども、それに

対する批判的な発言とか、こういう改善があっ

たらというのはありませんか。

○大西総務課長 いつも温かい御意見をいただ

いておりまして、励ましの御意見が大半でござ

います。

○押川委員 なぜかというと、やはりこの教育

委員の皆さん方、教育に対するそれぞれの代表

の皆さん方が上がっていらっしゃって、この教
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育委員会の現場の中に、いろんな経験の中から、

そういったものがどれだけ挿入されるか、ある

いは入っておるか、あるいは意見として、どれ

だけ取り入れられるのかということが大事で

あって。やはりそれぞれの責任を持って、委員

として４年間、頑張っていだたけるわけでしょ

うから、しっかりそういった方々の御意見あた

りも聞いていただいて、いろんなこの事業の中

での組み立てができるといいなと思いましたの

で、冒頭、この質問をさせていただきました。

それから、428ページ、高等学校生徒寮運営費

ということで、7,600万円ほどあるんですが、高

等学校地区生徒寮の運営費ということでありま

すが、現在、県内の中でこの寮というのはどの

くらいあって、どのくらいの生徒さんが利用さ

れているか、ちょっとわかれば教えてください。

○田方財務福利課長 今、高等学校、県内の生

徒寮というのは６寮ございます。高千穂に高千

穂生徒寮、それから延岡に、延岡第一、延岡第

二の生徒寮、それから日向に日向生徒寮、西都

が西都生徒寮、それから宮崎市に宮崎海洋高校

の生徒寮がありますので、これが６寮でありま

す。26年４月10日現在の入寮状況で申し上げま

すと、定員が360名ありますけれども、その360

名に対して300名の入寮で、入寮率が83.3％とい

うことであります。

○押川委員 大体、83.3％ということでありま

したけれども、おおむねこのような入寮状況な

んでしょうか。

○田方財務福利課長 各寮ごとに申し上げます

と、高千穂が96.4％、延岡が、第一が95.3％、

延岡第二は100％、それから日向が65％、西都が75

％、宮崎海洋高校が65.2％という状況でありま

す。

○押川委員 生徒数が少なくなってくる中で、

普通科高校等の校区の撤廃、そして私立高校へ

の入学が多くなってくる中で、やはり県立高校

の生徒さんを確保する中で、この寮というのは、

大事なところかなと私は思っているんですよ。

できるだけこれが多くなることによって、県

立高校に行く子供さん方も、多くというか、１

つの目安にしたいというふうに思っているんで

すが、この寮の例えば建てかえとか、そういっ

たものの急ぐところとかはあるんですか。今の

現状で、残すとことか、なくすとことかですよ。

○田方財務福利課長 この６寮につきましては、

今、なくすということは考えておりませんし、

この寮自体は、もともとが中山間地域から高等

学校へ進学する子供たちのために、どうしても

親もとから離れて暮らさなければならないわけ

ですから、そういう子供たちの、あるいは家庭

の経済的負担を軽減するということで、この寮

をつくっておりますので、そういう目的からい

いましても、この寮がなくなる、なくすという

ことは考えていないというところであります。

○押川委員 ちなみに、１人当たりの寮費はど

のくらいになるんでしょうか。

○田方財務福利課長 寮費は１カ月でいいます

と、月に２万9,900円です。これは食費だったり

そういうものに使われる経費だということです。

それから、先ほど押川委員の質問の中で、建

てかえはどうかというのがありましたけれども、

財政状況が厳しいんですけれども、修繕とかを

しながら、快適に生徒たちが過ごせるような手

だてを打ちながら、寮を運営しているというと

ころであります。

○押川委員 続いて、429ページのこの就学支援

金、先ほど所得の910万円未満の方々の授業料あ

たりがということだったと思うんですが、もう

少し詳しく教えてください。それと人数、金額、
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わかればちょっと教えてください。

○田方財務福利課長 就学支援金につきまして

は、これは先ほど申し上げました30万4,200円、

所得の均等割額ということで申し上げました。

所得で申し上げますと、910万円程度というこ

とになるわけでありますけれども、その910万円

程度以上の収入のある生徒の親御さんからは、

授業料をいただくということで。

ここに組んであります15億8,700万円は、生徒

から授業料を全部取った場合には、この金額に

なるということで、１年生と２年生を合わせて、

今年度で申し上げますと、大体27年度は全日制

高校で１万3,244人、定時制が360人、それから

通信制が544人、全体で１万4,000人ほどを見込

んでいるというところでございます。

○押川委員 次に、430ページ、海洋高校の実習

船費ということで１億7,400万円ほどあるんです

が、現在はどこあたりに出かけておられて、今、

海洋高校のこの実習に出る生徒さん方は、少な

くなってきていると思うんですけれど、どのく

らい、２年生ですか、対象と人数はどのくらい

あったんですか。

○田方財務福利課長 今は、この前、ハワイに

入港いたしまして、ハワイ沖から、また移動を

しているというところです。実習に行くのは※①40

名で、73日間という期間で、今、実習に行って

おります。学年は２学年です。

○押川委員 この40名の生徒さん方が、３年で

また卒業されるわけですけれども、実際、海洋

高校でいろんな経験をされて、漁業関係とかそ

ういう関連会社を含めて、どのくらいの就職関

係になっているんでしょうか。

○川越学校政策課長 漁業系、それから機関系、

水産食品系と３種類の就職に分かれております。

まず、漁業系は、航海、それから海洋バイオ

類型というふうに、分かれていますけれども、

これが航海類型につきましては21名、海洋バイ

オ類型には12名、機関類型が19名、海洋機器類

型という言い方をしているんですが、14名、水

産食品類型が17名という形で、これは26年度は

まだ出ていませんので、25年度の実績でござい

ます。

○押川委員 ほとんど水産関係に就職されてい

るということでいいですよね。

○川越学校政策課長 水産関係という部分を広

くとりまして、例えば建築、それから機械関係、

自動車関係でございますが、エンジンとかそう

いうものも当然ありますので、水産関係直接と

なりますと、先ほど言った汽船、水産、マリン

関係と言われる21名、それから航海類型といい

ますと17名になっています。それから機関と言

われるその類型が11名、水産関係が10名という

ことで、37名というような形だということにな

ります。

○田方財務福利課長 先ほど、私、航海40名と

申し上げましたけれども、これは長期航海を２

回やっておりまして、１回目が39名、それから

２回目が、今回34名が参っておりますので、訂

正をさせていただきます。

○押川委員 438ページ、国際理解教育推進事業

１億6,500万余、36人、外国指導ということです

から、多分、講師の先生方だと思いますけれど

も、この36名の方々は、どういう学校に配置を

されているんでしょうか。

○川越学校政策課長 基本、県内の高校に配置

をしております。県内には県立高校が※②38校ご

ざいますので、兼ねる学校が一部ありますけれ

ども、ほぼ１校に１人の割合でＡＬＴを配置し

ていることになります。

※①はページ右段、②は次ページに発言訂正あり
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○押川委員 すばらしいなと思いました。

この外国の指導の先生方というのは、どのく

らい滞在されるんですか。

○川越学校政策課長 任用期間は１年ごとに

なっておりますが、２回まで更新することがで

きますので、基本３年間ということになります。

ただ、非常に優秀なＡＬＴがおりますので、

さらに更新をして５年できるＡＬＴもございま

す。

○押川委員 同じ学校に３年継続していらっ

しゃるというのか、それとも１年ごとに交代が

あるのか、そこあたりをちょっと。

○川越学校政策課長 基本、一年一年で更新す

るかしないかという意思表示を求めます。

まだ２年目に残りたい、３年目に残りたいと

いうＡＬＴにつきましては、各学校長を含めた

評価をもとに、県教育委員会とも指導・協議を

した上で、さらに更新を許可するかどうかとい

うことを、決めることになっております。

基本、同じ学校に３年間おるということにな

ります。

○押川委員 それのほうがいいかなという気も、

私もしたもんですから、変わられるとなかなか

わからないでしょうから、同じところに長い人

は３年ということで了解をしたいと思います。

○川越学校政策課長 訂正をちょっとお願いい

たします。

先ほどの県立高等学校と申し上げましたが、

五ヶ瀬中等教育学校が１ふえますので、県立高

等学校プラス五ヶ瀬中等教育学校で39校という

ところに配置をしているということになります。

○押川委員 本日の委員会資料の４ページのこ

のキャリア教育実践事業、子供たちに、いろん

なそういう経験を踏ましていただいて、いろん

な職業観あたりが芽生えていくということで、

いいなというふうに理解をいたしますが、この

労働局の労働法に関する講習会の実施というの

は、どういう形でやられるのか、ちょっとお聞

きをしておきたいと思います。

○川越学校政策課長 労働局の講義につきまし

ては、基本、労働法の関係法規の講座を考えて

おります。労働法につきましての内容、働き始

める前のどういったルールがあるのかとか、仕

事をやめるとき、やめさせられるときとか、多

様な働き方、そういった内容のものを厚生労働

省のテキストを使って説明をしていただくとい

うような形をとっております。

基本、３年生ないし２年生。１学年を対象に

するんですけれども、全校生徒を集めて、全校

集会等で一気に全員を対象にして説明すること

は可能でございますので、各学校の実態に合わ

せながら、労働法の説明はしていきたいという

ふうに考えています。

○押川委員 １年、２年、３年生それぞれに、

恐らく今、これだけ少子化になってくると、今、

課長がおっしゃるように、そういうことはでき

るかもしれませんけれども、１学年、２学年、

３学年、それぞれのステージが違うわけですか

ら、できれば、１年生、２年生、３年生という

ような形の中で分けられて実施をして、しっか

りこの法律あたりを学ぶという形の中でされた

ほうがいいのかなという気がするんですけれど

も。

○川越学校政策課長 委員がおっしゃったとお

りでございまして、今後、そのあたりのことの

検討を進めていくところでございます。

○髙橋委員 総務課長にまずお尋ねします。

教育委員会の条例改正の関係で、私が聞き間

違いかもしれない。教育長を特別職としたとい

うふうにおっしゃったんですけれど、私は、教
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育長は特別職と思っていたんですが、そこら辺

の見解をお願いします。

○大西総務課長 説明が不足しておりました。

現在の法律上は、教育長については、２つの

身分を有しております。つまり、すなわち教育

長としては一般職です。教育委員としては特別

職と。

今度の地方教育行政法の改正によりまして、

教育長は特別職のみを有するということになり

ます。

○髙橋委員 だから、給与等とかいう文言が出

てくるんですね、職員という位置づけもあるか

ら。

教育委員長が廃止になって、教育長が一本で

仕事の責任を負うわけですけれど、いわゆる重

責ですよね。ここでどうのこうのじゃなくて、

一応、申し上げとこうかなと思っているんです

が、いわゆる、今度は報酬等審議会というのが

あります。ここで教育長の報酬というのは、今

までも決まってきたし、今後も決まるわけでしょ

うけれど、いわゆる重責だから、私は上がるだ

ろうなと思っておりますんで、よろしくお願い

します。

次にいきますね。財務福利課の教職員住宅の

関係、これ、義務制をもひっくるめたことをおっ

しゃっていたんでしょうか。違いますよね。

さっき、小学校、中学校の校長の入居率をおっ

しゃってもらったもんですから、そこ辺をちょっ

と確認します。

○田方財務福利課長 先ほどのは県立学校のみ

でございます。

○髙橋委員 県立学校ですね。

先ほど、高等学校の入居率はおっしゃらなかっ

たんですよ。後ほどまた答えていただきたいん

ですが。

私は、徳重委員の質疑を聞きながら、ふと思っ

たのは、全体の入居率を見ると６割超えている

から、ええっと思ったんですよ。これ、地域差

があるような気がするんですよね、地域差。私

は日南ですけれど、がらがらですよ。そこら辺

の地域差の入居率が、もしわかれば教えてくだ

さい。

○田方財務福利課長 地域別の入居率を申し上

げますと、宮崎が63.8％、南那珂が39.1％、北

諸が70％、西諸が44.8％、児湯が73.3％、東臼

杵が72.4％、西臼杵が88.9％ということになり

ます。

○髙橋委員 日南って住みにくいんでしょうか。

いやまあいいです。これは私の考え方。今の数

字を見て、やっぱりそう思いました。私は、日

南市内をいろいろ歩きますから、ああ、昔は私

たちが高校生のときなんかは、先生たちはあそ

こにいっぱいいたよなという思いを抱きながら、

そういう感じがしたもんですから尋ねてみまし

た。

また、補正のときも、若干やりとりしました

けれど、いわゆる赴任旅費の減額補正ってある

じゃないですか。こういうのも関連してくるの

かなという思いを抱きました。

次、いきます。

433ページの財務福利課なんですけれど、県立

学校の農業実習事業に要する経費ってあります

ね。先ほど出ました高鍋農業高校に調査に行か

せてもらいましたが、高鍋農業高校は、一番稼

いでいるところだというふうに聞きました。で

したかね、農産物を販売して。そのお金は県の

収入に入るというふうにお聞きした。まずそこ

を確認します。

○田方財務福利課長 各農業高校とかそういう

ことで収入が上がりましたものを特別会計の中
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に県の収入として上げて、それをまた配分する

ことによりまして実習を行うということになり

ます。

○髙橋委員 そこでお尋ねするんですけれど、

私も、生徒とやりとりしながら、君たちは頑張っ

ているねと、その分の恩恵は必ず来るからねと

いうふうに、約束したものですから、だから、

ある意味、頑張っているところには、それなり

の実習の予算経費というか、そういった配慮が

あるのかなというところで尋ねてみます。

○田方財務福利課長 今、そういう配分がある

かということなんですけれども、27年度の予算

上の内訳として、高鍋農業高校は7,300万円ほど

です。それから都城農業で6,400万、宮崎農業

が2,000万という、やはり規模と、つくっている

ものとかそういうことによりまして、配分は変

えてあるということであります。

○髙橋委員 それ以上聞かないようにしましょ

う。わかりました。

次にいきます。

学校政策課の438ページ、指導者養成費。５の

宮崎の魅力発信！芸術教育総合支援事業をお聞

きします。

講師を配置ということでおっしゃいました。84

万3,000円というこの額というのは、もうこれは

１人分だろうなという思いがするんですが、宮

崎全体を見るというふうに私は思うんですよね。

この貧弱な予算というか人の配置で、いいの

かなという非常な疑問です。もっと詳しく説明

があるんであればお答えください。

○川越学校政策課長 現在、宮崎北高校に事務

局が置いてございます。基本は、会長さんを含

めまして、事務局長、書記長の方々がその仕事

に当たるわけですが、その方々の後補充という

形での非常勤講師の分でございます。

○髙橋委員 ちょっと中身。

○川越学校政策課長 局長を初め、非常に業務

が忙しいところがございますので、そういった

ところで、そのかわりに授業を行う人の補充と

いう形で、後補充になります。非常勤講師のと

いうことになります。

○髙橋委員 いわゆる欠員といいますか、その

後補充ということは、その欠員が出るから補充

するんでしょうけれど、違うんですね。ちょっ

と私は理解していないようです。

○川越学校政策課長 先ほど申しましたように、

高文連で事務局が北高にありますが、その事務

に当たって、業務も外に出て仕事をされるわけ

ですけれども、そういった部分での穴埋めと言

いますと語弊がありますけれども、授業をする

部分に、その非常勤の講師の方を採用するとい

うお話です。

○髙橋委員 これはわかりました。具体的におっ

しゃると、私もストンときたと思います。高文

祭とかを運営するやつですね。了解しました。

引き続き439ページの県立高等学校校務支援シ

ステム構築事業、これは何年からこの事業をやっ

ていらっしゃいますか。

○川越学校政策課長 校務支援システムにつき

ましては、今年度中に各学校に配置するという

ような形で、25年、26年度に試行、27年度から

本格的に実施ということになります。

○髙橋委員 先ほどの説明があったんですが、

教諭の多忙を補うというようなことらしいです

ね。

今から、この効果が出てくるということで理

解をいたしました。わかりました。

○右松副委員長 まず１つの関連が、教職員住

宅についてなんですが。県全体で67.26％という

ことで、私の妹も教員をしていまして、10年前
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ですか、平和が丘の教職員住宅に一時、入って

いました。

やっぱりかなり老朽、古い状況で、もちろん

水漏れはしませんでしたけれども、私も何回か

足を運びましたけれど、古い感じですね。それ

で、その教職員住宅で老朽化が進んでいるよう

な状況ですよね。

例えば、その入居率を押し下げているような

要因的なものがあるとすれば、今、平和が丘は

使っていないということですけれども、そういっ

た状況をちょっと教えてもらうとありがたいで

す。

○田方財務福利課長 委員がおっしゃいますよ

うに、非常に老朽化している状況でございまし

て、まず入居しないというのは、宮崎市内であ

りますと、ほとんど民間住宅が整備をされてい

るというところもありまして、古いからやはり

民間のほうへ流れるというのはあると思います。

それと、金額的に、手当てが出ますので、そ

ちらで新しいほうの住宅に入られるということ

があります。

それと、財務福利課といたしましては、教職

員住宅の管理につきましては、僻地とかそうい

う民間住宅が整備をされてないところにつきま

しては、入居率も高いので、きちんと整備をし

た上で入っていただくということにするんです

けれども、原則として、建築後30年を経過した

木造住宅とか、40年を経過した鉄筋コンクリー

ト造の住宅は、もう用途廃止をしまして建てか

えは行わないという方針で今、やっております。

財政的にも苦しいところがありまして、そうい

う方向で今、進めているということで、建てか

えをしていないということであります。

○右松副委員長 今後の計画で、例えば27年度

等、改築、あるいは手放す箇所等、検討場所が

あれば、今の段階でわかる所があれば教えてい

ただきたいと思います。

○田方財務福利課長 今の段階では、ここに組

んであります維持修繕料というのは、ほとんど、

これは普通一般にちょっと古いところの修理と

か、水回りとかそういうところの修理費を組ん

でおりまして、全体の予算がこれです。

それと、もう一つ、その中にあります返還金

というのが、教職員住宅の中にはあるんですけ

れども、これは教職員住宅を建てましたときに、

公立学校共済組合からお金を借りておりますの

で、その償還金がここに記載されていて、非常

に大きいということで、建てかえの予算とかは、

今のところは組んでいないというところであり

ます。

○右松副委員長 いろいろと鋭意進めていらっ

しゃるとこですけれども、存続そのものが無駄

なところは、当然、それは今後の対応が必要で

しょうし、あと、それからやっぱり教職員住宅

で、先生たちの激務、職務を専念してもらうた

めには、居住環境って非常に大事だと思うんで

すよね。ですから、そこを考えた上で、今後、

計画をしっかりと進めていただきたいと思って

います。

それから、もう一点、山下委員のほうから話

がありました23ですか、決算特別委員会の指摘

要望事項に係るものですけれども、フードビジ

ネス、今後、６次産業化、農商工連系を担う人

材の育成ということで、大変私も期待をする取

り組みであります。

その中で、軸足をどこに置くかということで、

もちろん、１次産業に置いていただいて、そこ

も非常に大事だというふうに思っています。

それから、大学との連携で、南九大、私もあ

そこはよく地元ですから通っていますけれど、
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そこで食品衛生とか調理とか、そうしたまさに

専門のところを持っていますので、そこの連携

というのは非常に大事なことかなと思っていま

す。

それから、もう一点、フードビジネスで関連

企業との連携でありますけれども、先ほど名前

が個別に香川ランチとか黒木本店が出ましたけ

れども、例えば、非常に小さいけれども、フー

ドビジネスのトップランナーとして頑張ってい

るところがあるんですよね。

例えば、学校の先生をやめられて、今、フー

ドビジネスの企業の経営者を勤めている異色の

人もいるんですよね。非常にあそこは頑張って

いまして、小さいけれども将来性豊かなところ

なんですよね。

ですから、そういった人材というのは、商品

開発の大変さとか、販路拡大の非常に難しさ、

でも、それで成功をしているわけですから、コ

ツとかいろいろやっぱり詳しい、たたき上げの

経営者でありますので、そういったところとの

連携も必要だと思いますので、そういったとこ

ろをきちっと情報収集をされているのか、ちょっ

と伺いたいと思います。

○川越学校政策課長 今、委員がおっしゃった

ところの部分も含めまして、今、情報を収集し

ているところでございます。

先ほど申し上げたのは、あくまで１つの例で

ございまして、非常に元気のある、こういう言

い方は語弊があるかもしれませんが、もうかる

農業を非常に積極的にやっている従事者の方が

おられるということは、私たちも情報は入って

いますけれども、具体的にどことというような

ことについて、今、情報を収集している段階で

ございます。

○右松副委員長 わかりました。

いろんなところで情報収集をしていただいて、

既に大きくなっている会社ももちろん、学ぶと

ころが大きいと思うんですけれども、やはり今、

成長過程にある、現段階で伸びているところは、

また別の角度で勉強になると思いますので、も

うぜひそういった方向にも気を配っていただけ

ればと思っています。

○押川委員 438ページ、改善事業のネットトラ

ブル対策推進事業、この間、川崎で痛ましい事

故がありましたよね。本当に我々もかわいそう

だなという気持ちで、あの報道をずっと見てお

りました。

今回、176万9,000円ですか。このネットトラ

ブル対策推進事業を改善事業として選ぶわけで

ありますけれども、県内で、そういうトラブル

関係の事例というのは、どのような状況で、ど

のくらい学校現場で子供さん方がそういうもの

に引き込まれているか、聞かせていただきたい

と思うんですけれども。

○川﨑学校支援監 現在、このネットトラブル

関係でございますけれども、いろんな事業をやっ

ておりまして、一つは、ネット上のいじめや学

校非公式サイト等に関する情報収集、相談取り

組みで目安箱サイトというのを運用しておりま

す。この目安箱サイトのアクセスがあった件数

が1,059件でございます。昨年、平成26年４月１

日から平成26年12月31日までで1,059件、アクセ

スされております。

その中で、重たい事案等につきましては、研

修センターの相談であります、ふれあいコール

なんかとも連携をしまして、取り組んでいると

ころでございます。

それと、実名等で書き込み等が多い問題サイ

ト等もございます。こういったものにつきまし

ては、ネットパトロールという形で委託をしま
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して、週１回やっておりますけれども、これも

同じ時期に157件、上がってきております。

○押川委員 結構、件数的にも多いなと見てお

ります。その対策は、いろいろとっていただい

ておると思うんですけれども、特に、今回のこ

の176万9,000円を活用した中で、具体的にはど

こらあたりにウエートを置きながらやっていか

れるのか、そこらあたりがあれば教えてくださ

い。

○川﨑学校支援監 この予算のほとんどが委託

をしておりますので、委託金という形で会社の

ほうに充てておりますけれども、今、新たに取

り組んでいるものとしまして、ＩＴアドバイザ

ーですね、外部専門家を活用いたしまして、研

修会等でそういった対策とかお話もしていただ

く取り組みも、今、やっているところでござい

ます。

実際、重たい事案等が発生した場合には、教

育事務所、市町村教育委員会を通じて、各学校

にも連絡をいたしまして、そして取り組みをし

ていただいている状況でございます。

○押川委員 ＬＩＮＥで友達関係ではいろんな

情報が、そういう人たちには入ってくるわけで

すよね。今回の事件でもそうですけれども、そ

ういったものを子供たち同士では共有できるん

だけれども、そういったことを先生方とか親と

かに、何らかの形で見れたり、情報が入るよう

な形というのはとれないんでしょうかね。何か

それがあれば、今回の事件は、あそこまではい

かなかったのかなという気がしていたんです。

○川﨑学校支援監 実は、そのことにつきまし

ては、ネットトラブル対策会議というのを年間

３回やっておりまして、その中でも話題になり

ました。

実際、保護者の方の声として、子供たちがど

んなことをやっているというのがよくわからな

いと。また、学校の指導者である教員のほうも、

よく実態等がつかめない、非常に難しいという

状況があるようでございます。

それで、今、警察とも連携をいたしまして、

警察署のほうでも、そういったネットパトロー

ル的なことをやっていただいておりまして、警

察と学校と家庭とが連携して、そういう事例を、

情報を収集しようというようなことで、今、連

携した取り組みをやっているところではござい

ます。

○押川委員 以前と違って、いじめのあり方と

いうのが、我々が育ったころと全然違うもんで

すから。陰湿過ぎて、本当に言動がもうわから

ないような状況までやってしまうから、学校現

場の先生方は大変でしょうけれども、今、おっ

しゃっていただいたように、警察・家庭・学校、

しっかりそういう見落としがないような形の中

で、常に連携あたりをやっていただけるような

形の中で、本県ではああいった凶悪な事件が発

生しないように、お願いをしておきたいと思い

ます。

○髙橋委員 財務福利課、育英資金が、これま

では給与差し押さえをやっていなかったという

ことで認識していいですか。

○田方財務福利課長 これまでは、給与差し押

さえとかいうのはやっておりません。

○髙橋委員 わかりました。

○田方財務福利課長 １点、訂正をさせていた

だきたいと思います。

先ほど、私、山下委員の質問で、高等学校就

学支援金が17年度から移管されて、９年目と申

し上げましたが、10年目でございます。訂正を

しておわび申し上げます。

○西村委員長 私のほうが１点、今、押川委員
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のに関連もするんですけれども、川崎の事件で

も、学校側からその生徒保護者に対して連絡は

とったけれど、時間が合わなかった、会ってな

かったということをいろいろ報道される中で、

あの学校にも、恐らくああいう大都会ですから、

スクールカウンセラー的な方がいらっしゃった

とは思うんですよ。

今回も、この予算の中でスクールカウンセラ

ーというのは、いわゆる外部から来ていただい

て、学校に来ていただいていろんな相談を受け

たり、その家庭と学校の間に入ってもらうとい

うことがあると思うんですが、そこからの重要

事項、重大事項というものが、どう見ても、あ

の川崎の事件の場合は、教育委員会まで伝わっ

ていなかったと。もしくは学校から警察とか、

学校から児相とか、そういうところに伝わって

いなかったようなイメージを受けるんですが、

本県の場合は、このスクールカウンセラーから

直接、ちょっとこれは非常に問題がある生徒だ

とか、家庭環境だとか、そういうものの情報的

なものが上がってくる現状はどうなのかを伺い

たいと思います。

○川﨑学校支援監 スクールカウンセラーでご

ざいますけれども、現在、県内、小中学校を中

心に、小学校１校、中学校に78校、配置してお

りますけれども、未配置校になりますけれども、

派遣校というのが55校、そこも含めて、全部の

学校にスクールカウンセラーが行けるような形

をとっております。

スクールカウンセラー等への相談というのも、

もちろんあるんでしょうけれども、川崎市の場

合には、恐らくスクールカウンセラーへの相談

等もなかったんじゃないかなということなんで

すけれども。

ですから、第一はやっぱり学級担任、教員で

しょうけれども、次には、このスクールカウン

セラーに相談できる体制というのを整えていく

必要があるだろうということで、スクールカウ

ンセラーに相談があったものにつきましては、

必ず学級担任のほうに情報を伝えますし、内容

によっては学校長につなぐ、あるいは保護者へ

つなぐということは、やられてはおります。

○西村委員長 スクールカウンセラーを設置し

て、やっぱりその機能が果たせないんだったら、

設置しただけで終わってしまえば、本当に意味

がないことだと思いますし、川崎の例を出して

もしようがないんですが、家庭に対して担任の

方は非常に連絡をとっていたと。ただ、じかに

は会ってなかったということがありまして、本

県でも同じようなことがあってはならないと思

いますが、やはりそれを教育委員会が全体とし

てどうフォローしていくかというのも、一つの

課題だと思います。

特に、このスクールカウンセラー設置を本当

に設置しただけで終わらないような、ほかの事

業との組み合わせで、やはり１人の子供を救う

んだということをやっていただきたいと思いま

す。

○今村教育次長（教育振興担当） ありがとう

ございます。ぜひ、そういう観点で私たちも取

り組みを進めていきたいと思います。

教育委員会では、スクールカウンセラーの設

置だけではなくて、スクールソーシャルワーカ

ーの設置もしております。今、支援監のほうか

らありましたように、学校から上がってくるケ

ースといいますか、ルートもあれば、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーを

一堂に集めての研修会もやっておりまして、相

互の連携といいますか情報交換もやっておりま

す。
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やはり家庭に直結するのは、スクールソーシャ

ルワーカーだというふうに思いますので、その

あたりの連携もしっかりとしながら、そういう

子供を本県から出さないように、事例を出さな

いように、取り組みを進めていきたいというふ

うに思います。

○西村委員長 ありがとうございました。

ほか、ないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、以上で、総

務課、財務福利課、学校政策課の審査を終了い

たします。

１時に再開したいと思いますのでよろしくお

願いします。

暫時休憩をいたします。

午前11時58分休憩

午後１時１分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

特別支援教育室、教職員課、生涯学習課の審

査を行います。

議案に関する説明を求めます。

○坂元特別支援教育室長 特別支援教育室でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

特別支援教育室の当初予算について御説明申

し上げます。

歳出予算説明資料の特別支援教育室、441ペー

ジをお開きください。

予算額は、一般会計１億3,785万8,000円を計

上しております。

それでは、主なものを御説明申し上げます。

443ページをお開きください。

上から５段目の（事項）特別支援教育振興費

に１億3,785万8,000円を計上しております。

このうち、説明欄の５、特別支援学校医療的

ケア実施事業に5,300万5,000円を計上しており

ます。これは、特別支援学校において、常時医

療的ケアを必要とする児童生徒が安全で安心な

学校生活を送るために、看護師を配置するもの

でございます。

次に、説明欄の９、特別支援学校センター的

機能充実事業に992万6,000円を計上しておりま

す。これは、国の委託を受けて、特別支援学校

が地域の特別支援教育の中核的な役割を担い、

地域の小中学校等に対する支援の充実を図るた

め、特別支援学校に理学療法士等の外部人材を

派遣するなど、特別支援学校の専門性を高める

取り組みを行うものでございます。

次に、説明欄の10、特別支援教育エリアサポ

ート体制強化事業に3,660万6,000円を計上して

おります。これも、国の委託を受けまして、地

域の実情に応じ、地域の小中学校等にきめ細か

な支援を行うため、教材教具の提供や事例の紹

介等を行う合理的配慮協力員を各地域の拠点と

なる特別支援学校に配置するとともに、専門性

向上に関する研修等を実施するものでございま

す。

次に、説明欄の11、キャリア教育・就労支援

等の充実事業に1,111万4,000円を計上しており

ます。これも、国の委託を受けまして、障がい

のある生徒の将来の自立と社会参加を目指した

キャリア教育と就労支援を充実させるための実

践的取り組みを通しまして、企業等への就労を

支援し、職業的自立を促進するものでございま

す。

次に、説明欄の12、改善事業「県立高等学校

生活支援充実事業」に1,846万円を計上しており

ます。これは、県立高等学校に在籍する身体に

障がいのある生徒が、教育課程を円滑に履修で

きるよう、学校生活の介助を行う生活支援員を



- 115 -

平成27年３月６日(金)

配置するものでございますが、今回、勤務時間

等の見直しを図ったものでございます。

次に、説明欄の13、改善事業「支援をつなぐ

特別支援教育エリアサポート充実事業」に192

万5,000円を計上しております。この事業は、こ

の後、常任委員会資料で御説明させていただき

ます。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

それでは、別冊、常任委員会資料のほうをご

らんください。

委員会資料の５ページをお開きください。

改善事業「支援をつなぐ特別支援教育エリア

サポート充実事業」でございます。

まず、１の事業の目的・背景でございますが、

小中学校等におきましては、発達障がいのある

子供への対応が大きな課題となっております。

そこで、本県が独自に構築を進めてまいりま

した特別支援教育を推進するための体制であり

ます、エリアサポート体制の充実を図ることに

よりまして、全ての障がいのある子供たちが、

県内のどの地域においても、特性に応じた質の

高い指導や支援を一貫して受けることができる

ようにしたいと考えております。

次に、２の事業の内容でございますが、まず、

（１）のエリアサポート体制の推進につきまし

ては、②のとおり、引き続き、県内７エリアの

小中学校の中から各１校をエリア拠点校として

指定し、そこにエリアコーディネーターと呼ば

れる専門性の高い教員を配置いたします。

（２）の専門性の高い教員による巡回支援の

強化につきましては、これまで、①の特別支援

学校、②のエリアコーディネーターが、小中学

校等に対し、校内支援体制の構築や具体的な支

援のあり方などについて助言するなどの巡回支

援を実施してまいりましたが、これに③の主に

中学校の通級指導担当者になりますが、それを

新たに加えることによって、巡回支援を強化い

たしたいと考えております。

（３）の専門性の向上を目指した研修の充実

では、特別支援教育担当者を対象とした研修に

加え、全ての教職員を対象とした研修を実施い

たしたいと考えております。

（４）の幼・保、小・中・高、特別支援学校

をつなぐ連携の強化では、①にありますように、

拠点となる幼稚園や高等学校を指定しての研究、

さらに、②の校種間連携協議会を開催するとと

もに、③の個別の教育支援計画の作成及び活用

について重点的に推進することにより、幼・保、

小・中・高一貫した支援を強化してまいりたい

と考えています。

このほか、（５）のとおり、医師等からなる広

域エリアサポートチームによる小中学校等への

巡回支援や、（６）のとおり、専門的な研修によ

り、本県の特別支援教育の推進を担う人材を育

成することとしております。

３の事業費でありますが、192万5,000円を計

上しております。

４の事業期間は、平成27年度から29年度まで

の３カ年でございます。

５の事業効果といたしましては、まず（１）

にありますように、中学校における支援体制の

強化、また、（２）にありますように、一貫性の

ある指導・支援の推進、そして、（３）にありま

すように、通常学級における指導・支援の改善

が図られると考えております。

説明は以上であります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。

○西田教職員課長 教職員課関係について御説

明申し上げます。
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歳出予算説明資料の教職員課のインデックス

のところ、445ページをお開きください。

一般会計936億1,856万8,000円をお願いしてお

ります。

以下、主なものについて御説明いたします。

１枚おめくりいただきまして、447ページをお

願いいたします。

まず、上から５段目の（事項）教職員人事費

でありますが、10億5,836万3,000円を計上して

おります。

説明欄をごらんください。

１の教職員人事管理に要する経費とし

て、1,677万3,000円を計上しております。これ

は、教職員採用試験や職員表彰、資質向上等に

必要な経費であります。

内訳の（２）、改善事業「やる気、元気！自ら

学び続ける教職員のキャリア形成推進事業」に

つきましては、後ほど常任委員会資料で御説明

いたします。

次に、２の学校非常勤職員、賃金職員、学校

医等の配置に要する経費に、10億4,159万円を計

上しております。これは、非常勤講師や賃金職

員、県立学校医等の報酬や賃金等であります。

一番下の（事項）退職手当費につきまして

は、448ページをお開きください。

一番上の説明欄でありますが、退職手当に要

する経費といたしまして、84億3,158万2,000円

を計上しております。

勧奨退職見込み者数の減少等に伴いまして、26

年度当初予算と比較して、４億3,739万6,000円

の減額となっております。

次に、学校種ごとの教職員の人件費及び旅費

についてであります。

まず、中ほどの小学校費でありますが、（事項）

職員費に345億168万4,000円を計上しておりま

す。これは、教職員の給料や職員手当等、共済

費であります。

また、その下の段の（事項）旅費に１億5,244

万円を計上しております。

同様に、中学校費でありますが、449ページを

ごらんください。

上から２段目の（事項）職員費に232億2,602

万6,000円を、（事項）旅費に１億5,539万円を、

中ほどの高等学校費でありますが、（事項）職員

費に180億5,816万6,000円を、（事項）旅費に１

億8,485万6,000円を、次の特別支援学校費につ

きましては、450ページをお開きください。

一番上の段、（事項）職員費に77億8,752万

4,000円を、（事項）旅費に5,389万6,000円を計

上しております。

続きまして、改善事業について御説明いたし

ます。

お手元の常任委員会資料の６ページをお開き

ください。

改善事業「やる気、元気！自ら学び続ける教

職員のキャリア形成推進事業」であります。

本事業は、これまで取り組んでおりました、

学び続ける教職員の支援を目的とした事業を再

構築し、改善事業として取り組むものでありま

す。学校における最大の教育環境は教職員であ

り、教職員は絶えず学び続け、自己の資質向上

を図ることが必要であります。

１の事業の目的・背景にありますように、教

職員みずからが将来の目標やゴールを見据えて、

キャリアデザインを描きながら、主体的に資質

向上を図っていく新たな支援の取り組みを推進

することにより、教職員の意識や行動を転換し、

やりがいや充実感を持って、学び続ける教職員

の育成を目指してまいります。

２の事業の内容でありますが、今回、新たに
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取り組む内容を中心に説明させていただきます。

（１）の教職員がキャリアデザインを描き、

主体的に資質向上を図るための取り組みでは、

①にありますように、大学、専門機関等と連携

して教職員のキャリアプランの開発を行い、そ

れをもとに、教職員みずからがキャリアデザイ

ンを描くための資料として、キャリアデザイン

手引書を作成いたします。

また、その手引きを初任者研修や教職員評価

制度の校長ミーティング等で活用することで、

教職員のキャリア意識を変えていきたいと考え

ております。

さらに、②にありますように、教職員として

のあり方を改めて見つめさせる修養を意識した

研修を充実させるとともに、③の私を変えた先

生との出会いエピソード募集を通して、教職員

自身に仕事のすばらしさを再認識させ、キャリ

アアップの意識を高めます。

（２）のライフステージに応じた自ら学び続

ける教職員のためのシステムの構築では、②の

マネジメントリーダー養成の推進について新た

に取り組みます。

変化の激しい時代に対応できる判断力、行動

力等を持った管理職を養成するために、若手や

中堅教員の中からメンバーを募り、小・中・高

・特別支援の４つのチームを構成し、本県教育

の課題解決に向けた研究やマネジメント力を高

める研修の機会を提供してまいります。

３の事業費につきましては、551万2,000円を

計上しております。

４の事業期間につきましては、平成27年度か

ら29年度までとしております。

５の事業効果についてでありますが、２つ考

えております。

１点目として、教職員みずからが、キャリア

デザインを描くための新たな支援を行うことに

より、教職員としての自覚や主体的に学ぶ意欲

を高めることができると考えております。

２点目として、ライフステージに応じた教職

員の学びを意図的に支援することにより、教職

員の同僚性、すなわち同僚と互いに成長し合い

高め合っていく関係や、一人一人の資質・能力

を高めることができると考えております。

続きまして、提出議案について御説明申し上

げます。

常任委員会資料の12ページをお開きください。

議案第33号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条例」についてで

あります。

まず、１の改正の理由についてでありますが、

平成26年の人事委員会勧告等を踏まえまして、

教育委員会が所管する市町村立学校職員の給与

等に関する条例等について、所要の改正を行う

ものであります。

次に、２の改正の概要についてでありますが、

（１）にありますとおり、市町村立学校職員の

教育職の給料表を人事委員会勧告どおりに、平

均約２％引き下げるものであります。

なお、新たな給料月額が、改正前に受けてい

た給料月額に達しない職員に対しましては、当

分の間、その差額を給料として支給する経過措

置を講じることとしています。

続いて、（２）につきましては、国の義務教育

費国庫負担金の見直しに伴い、教員特殊業務手

当の日額をそれぞれ25％引き上げるものであり

ます。

続いて、（３）の管理職員特別勤務手当につき

ましては、人事委員会勧告を踏まえまして、週

休日及び休日等以外の平日深夜に勤務した場合

にも、6,000円を超えない範囲内で支給するもの
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であります。

最後に、３の施行期日につきましては、平成27

年４月１日からといたします。

なお、給料表以外の諸手当の改定及び県立学

校職員に係る給与改正につきましては、知事部

局所管の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例におきまして、現在、総務政策常任

委員会で御審議いただいているところでありま

す。

○村上生涯学習課長 生涯学習課の予算につい

て説明いたします。

歳出予算説明資料の生涯学習課のインデック

スのところをお開きください。

ページは451ページでございます。

一般会計予算で、４億7,397万4,000円を計上

しております。

主なものにつきまして御説明をいたします。

453ページをお願いいたします。

中ほどの（事項）成人青少年教育費に5,905

万4,000円を計上しております。

主なものとしましては、説明の欄にあります、

２、改善事業「県民総ぐるみ教育推進事業」で

あります。この事業につきましては、後ほど常

任委員会資料で説明をさせていただきます。

続きまして、一番下の段、（事項）図書館費

に7,432万2,000円を計上しております。次のペ

ージ、454ページをお開きください。説明の欄の

１、管理運営費であります。これは、県立図書

館の光熱水費や設備の保守管理委託費など、維

持管理に要する経費でございます。

続きまして、その下、（事項）奉仕活動推進費

に１億813万7,000円を計上しております。

主なものとしましては、説明の欄の１、新規

事業「県民の読書を支える図書館づくり事業」

でございます。この事業につきましても、後ほ

ど御説明をいたします。

また、説明の欄の２、奉仕活動費であります

が、これは、主に図書の返却、整理などの日常

業務、また、県民へのレファレンスや、他の図

書館等のネットワークのため必要なコンピュー

ターシステムの保守・管理・リース代等のもの

です。また、嘱託職員等の人件費などでござい

ます。

続きまして、下から２番目の段、（事項）美術

館費に、１億6,754万6,000円を計上しておりま

す。

主なものとしましては、説明の欄の２、管理

運営費でございます。これは、県立美術館の光

熱水費や設備の保守管理委託費など、維持管理

に要する経費でございます。

次に、その下のページ、455ページでございま

す。

（事項）美術館普及活動事業費に5,264万円を

計上しております。

主なものとしましては、説明の欄の２、特別

展費でございます。これは、県民の皆様に、質

の高い、多様な芸術作品に親しんでいただくこ

とを目的として、開催するものでございまして、

平成27年度は３回の特別展を計画しております。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

常任委員会資料をお願いいたします。

常任委員会資料の７ページ、新規・改善事業

につきまして御説明いたします。

改善事業「県民総ぐるみ教育推進事業」でご

ざいます。

１の事業の目的・背景でございますが、下か

ら４段目からありますけれども、本事業につき

ましては、学校支援ボランティアへの県民の参

加促進を図りまして、学校・家庭・地域や企業
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・市民団体等が一体となって取り組む、県民総

ぐるみの教育の推進につきまして、これまでに

引き続き推進していくものでございます。

２の事業の内容でありますが、（１）の地域の

教育力を活性化する取組につきましては、これ

まで取り組んでおります、学校のニーズに応じ

て、地域のボランティアの方々が教育活動のお

手伝いをする学校支援地域本部事業、それから

放課後子供教室、これは、子供の安全・安心な

居場所として、放課後に勉強や体験活動等を行

うものでありますが、それと地域ぐるみの学校

安全体制整備に取り組んでまいります。

（２）の県民の学びを生かす活動を推進する

取組につきましては、教育支援活動の充実に向

けた方策を検討するとともに、地域における教

育ネットワークの構築に向けた協議、また、地

域人材の育成を図ってまいります。

具体的には、１つ目、２つ目にございますよ

うに、学校関係者とか、企業、ＮＰＯ、ボラン

ティア等によります、地域教育ネットワーク会

議、また、学校支援地域本部事業や放課後子供

教室のかなめの役割を果たしていただいていま

す、コーディネーター等の指導者研修会を実施

いたします。

また、昨年度より実施しております、すぐれ

た教育支援に対する顕彰として、地域による学

校支援推進に係る県教育長表彰や、教育支援を

いただくアシスト企業の登録促進を引き続き

行ってまいります。

３の事業費でありますが、5,557万4,000円を

計上しております。

４の事業期間につきましては、平成27年度か

ら平成29年度までとしております。

５の事業効果でありますが、学校生活時や放

課後、週末等における子供の学習や生活への支

援体制が整備・充実され、地域の教育力の向上

が図られますとともに、企業、市民団体等を含

めて広く支援、協力をいただくことによりまし

て、県民総ぐるみによる教育の推進に向けた県

民の機運の醸成につながっていくこと等として

おります。

次のページ、８ページをお願いいたします。

新規事業「県民の読書を支える図書館づくり

事業」でございます。

１の事業の目的・背景でございます。

県民の誰もがいつでもどこでも図書館を活用

できるよう、新たな物流システムを検討します

とともに、県民や地域の課題解決に向けた支援

を強化しまして、加えて、県民の知の拠点とし

蔵書を充実させるなど、全県的な読書環境の向

上を図っていくものでございます。

２の事業の内容でありますが、（１）の県立図

書館サービスアップ事業につきましては、①に

ありますように、県内図書館資料の流通機能を

向上させるシステムを構築するために、先進地

の取り組みを調査するなど調査研究を行ってま

いります。

また、②にありますように、研修によりまし

て図書館職員の資質向上を図りまして、県民や

地域が抱える課題を解決するためのレファレン

ス体制を整備してまいります。

また、③にありますように、日曜・祝日の閉

館時刻を現在の17時から19時に変更しまして、

開館時間を平日・土曜日と合わせまして、２時

間延長することとしております。

（２）の県立図書館資料重点整備につきまし

ては、県全体の知の拠点としての蔵書を整備し

てまいります。

具体的には、②、③にありますように、県立

図書館としての役割であります調査研究や課題
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解決のための専門的な資料、市町村立図書館を

支援するための資料を重点的に整備してまいり

ます。

また、④にありますように、環境学習の拠点

としての必要な専門資料を、さらに充実してま

いります。

それから、３の事業費でありますが、4,385

万2,000円を計上しております。

事業期間につきましては、平成27年度から29

年度までの３カ年としております。

５の事業効果でありますが、流通システムを

研究することによりまして、遠隔地など、県立

図書館を身近に利用することが困難な県民の読

書環境等が向上すること、また、研修の実施に

よりまして、県民や地域の抱える課題への迅速

・的確な支援が可能となるものと考えておりま

す。

また、開館時間の延長によりまして、日中、

仕事等で来館が難しい方や遠隔地から来られて

いる方の利便性が向上しますとともに、資料の

充塡整備によりまして、県立図書館としての資

料提供機能が強化されるものと考えております。

生涯学習課の説明は以上でございます。

○西村委員長 議案に関する執行部の説明が終

わりました。

質疑はございませんか。

○髙橋委員 教職員課の確認ですけれど、旅費

は、赴任旅費も含めているということでしょう

か。

○西田教職員課長 はい、赴任旅費も入ってお

ります。

○髙橋委員 生涯学習課の新規事業の図書館づ

くり事業ですけれど、重点整備ということで、

環境学習の拠点としての資料を充実させる、産

業廃棄物で基金を充当ということで、財源を確

保されているわけですけれど、いわゆる所管外

基金ですよね。

だから、ある意味、よく所管する課が了解さ

れたなって、感心した次第でありますが、ある

意味、これが了解を認知されたということにな

れば、もう図書館は私は安泰じゃないかと思う

んですね。

安泰といいますか、それなりの財源の確保の

めどが、いろんな意味で図書館は、全てのこと

を網羅するところでありますから、そういった

いきさつをちょっと簡単に教えていただくとあ

りがたいです。

○村上生涯学習課長 図書館につきましては、

みどりの図書館ということで、環境学習、環境

自然農林水産業関係とか、資料の充実に努めて

おりますけれども、今年度分につきましては、

特にこの基金を所管します課のほうが、啓発事

業というものをこの仕様のメニューとして持っ

ておりまして、そこのところで相談をしました

ところ、その循環型の社会を構築するという意

味での環境リサイクル、そのような図書を整備

するということであれば、使ってもいいよとい

うようなことになりまして、私どもも、いわゆ

るその図書資料整備費でございますので、どち

らかというと、基金をよその課が、部が所管し

ているものをもう使うというのは、なかなか厳

しいという認識でおりましたけれども、そこの

ところが、今回、うまくいきまして、使わさせ

ていただくことになったということでございま

す。

○髙橋委員 いわゆる事業効果で、もう今、答

弁の中でありましたけれども、蔵書の新鮮度が

向上しますよね。ある意味じゃ、本当によくや

られたなと思って、その他の特定目的基金とい

うのが、かなりあるんですよ。
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それに、やっぱりその目的に、今、おっしゃっ

たようなその事業の啓発というか、そんなのが

大体盛り込まれていると思うんです。だから、

よくぞ生涯学習課は、風穴をあけられたなと物

すごく敬服しております。

今後、この図書館の充実のためには、やっぱ

り財源が必要ですから、こういった庁内の基金、

今後も活用、ぜひ努力していただきたいと思い

ます。

○村上生涯学習課長 基金が庁内で四十幾つ、50

近くあるわけですけれども、それぞれ所管があ

りまして、その設置の目的もあります。その設

置の目的に従いまして、仕様の使途が、方向性

が定められておると思います。

委員が言われますように、予算の獲得につき

ましては、非常に厳しい状況が続いていますの

で、そういった視点といいますか、考え方で、

これからも研究してまいりたいと思います。

それから、図書館は、ついでに言わせていた

だきますと、いろんな事業に取り組んでおりま

して、これは資料整備費でございますが、いろ

いろ県政の重要課題を紹介していくとか、イベ

ントとか、講座とか、いろんなことをやってお

りまして、そういったことの趣旨に合うような

ものにつきまして、いろんな民間を含めまして、

支援をしてもいいよというようなところもあっ

たりしますので、いろんな県の基金だけでなく、

財源を求めていくといいますか、そういったこ

とに努めてまいりたいと考えております。

○山下委員 確認だけ。特別支援教育、443ペー

ジですが、特別支援エリアサポート充実事業、

委員会資料の５ページですよね。これ、医師の

確保というのは、できているんですか。

○坂元特別支援教育室長 この広域エリアサポ

ートというもののサポートチームなんですけれ

ども、各教育事務所の中で登録をしておりまし

て、その中に、医師、例えば精神科医、小児科

が登録されておりますので、そういう意味では、

医師の確保はできている状況であります。

○山下委員 必要とする子供さんたちは、どれ

ぐらいおられるんでしょうか。

○坂元特別支援教育室長 国の24年度の調査に

よりますと、学習、生活上、著しい困難を示す

子供ということで、小中学校で、大体全体の6.5

％いるんじゃないかというふうに言われており

ます。

○山下委員 何名ぐらい。

○坂元特別支援教育室長 概数的には、約6,000

名ということでございます。

○右松副委員長 委員会資料の７ページの県民

総ぐるみ教育推進事業について、ちょっと伺い

たいなと思っています。

かなりこれ、大きなテーマだと思っていまし

て、家庭や地域の教育力の低下とか、地域社会

における人とのつながりの希薄化、こういった

中で、それに対してここに書いてありますとお

り、子供を取り巻く環境の整備や地域連携の強

化ということで、どういった形でこの事業の効

果が出てくるか。もちろん、一生懸命取り組ま

れておりますので、そこはもうきちんと敬意は

表しております。

私は、個人的な話をしますと、地域のまちづ

くり推進委員会というのがありまして、そこで

子供育成部会というのを新しくつくって、そこ

の役をやったり、あるいは青色パトロールとか、

青パトを走らせたりとか、自治会のほうでは交

通立ち番もしています。

なかなかそれの広がりが、やはりどうしても、

やる人が固定化されているんですよね。それを

いかに地域全体に広げていくか、これは非常に
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難しい、苦慮している、実体験として思ってい

ます。

県が事業として、これにかかわっていくとい

うことでありますので、5,557万円を使われてい

きます。それで、その中で事業内容、これを見

た中で、いろいろと説明をいただきましたけれ

ど、この取り組みは、やっぱり効果が上がって

いくという、具体的なその部分を本県独自の取

り組みでもいいんですけれど、どういった特性

があるのか、特徴があるのか、ちょっとそこを

教えてもらうとありがたいです。

○村上生涯学習課長 この事業につきましては、

国が制度事業としてつくりました。国３分の１、

県３分の１、市町村３分の１という事業でござ

います。

中身を見ますと、それぞれちょっと趣旨が違

うものが一緒になっているんですが、学校支援

本部事業というのは、学校の求めに応じて地域

の方ができることをお手伝いする。放課後子供

教室というのは、いわゆる帰っても親御さんが

いないというような子供さんたち、安心・安全

の居場所づくりということが主眼となって置か

れたものでございます。

あとは、それぞれいろんな形でありますけれ

ども、その安全面についていろんな取り組みが

されておりますけれども、そういったものをサ

ポートしていく事業。

それぞれ違うものがありますが、１つは大き

な柱としましては、地域の方たちがそれぞれ主

体的にかかわってやっていくということがござ

いまして、今言ったように、動く方が固定化し

ているというようなこともございますが、宮崎

県の場合は、ＮＰＯとか、企業とかも、これに

参画をいたしております。

先ほども言いましたけれど、アシスト企業と

いうのがありまして、これは企業の持つ専門性

とか人材とか、そういったものを地域の教育力

とかキャリア教育とかに充てていこうというこ

とで、今、217社登録をしておりまして、これが

学校とか地域における家庭教育学級とか、生涯

学習課でマッチングをしていろんな取り組みを

やっています。今現在でも160件を超える、出か

けていって学校で講話をしたり、工場見学をし

たり、家庭教育学級で話をしたりというような

ことでかかわっております。

これは、他県には見られない、非常に広がり、

裾野の広い取り組みがなされてきていると思い

ます。

効果がというところにつきましては、やはり

この取り組んでいる人たちの感想が、如実にあ

らわしておりまして、地域づくりという側面が

非常に強いと思います。

どちらから見るかによって、いろんな効果が

あると思っているんですけれども、地域の方々

が、これまで培ってきたものをまた地域のため

に、子供たちのために使おうということです。

子供たちも、なかなか社会とかかわり合いが

ありませんから、地域の方たちとの触れ合いが

ふえる。その中で体験活動とかいろんな学習も

しますので、非常にこのことに取り組んでおる

ところは、地域がこの取り組みを通じて活性化

してくるというような、そういった感想が聞か

れています。

○右松副委員長 わかりました。

事業の目的・背景等がここに多く出まして、

事業効果で、やはりさまざまな課題解決に向け

た地域の教育力の向上という形で、非常に重要

なところだと思うんですよね。

ですから、私も、いろんな形でできることは、

地域のほうでやっていきたいと思っていますの
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で、それがうまく県の事業と絡むといいなと思

いながら頑張っていきますので、よろしくお願

いします。

○西村委員長 ほかにありますか。

ないようでしたら、次の課に移ってよろしい

でしょうか。

それでは、以上で、特別支援教育室、教職員

課、生涯学習課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時42分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

スポーツ振興課、文化財課、人権同和教育室

の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

○日髙スポーツ振興課長 スポーツ振興課関係

について御説明いたします。

歳出予算説明資料、スポーツ振興課のインデッ

クスのところ、457ページをお開きください。

一般会計で、８億6,371万4,000円をお願いし

ております。

以下、主なものにつきまして、事項別に御説

明いたします。

459ページをお開きください。

下から２番目の段の（事項）スポーツ施設管

理費であります。３億221万9,000円を計上して

おります。

次の460ページをお開きください。

主なものといたしましては、説明の１、施設

管理運営費でありますが、これは、県体育館や

ライフル射撃競技場、総合運動公園有料施設な

どのスポーツ施設を指定管理者へ管理運営委託

する経費でございます。

次に、中ほどにあります、（事項）保健管理指

導費であります。4,549万5,000円を計上してお

ります。

主なものといたしましては、説明の２、県立

学校児童生徒保健管理指導費でありますが、こ

れは、県立学校に在籍する児童生徒の各種健康

診断や心臓検診に要する費用でございます。

続きまして、その下にあります、（事項）学校

安全推進費であります。１億4,539万3,000円を

計上しております。説明の１、日本スポーツ振

興センター共済事業でありますが、これは、学

校管理下での児童生徒の負傷や疾病などに対す

る医療費等の給付などに要する経費でございま

す。

続きまして、461ページをごらんください。

一番上の段にあります、（事項）体育大会費で

あります。１億1,197万8,000円を計上しており

ます。

主なものとしましては、説明の１、国民体育

大会経費でありますが、これは、主に国民体育

大会及び九州ブロック大会へ県選手団を派遣す

るために要する経費でございます。

次に、その下にあります、（事項）体育振興助

成費であります。3,823万9,000円を計上してお

ります。説明の１、体育振興助成費であります

が、これは主に、公益財団法人宮崎県体育協会

などの各種団体への助成や、各種大会開催及び

選手派遣に対する助成に要する経費でございま

す。

次に、その下にあります、（事項）競技力向上

推進事業であります。１億1,821万円を計上して

おります。説明の１、選手強化でありますが、

これは、競技力の向上を図るための、強化合宿

等に対する支援や指導者の養成などに要する経

費でございます。

次に、その下にあります、（事項）宮崎県スポ
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ーツ推進基金であります。2,911万3,000円を計

上しております。これは、基金を活用した事業

としまして、説明の１、スポーツ推進事業にあ

ります「“1130”県民運動ライフスポーツ推進事

業」と、次の462ページにあります、「国体選手

育成強化事業」に要する経費でございます。

続きまして、主な新規・改善事業について御

説明をいたします。

お手元の常任委員会資料をお願いいたします。

資料の９ページをお開きください。

新規事業「みやざきから夢と感動を！世界に

輝くアスリート育成支援プロジェクト」でござ

います。

１の事業目的・背景でございますが、2020年

の東京オリンピック・パラリンピック開催を好

機と捉えまして、本大会で多くの本県出身者が

活躍できますように、可能性を秘めたみやざき

人を発掘し、世界に通用する選手を育成する取

り組みなどにより、県民の皆様に、元気・勇気

・感動を届けることを目指すものであります。

２の事業内容でございますが、（１）の、輝け！

オリンピアン事業では、将来、オリンピックな

どで活躍できる有望選手を小学生から発掘・育

成していくために、体験教室やオーディション

を開催するほか、選手強化のためにトップチー

ムを招聘しての合同練習や、オリンピックなど

で活躍が期待できる有望選手への遠征費の支援

などを行います。

（２）の、めざせ！パラリンピアン事業では、

特別支援学校と中学校、高等学校との合同練習

会の開催や、パラリンピックなどで活躍が期待

できる有望選手への遠征費の支援などを行いま

す。

（３）の、はばたけ！女性アスリート事業で

は、本県が課題としている女子競技力の向上の

ために、これから新しく国体新種目に加わる女

子の自転車競技やウエートリフティング競技な

どへの強化支援や、遠征や大会に参加するママ

さんアスリートの支援としまして、子供の世話

をする保育士の派遣などを行います。

（４）の、オールみやざき！マルチサポート

事業では、現在行われている選手へのメディカ

ル面でのサポートに加えまして、指導者、競技

団体に対しても、栄養面、メンタル面などの研

修を通して、選手が活躍できる環境整備の充実

に努めます。

３の事業費でございますが、2,515万6,000円

を計上しております。

４の事業期間につきましては、平成27年度か

ら29年度までの３カ年としております。

最後に、５の事業効果でございますが、有望

選手の発掘や、育成・強化を初め、あらゆる面

でのサポートの充実を図ることにより、本県か

ら１人でも多くのアスリートが、オリンピック、

パラリンピックに出場して活躍いただくことで、

県民の皆様に、元気・勇気・感動を与え、スポ

ーツによる人が輝く元気な宮崎づくりを推進す

ることができると考えております。

続きまして、資料の10ページをごらんくださ

い。

改善事業「“1130”県民運動ライフスポーツ推

進事業」でございます。

１の事業の目的・背景でございますが、本県

成人の半数が運動に取り組んでいない状況を踏

まえまして、広く県民に対し、1130県民運動を

通して、運動・スポーツの実施に関する普及・

啓発活動を行い、健康長寿日本一の宮崎県づく

りに寄与するものであります。

２の事業内容でございますが、（１）の運動プ

ログラム推進では、①推進会議の開催としまし
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て、県民運動の全県的な推進のために、推進担

当者部会や運動プログラム検討部会等を開催し

ます。

また、②運動プログラム展開としまして、1130

体操のさらなる普及に努めますとともに、ウオ

ーキングシステムアプリ「ＳＡＬＫＯ（サルコ

ー）」を開発し、市町村や起業・団体等と連携し

ながら広く普及を図って、ウオーキング人口の

増加を目指します。

（２）の地域健康づくり支援では、①1130ラ

イフスポーツ機会の提供としまして、関係スポ

ーツ団体と連携しながら、日ごろ、運動をする

機会が少ない県民を対象に、運動やスポーツの

機会を提供してまいります。

また、②ひむか健康づくり推進員養成講座・

出前講座の開催としまして、運動やスポーツに

限らず、栄養や食生活の改善等を組み合わせた

県民の健康づくりを推進する人材を育成して、

推進員による出前講座を実施してまいります。

３の事業費でございますが、800万7,000円を

計上しております。

４の事業期間につきましては、平成27年度か

ら29年度までの３カ年としております。

最後に、５の事業効果でございますが、成人

の週１回以上の運動実施率が高まるなど、県民

総参加型のスポーツを推進することができると

考えております。説明は、以上でございます。

○大西文化財課長 文化財課の当初予算につき

まして御説明いたします。

歳出予算説明資料、文化財課のインデックス

のところ、463ページをお開きください。

平成27年度の当初予算額といたしまして、７

億2,389万1,000円をお願いしております。

以下、その主なものにつきまして御説明いた

します。

465ページをお開きください。

上から６段目の（事項）文化財保護顕彰費

に4,139万5,000円を計上しております。

その主なものといたしましては、その下の説

明の欄の７、残そう地域の伝統文化、めざそう

世界無形文化遺産の1,137万1,000円であります。

これは、有識者からなる委員会から御助言等

をいただきながら、県内各地の神楽につきまし

て、面や衣装などの調査のほか、映像や音声の

記録・保存・公開、さらに、他県との連携やシ

ンポジウムの開催などを予定しております。こ

れらの取り組みにより、世界無形文化遺産登録

を目指してまいりたいと考えております。

続きまして、同じページの下から２段目の（事

項）文化財保護対策費に1,933万円を計上してお

ります。

主なものといたしましては、次のページにな

りますが、２段目の４、新規事業「宮崎県近代

化遺産総合調査事業」の400万円でありますが、

これにつきましては、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

次に、その下の（事項）埋蔵文化財保護対策

費に２億6,991万4,000円を計上しております。

主なものでありますが、説明の欄の４、埋蔵

文化財発掘調査の２億3,158万円であります。

この事業は、都城道路や国富スマートインタ

ーなどの建設に伴い、国土交通省及び西日本高

速道路株式会社から委託を受けて、発掘調査や

報告書の作成を行うものでございます。

なお、発掘調査などにより道路の供用開始に

影響が出ないよう、しっかり取り組んでまいり

たいと考えております。

続きまして、その下の（事項）埋蔵文化財セ

ンター費に2,753万4,000円を計上しております。

主なものといたしましては、説明の欄の１、
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管理運営費でありますが、これは、埋蔵文化財

センターの光熱水費や設備の保守管理委託費な

どの維持管理に要する経費でございます。

次に、同じページの下から２段目の（事項）

博物館費に１億2,220万円を計上しております。

主なものといたしましては、説明の欄の２、

管理運営費でありますが、これは、総合博物館

の光熱水費や設備の保守管理委託費などの維持

管理に要する経費及び展示解説員の報酬等でご

ざいます。

次のページをお願いいたします。

一番上の（事項）博物館教育普及費に1,540

万2,000円を計上しております。

主なものといたしましては、説明の欄の１、

特別展費でありますが、これは、県民の皆様に、

自然への理解や歴史への関心を深めていただく

ことを目的といたしまして、開催するものであ

ります。

なお、平成27年度は、４回の特別展を計画し

ております。

続きまして、上から３段目の（事項）博物館

資料整備費でありますが、8,839万9,000円を計

上しております。

主な事業といたしましては、説明の欄の４、

民家園文化財再生・伝世事業の8,345万4,000円

であります。

この事業は、総合博物館にございます民家園

のうち、重要文化財に指定されております２棟

につきまして、カヤぶき屋根のふきかえなどの

工事や耐震補強工事を行うものであります。ま

た、保存修理工事の映像記録や屋根ふきかえの

見学会を実施することとしております。

次に、その下の（事項）考古博物館費に１

億1,271万5,000円を計上しております。

主なものといたしましては、説明の欄の１、

管理運営費でありますが、これは、考古博物館

の光熱水費や設備の保守管理委託費などの維持

管理に要する経費でございます。

次に、常任委員会資料をお願いいたします。

常任委員会資料の11ページをお開きください。

新規事業「宮崎県近代化遺産総合調査事業」

についてであります。

１の事業の目的・背景でありますが、近代に

つくられた建造物につきましては、貴重な文化

財と考えておりますが、老朽化や都市の再開発

等に伴い、取り壊しや改築が行われているもの

も少なくございません。

そのため、本県の近代化に貢献した、産業・

交通・土木等に関する建造物につきまして、歴

史的沿革、建築技術・技法に関する総合調査を

行いまして、今後の保存、活用に資するもので

ございます。

２の事業の内容でありますが、（１）近代化遺

産総合調査委員会、仮称でございますが、を設

置いたしまして、建造物や近現代史の専門家に

よる委員会を設置いたしまして、近代化遺産に

係る現状調査、評価、報告書の原案作成等を行

うこととしております。

（２）調査の概要でありますが、まず、１次

調査といたしまして、市町村等から御推薦いた

だき、対象となる建造物のリストを作成いたし

ます。

次に、２次調査におきまして、対象となりま

した建造物の概要について調査し、委員会にお

いて、さらに候補を絞り込む作業を行うことと

しております。

さらに、３次調査といたしまして、２次調査

で絞り込んだ候補につきまして、図面、沿革・

工法などの詳細調査を行うものであります。

なお、平成27年度につきましては、２次調査
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までを実施しまして、平成28年度におきまして

３次調査を行う予定であります。

３の事業費につきましては、400万円を計上し

ておりますが、２分の１の200万円につきまして

は国の補助金を予定しております。

４の事業期間は、平成27年度、28年度の２年

間を計画しております。

５の事業効果につきましては、本県の近代化

遺産につきまして、網羅的に掘り起こし記録す

ることで、文化資源としての価値を次世代に伝

えることができますとともに、文化財としての

価値を明らかにし、周知いたしますことで、近

代化遺産の保存・活用が図られるものと考えて

おります。

さらに、重要と判断されるものにつきまして

は、重要文化財指定や国登録有形文化財の登録

などにつながるものと考えております。以上で

ございます。

○黒木人権同和教育室長 人権同和教育室につ

いて御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育室のイン

デックスのところ、469ページをお開きください。

一般会計で447万円を計上しております。

以下、事項別に御説明いたします。

471ページをお開きください。

上から５段目にあります、（事項）人権教育総

合企画費に288万4,000円を計上しております。

主なものとして、１の（１）支え合う仲間づ

くりピア・サポート活動推進事業でありますが、

「ピア」とは「仲間」という意味で、高校生が

抱えるさまざまな問題を、生徒同士が支え合い

ながら解決できるよう、ピア・サポート活動に

関する知識と技能を身につけさせることにより

まして、高校生が将来、社会の中で助け合うこ

とができるための基礎をつくるとともに、思い

やりにあふれた学校風土の醸成を図る事業であ

ります。

次に、（事項）人権教育連絡調整費に158万

6,000円を計上しております。これは、人権教育

の円滑な推進を図るために、市町村教育委員会

や人権教育関係団体との連絡調整、人権教育の

状況等の調査指導に要する経費でございます。

以上でございます。

○西村委員長 議案に関する説明が終わりまし

た。

委員の皆様方からの質疑はございませんか。

○押川委員 みやざきから夢と感動を、という

ことで、世界に輝くアスリート育成支援プロジェ

クトでありますが、目的は、もうこういうこと

で、オリンピック、パラリンピックということ

でありますが、この事業内容の中で有望選手を

小学生から発掘というようなことで、体験教室

やオーディションを開催するということであり

ますが、小学生、県内全部の小学校を対象だと

思いますが、体験教室、オーディションを開催

するプログラム、場所等があれば教えてくださ

い。

○日髙スポーツ振興課長 まだ、具体的に、そ

ういったことを決める段階には至ってないんで

すが、案としましては、オーディションをする

種目等については、世間一般で行われている体

力、運動能力テストの内容項目等を基本に考え

ております。

場所等については、県有施設を使って開催を

しようということで考えております。

○押川委員 わかりました。これからだという

ことでありますけれども、広く県内、高千穂か

ら串間まであるわけでありますから、平たく皆

さん方が、参加できるような体制づくり、これ

をしっかりやってほしいというふうに要望をし
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ておきたいと思います。

その中で、発掘ができたときに、大学生とか

社会人のトップチームあたりを招聘して、一緒

にそういう子供たちを含んだ取り組みをされる

ということでいいんですか。

○日髙スポーツ振興課長 基本的には、タレン

ト発掘で選ばれた子供たちに対しましては、そ

の子たちだけに活動をするということで、それ

ぞれ種目をどの種目にするかを選ぶときには、

そういった県内のトップの選手と一緒に、体験

教室で実際にウエートリフティングをやってみ

たりとか、カヌーをこいでみたりとか、そういっ

たいろんな種目を体験することによって、将来、

自分が向いている種目とか、あるいは、宮崎大

学の医学部等のいろんなデータ等も参考にしな

がら、身体の能力等をもとに、本人たちが合っ

ている種目等について、子供たちと一緒になっ

て、保護者、競技団体と一緒になって検討して

いくことになるだろうというふうに考えており

ます。

○押川委員 わかりました。

もう（２）については同じような考え方とい

うことで、了解をしたいというふうに思います。

（３）の「はばたけ！女性アスリート」の件

でありますけれども、この自転車競技とかウエ

ートリフティングということで、もう指定され

てあるわけでありますが、例えば何名ぐらいい

らっしゃって、この保育士の派遣というのは、

どういう形で保育士を派遣されるのか、ちょっ

とお聞きをしておきたいと思います。

○日髙スポーツ振興課長 今現在、国体の選手

で、子供さんを連れていかないと国体に参加で

きないという競技の方は、弓道で１名、剣道で

１名、２名いらっしゃるんですが、そのほかに

も、今後、そういった方は予算をつけて広く募

集していけば、今後、もっともっとふえてくる

んではないかというふうに考えております。

あと、もう一点の女子種目の競技ということ

ですが、今後、オリンピック種目にあって、国

体種目にない競技が幾つかありまして、それは

岩手国体から後、順次、国体種目としてふやし

ていくというふうに、日本体育協会のほうが言っ

ております。

今のところ、自転車競技とかウエートリフティ

ング、レスリングの女子、ラグビーの女子、ボ

クシングの女子、そういった競技が、まだ国体

競技には、女子種目として開催されておりませ

んので、そういった競技に対して、宮崎県のほ

うもいち早く今のうちから、女子種目を志すよ

うな選手の発掘に対して取り組んでまいりたい

というふうに考えております。

○押川委員 保育士はどういうところから。

○日髙スポーツ振興課長 保育士については、

基本的に開催県で用意、準備していただければ、

そういったところで考えているんですが、選手

の方がおっしゃるには、やっぱり日ごろ、子供

たちがなれ親しんだ人のほうがいいということ

もおっしゃいますので、場合によっては御家族

に行っていただくとか、そういった方の派遣費

用を見るということも考えております。

○押川委員 例えば家族の方が行かれても、そ

この保育士を雇うぐらいの予算とかそういうも

のも、一緒に考えていらっしゃるということで

了解してよろしいですか。

○日髙スポーツ振興課長 家族が行かれる場合

には、もう保育士は、基本的には派遣しないと

いうことで考えているんですが、家族が行けな

い場合には、保育士を派遣するという形で考え

ております。

○押川委員 だから、家族が行かれる場合は、
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保育士相当のものをすることでいいですかとい

うことの質問です。わかりました。

○押川委員 次のこの1130県民運動ですが、推

進担当者部会と運動プログラム検討部会を立ち

上げられて、この目的に沿って、この事業をやっ

ていこうということでしょうけれども、この推

進担当者部会、運動プログラム検討部会、ちょっ

と具体的に教えてください。

○日髙スポーツ振興課長 推進担当者部会につ

きましては、普及啓発活動を中心に、1130県民

運動が、より一層、充実・発展するために、い

ろんな協議会を持ったり、あるいはそういう取

り組みをどういった形で進めていくかというよ

うなことを協議して、実際、計画を行っており

ます。

もう一つの運動プログラム検討部会につきま

しては、本年度は1130体操をつくっていただい

たりしております。そのほか、いろんな1130県

民運動に関するそういった具体的な運動療法と

か食事とかいろんなことに対して、今後、どう

いったアプローチをしていけば、本県のスポー

ツ実施率を高めることができるのかとかいうよ

うな形で、具体的な運動プログラムの開発等に

ついていろいろ協議をしたり、あるいは作成に

携わっていただいたり、あるいはＤＶＤ作成等

の原本をつくっていただいたり、そういった仕

事をしていただいております。

○押川委員 わかりました。しっかりこの事業

が浸透することによって、県民の皆さん方に、

この運動に親しんでもらう、そういったことで、

この事業が盛り上がればいいなと思いました。

それから、465ページ、この文化財保護顕彰に

要する経費という中で、７番目の残そう地域の

伝統文化ということで先ほどありましたとおり、

神楽を中心に世界遺産ということで、西都の考

古博物館でも、実は神楽に対するそういった研

修会があったんですが、今後、シンポジウム開

催はどのくらいされて、場所等が決まっておる

のか。この世界遺産に向けての今後の進め方で、

もし計画があれば、ちょっとお聞きをしておき

たいと思います。

○大西文化財課長 来年度のシンポジウムにつ

きましては、教育委員会単独で開催するのか、

もしくは記紀編さん推進室あたりとタイアップ

して開催するか、そのあたりは、また今後、検

討して、より充実したものをやりたいと思って

います。場所等については、まだ未定になって

おります。

今後のその無形文化遺産への取り組みでござ

いますが、今までは、いわゆる神楽の記録とか

調査を主にやってまいりました。今年度から、

それにあわせまして、委員会あたりから御助言

いただきまして、県外の連携ということで、こ

とし、初めて岡山県の保存会の方に来ていただ

いて、一緒にいろんな話し合いとか、協議した

とこでございます。

来年度以降も、もう少し他県と連携を強めま

して、いわゆる文化庁に対する働きかけをより

強めていきたいと思っているところでございま

す。

○押川委員 ありがとうございます。我々でも

わかるような内容のプログラムをつくっていた

だくと、ありがたいなと思いますので、要望し

ておきたいと思います。

それから、467ページ、考古博物館のこの10周

年魅力増進事業というのがあるんですが、ちょっ

と内容を教えてください。

○大西文化財課長 考古博物館には、プロジェ

クターで投影する映像の展示物が２つございま

す。これは、ことしと来年度の２カ年で計画し
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ておるんですけれども、ことし、プロジェクタ

ー２台更新しまして、映像の更新をことし、１

台行っております。あと、映像があと１本残っ

ておりますので、来年度はその映像の更新をす

る予定でございます。

○押川委員 内容がわかりました。

ぜひ西都原あるいは考古博物館を中心とした

活用の中で、こういった事業を取り入れ、もっ

ともっと広く県外の皆さん方が、西都原を中心

にいろんな形で勉強を始めていただくような形

で、ぜひ教育委員会のほうでも一生懸命取り組

んでいただければありがたいと思います。

○髙橋委員 委員会資料の９ページからお尋ね

しますが、私の意見は、多分、少数派じゃない

かもしれませんけれど、あえて申し上げますけ

れど、オリンピックの競技が、やっぱり物理的

なキャパが、日程もあるわけだから競技を絞り

ますよね。だから、世界的にマイナーな競技は

落としていったりして復活したりとか、そうい

うのがあると思うんですよ。

国体も順位をつけなければ、種目をいっぱい

広げてもいいと思うんだけれど、女子の自転車

競技とウエートリフティング、私はしている人

を知りません。そのくらい宮崎県的にはマイナ

ーだと思うんですよ。

むしろ、この国体のあり方は、身の丈国体と

いう言い方をうちの鳥飼議員も言いましたけれ

ども、もうそれも含めながら、この競技の中身

もやっぱり絞り込んでやらないと、人口の少な

い県は、ますます不利になると思うんですよ。

そういったところも、やっぱりいろんな場で、

宮崎県内のスポーツ団体とかともいろいろ意見

交換しながらいけばいいじゃないかと。もう国

体のあり方も変えないと、むしろ国民体育大会

にならないと思いますので。何か課長の意見が

ございますか。

○日髙スポーツ振興課長 確かに、委員おっしゃ

るように、マイナー競技になればなるほど、都

会に競技人口が集中しています。これは宮崎県

でも同じような状況がありまして、マイナー競

技ができるところといったら、やっぱり宮崎市

が一番種目数が多いです。

そういったところはありますので、ただ、今

回は、東京オリンピック・パラリンピックが控

えておりますので、それを見据えての種目をふ

やすということですので、何ともしがたい部分

があるのかなという気はしております。

ただ、本県の場合を申しますと、ウエートリ

フティングで今現在、日本チャンピオンが１人

います。あと、自転車も、高校生で日向高校の

女子生徒が、アジア大会に行っております。強

化選手になっておりますので、意外と有利になっ

たりすることもあるのかなとも、思ってはおる

ところであります。

○髙橋委員 もうこの件は終わりにしますけれ

ど、宮崎県が得意とするスポーツ競技があると

思うんですね。そこが弱まってはいけないわけ

で、あれもこれもということにならないことを

申し上げたくて申し上げました。

これは１つの意見として聞いていただいて、

でも、日本全体の考え方として、国体のやり方

は変えないと成り立たない。県民体育大会でも

そうですよね。宮崎市の一人勝ちですよね。

次にいきます。

ページは、押川委員がおっしゃった神楽の関

係で申し上げますけれど、これ、県内隅々まで

調査をしていくということで理解してよかった

ですかね。私の地域にも神楽があります。そこ

までひっくるめた調査をしていくということで

よろしかったですか。
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○大西文化財課長 私どもが市町村を通して神

楽の件数について調査いたしました結果、207の

神楽が、今、県内にあるというふうに調査結果

が出ております。時間はかかりますけれども、

この207についてやっていきたいと思っていると

こです。

○髙橋委員 だったら、ほぼ全てをということ

だと思うんですよ。時間をかけてでもとおっしゃ

いましたが、それは逆だと思います。スピード

を上げないと、神楽は33番でしたっけ。椎葉と

か高千穂とか米良は、たしか33番踊り切ります

よ。それ以外のところは、大体10番で終わるん

ですよ、半日とか、三、四時間で終わる催し物

なんですよ。

だから、それ以外の踊らない踊りは、もう知

らない。だから、私の地域でも今、話題になっ

ているのは、早く映像を撮れと。知っている人

が１人いるんですよ。もう84ですわ。

だから、ある意味じゃ説明聞きながら、これ

はスピードを上げないと、この事業の発想は物

すごくいいですから、これ世界遺産にだから、

私も言っているんですよ、皆さん方が頑張って

顕彰している神楽が世界遺産になるかもしらん

よということで。

大きい神社はまだいいけれど、小さくなれば

なるほど、早くスピードを上げて映像を撮っと

かないと、目標がだめになっちゃうんで、その

点は要望をしておきます。

委員会資料の11ページの同じ文化財課ですけ

れど、これも近代化遺産の調査をされるという

ことで、行政は、調査はよくされるんですね。

それで、３次調査が終わった後のアクションな

んですよ。

結局、事業効果で（３）に重要文化財指定と

か国登録有形文化財登録になっても、なるだけ

ですよね。たしかお金を交付して修繕とか修理

をさせてくれませんよね。たしか自前だったよ

うな気がするんですけれど、もしそこ辺、間違っ

ていれば。

○大西文化財課長 重要文化財に指定されます

と、国から修理等につきましては、約２分の１

の補助金が出ます。

○髙橋委員 登録有形文化財は。

○大西文化財課長 登録文化財につきましては、

税制的な優遇と、それから修理の設計関係に対

する補助程度しか出ません。

○髙橋委員 委員長、いいですよ、もう時間が

あれだから。

登録文化財は、日南の油津に二十何ぼあるん

ですけれど、ただ登録しているだけ。だから、

どんどん駆逐している。市が何とか力を入れて

いるんだけれど、何せ金がかかるもんだから、

保存について、まだ十分さが欠けていると思う

んですけれど、やっぱりここだと思うんですよ。

重要文化財と国登録有形文化財に登録されれ

ば、これはもういいんでしょうけれど、それに

漏れる。地元から見ると、ええ、こんなのが漏

れるのというのもあったりして、やっぱりそこ

まで保存をしていくことをやらないと、この総

合調査事業は、そこまでやって完成品だという

ふうに思うんで、まだきょう、議論する場じゃ

ないかもしれませんが、そこ辺を見据えていろ

んなことを考えてやっていただきたいなと思い

ます。

○中村委員 実は、私はきょうで、委員会の発

言は最後になるもんですから、24年間のうち文

教警察企業に半分ぐらいいたんじゃないかなと

いうぐらい、長いことおらさせていただきまし

た。

だから、何か最後に発言をせないかんなと思っ
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ていましたが、今、重要文化財の発言がありま

したが、この重要文化財の件について。

この前、生目に行ってきました。宮崎県でも、

相当な文化財が出ているなと。

裏の前方後円墳とかいろいろありましたから、

それも見てきたんですが、近隣で測量をやって

おりますと、自分の所有する土地を掘り起こし

たら文化財が出てきたと。自分の金で文化財を

保存しなくちゃならないんですね。たまたま公

的な土地とかそういったものから出てきた場合

は、県とか市が出すんだけれど。

だから、奈良県だと思うんですが、こういう

ことがありました。

重要文化財が出たんだけれど、もうとにかく

少しやって、また鉄筋の何階建てかのビルを建

てると。多分、デパートか何かだったと思うん

ですが、それも国はとめられなかったんですね。

そういうことがあるんですよ。

だから、我が宮崎県で、この前、生目に行っ

てみて、ああ、こんだけ出ているんだったら相

当あるなと。

えびのにもこの前、何か出ましたですね。そ

れを考えると、私有地で出た場合に、ある程度、

補助をしてやらないと、出なかったことにする

んですよ。出たということになると、自分の金

で全部掘り起こして、いわゆる調査しなさいと

いうことになるので、もう出たやつをそのまま

出なかったことにする場合が多いんです。そこ

辺はやっぱり管理しないと、重要文化財という

のは、出てこないと思います。

そういった意味では、県なり市が、もっと補

助を出してでも重要文化財の保護をやっていく

べきだと思いますが、それはどうお考えでしょ

うか。

○大西文化財課長 開発に伴います発掘につき

ましては、基本的に事業者の負担になっており

ます。ただし、農地整備とか、零細の部分、い

わゆる個人住宅とか、そのような部分につきま

しては、国が２分の１、それから県が４分の１、

市町村が４分の１ということで、いわゆる個人

には負担がいかないよう、発掘調査の経費は見

させていただいているとこでございます。

○中村委員 発掘調査は、ほとんどが自分とこ

の私有地に対して、何か建築するということに

なって、掘り起こしてみたら出てきたと。

そしたら、自分でその調査しなさいというこ

とですから、補助金はないと、みんなは思って

いるんですよ。だから、全部出てきたものを出

なかったことにしようということで埋める人が

多いんですよ。

そういうことを考えると、やっぱりそういう

補助金があるということも、ちゃんと知らしめ

とかないと、せっかくの宮崎県の大事な埋蔵文

化財がなくなってしまうということになると思

うんですね。

西都という話がさっきあったんですが、私、

生目にちょっと行ってみたんですね。ちょうど、

祭日の明くる日に行ったら、休みだというもん

だから、１人おられまして、事情を話したら、

都城から来ましたと言うたらあけてくれて、見

せてくれたんだけれど、相当数の埋蔵文化財が

あるんですよ。

やっぱり、ああいうものを県民が１回、見て

おく必要があるなと、今、思ったんでしたが、

そういった意味でも、個人でやる場合、例えば、

高速道路をやる場合は、もちろん高速道路に引っ

かかるところはやるわけですから、それはいい

んですけれど、自分たちでやる場合について、

本当に補助金が出るものは出るよということで

言っておかないと、もう自分でせないかんから
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埋め立てました、ということになるんですね。

だから、十分今からも気をつけてやっていた

だくとありがたいと思います。

○山下委員 関連。確認をもう一回、させてく

ださい。

今、相談を受けているんですが、自分の土地

に、農地なんですが、牛舎を建てたいと。で、

開発行為を起こしたら試掘で出てしまったと。

もう本掘をしないと建てられないということで、

行政判断があったみたいなんですが、今の話で

は、実質、受益者負担というのはないのか。

○大西文化財課長 基本的には、事業主負担で

ございます。ただし、個人住宅とか、実際、500

平米未満とかいう平米数があるんですけれども、

いわゆる零細企業とかそういうものについては、

個人負担を求めるのはちょっと厳しいので、２

分の１、国が見させていただいて、残りの２分

の１を市町村と県が折半して、調査経費を見さ

せていただいております。

○山下委員 ちょっとわからんとですが、牛舎

を建てるんですよ。結局、試掘して出た場合に、

本掘すると反当400万円かかるという話なんです

よね。

言われるように、公共施設をつくる場合は、

道路でも何でも、国の道路とか市道でも通す場

合は、全部、国庫で見てくれるということなん

ですが、あくまでもこれは牛舎ですから個人の

施設ですから、その分は、もう私も相談を受け

たんですが、いや、もうこれは、だから、やり

方が例えばあるんじゃないかと。柱の基礎のと

ころだけ穴を掘るわけですから。

○西村委員長 山下委員、議案審議なので、

ちょっと個別の案件は、個別に相談をしていた

だくようにお願いします。

○山下委員 ちょっとそのことだけ確認をした

い。

○大西文化財課長 その詳細がちょっとわから

ないので、今、明確な御返答はできないんです

けれども、そのあたりは、御相談いただくと、

またはっきりわかるんじゃないかと。

○山下委員 わかりました。

○西村委員長 ほかにありますか。よろしいで

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、以上で、スポーツ振

興課、文化財課、人権同和教育室の議案の審査

を終了いたします。

暫時休憩をいたします。

午後２時28分休憩

午後２時30分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

各課室長の説明及び質疑が終了いたしました

ので、総括質疑に移ります。

当初予算関連議案全般につきましての質疑は

ありませんか。

○髙橋委員 ２点、総括質疑を行います。

まず１点目は、教育委員会全体の当初予算に

ついて、確認といいますか、意見も含めて申し

上げますが、ちょっと補正を持ってきてないも

んだから、最終予算が幾らというのはわからな

いんですが、ただ、26年度は元気交付金とか、

多分、26年度しかない補正ですよね、そういっ

たところがあったと思うので、一概に26年度の

予算は参考にできない部分があるかもしれませ

んが。

ただ、この１ページのこの予算を見たときに、

総務とか教職員課というのは、100％、あるい

は100％を超える。人件費が主ですから、これは

これでいいと思うんですが、それ以外のところ
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は文化財課は別にして全てマイナス。27年度当

初予算のこの1,079億円のですか、この差ざっと

９億ですよね。こういったところは、最低限で

も肉づけでクリアしないといけない。

むしろ、これ以上のものを求めないかんと思

うんですよ。いわゆる防災もそうでしょうけれ

ど、医療・福祉・教育は予算を削っちゃいかん

というのが、あると思うので、そこんところの

考え方ですよね、お答えいただけるとありがた

いなと思います。

○大西総務課長 教育委員会の予算自体につき

ましては、今、髙橋委員がおっしゃったとおり

でございまして、特に教職員課の予算、人件費、

これが非常に大きいわけでございまして、実は、

教育委員会全体の予算の90％が人件費、つまり

義務的経費でございます。そういう中で、政策

的経費をいかに我々としても確保していくかと

いうのは、大変重要な課題になっています。

26年度当初予算と27年度当初予算、今、御指

摘のあった委員会資料の１ページをごらんいた

だきますと、一般会計でおよそ15億円程度減額

にはなっております。これは、骨格予算編成と

いう影響もございますが、やはり教職員課の９

億円超の職員費の減が実は大きく響いていると

ころでございます。

ただ、職員費というのは、先ほど教職員課長

からの説明もありましたように、ある意味、自

然減的な性格を帯びておりますので、単純に申

し上げますと、仮定の話ですが、６月補正予算

がどういう編成方針になるかは、まだ出ており

ませんけれども、仮に前年度と同額程度を割り

込まないということを考えれば、このマイナス15

億円から教職員課、人件費相当分の９億円超を

差し引きしますと、最低でも五、六億円程度は、

確保していきたいというようなところになろう

かと思います。

○髙橋委員 遠慮されての五、六億だと思うん

で、それ以上のものは、必要なものはいっぱい

あると思うんですよ、もう切りがないと思いま

すが。委員会内でいろいろ議論されて、優先順

位つけられて、いろんな方針を早目に出してい

ただきたいと思います。

あと一点は、委員長、続けて言います。

補正のときの質疑からも関連するんですけれ

ど、赴任旅費の減額補正が大きかったですよね。

あれは、私も言いましたけれども、異動の発令

が出て居住地以外のところに転勤になっても、

通勤で恐らくクリアされているから、赴任旅費

がもう不要になったということだと思うんです

よ。

それと、午前中の議論になりました、教職員

住宅の入居率、南那珂は40％を切っていました

けれども、これは、あえて強制・強要はできな

いということ前提で、私は申し上げました。じゃ

ないと、いろいろと御事情がある方もいらっしゃ

るわけですから。

ただ、これは理想論になるかもしれませんが、

住むことによって、地域を知る、人を知る、い

ろんな問題点、先ほど押川委員でしたっけ、川

崎の事件を取り上げられましたけれど、小っちゃ

なことからすぐ情報が入って、すぐ動けると思

うんですよ。やっぱり人を知る、地域を知る、

ここはやっぱり強みです。

だから、行政職員もひっくるめて、前、今も

ありますが中山間盛り上げ隊というのが出まし

た。これをわざわざつくらんでも、県庁職員が

方々に散らばっていれば、そこで地域の活動を

しながら、それこそゼロ予算ですよね。県庁職

員はいろんな知恵を持っているから、そして情

報もいっぱい持っているから、すごく貢献でき
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るのに、わざわざこういう組織をつくらんでも

と、私はその当時、思ったところであります。

教職員にしても、今、ひところと比べると通

勤者が多い、これはマイナス面もありますよね。

いろんな多忙を言われるけれど、確かに多忙で

す。でも、次の日に元気が回復できるかという

ことも、通勤時間が長くなれば、それはやっぱ

りマイナスですよ。

そこら辺もひっくるめて、何かうまくできな

いかなということで、補正からこの議論をさせ

ていただきながら思ったところでありまして、

特別な事情がある方は、これは別です。もちろ

んです。そういったところをいろいろと今から

やっていくと、宮崎の教育は物すごく発展する

かなという思いで申し上げました。御意見があ

ればいただきたいと思います。

○西田教職員課長 きのうのお話を聞きまして、

ちょっと調べたところなんですけれども、赴任

旅費の件については、近年、教職員の採用、転

任者数が2,000人から2,200人おります。赴任旅

費の支給実績は700から800ということになって

おります。

同一市町村内の結局、居住を移転しない場合

は赴任旅費は出ませんので、そのような状況で

ありますので、実質６割ぐらいを見込んで予算

をつくっていましたが、次年度は900人程度を見

込んでおります。

あと、そういう状況の中で、平成26年５月１

日現在の調査なんですけれども、教職員の居住

地について、同一市町村内に居住する割合が、

管理職、一般を合わせますと、小学校が68.3％

で、中学校が66.6％ということです。

そういうことで、今言われましたように、人

を知る、地域を知るということが一番大切であ

るし、そうあるべきであるし、また、子供たち

の危機管理という面からも意義のあることなん

ですけれども、住めない理由を調べてみますと、

学齢期の子供が在学している、共働きであると

か、両親の介護、そのような状況、あと自宅を

所有しているというような状況がありまして、

我々としても、本当は勧めたいところなんです

けれども、個々の教職員の判断に任せていると

いうのが現状であります。

こちらといたしましては、できるだけ住んで

ほしいんですけれども、住めない人も地域に溶

け込んで、保護者や地域住民と一緒になって教

育に当たるように、指導していかないといけな

いというふうに思っているとこであります。

○髙橋委員 先生方、一生懸命やっていらっしゃ

います。それは私も当然認めます。もう朝早く

から夕方遅くまで、土日も頑張っていらっしゃ

る方は、たくさん存じ上げています。

私の経験から。私は福祉事務所のケースワー

カーでした。私は、市役所の職員ですから、当

然、日南に住んでいました。

すると、県の人たちは、今でこそ合併して少

なくなりました郡部の福祉事務所、北郷と南郷

旧町の保護は中部福祉事務所が管轄するんだけ

れど、どうしても宮崎から見えるから、即行動

ができない。

私たちは、その保護者を土日も見かけたりす

るから、そういったところを私たちは指導でき

ました。

だから、日南は、保護の指導が厳しいといろ

いろ苦情が来て、南郷に転居した保護者がいる

んですよ。それがいいか悪いかちょっと別にし

て。でも、やはりそこに住んでいるということ

は、すごくその人をそこで知るわけで、そういっ

たところを教育の現場、あるいは行政職もひっ

くるめて、これから何とか少しでもできないか
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なという思いを、恨まれるかもしれませんけれ

ども申し上げました。

○飛田教育長 全く同じように思います。正直

言って、これをここで言うのは、ちょっと問題

があるかもしれないんですが、実は、地域ごと

の採用ができないかということも、アンダーグ

ラウンドで検討をしました。ところが、講習、

それから教科等で物すごく偏ってしまって、な

かなか難しいというのがあります。

それから、もう一つは、これも余り大きな声

では言いにくいことなんですが、異動をすると

きに、御夫婦ができるだけそういういい条件で

行くようなこともしよる。ただ一方では教科を

どうするかということと、平準化で異動しても

らうというようなことがあって、実は非常に悩

んでおります。ただ、そういう意識を持ちなが

ら仕事をしております。

それから、もう一つは、さっき課長が言った

ことに私も本当に共感するんですが、そこに仮

に住めなくても、ある部分では、夜、保護者と

じっくりつき合って話をするとか、あるいは保

護者会でも、いわゆる子供の成績がどうのこう

のということじゃなくて、趣味の話を親とでき

るとか、そういうようなことも、いろんな校長

会等で話しているんですが。やれる範囲で、やっ

ぱりそういうことを意識していかんといかんな

と思っていますし、そういうことは、うちの職

員たちとも共有をしながら、仕事をさせていた

だいているところです。

○右松副委員長 関連で。もう大分前ですが、

私の両親が教員をしていたときに、最初、やっ

ぱり若手のときには、中山間のほうに赴任にな

りますよね。私の父と母が当時は諸塚の飯干分

校に。そういう配慮というか、夫婦で教員でし

たら、若手が赴任したときに一緒に、そこの学

校に赴任にさせるとか。

それから、しばらくたって、私の父が管理職

になって、教育委員会から出先事務所とかに行っ

たときには、私の父は、その近くの教職員住宅

に単身で赴任したんですよね。

今、最初の20代のころの赴任のあり方と、さっ

きの管理職の赴任のあり方が、どのような形か、

それをちょっと教えてもらうとありがたいです。

○西田教職員課長 まず、新採につきましては、

できるだけ三、四年で異動を推進するようにし

ています。

まず、地元に住む方は非常に少なくて、違う

ところに行って、三、四年たったら、また違う

地域に行くような形で進んでいっております。

そして、大体普通の一般の教員は、同じ地区

内─例えば南那珂とか北諸とかそういう地区

内に15年以上いた場合は異動というような形に

なっております。

管理職につきましては、もう県内一円で、３

年程度で異動しているというのが現状でありま

す。

ただ、先ほど教育長も言いましたように、教

職員にとって働きやすい職場環境というのもあ

りますし、異動も含め、なるべくそういうとこ

ろで負担のないような異動のあり方というのを

今後、研究していかないといけないんだろうな

と考えておるところです。

○右松副委員長 飯干分校で子を授かって私が

産まれたんですけれど、やっぱりその最初の20

代のころって、うまくその辺も配慮してもらい

ながらやってもらうというような、そこの地域

に溶け込むというのは物すごく大事で。私の両

親も言っていましたけれど、地域の人が物すご

い青年団も含めて一緒になり、家族的なつき合

いができると言われていましたので、また、そ
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ういった赴任のあり方というか、配属のあり方、

その辺もちょっとまた考えてもらうといいかな

と思っています。

○中村委員 財務福利課長にお伺いしたいんで

すが、新規事業で宮崎県育英資金返還率向上事

業というのが説明ありましたが、委員の質問の

中で、対象がどのくらいいるのかということ

で、2,700人ぐらいいるんだという話をされたと

思うんですが、間違いであったら言ってくださ

い。

それで、その中の700人を委託してもらうんだ

と。というのは、その委託する者は、専門的な

知識を持ち、また経験豊かな者に、法的措置に

関する事務を委託するということで、司法書士

にしてもらいたいと。

それでまた、それについて、今言う質問があっ

て、どういうふうに選ぶのかということがあり

ましたが、その中で、入札にするというような

話がありましたが、えらいずさんだなと思った

んです。

入札じゃなくて、やっぱり経験とかそういっ

たものを踏まえてやらないと、入札だったら新

しい司法書士というのは、仕事は余り少ないん

ですよ。だから、飛びついてくるという気がし

てならない。そういう選択の方法がずさんだと

いうのが一つと。

それから、700人選ぶんだとおっしゃったんで

すが、予算が804万1,000円でしょう。その件数

が間違っていたら言ってくださいよ。700件委託

するとしたら、割ってみると１万1,000円じゃな

いですか。１万1,000円で司法書士が受けるわけ

がないでしょう。

もし、これはあっているとすれば、これの間

違いがなかったとすれば、これはずさんな計画

だと思ったんだけれど。聞いたことを言ったん

だけれど、何か間違いありましたっけ。

○田方財務福利課長 まず、この入札といいま

すのは、委員から今、計算されましたように、

１万1,000円というのは、割り込めばそういう金

額になるのかなと思いますけれども、大体、こ

れはいろんな調査をして、どれぐらいの金額で

できるかというのを事前に調査させていただい

て、大体これぐらいでいけるんではないかとい

うことで、この金額を組んでおります。

もし金額が上がれば、700件というのはちょっ

と少なくしなければならないと思いますけれど

も、事前に調査をしたと。

それと、やはり入札することによって、経験

のことはあるんですけれども、司法書士という

資格をお持ちになって、そういう経験があられ

る方々が入札に入っていただくことで、金額的

な部分での提言というのが目指せるのかなとい

うことで、こういう入札をかけるということで

計画をしております。

○中村委員 司法書士になって、一、二年、何

をやっているか。所有権移転登記ぐらいしかやっ

ていない。根抵当権とか、あるいはいろんな裁

判所に提出書類なんていうのは、なかなかそこ

までいかない。

だから、その入札するというのは、僕は危な

いと。あり得ないと。もっと勉強されないとと

思います。

１万1,000円という数字であれば我々は受けま

せん。行政書士でも、１万1,000円で受けなさい

たって、受ける人はいませんよ。勉強したとおっ

しゃったが、聞きましたがと言ったが。

○田方財務福利課長 きちんと、いろんな方々

にお伺いをして、どれぐらいで受けられるかっ

ていうのを、一応お伺いをした上で、予算的な

ものは出しているということでありまして、あ
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と、経過の問題はあるんですけれども、まず支

払い督促申し立てまでの書類をしていただくと。

あと訴訟とかそういうことになっていけば、う

ちの担当職員がやるということになりますので、

その書類の整備をやって、滞納者に送る、そう

いう作業までをしていただくということになり

ますので、そういうことで、今回、こういう事

業を出させていただいたということになります。

十分、丁寧な検討はしたつもりでありますの

で、１回、こういう形で法的措置をやらないと、

返ってくるお金がないということがありますの

で、どこかで、この滞納者というのを減らして

いかないといけないということの使命感があり

ますので、そういうことで、ぜひこの事業でやっ

ていきたいと考えておりますので、御理解いた

だければと思います。

○中村委員 いや、滞納者を減らすということ

は、皆さん、おっしゃったんですよ。滞納を減

らすためにどうするか、議論が長時間になりま

して聞いていましたら、この件については、やっ

ぱりおかしいなと思ったもんですから、調べら

れるなら調べられるでいいんですけれど、この

辺はもっと司法書士と詰められたほうがいいな

と思っています。

○田方財務福利課長 また丁寧に調査しながら、

この事業はうまくいくようにやっていきたいと

思っていますので、よろしくお願い申し上げた

いと思います。

○西村委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、総括質疑を

終わりますが、その他で何かございませんか。

それでは、以上をもちまして教育委員会を終

了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩をいたします。

午後２時50分休憩

午後２時53分再開

○西村委員長 それでは委員会を再開いたしま

す。

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うこととなっておりますので、10

日火曜日に行いたいと思いますが、開会時間は13

時でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

続きまして、３月４日午前中の文教警察企業

常任委員会において、髙橋委員から70歳未満の

運転免許講習手数料に関する質疑があり、警察

本部交通部長より「講習手数料が600円で、優良

運転者の更新まで含めると2,500円ということに

なっています。」と答弁がありましたが、正しく

は「講習手数料が600円で、優良運転者の更新手

数料は2,500円ということになっています。」と

のことであります。

このことについて警察本部より発言訂正の申

し出があり、許可しましたので、御報告いたし

ます。

それでは、その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上で本日の委員会を終

了いたします。

午後２時54分散会
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午後１時０分再開

出席委員（７人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 中 村 幸 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 山 下 博 三

委 員 髙 橋 透

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 牧 浩 一

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○西村委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決につき

ましては、議案ごと、もしくは一括、どちらが

よろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、一括して採決をいた

します。

議案第１号、第15号から第19号、第21号から

第23号、第28号、第32号、第33号、第54号、第65

号、第78号及び報告第１号について、原案のと

おり可決または承認することに御異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号ほか15件については原案のおり可決

または承認すべきものと決定をいたしました。

続きまして、請願の取り扱いについてであり

ますが、この請願第64号の取り扱いは、いかが

いたしましょうか。

〔「採決」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、採決との声が上がり

ましたので、お諮りをいたします。議案第64号

につきましては、採決との意見がございますの

で、お諮りをいたします。この際、請願を採決

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、請願第64号の賛否を

お諮りいたします。採択すべきものとすること

に、賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○西村委員長 挙手少数。よって、第64号は不

採択とすることに決定をいたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「教育及び警察行政の推進並びに公営企業の

経営に関する調査」につきましては、引き続き

閉会中の継続審査としたいと思いますが、御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

暫時休憩をいたします。

午後１時２分休憩

午後１時３分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に一任をいただくことで御異議ございま

平成27年３月10日(火)
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せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

最後に、その他の項目で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですね。

以上で、委員会を終了いたします。

午後１時４分閉会


